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◦ご契約のしおり◦●ご契約のしおり
「ご契約のしおり」では、ご契約にあたっての重要事項、保障内容、諸手続き、

税法上の特典など、保険契約について大切なことがらをわかりやすく説明

していますので、ぜひご一読ください。

不明な点がございましたら、当社または募集代理店の取扱担当者までお問

い合わせください。
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住所・名前が変わった

解約と払戻金

各種変更手続き

101ページ契約の更新について知りたい ご契約の更新

ページ
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主な保険用語のご説明

あ行 受取人（うけとりにん）

保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。

か行 解除（かいじょ）

告知義務違反があった場合などに、保険期間の
途中で、当社がご契約を消滅させることをいい
ます。

解約（かいやく）

契約者が保険期間の途中でご契約を消滅させる

解約払戻金（かいやくはらいもどしきん）

給付金（きゅうふきん）

クーリング・オフ制度（くーりんぐ・おふせいど）

契約応当日（けいやくおうとうび）

ご契約後の保険期間中に迎える、毎年の契約日
に対応する日のことをいいます。また、月単位
の契約応当日といったときは、毎月の契約日に
対応する日をいいます。

か行 契約年齢（けいやくねんれい）

契約日における被保険者の年齢のことをいい、
満年齢で計算します。
（例）30歳8ヵ月の被保険者の契約年齢は30歳と
なります。

契約日（けいやくび）

更新（こうしん）

保険期間が満了したときに、健康状態にかかわ
らず、所定の年齢まで保障を継続できる制度の
ことをいいます。契約者からお申出がなければ
自動的に更新されます。

告知（こくち）

告知義務違反（こくちぎむいはん）

告知していただいた内容が事実と違っていた場
合には、当社は「告知義務違反」として、ご契
約を解除することがあります。

さ行 失効（しっこう）

被保険者が入院したときや手術を受けたときな
どに当社からお支払いするお金のことをいいま
す。

ご契約の申込日から、その日を含めて20日以
内であれば、所定の手続きにより、ご契約の申
込みの撤回またはご契約の解除ができる制度の
ことをいいます。

保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料の
払込みがなく、ご契約の効力が失われることを
いいます。

ご契約の申込みに際して、現在の健康状態や職
業、過去の傷病歴など、当社または当社指定
の医師がおたずねする重要なことがらについ
て、ありのままをお答えいただくことです。契
約者と被保険者は、告知をしていただく義務
（告知義務）があります。

ご契約を解約した場合などに契約者にお支払い
するお金のことをいいます。

契約者が保険期間の途中でご契約を消滅させる
ことです。解約すると以後の保障はなくなりま
す。

契約年齢や保険期間などの計算の基準日となる
日のことで、通常は責任開始日の属する月の翌
月1日が契約日となります。ただし、認知症保
険（払戻金なし）の場合は、保険期間の始期の
属する月の翌月1日が契約日となります。

契約者（けいやくしゃ）

当社と保険契約を締結し、ご契約上の権利（契
約内容の変更の請求権など）と義務（保険料支
払義務など）を持つ人のことをいいます。
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さ行

支払事由（しはらいじゆう）

保険金・給付金をお支払いする場合のことをい
います。

責任開始期（日）（せきにんかいしき・び）

当社がご契約の保障を開始する時期を責任開始
期といい、その責任開始期の属する日を責任開
始日といいます。

は行 払込期月（はらいこみきげつ）

被保険者（ひほけんしゃ）

生命保険の対象として保険がかけられている人
のことをいいます。

復活（ふっかつ）

失効したご契約をもとに戻すことです。復活に
あたっては、あらためて告知をしていただきま
すが、健康状態などによっては復活できないこ
ともあります。

は行

保険料（ほけんりょう）

ま行 免責事由（めんせきじゆう）

保険金や給付金をお支払いできない事由をいい
ます。免責事由に該当した場合には支払事由に
該当しても保険金や給付金をお支払いできませ
ん。

や行 約款（やっかん）

ご契約についてのとりきめを記載したもので
す。

猶予期間（ゆうよきかん）

第２回以後の毎回の保険料を払込んでいただく
月のことで、月単位の契約応当日の属する月の
初日から末日までの期間のことをいいます。

保障の対価として、当社に払込んでいただくお
金のことをいいます。

保険料の払込みには払込期月の翌月1日から末
日までの猶予期間があります。

支払限度（しはらいげんど）

給付金のお支払いに関する限度をいいます。1回
の入院についての支払限度や通算支払限度など
があります。

主契約（しゅけいやく）

生命保険のベースとなる部分で、約款のうち、
普通保険約款に記載されているご契約の内容の
ことをいいます。

特約（とくやく）

主契約の保障内容をさらに充実させるためや保
険料の払込方法（経路）など、主契約とは異な
る特別なお約束をする目的で主契約に付加する
ものです。主契約が消滅したときは特約も消滅
します。

た行

保険期間（ほけんきかん）

当社がご契約上の保障を開始してから保険契約
が終了するまでの期間のことをいいます。この
期間内に保険金や給付金の支払事由が生じた場
合に、保険金や給付金の支払対象となります。

保険金（ほけんきん）

保険証券（ほけんしょうけん）

ご契約の保険金額・給付金額、保険料、保険期
間などのご契約内容を具体的に記載したもので
す。

被保険者が死亡したときや高度障害状態等に該
当したときに当社からお支払いするお金のこと
をいいます。

保険期間の始期（ほけんきかんのしき）

認知症保険（払戻金なし）の場合で、ご契約の
申込みと告知のいずれか遅い時をいいます。



■ 生命保険募集人  

保険契約締結の「媒介」と「代理」について
媒　介……………生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申込みに対して保険会社が承諾したとき

に保険契約は有効に成立します。
代　理……………生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約の申込みに対して生命保険募集人が承諾し

たときに保険契約は有効に成立します。

当社の生命保険募集人について
◇当社の生命保険募集人（募集代理店、募集代理店の取扱担当者、当社の電話オペレーター等をいいます。以下同じ。）はお客さ
まと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。したがって、保険契約はお
客さまからの申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。ご契約の成立後にご契約内容の変更等をする場合にも、
原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
◇当社の生命保険募集人の身分・権限等に関して確認のご要望がある場合には、楽天保険の総合窓口までお問い合わせください。

■ 申込書・告知書の記入
◇申込書・告知書は契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
◇当社所定の情報端末を利用した申込みの場合、申込書・告知書の記入にかえて、情報端末の画面表示に従い申込みに必要な事
項（告知を含みます。）を、契約者および被保険者ご自身に入力していただきます。入力内容を十分お確かめのうえ、情報端末
の画面上に署名をお願いします。

■ クーリング・オフ制度
◇ご契約の申込日（申込書類を郵送する場合は郵送の際の消印日付とします。）から、その日を含めて20日以内であれば、書面ま
たは電磁的記録によりご契約の申込みの撤回またはご契約の解除（クーリング・オフ）をすることができます。第1回保険料を
払込みいただいている場合には、第1回保険料全額をお返しします。

◇書面によりクーリング・オフをする場合、書面に下記の事項を記載のうえ、郵便により当社あてに発信してください。クーリ
ング・オフは書面の発信時（郵便の消印日付）に効力を生じます。

・ご契約の申込みの撤回またはご契約の解除をする旨
・契約者の氏名（自署）
・契約者の住所・電話番号
・申込番号・保険種類・被保険者名

〈送付先〉　〒983-8790　日本郵便株式会社　仙台東郵便局　私書箱第18号
楽天生命保険株式会社事務センター　クーリング・オフ係

◇電磁的記録によりクーリング・オフをする場合、当社ホームページ掲載の方法によりご通知ください。クーリング・オフは、
当社所定の通知フォームの発信時（通知の発信日付）に効力を生じます。
◇次の場合には、クーリング・オフ制度を利用することはできません。
○当社指定の医師の診査が終了した場合
○法人を契約者とする保険契約の場合

■ 現在ご契約の保険契約を解約または減額し、■ 新たな保険契約への申込みを検討されている方へ
◇現在ご契約の保険契約を解約または減額し、新たな保険契約への申込みを検討されている場合、次の事項について契約者にとっ
て不利益となることがありますのでご注意ください。
○解約、減額の際に払戻される金額は、多くの場合、払込保険料の合計額（減額の場合は減額部分に対応する払込保険料）より
も少ない金額となります。特に、ご契約後の経過年数が短い場合の払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
○一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うこととなる場合があります。
○新たな保険契約の申込みをする場合には告知義務があります。告知が必要な傷病歴がある場合等、被保険者の健康状態等に
よっては、新たな保険契約のお引受けができなかったり、その告知をしなかったために解除、取消しとなることがあります。
新たな保険契約の責任開始日（認知症保険（払戻金なし）の場合は、保険期間の始期の属する日）を起算日として、告知義務違
反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による取消しの規定等についても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺

ご契約にあたって（お願いとお知らせ）
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

の行為等が適用の対象となります。
○新たな保険契約については、責任開始日から3年以内の自殺の場合、入院や手術等の原因となる病気・ケガや不慮の事故等
が責任開始期前に生じている場合等には、保険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除ができないことがあります。

■ 告知と告知義務
告知の重要性（告知義務）
◇契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務（告知義務）があります。生命保険は多数の人々が保険料を
出し合って相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事している方等
が無条件に加入すると、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名、治療期間等）、現
在の健康状態、身体の障害状態、職業等、「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく
お知らせ（告知して）ください。また、当社指定の医師による診査を受ける際には、医師が口頭で告知を求めた事項について、
事実をありのままに正確にもれなく告知してください。『告知書』に記入したこと、当社指定の医師に口頭で伝えたことが告知
となります。

告知をお受けできる権限（告知受領権）
◇告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人には告知を受ける権限がないため、生命保険募
集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて
◇当社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じた引受対応を行っています。傷病歴等がある場合でも、
その内容や保険種類によってはお引受けすることがあります。告知内容等によっては、お引受けできないことや、「保険料の
割増」「保険金の削減」「指定疾病・指定部位不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。
◇また、当社では保険料は割増しされていますが、通常の保険よりも引受基準を緩和した保険を取り扱っています。詳しくは当
社または募集代理店の取扱担当者にお問い合わせください。

告知義務違反について（正しく告知されない場合のデメリット）
◇告知していただく事項は「告知書」に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知し
なかったり、事実と異なることを告知した場合、責任開始日（認知症保険（払戻金なし）の場合は、保険期間の始期の属する日）
から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除し、保険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除が
できないことがあります。責任開始日（認知症保険（払戻金なし）の場合は、保険期間の始期の属する日）から2年を経過してい
ても、保険金・給付金の支払事由や保険料の払込みの免除事由が2年以内に生じていた場合には、ご契約を解除することがあ
ります。
◇ご契約を解除した場合でも、「保険金・給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」
との因果関係によっては、保険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除をすることがあります。
◇ご契約を復活する場合にも告知が必要です。復活にあたり告知義務違反があった場合には、復活の際の責任開始日を基準にし
てご契約を解除することがあります。
◇告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを
勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、
契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認め
られる場合には、ご契約を解除することができます。
※告知義務違反としてご契約を解除する場合以外にも、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。たとえば、「現在
の医療水準では治癒が困難または死亡危険が極めて高い疾患の既往症、現症等について故意に告知しなかった場合」等、告知
義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。（告
知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にもご契約が詐欺による取消しとなることがあります。）この場合、すでに払
込んでいただいた保険料は払戻しません。
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

■ 申込内容等の確認
◇当社の社員または当社の委託を受けた者が、ご契約の申込みの際やご契約承諾後、または保険金・給付金の請求等の際に、申
込内容、告知内容、保険金・給付金の請求内容等について、確認させていただくことがあります。

■ 保障の開始（責任開始期）
認知症保険（払戻金なし）以外の保険契約の場合
◇当社がご契約の申込みを承諾した場合、申込みを受けた時（*）または告知の時のいずれか遅い時からご契約の保障を開始（責任
開始）します。

告知 申込み 承諾

責任開始（保障を開始します）

◇責任開始期の属する月の翌月1日が契約日となります。契約年齢および保険期間は契約日を基準に計算します。ただし、責任
開始期から契約日の前日までの間に、保険金・給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた場合には、責任開
始期の属する日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準に再計算します。

認知症保険（払戻金なし）の場合
◇当社がご契約の申込みを承諾した場合、申込みを受けた時（*）または告知の時のいずれか遅い時を保険期間の始期とします。
◇保険期間の始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日（責任開始日）からご契約の保障を開始します。

告知 申込み 承諾

保険期間の始期
1年間

責任開始日（保障を開始します）

◇保険期間の始期の属する月の翌月1日が契約日となります。契約年齢および保険期間は契約日を基準に計算します。

（*）情報端末で申し込んだ場合は、「情報端末で申込みをされた時」、申込書類を郵送する場合は、「郵送の際の消印日付」を申込
みを受けた時とします。
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

■ 第1回保険料の払込みとご契約の無効
第1回保険料の払込み
◇第1回保険料の払込方法は口座振替またはクレジットカード払いです。
※第1回保険料領収証は発行しません。また、当社の生命保険募集人が第1回保険料を現金でお預かりすることはありません。
〈口座振替扱〉
◇第1回保険料は、責任開始期（認知症保険（払戻金なし）の場合は、保険期間の始期）の属する月（申込月）の翌月または翌々月の
振替日に、契約者が指定した金融機関の口座から振り替えられます。
◇初回の振替日が申込月の翌々月となった場合や、預金残高不足等により振替日に振替できなかった場合には、申込月の翌々月
の振替日に第1回保険料と第2回保険料を合わせて請求します。

（例）
4月（申込月） 5月 6月 7月

申
込
み

4/10 5/1 5/27 6/27

第
1
回
保
険
料
（
5
月
分
）

の
振
替
予
定
日

第
2
回
保
険
料
（
6
月
分
）

の
振
替
予
定
日
（
前
月
の
振

替
日
に
振
替
で
き
な
か
っ
た

場
合
、
第
1
回
保
険
料
と
第

2
回
保
険
料
の
口
座
振
替
を

行
い
ま
す
。） 以後毎月

口座振替

契
約
日

〈クレジットカード扱〉
◇第1回保険料はクレジットカードによりお支払いいただきます。クレジットカードによりお支払いいただくにあたり、クレジッ
トカードの有効性等の確認を行います。
◇カード決済日はクレジットカードの種類により異なりますので、クレジットカード会社からのカードご利用明細などでご確認
ください。第1回保険料と第2回保険料を合わせて請求する場合もあります。

◇クレジットカードの有効性等が確認できなかったときには、指定されたクレジットカードによる保険料の払込みは取扱いませ
ん。
※クレジットカード扱の場合、保険料の払込みに楽天ポイントを利用できる場合があります。詳しくは当社ホームページのポイ
ントのルールと規約をご覧ください。

以後毎月
クレジット
カード決済

4/10 5/1

申
込
み

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
よ
り

カ
ー
ド
ご
利
用
明
細
送
付

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
有
効
性

等
の
確
認

第
１
回
保
険
料
（
５
月
分
）

カ
ー
ド
決
済
日

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
よ
り

カ
ー
ド
ご
利
用
明
細
送
付

4月（申込月） 5月 6月 7月

第
２
回
保
険
料
（
６
月
分
）

カ
ー
ド
決
済
日
（
前
月
の
決

済
日
に
請
求
が
間
に
合
わ
な

か
っ
た
場
合
、
第
１
回
保
険
料

と
第
２
回
保
険
料
を
合
わ
せ

た
金
額
を
決
済
し
ま
す
。）

契
約
日
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

ご契約の無効
◇申込月の翌々々月の5日（第1回保険料の払込期間満了日）までに第1回保険料の払込みがない場合には、ご契約は無効となり
ます。第1回保険料の払込期間満了日までに第1回保険料と第2回保険料を払込んでください。

（例）
4月（申込月） 5月 6月 7月

申
込
み

4/10 5/1 5/27 6/27

第
1
回
保
険
料
（
5
月
分
）
の

振
替
予
定
日
↓
残
高
不
足
等
に

よ
り
振
替
不
能

第
1
回
保
険
料
（
5
月
分
）
お

よ
び
第
2
回
保
険
料
（
6
月

分
）
の
振
替
予
定
日
↓
残
高
不

足
等
に
よ
り
振
替
不
能

7/5

第
1
回
保
険
料
の
払
込
期
間
満

了
日
↓
こ
の
日
ま
で
に
払
込
が

な
け
れ
ば
無
効

当
社
よ
り
「
生
命
保
険
契
約
無

効
の
ご
通
知
」
送
付

契
約
日

◇第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の払込期間満了日までに、保険金・給付金の支払事由が生じた場合には、お
支払いする保険金・給付金から第1回保険料を差し引きます。（第2回以降の保険料の払込期月が到来している場合には第2回
以降の保険料も差し引きます。）

■ 保険証券
◇当社がご契約の申込みを承諾した場合、契約者に保険証券をお送りします。保険証券に記載された内容が、申込内容と違って
いないか、もう一度ご確認ください。もし、内容が相違していたり、不明な点などありましたら、当社または募集代理店の取
扱担当者までご連絡ください。保険証券は大切に保管してください。
◇保険証券不発行特約を付加した場合、保険証券の発行は行いません。当社がご契約の申込みを承諾した場合には、当社所定の
電磁的方法により契約者に通知します。ご加入後のご契約内容は、当社所定の契約者様専用サイトでご確認いただけます。契
約者様専用サイトで表示された内容が、申込内容と違っていないかご確認ください。もし、内容が相違していたり、不明な点
などありましたら、当社または募集代理店の取扱担当者までご連絡ください。保険証券不発行特約の解約はできません。保険
証券不発行特約を付加した場合、保険期間を通じて保険証券は発行されませんので、ご注意ください。
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

■ 個人情報の取扱い
◇当社（楽天生命保険株式会社）は、お客さまから信頼される保険会社を目指し、当社がお預かりしている個人情報および個人番
号（以下、「個人情報等」といいます。）の取扱いに関する方針「プライバシーポリシー」を当社ホームページに掲載しています。
その要旨は次のとおりです。詳細は当社ホームページにてご確認ください。

１．個人情報等保護に関する関係法令等の遵守
当社は、個人情報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」といいます。）および行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」といいます。）をはじめ個人情報等保護に関する諸法令、国および関係機関
が定める指針・ガイドラインその他の規範および当社プライバシーポリシーを遵守します。
２．個人情報等の利用目的
当社は、お預かりしている個人情報等を、次の目的のために利用し、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱い
を行いません。また、そのための必要な措置を講じます。
（1）各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
（2）関連会社・提携会社を含む各種商品・サービス等のご案内・提供・維持管理（※）
（3）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービス等の開発・充実（※）
（4）その他上記業務に関連・付随する業務
※お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズに応じ
た各種商品・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
ただし、個人番号および特定個人情報（個人番号を含む個人情報）については、次に掲げる事務に必要な範囲でのみ取扱うこと
とし、その範囲外で取得、利用または第三者提供を行うことはありません。
①源泉徴収票・支払調書作成事務
②報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
③前①②に掲げる事務以外の法令に定める個人番号関連事務等

機微（センシティブ）情報の取扱いについて
保健医療情報などの「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（個人情報保護委員会・金融庁）第５条１項」
に定める機微（センシティブ）情報は、「保険業法施行規則第53条の10」により、保険事業の適切な業務運営を確保する必
要性から、お客さま等の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で利用するなど、業務の適切な運営の確保その他必要と認
められる目的に利用目的が限定されています。当社は、機微（センシティブ）情報について、個人情報保護法その他の法
令およびガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供いたしません。

3．個人情報等の取得方法
当社は、業務上必要な範囲内で、法令等に照らして違法性のないように留意するとともに、社会的良識に照らして適正な方法
で個人情報等を取得します。主な取得方法は、次のとおりです。
（1）申込書・契約書・告知書のほか、ヒアリング・アンケートなどにより個人情報を取得させていただきます。
（2）キャンペーン等の実施の場合には、インターネット・はがき・電話等で個人情報を取得させていただく場合があります。
（3）当社へお申出いただいた照会内容等につきましては、業務運営・管理およびサービスの充実等、迅速かつ適切な対応を行

うため通話内容等を録音させていただく場合があります。
（4）窓口対応につきましては、防犯等の観点より録画させていただく場合があります。

4．お預かりしている個人情報
当社がお預かりしている個人情報の主な内容は、次のとおりです。
（1）氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、性別、職業、勤務先、健康状態、金融機関情報、保健医療に関する

情報、生死に関する情報
（2）上記（1）に記載されている情報のほか、当社が取得した書面等（申込書・契約書・告知書、公的機関が発行する書類など）

に記載されている情報
（3）保険契約・委託契約等の維持管理に関する情報
（4）保険金・給付金等の支払いに関する情報
※上記には、吸収分割等により当社が承継した個人情報も含まれます。

5．個人情報等の安全管理措置
当社は、お預かりしている個人情報等を、正確かつ最新のものに保つよう努めるとともに、不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよ
び漏洩等を予防するため、個人情報等の取扱いに関して、次のとおり安全管理措置を実施し、必要に応じ是正措置等を講じます。
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

（1）安全管理について役職員等の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程等を整備運用し、その実施状況を確認する
とともに、個人情報等保護の適正な取組体制を維持します。

（2）個人情報等を取扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウエア対策、情報システムの監視等セキュリティ対策を
実施します。

（3）役職員等に対し、個人情報等の非開示契約の締結や教育・訓練等を行います。
（4）当社施設への入退室管理、個人情報等の盗難防止等の措置を講じます。
（5）外国にある第三者に個人データを提供する場合には、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人デー

タの安全管理のために必要かつ適切な措置を実施します。
6．個人情報の第三者への提供
当社は、次の場合を除き、取得した個人情報を第三者に開示、提供を行いません。
（1）法令にもとづく場合
（2）ご本人が同意されている場合
（3）ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合
（4）法令により要請され、かつ当社が開示を妥当だと判断した場合
（5）再保険の手続きをする場合（詳細は、「再保険会社への提供について」をご確認ください）
（6）利用目的の達成に必要な範囲内で業務の一部を委託・共同利用する場合
（7）個人情報保護法により、ご本人の同意を得ずに提供が認められている場合
ただし、特定個人情報については番号法で定める場合を除き、第三者に提供いたしません。

再保険会社への提供について
当社は、お引受けする保険契約について、次のとおり個人情報を再保険会社（外国（本邦の域外にある国または地域）にあ
るものを含む。）に提供することがあります。なお、適切な危険分散等の観点から、保険引受および同意取得の時点では
再保険会社を特定できません。外国の再保険会社に提供を行った場合には、個人情報保護法および関係法令等に基づき、
ご本人の求めに応じて、外国の名称等に関する情報を提供いたします。
○第三者に提供する目的
再保険の仕組みを通じた保険引受リスクの分散のため、再保険会社における再保険契約の引受け、継続・維持管理、
保険金・給付金等支払いに関する利用を目的とします。
○提供する個人情報の項目
再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等
の契約内容に関する情報、健康状態に関する情報、保険金受取人氏名・住所、診断書類など業務遂行に必要な個人情報
○提供の手段等
当社は、再保険会社へ提供する個人情報を暗号化等により秘匿化し、運搬、郵送、宅配便およびメール等の手段で再
保険会社に提供いたします。
○個人情報の取扱いに関する契約について
当社は、個人情報の取扱い等に関する条項を規定した契約を再保険契約の相手方と締結します。

個人情報の共同利用について
○楽天グループ株式会社との共同利用について
楽天グループ株式会社が運営するお客さま向けプログラムやキャンペーン（以下「楽天お客さま向けキャンペーン等」と
いいます。）の運営のために、楽天お客さま向けキャンペーン等の対象者となられるお客さまの当社保険契約（以下「対
象保険契約」といいます。）について、申込書類およびその附属書類、インターネット等電磁的方法や電話・チャット等
を通じてご提供いただいた申込みにかかる個人情報その他のお客さまの個人情報を、楽天グループ株式会社と共同で
利用します。
(1) 共同利用する個人情報の項目
　①お客さまを識別する符号その他の情報
　②対象保険契約申込み・ご加入・ご継続にかかる情報等の対象保険契約のステイタスについての情報
　③その他楽天お客さま向けキャンペーン等を運営するうえで必要な情報
(2) 共同利用の利用目的
楽天お客さま向けキャンペーン等について、お客さまの情報通信端末画面に、お客さまの楽天お客さま向けキャン
ペーン等の利用状況およびこれに伴う特典の蓄積状況の表示を行うため

(3) データ管理責任者
楽天生命保険株式会社
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

○グループ会社との共同利用について
楽天インシュアランスホールディングス株式会社（以下、「楽天インシュアランスホールディングス」と表記）および楽
天インシュアランスホールディングスの子会社等（以下、これらを総称して「楽天インシュアランスグループ」と表記）
では、グループの経営管理や各種リスク管理を実施すると共に、より付加価値の高い各種商品・サービスを開発・提
供等するため、以下のとおり個人データの共同利用を行います。
(1) 共同利用する個人データの項目
楽天インシュアランスグループが保有する個人の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、メールアドレス、個人
を識別する符号、保険契約の申込書類およびその附属書類等に記載されている情報、保険金・給付金等の支払いに
関する情報、保険契約の維持管理に関する情報その他の下記利用目的達成のために必要な個人に関する情報

(2) 共同利用者の範囲
楽天インシュアランスグループ
※楽天インシュアランスグループの詳細につきましては、楽天インシュアランスホールディングスホームページ
（https://www.ins-hd.rakuten.co.jp/）の「グループ情報」をご参照ください。

(3) 共同利用の利用目的
　①経営管理、各種リスク管理およびこれらに付帯する業務ならびに法令等の遵守
　②各種取引の開始・維持管理（各種保険契約のお引受けやご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いを含みます）
　③楽天インシュアランスグループの業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
　④楽天インシュアランスグループが提供する各種商品・サービスのご案内、提供
　⑤その他上記に関連・付随する業務
(4) 個人データ管理責任者
当該個人データを原取得した各会社

7．個人情報等取扱いの委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報等に関する取扱いを第三者へ委託することがあります。委託する場合には、
委託先の選定基準を定め、定期的または随時に委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行
います。
委託先の選定にあたっては、委託先における個人データの安全管理に係る実施体制の整備状況、ならびに委託先から再委託す
る場合の再委託先の個人データの安全管理に係る実施体制の整備状況に係る基準を定め、これを遵守します。

8．情報交換制度等について
当社は、一般社団法人生命保険協会が運営する次の制度において、他の生命保険会社等との間で生命保険契約等に関する個人
情報を共同利用します。次の制度につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームページもあわせてご覧ください。
○契約内容登録制度・契約内容照会制度
○支払査定時照会制度
ただし、特定個人情報については共同利用いたしません。

9．外国にある第三者への提供について
当社は、個人情報保護委員会規則で定める措置を講ずることによって個人データを外国にある第三者に提供した場合には、ご
本人からの求めに応じて当該措置に関する情報を提供いたします。

10．ご本人からの開示等の請求
当社は、お客さま等からご本人に関する保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消
去および第三者への提供の停止ならびに第三者提供記録の開示（以下、「開示等」といいます。）の依頼があった場合は、ご本人
であることを確認させていただいた上で、法令に則り、速やかに対応します。また、ご本人に代わって開示等のご請求をされ
る場合には、その代理権の存在を示す資料のご提出をお願いいたします。
開示等のご請求に関する手続きは、当社ホームページまたは11.に記載のお問い合わせ窓口でご確認ください。

11．お問い合わせ窓口
当社は、個人情報等の取扱いに関する苦情・相談に対し、迅速かつ適切に対応いたします。当社の個人情報等の取扱いや保有
個人データに関するご照会・ご相談等は、下記までお問い合わせください。

楽天生命　個人情報窓口　0120-977-677
（平日9 : 00～19 : 00　土日・祝日9 : 00～17: 00／年末年始を除く）

ホームページアドレス　https://www.rakuten-life.co.jp/
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

12．認定個人情報保護団体について
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取
扱いに関する苦情・相談を受け付けています。

〈お問い合わせ先〉
一般社団法人生命保険協会　生命保険相談室
【電話番号】　03-3286-2648
【所在地】　〒100-0005　千代田区丸の内3－4－1　新国際ビル3階
【受付時間】　9 : 00～17 : 00（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
【ホームページアドレス】　https://www.seiho.or.jp/

13．提供の任意性
当社への個人情報等の提供はご本人の任意ですが、業務上必要となる情報をご提供いただけなかった場合、利用目的に記載し
た各種商品・サービス等のご提供ができない場合があります。

14．個人情報管理態勢の継続的改善
個人情報等を適切に保護するための個人情報管理態勢を構築し、継続的に見直し、改善に努めます。また、プライバシーポリ
シーの内容に変更が生じた場合には、当社のホームページ（https://www.rakuten-life.co.jp/）に掲載し、公表いたします。

■「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、■ 他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用
◇当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制
度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定
のものと共同して利用しています。

契約内容登録制度・契約内容照会制度
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合
会（以下、「各生命保険会社等」といいます。）とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加（以下、「保険契約等」といい
ます。）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等（以下、「保険金等」といいます。）のお支払いの判断の参考
とすることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。）に
もとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しています。
保険契約等の申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または
一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等の申込みがあった場合または保険金等の請
求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお
引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特
約の中途付加日（以下、「契約日等」といいます。）から5年間（被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5

年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間）とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考
とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手
続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次の
ア）～オ）に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各
手続きの詳細については、当社までお問い合わせください。
ア）当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱っている場合
イ）当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ）本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ）当社が取扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害す
るおそれが大きい場合

オ）本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

登録事項
2024年3月31日以前の登録事項
（1）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・郡までとします。）
（2）死亡保険金額および災害死亡保険金額
（3）入院給付金の種類および日額
（4）契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
（5）取扱会社名

2024年4月1日以降の登録事項
（1）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・郡までとします。）
（2）普通死亡保険金の金額
（3）入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
（4）災害死亡保険金の金額
（5）がん給付金の一時金額
（6）就業不能保障給付金の月額
（7）先進医療保障給付の件数
（8）契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
（9）取扱会社名
※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更の申込みがあった場合、申込みの対象となる
証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記 (2)~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。

その他、正確な情報の把握のため、ご契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。

※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホー
ムページ（https://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容につきましては、当社ホームページ（https://www.rakuten-
life.co.jp/privacy/contract.html）をご確認ください。

支払査定時照会制度
保険金等の請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国
労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会（以下、「各生命保険会社等」といいます。）とともに、
お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等（以下、「保険契約等」といいます。）の解除、取消しもしくは無効の判断（以
下、「お支払い等の判断」といいます。）の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命
保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
保険金等の請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、
相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命
保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること（以下、「相互照会」と
いいます。）があります。相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、請求に係る傷病名その他の情報が相互照会さ
れることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社
等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありませ
ん。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去さ
れます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知りえた情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等の受
取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を
申し出ることができます。また、次のア）～オ）に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用
停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社までお問い合わせください。
ア）当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱っている場合
イ）当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ）本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ）当社が取扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害
するおそれが大きい場合

オ）本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
（1）被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします。）
（2）保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の事項は、照会を受けた日から5年以内の

ものとします。）
（3）保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名お

よび被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあ
るのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共
済掛金と読み替えます。

※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ（https://

www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

「支払査定時照会制度」の最新の内容につきましては、当社ホームページ（https://www.rakuten-life.co.jp/privacy/
assess.html）をご確認ください。

■ 犯罪収益移転防止法にもとづく取引時確認
◇犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）にもとづき、ご契約時、契約内容変更時などに、運転免許証や
パスポートなどの公的証明書などをご提示いただき、本人特定事項（氏名、住所、生年月日など）、職業または事業の内容など
の確認をさせていただく場合があります。これはお客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズム
に対する資金提供に利用されたり、マネーローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
◇確認させていただいた内容に変更が生じる場合は、当社にご連絡ください。

■ 実特法にもとづく税法上の居住地国等の確認
◇実特法（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律）にもとづき、税法上の居住地国等を
記載した届出書を提出いただくことが必要な場合があります。生命保険会社は、お客さまから提出いただいた届出書の記載事
項等を確認し、所轄の税務署長にご契約情報等を報告することが義務づけられています。
◇届出書のご提出後、税法上の居住地国に異動があった場合もお手続きが必要ですので、当社にご連絡ください。

■ FATCAにもとづく取引時確認
◇米国法「外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）」実施に関する日米関係官庁間の声明にもとづき、ご契約時などの手続きの
際に、お客さまが所定の米国納税義務者であるかの確認をお願いすることがあります。
◇該当する場合には米国内国歳入庁にご契約情報等の報告を行っており、所定の書類を提出いただきます。
◇ご契約後、渡米等の環境の変化等によって、米国における納税者に該当することとなった場合は、当社にご連絡ください。

■ 生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合
◇生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、給付金額等が削減されることがありま
す。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約
者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額等が削減されることがあります。

■ 生命保険契約者保護機構
◇当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」といいます。）に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保
険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保
険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等に
より、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることも
あるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保
険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定（*1）に係る部分を除いた国内における
元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約（*2）を除き、責任準備金等（*3）の90％とすることが、保険業法等で定めら
れています。（保険金・年金等の90％が補償されるものではありません。）
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件
の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・
年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通
常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあります。
（*1）特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険

契約に係る特別勘定をさします。更正手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更正計画を作
成することが可能です。（実際に削減しないか否かは、個別の更正手続きの中で確定することとなります。）

（*2）破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超えていた契約をさします（注2）。当該契約については、責任
準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限と
なります。
高予定利率契約の補償率＝90％－｛（過去5年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷2｝
（注1）基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっ

ています。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
（注2）一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立

した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等にお
いて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険
契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、
確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定
利率契約に該当するか否かを判断することになります。

（*3）責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準
備金等をいいます。

〈しくみの概略図〉

○救済保険会社が現れた場合

破綻保険会社 会員保険会社

民間金融機関等

国救済保険会社保険契約者等

補償対象保険金支払いに
係る資金援助

負担金の拠出

補償対象保険金の支払い
（注2）

保険金請求権等の買取り（注2）

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得

資金貸出

財政措置（注1）

資金援助

保険金等の支払い

保護機構

○

破綻保険会社 会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

補償対象保険金支払いに
係る資金援助 負担金の拠出

補償対象保険金の支払い
（注2）

保険金請求権等の買取り（注2）

資金貸出

財政措置（注1）

保険金等の支払い

保護機構
承継保険会社

保険契約の引受け

保険契約の承継

救済保険会社が現れない場合

（注1）上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による
負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
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●ご契約にあたって（お願いとお知らせ）●

（注2）破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を
買取ることをさします。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。
（高予定利率契約については、（*2）に記載の率となります。）

◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法
令の改正により変更される可能性があります。

〈生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先〉
生命保険契約者保護機構　TEL 03-3286-2820※月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時
ホームページアドレス　https://www.seihohogo.jp/

■ 当社の会社形態
◇保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営される
ものであり、株式会社の契約者は相互会社の契約者のように「社員」（構成員）として会社の運営に参加することはできません。
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■ 医療保険1095（払戻金なし）
特徴としくみ

1 長期入院でも安心の医療保険です。
●入院給付金の支払限度は、病気・ケガそれぞれにつき1回の入院・通算ともに1,095日の長期保障です。
●がん、心疾患、脳血管疾患による入院は無制限で保障します。
●日帰り入院（*1）も支払対象です。

2 手術保障も充実しています。
●Ⅰ型は約款別表に定める手術に加え、入院中に受けた公的医療保険制度対象の手術が保障の対象です。
●Ⅱ型は約款別表に定める手術も、公的医療保険制度対象の手術も、入院中・外来にかかわらず、保障の対象です。

3 保険期間は10年と終身の2種類です。

●保険期間が終身の場合は、保険料払込期間を選択できます。（終身払・60歳払済・65歳払済・70歳払済）

4 特約を付加すれば、保障内容をさらに充実させることができます。
●退院・通院特約（払戻金なし）：退院時や退院後の通院を保障します。
●がん特約Ⅱ（払戻金なし）：がんと診断確定された場合に一時金をお支払いします。
●7疾病特約（払戻金なし）：心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患、膵疾患で入院した場
合に一時金をお支払いします。急性心筋梗塞、脳卒中には特に手厚い保障です。

●入院一時金特約（払戻金なし）：病気・ケガで入院した場合（日帰り入院（*1）も含みます。）に一時金をお支払いし
ます。
●3大疾病保険料払込免除特約：悪性新生物と診断確定された場合、急性心筋梗塞または脳卒中で入院した場合に、
以後の保険料の払込みを免除します。

●先進医療特約2018：先進医療を受けた場合に先進医療給付金をお支払いします。

5 死亡時の保障や保険料払込期間中に解約した場合の払戻金はありません。
また、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

6 保険期間10年の場合、保険期間満了日の2週間前までにお申出のない限り、健康状態にかかわら
ず95歳まで（*2）自動更新されます。
（*1）日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料などのお支払いの有無で判断します。
（*2）保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が95歳以下となる範囲で自動更新を取扱います。

〈しくみ図〉

〈主契約：医療保険1095（払戻金なし）〉
●重大疾病入院給付金
●疾病入院給付金
●災害入院給付金
●手術給付金

〈退院・通院特約（払戻金なし）〉

〈がん特約Ⅱ（払戻金なし）〉

〈７疾病特約（払戻金なし）〉

〈入院一時金特約（払戻金なし）〉

〈３大疾病保険料払込免除特約〉

一生涯保障
または
自動更新により
最長95歳まで
保障

自動更新により
最長95歳まで保障

〈先進医療特約2018〉（*1）

（*1）先進医療特約2018は保険期間10年のみです。主契約の保険期間にかかわらず、10年ごとに更新されます。（最長95歳まで）

保障内容について
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●保障内容について●

支払事由など
お支払いする
給付金等 支払事由／保険料の払込みの免除事由 支払額等 支払限度 受取人

重大疾病入院給付金

責任開始期以後に生じた次のいずれかの病気
（重大疾病）の治療を目的として入院（*1）した
とき
①悪性新生物（➡約款別表18）
②上皮内新生物（➡約款別表19）
③心疾患（➡約款別表24）
④脳血管疾患（➡約款別表24）

入院給付金日額
×

入院日数
通算限度なし

被
保
険
者

疾病入院給付金

次のいずれかの入院（*1）をしたとき
①責任開始期以後に生じた重大疾病以外の病
気（*2）の治療を目的とする入院

②責任開始日からその日を含めて1年経過後
に開始した骨髄提供を目的とする入院（*3）

入院給付金日額
×

入院日数
通算1,095日限度

災害入院給付金
責任開始期以後に生じた不慮の事故（➡約款
別表3）によるケガの治療を目的として、事故
の日から180日以内に入院（*1）したとき

入院給付金日額
×

入院日数
通算1,095日限度

手術給付金

手
術
給
付
金
の
型

Ⅰ
型

責任開始期以後に生じた病気またはケガの治
療を目的として次のいずれかの手術（*4）を受
けたとき
①約款別表に定める手術（➡約款別表25）
②入院給付金が支払われる入院中に受けた、
公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬
点数表または歯科診療報酬点数表（➡約款
別表2）に手術料の算定対象として列挙され
ている手術（入院の原因と手術の原因が同
一の場合に限ります）（*5）

①の場合
手術の種類により、
入院給付金日額の
10・20・40倍

②の場合
入院給付金日額の5
倍

通算限度なし

手
術
給
付
金
の
型

Ⅱ
型

責任開始期以後に生じた病気またはケガの治
療を目的として次のいずれかの手術（*4）を受
けたとき
①約款別表に定める手術（➡約款別表25）
②公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬
点数表（➡約款別表2）に手術料の算定対象
として列挙されている手術（*5）

③公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬
点数表（➡約款別表2）に輸血料の算定対象
として列挙されている骨髄移植術（*6）

①の場合
手術の種類により、
入院給付金日額の
10・20・40倍

②③の場合
入院給付金日額の
10倍

通算限度なし

保険料の払込みの免除
責任開始期以後に生じた病気またはケガによ
り所定の身体障害の状態（➡約款別表20）に
該当したとき

将来に向かって保険
料の払込みを免除し
ます（*7）

̶ ̶

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

（*2）病気による入院には、異常分娩（➡約款別表2）による入院、不慮の事故の日からその日を含めて180日経過後に開始した
入院、不慮の事故以外の外因による入院を含みます。

（*3）骨髄提供を目的とする入院とは、組織の機能に障害がある者に対して、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞を移植すること（骨
髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる場合を除きます。）を目的とする骨髄幹細胞採取手術また
は末梢血幹細胞採取手術を受けるための入院をいいます。

（*4）手術とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加えることをいい、吸引、穿刺等の処置、
神経ブロックは手術には該当しません。また、レーザー屈折矯正手術（レーシック手術）等は手術給付金の支払対象とな
りません。（➡約款別表2）

（*5）約款別表25に定める手術を除きます。
（*6）末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。（➡約款別表2）
（*7）特約が付加されている場合、特約の保険料の払込みも免除されます。
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●保障内容について●

◇同一の日に複数の支払事由に該当した場合でも、入院給付金は重複してお支払いしません。
◇重大疾病入院給付金と疾病入院給付金の支払事由が重複した場合には、重大疾病入院給付金のみお支払いします。
◇重大疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複した場合には、重大疾病入院給付金のみお支払いします。
◇重大疾病入院給付金と疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複した場合には、重大疾病入院給付金のみお支払いし
ます。
◇疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複した場合には、災害入院給付金のみお支払いします。
◇保険契約締結時に指定した手術給付金の型を変更することはできません。
◇手術給付金の型がⅡ型の場合、次の手術については、入院給付金が支払われる入院中に、その入院の原因と同一の原因により
受けた場合に限り、手術給付金をお支払いします。
傷の処理（創傷処理、デブリードマン）、切開術（皮膚、鼓膜）、骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非
観血的授動術、抜歯、異物除去（外耳、鼻腔内）、鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）、魚の目・タコ切除術（鶏眼、胼胝切除術）

◇複数の手術を受けた場合でも、次の場合には支払額のもっとも高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金を支払います。
・同一の日に複数回の手術を受けた場合
・手術料が一連の治療過程につき１回のみ算定される手術を受けた場合
◇手術料が1日につき算定される手術を受けた場合、その手術を受けた1日目のみ手術給付金をお支払いします。
◇約款別表25に定める手術には、60日に1回の給付を限度とする手術があります。
◇保険料払込期間が60歳払済・65歳払済・70歳払済の場合で、保険料払込期間終了後に死亡した場合には、入院給付金日額
の10倍と同額の解約払戻金をお支払いします。

！
入院給付金・手術給付金の支払対象となる入院・手術はケガ・病気の治療を目的とする入院・手術である
ことを要します。美容上の処置や人間ドックのための入院等、美容整形上の手術、診断・検査（生検、腹
腔鏡検査等）のための手術等は治療を目的とする入院・手術には該当しません。
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●保障内容について●

■ 医療保険1095（払戻金なし）に付加できる特約

退院・通院特約（払戻金なし）
退院時および退院後の通院の保障を充実させることができます。退院時には一時金を、退院後の一定期間中に通院した場合には
通院給付金をお支払いします。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

退院給付金 入院給付金（*1）が支払われる入院を5日以
上し、生存して退院したとき

1回の入院の退院につき、
通院給付金日額×給付倍率 通算限度なし

被保険者
通院給付金

入院給付金（*1）が支払われる入院の退院日
の翌日から120日以内の期間に、その入院
の原因となった病気やケガの治療を目的と
して通院（*2）したとき

通院給付金日額
×

通院日数

1回の入院の退
院後の通院につ
き30日、通算
1,095日限度

（*1）主契約の重大疾病入院給付金、疾病入院給付金、災害入院給付金のいずれかの入院給付金をいいます。
（*2）通院とは、医師による治療が必要なため、所定の病院または診療所において外来、または往診により、治療を受けること

をいいます。（➡約款別表2）

◇退院給付金の給付倍率は保険契約締結時に10倍または20倍のいずれかを指定していただきます。（給付倍率の変更はできま
せん。）
◇次の入院は1回の入院とみなします。
・同一の不慮の事故による2回以上の入院（事故の日から180日以内に開始した入院とします。）
・同一の病気（病名が異なる場合でも、医学上重要な関係がある場合を含みます。）による2回以上の入院。ただし、最終の入
院（重大疾病入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入院とします。）の退院日の翌日からその日を含めて180日経過
後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
・同時に複数の支払事由に該当している入院
◇入院給付金が支払われる日には通院給付金をお支払いしません。
◇次のいずれかに該当した場合には、通院給付金は重複してお支払いしません。
・1日に2回以上通院した場合（1回の通院とみなします。）
・2以上の事由の治療を目的として1回の通院をした場合

！
治療措置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみのための通院などは、治療を目的とする通院には
該当しません。
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●保障内容について●

がん特約Ⅱ（払戻金なし）
がんに対する保障を充実させることができます。悪性新生物または上皮内新生物と診断確定された場合に一時金をお支払いします。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

がん診断給付金

【1回目】
がん保障の責任開始日（*1）以後に初めて悪性新生
物（➡約款別表18）と診断確定されたとき
【2回目以降】
悪性新生物の治療を目的として入院（*2）したとき

がん診断給付金額
1年に1回、
通算6回の
支払いを限度 被保険者

上皮内新生物診断
給付金

がん保障の責任開始日（*1）以後に初めて上皮内新
生物（➡約款別表19）と診断確定されたとき

がん診断給付金額 1回

（*1）責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
（*2）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の

管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇直前に支払われたがん診断給付金の支払事由に該当した日から1年以内にがん診断給付金の支払事由に該当しても、がん診断
給付金は支払いません。
◇悪性新生物または上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師の資格を持つ者によりなされることを要します。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、当社が認めたその他の方法で診断が確定された場合は悪性新生
物または上皮内新生物と認めます。
◇すべての給付金が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！

●がん診断給付金・上皮内新生物診断給付金は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
（がん保障の責任開始日）以後に診断確定された悪性新生物・上皮内新生物がお支払いの対象となります。

この期間に悪性新生物・上皮内
新生物と診断確定されても、が
ん診断給付金・上皮内新生物診
断給付金をお支払いしません。

91日目以後に初めて悪性新生物・
上皮内新生物と診断確定された場
合に、がん診断給付金・上皮内新生
物診断給付金をお支払いします。

90日間

責任開始日 91日目（がん保障の責任開始日）

●がん診断給付金の支払対象となる入院は悪性新生物の治療を目的とする入院であることを要します。
美容上の処置や人間ドックのための入院は治療を目的とする入院には該当しません。

がん保障の責任開始日前に悪性新生物・上皮内新生物と診断確定されていた場合の取扱い
〈悪性新生物と診断確定されていた場合〉
・被保険者が、がん保障の責任開始日前に悪性新生物と診断確定されていた場合には、契約者または被保険者がその事
実を知っているかいないかにかかわらず、がん特約Ⅱ（払戻金なし）は無効となります。
・この場合、すでに払い込まれたがん特約Ⅱ（払戻金なし）の保険料は契約者に返金します。ただし、告知前に被保険者が
悪性新生物と診断確定されていた事実を契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていたときには返金しません。

〈上皮内新生物と診断確定された場合〉
・被保険者が、がん保障の責任開始日前に上皮内新生物と診断確定された場合には、上皮内新生物診断給付金はお支払
いしません。
・この場合、その診断確定の日から６ヵ月以内に契約者から申出があれば、がん特約Ⅱ（払戻金なし）を無効とし、すで
に払い込まれたがん特約Ⅱ（払戻金なし）の保険料は契約者に返金します。（告知義務違反または重大事由により保険契
約が解除される場合を除きます。）

※復活の際も同様の取扱いとなります。復活の無効により返金する保険料は、復活の際の延滞保険料および復活以後の保
険料となります。
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●保障内容について●

〈肺がん（悪性新生物）と診断確定され、その後肺がん（悪性新生物）の治療のため入院した場合〉

①肺がんと診断確定
②肺がん
で入院

③肺がん
で2ヵ月入院

④肺がん
で入院

⑤肺がん
で入院

1年5ヵ月 8ヵ月 5ヵ月 1年2ヵ月

①がん診断給付金
をお支払いします。
（1回目）

②がん診断給付金
をお支払いします。
（2回目）

③がん診断給
付金をお支払
いしません。

④がん診断給付金
をお支払いします。
（3回目）

⑤がん診断給付金
をお支払いします。
（4回目）

①悪性新生物と診断確定された場合に1回目のがん診断給付金をお支払いします。
②直前に支払われたがん診断給付金（①）の支払事由に該当した日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、悪性
新生物の治療のために入院したので、2回目のがん診断給付金をお支払いします。
③直前に支払われたがん診断給付金（②）の支払事由に該当した日から1年以内の悪性新生物の治療のための入院なので、
がん診断給付金はお支払いしません。
④直前に支払われたがん診断給付金（②）の支払事由に該当した日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、悪性
新生物の治療のために入院したので、3回目のがん診断給付金をお支払いします。
⑤直前に支払われたがん診断給付金（④）の支払事由に該当した日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、悪性
新生物の治療のために入院したので、4回目のがん診断給付金をお支払いします。

〈肺がん（悪性新生物）と診断確定され、1年以内にその肺がん（悪性新生物）の治療で入院した場合〉

①肺がんと診断確定

②肺がんで入院

①がん診断給付金をお支払いします。 ②がん診断給付金をお支払いしません。

1年以内

①悪性新生物と診断確定された場合に1回目のがん診断給付金をお支払いします。
②がん診断給付金の支払事由に該当した日から1年以内に、悪性新生物の治療のために入院しても、2回目のがん診断給付
金はお支払いしません。入院中に1年を経過した場合には、1年を経過した日の翌日に支払事由に該当したものとして、
がん診断給付金をお支払いします。

〈肺がん（悪性新生物）と診断確定され、その後に肺がん（悪性新生物）が再発したが入院はしていない場合〉

①肺がんと診断確定

①がん診断給付金をお支払いします。 ②がん診断給付金をお支払いしません。

②肺がん再発
（入院なし）

1年6ヵ月

①がん診断給付金をお支払いします。 ②がん診断給付金をお支払いしません。

①悪性新生物と診断確定された場合に1回目のがん診断給付金をお支払いします。
②がん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、悪性新生物が再発や転移し、
悪性新生物の治療をしても、入院による治療を行っていない場合には、2回目のがん診断給付金をお支払いしません。
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●保障内容について●

7疾病特約（払戻金なし）
心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患、膵疾患に対する保障を充実させることができます。特に、急性
心筋梗塞、脳卒中に対しては手厚く保障します。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

急性心筋梗塞治療
給付金

責任開始期以後に生じた急性心筋梗塞（➡
約款別表9）の治療を目的として入院（*1）
したとき

特約給付金額
1年に1回、
通算6回の
支払いを限度

被保険者

脳卒中治療給付金
責任開始期以後に生じた脳卒中（➡約款別
表9）の治療を目的として入院（*1）したと
き

特約給付金額
1年に1回、
通算6回の
支払いを限度

心疾患治療支援給付金
責任開始期以後に生じた心疾患（➡約款別
表21）の治療を目的として入院（*1）したと
き

特約給付金額の20％ 1回

脳血管疾患治療支援
給付金

責任開始期以後に生じた脳血管疾患（➡約
款別表21）の治療を目的として入院（*1）し
たとき

特約給付金額の20％ 1回

糖尿病治療支援給付金
責任開始期以後に生じた糖尿病（➡約款別
表21）の治療を目的として入院（*1）したと
き

特約給付金額の20％ 1回

高血圧治療支援給付金
責任開始期以後に生じた高血圧性疾患（➡
約款別表21）の治療を目的として入院（*1）
したとき

特約給付金額の20％ 1回

肝疾患治療支援給付金
責任開始期以後に生じた肝疾患（➡約款別
表21）の治療を目的として入院（*1）したと
き

特約給付金額の20％ 1回

腎疾患治療支援給付金
責任開始期以後に生じた腎疾患（➡約款別
表21）の治療を目的として入院（*1）したと
き

特約給付金額の20％ 1回

膵疾患治療支援給付金
責任開始期以後に生じた膵疾患（➡約款別
表21）の治療を目的として入院（*1）したと
き

特約給付金額の20％ 1回

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の
管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇直前に支払われた急性心筋梗塞治療給付金の支払事由に該当した日から1年以内に急性心筋梗塞治療給付金の支払事由に該当
しても、急性心筋梗塞治療給付金はお支払いしません。
◇直前に支払われた脳卒中治療給付金の支払事由に該当した日から1年以内に脳卒中治療給付金の支払事由に該当しても、脳卒
中治療給付金はお支払いしません。
◇すべての給付金が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！ 各治療給付金・治療支援給付金の支払対象となる入院は疾病の治療を目的とする入院であることを要し
ます。美容上の処置や人間ドックのための入院は治療を目的とする入院には該当しません。
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●保障内容について●

入院一時金特約（払戻金なし）
病気・ケガで入院したときの保障をさらに厚くすることができます。日帰り入院（入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料
などのお支払いの有無で判断します。）から保障するので、短期入院にも備えられます。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

入院一時給付金
責任開始期以後に生じた病気（異常分娩（➡
約款別表2）を含みます。）またはケガの治
療を目的として入院（*1）したとき

入院一時給付金額 通算100回限度 被保険者

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の
管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇直前に支払われた入院一時給付金の支払事由に該当した日から60日以内の入院については、入院一時給付金をお支払いしま
せん。直前に支払われた入院一時給付金の支払事由に該当した日から60日を経過した日の翌日以後に入院した場合、または、
入院している場合が支払対象となります。ただし、継続入院の場合（継続入院の開始日前60日に入院一時給付金の支払事由が
生じていない場合に限ります。）、入院1日目、60日目で入院一時給付金をお支払いし、以後60日ごとにお支払いします。
◇入院一時給付金が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！
●入院一時給付金の支払対象となる入院は病気・ケガの治療を目的とする入院であることを要します。
美容上の処置や人間ドックなどのための入院は治療を目的とする入院には該当しません。

●治療を目的としない検査入院のみの場合には、入院一時給付金のお支払いの対象とならない場合があ
ります。

入院一時給付金のお支払例

３日 10日30日

〈2回以上入院した場合①〉

入院A
入院1日目に支払事
由に該当し、入院
一時給付金をお支
払いします。

60日

25日10日

入院一時給付金の支払事由に該当した日から60日以内の入院については入院一時給付金をお支払いしません。

入院B

　　　の入院1日目から60日
以内の入院のため　　 につ
いては入院一時給付金をお支
払いしません。

入院A

入院C

　　　の入院1日目から60日を
経過した日の翌日以後に入院し
ているので、入院1日目に支払
事由に該当し、入院一時給付金
をお支払いします。

入院A

入院A  
3日間入院

入院B  
30日間入院

入院C  
10日間入院

入院B

29

保
障
内
容
に
つ
い
て

保
険
金
・
給
付
金
の

請
求
・
お
支
払
い
に
つ
い
て

ご
契
約
後
に
つ
い
て

約
款

ご
契
約
に
あ
た
っ
て

（
お
願
い
と
お
知
ら
せ
）

ご
契
約
に
あ
た
っ
て

（
お
願
い
と
お
知
ら
せ
）

保
障
内
容
に
つ
い
て



●保障内容について●

３日 17日

〈2回以上入院した場合②〉

入院A
入院1日目に支払事
由に該当し、入院
一時給付金をお支
払いします。

60日

40日

入院一時給付金の支払事由に該当した日から60日を経過した日の翌日以後の入院が支払対象です。

入院A

入院B
入院開始日から入院
17日目までは　　　
の入院1日目から60日
以内のため入院一時
給付金をお支払いし
ません。

入院B
入院1 8日目が　　　
の入院1日目から60日
を経過した日の翌日に
なるので、入院18日目
に支払事由に該当し、
入院一時給付金をお支
払いします。

入院B  
30日間入院

入院A  
3日間入院

13日

入院A

〈継続60日以上入院した場合〉

入院1日目に支払事
由に該当し、入院
一時給付金をお支
払いします。

継続入院のため入院60日目に支
払事由に該当し、入院一時給付
金をお支払いします。

入院60日目から60日を経過し
た日の翌日（入院120日目）に
支払事由に該当し、入院一時給
付金をお支払いします。

130日間入院

継続60日以上入院した場合には、入院一時給付金を1日目、60日目でお支払いし、以後継続しているときは60日ごとに
お支払いします。

59日 60日 11日

1日目 60日目 120日目

３日 60日 50日

〈継続60日以上入院した場合でも、継続入院の１日目、60日目でお支払いできないケース〉

入院A
入院1日目に支払事
由に該当し、入院
一時給付金をお支
払いします。

60日 60日

37日

入院B

入院開始日の時点
では　　 の入
院1日目から60日
を経過していない
ため、入院開始日
から入院2 0日目
までは入院一時給
付金をお支払いし
ません。

入院B

　　　の入院1日目
から60日を経過した
日の翌日（入院21日
目）に入院している
ので、入院21日目に
支払事由に該当し、
入院一時給付金をお
支払いします。

入院A

入院B

　　　の入院21日目から
60日を経過した日の翌日
（入院81日目）に入院し
ているので、入院81日目
に支払事由に該当し、入
院一時給付金をお支払い
します。

入院B

継続60日以上入院した場合でも、継続入院の開始日前60日に入院一時給付金の支払事由が生じている場合には、
入院1日目、60日目でのお支払いはありません。直前の支払事由に該当した日から60日を経過した日の翌日以後の入院
に対して、入院一時給付金をお支払いします。

入院A  
3日間入院

入院B  
130日間入院

20日

入院A

30



●保障内容について●

3大疾病保険料払込免除特約
悪性新生物と診断確定された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかで入院した場合に将来の保険料の払込みが免除され
ます。

保険料の払込みの免除事由

次のいずれかに該当した場合、将来に向かって保険料の払込みを免除します。（*1）
①がん保障の責任開始日（*2）以後に、初めて悪性新生物（➡約款別表18）と診断確定されたとき
②責任開始期以後に急性心筋梗塞（➡約款別表9）または脳卒中（➡約款別表9）を直接の原因として入院（*3）したとき

（*1）主契約に特約が付加されている場合には、特約の保険料の払込みも免除します。
（*2）責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
（*3）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師

の管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師の資格を持つ者によりなされることを要します。ただし、病理組織学
的検査が行われなかった場合においても、当社が認めたその他の方法で診断が確定された場合は悪性新生物と認めます。

！

●悪性新生物による保険料の払込み免除は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（がん
保障の責任開始日）以後に診断確定された悪性新生物が対象となります。

この期間に悪性新生物と診断確定されて
も、悪性新生物による保険料の払込みの免
除はできません。

急性心筋梗塞または脳卒中による保険料の払込みの免除

90日間

責任開始日 91日目（がん保障の責任開始日）

悪性新生物による保険料の払込みの免除

がん保障の責任開始日前に悪性新生物と診断確定された場合の取扱い
○被保険者が、がん保障の責任開始日前に悪性新生物と診断確定された場合には、悪性新生物による保険料の払込みの免除
はできません。
○この場合、その診断確定の日から6ヵ月以内に契約者から申出があれば、3大疾病保険料払込免除特約を無効とし、この特
約を付加した場合の保険料と、この特約を付加しない場合の保険料との差額を契約者に返金します。（告知義務違反または
重大事由により保険契約が解除される場合を除きます。）
※特約が付加されている場合には、特約の保険料も含めて計算します。
※復活の際も同様の取扱いとなります。復活の際は、復活の際の延滞保険料および復活以後の保険料が対象となります。

31

保
障
内
容
に
つ
い
て

保
険
金
・
給
付
金
の

請
求
・
お
支
払
い
に
つ
い
て

ご
契
約
後
に
つ
い
て

約
款

ご
契
約
に
あ
た
っ
て

（
お
願
い
と
お
知
ら
せ
）

ご
契
約
に
あ
た
っ
て

（
お
願
い
と
お
知
ら
せ
）

保
障
内
容
に
つ
い
て



●保障内容について●

先進医療特約2018
先進医療に対する保障を充実させることができます。所定の先進医療による療養を受けた場合に、先進医療給付金をお支払いし
ます。
※当社の先進医療給付金が支払われる特約は、被保険者お１人につき1特約のみご契約できます。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

先進医療給付金

責任開始期以後に生じた病気（異常分娩（➡
約款別表2）を含みます。）またはケガの治療
を目的として先進医療による療養（*1）を受
けたとき

先進医療にかかる
技術料の自己負担
額と同額（*2）

通算2,000万円の支払い
を限度

被保険者

（*1）先進医療による療養とは、公的医療保険制度の法律にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養
をいいます。先進医療ごとに決められた適応症に対し、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所におい
て行われるものに限ります（➡約款別表2）

（*2）先進医療給付金の支払額には、公的医療保険制度の法律にもとづき給付の対象となる費用（自己負担部分を含みます。）、先
進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用など、先進医
療にかかる技術料以外の費用は含まれません。

◇先進医療給付金の支払額が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！
●加入時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた日現在において一般診療へ導入され、
公的医療保険の給付対象となった場合や、承認取消などの理由により先進医療でなくなった場合は、
先進医療給付金の支払対象とはなりません。

●先進医療特約2018の給付にかかわる公的医療保険制度等が将来変更されたときは、主務官庁の認可を
得て先進医療給付金の支払事由を変更することがあります。

●先進医療について詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

！

先進医療特約2018の保険期間中に主契約の保険料払込期間が終了した場合でも、先進医療特約2018の
保険料は引き続き払込みが必要です。ただし、先進医療特約2018の保険料は、毎年の契約応当日の属す
る月に12ヵ月分をまとめて払込んで（前納して）いただきます。

※契約応当日の属する月の翌月末までに先進医療特約2018の保険料の払込みがない場合、先進医療特約
2018は失効し、以後の保障はなくなります。この場合、先進医療特約2018の復活はできませんのでご
注意ください。

先進医療特約2018 ⇒自動更新 ⇒自動更新（最長95歳まで）

主契約の保険料払込期間終了

主契約の保険料と合わせて先進医療特約2018
の保険料を払込む

先進医療特約2018の保険料のみ
年１回毎年の契約応当日の属する月に

12ヵ月分まとめて払込む（前納）
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●保障内容について●

■ 終身医療保険2018

特徴としくみ

1 病気またはケガによる入院を一生涯保障します。
●病気またはケガで入院した場合には、入院給付金をお支払いします。
●日帰り入院（*）も支払対象です。

2 病気またはケガによる手術、放射線治療を一生涯保障します。
●病気またはケガで所定の手術、放射線治療を受けた場合には、手術給付金、放射線治療給付金をお支払いします。
●公的医療保険制度対象の手術、放射線治療が支払対象です。

3 病気またはケガで所定の障害状態に該当した場合には、以後の保険料の払込みを免除します。

4 死亡時の保障や解約時の払戻金はありません。

5 特約を付加すれば、保障内容をさらに充実させることができます。
●がん特約：がんと診断確定された場合に一時金をお支払いします。
●急性心筋梗塞・脳卒中特約：急性心筋梗塞や脳卒中で入院した場合に一時金をお支払いします。
●通院特約：退院後に通院した場合に通院給付金をお支払いします。
●入院一時金特約（払戻金なし）：病気・ケガで入院した場合（日帰り入院（*）も含みます。）に一時金をお支払いし
ます。
●先進医療特約2018：先進医療を受けた場合に先進医療給付金をお支払いします。

6 無配当保険なので、契約者配当金はありません。
（*）日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料などのお支払いの有無で判断します。

〈しくみ図〉

ご契約
▼

〈終身医療保険2018〉
●入院給付金
●手術給付金
●放射線治療給付金
●骨髄ドナー給付金

〈がん特約〉（*1）
●がん診断給付金
●上皮内新生物診断給付金

〈急性心筋梗塞・脳卒中特約〉
●急性心筋梗塞治療給付金
●脳卒中治療給付金

〈通院特約〉
●通院給付金

〈入院一時金特約（払戻金なし）〉
●入院一時給付金

＋（特約を付加できます）

〈先進医療特約2018〉
●先進医療給付金 ⇒ 更新

一
生
涯
保
障

一
生
涯
保
障

⇒ 更新（最長 95歳まで）

主
契
約

特
　
　
　
　約

（*1）責任開始日から90日以内に悪性新生物・上皮内新生物と診断されても、がん診断給付金・上皮内新生物診断給付金はお
支払いしません。
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●保障内容について●

支払事由など（手術給付金の型：Ⅰ型）
お支払いする給付金／
保険料の払込みの免除 支払事由／保険料の払込みの免除事由 支払額等 受取人

入院給付金 責任開始期以後に生じた病気（異常分娩（➡約款別表2）を含み
ます。）またはケガの治療を目的として入院（*1）したとき

入院給付金日額
×

入院日数

被保険者

手術給付金

責任開始期以後に生じた病気またはケガの治療を目的として、
次のいずれかの手術を受けたとき
①公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表（➡約款別
表2）に手術料の算定対象として列挙されている手術
②公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表（➡約款別
表2）に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術
（*2）

【入院中に受けた手術】
入院給付金日額の20倍

【外来手術】
入院給付金日額の5倍

放射線治療給付金

責任開始期以後に生じた病気またはケガの治療を目的として、
公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表（➡約款別表
2）に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治
療（血液照射は除きます。）を受けたとき

入院給付金日額
の20倍

骨髄ドナー給付金
責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹
細胞または末梢血幹細胞の採取手術（*3）を受けたとき

入院給付金日額の
10倍

保険料の払込みの免除
責任開始期以後に生じた病気またはケガにより所定の身体障害
の状態（➡約款別表20）に該当したとき

将来に向かって保険料
の払込みを免除します
（*4）

―

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師
の管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表 2）

（*2）末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。（➡約款別表 2）
（*3）骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞または末梢血幹細胞を移

植することを目的として骨髄幹細胞を採取する手術または末梢血幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞
または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。（➡約款別表 2）

（*4）特約が付加されている場合、特約の保険料の払込みも免除されます。

◇直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院は、原因にかかわらず1回の継続した入院
とみなします。直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から180日を経過して開始した入院については、新たな入
院として取り扱います。
◇同一の日に複数の支払事由に該当した場合でも、入院給付金は重複してお支払いしません。
◇次の手術については、入院給付金日額の5倍を手術給付金としてお支払いします。ただし、入院給付金が支払われる入院中に、
その入院の原因と同一の原因により受けた手術である場合に限ります。
傷の処理（創傷処理、デブリードマン）、切開術（皮膚、鼓膜）、骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非
観血的授動術、抜歯、異物除去（外耳、鼻腔内）、鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）、魚の目・タコ切除術（鶏眼、胼胝切除術）

◇複数の手術を受けた場合でも、次の場合には支払額のもっとも高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いし
ます。
・同一の日に複数回の手術を受けた場合
・手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術を受けた場合
◇手術料が1日につき算定される手術を受けた場合、その手術を受けた1日目のみ手術給付金をお支払いします。
◇直前に支払われた放射線治療給付金の支払事由に該当した日から60日以内に放射線治療給付金の支払事由に該当しても、放
射線治療給付金はお支払いしません。

！
入院給付金・手術給付金・放射線治療給付金の支払対象となる入院・手術・放射線治療は治療を目的
とする入院・手術・放射線治療であることを要します。美容上の処置や人間ドックのための入院等、
美容整形上の手術や診断・検査（生検、腹腔鏡検査等）のための手術等は治療を目的とする入院・手術
には該当しません。
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●保障内容について●

支払限度
各給付金の支払限度は次のとおりです。

給付金 支払限度

入院給付金

8疾病入院支払限度拡大特則なし 1回の入院につき60日、通算1,095日限度

8疾病入院支払限度拡大特則あり

【悪性新生物・心疾患・脳血管疾患（➡約款別表18、21）による入
院の場合】
支払限度なし
【5疾病（糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患（➡約
款別表21））による入院の場合】
1回の入院につき120日、通算1,095日限度
【悪性新生物・心疾患・脳血管疾患・5疾病以外の病気、ケガに
よる入院の場合】
1回の入院につき60日、通算1,095日限度

手術給付金 支払限度なし

放射線治療給付金 60日に1回の支払を限度、通算支払限度なし

骨髄ドナー給付金 支払限度なし

〈入院給付金の支払限度のイメージ〉

病気・ケガによる入院

悪性新生物・心疾患・
脳血管疾患による入院

５疾病（糖尿病・高血圧性
疾患・肝疾患・腎疾患・
膵疾患）による入院

悪性新生物・心疾患・
脳血管疾患・５疾病以外の
病気・ケガによる入院

●8疾病入院支払限度拡大特則ありの場合

●8疾病入院支払限度拡大特則なしの場合

１回の入院60日限度 通算支払限度1,095日

１回の入院・通算ともに支払限度なし

１回の入院120日限度 通算支払限度1,095日

１回の入院60日限度 通算支払限度1,095日

◇8疾病入院支払限度拡大特則ありの場合、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の治療と悪性新生物・心疾患・脳血管疾患以外の
病気、ケガの治療を同時に行っている入院日数については、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とする入院日数と
みなします。
◇8疾病入院支払限度拡大特則ありの場合、1回の入院で複数の原因による治療を行っている場合の入院日数の計算は、次のと
おりとします。ただし、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の治療が含まれている場合は、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の
治療を目的とする入院日数は差し引きます。
・5疾病の治療が含まれる場合 ........その1回の入院は5疾病による入院とみなして、入院日数を計算します。
・5疾病の治療が含まれない場合 ....その1回の入院は悪性新生物・心疾患・脳血管疾患・5疾病以外の病気、ケガによる入院

とみなして入院日数を計算します。
※５疾病：糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患
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●保障内容について●

入院給付金のお支払例

60日 10日

退院入院開始

入院給付金60日分をお支払いします。 1回の入院の支払限度に達するため、この部分
（10日分）は入院給付金を支払いません。

脳梗塞で70日間入院
〈8疾病入院支払限度拡大特則なし／脳梗塞で70日間入院した場合〉

50日 5日10日

退院退院 入院開始入院開始

入院B
入院給付金10日分
をお支払いします。

〈8疾病入院支払限度拡大特則なし／2回以上入院した場合①〉

入院B

1回の入院の支払限度に達す
るため、この部分（5日分）は
入院給付金を支払いません。

入院A
入院給付金50日分
をお支払いします。

入院A　肺炎で50日間入院 入院B　骨折で15日間入院
100日

※入院Aと入院Bは、入院の原因にかかわらず継続した1回の入院とみなします。

50日 20日

退院退院 入院開始入院開始

〈8疾病入院支払限度拡大特則なし／2回以上入院した場合②〉

入院B
入院給付金20日分をお支払いします。

入院A
入院給付金50日分をお支払いします。

入院A　肺炎で50日間入院 入院B　肺炎で20日間入院
200日

※入院Ａの退院日の翌日から入院Ｂの入院開始日まで181日以上あるので、入院Ｂは新たな入院とみなします。

60日 30日40日60日 20日

退院退院退院 入院開始 入院開始入院開始

〈8疾病入院支払限度拡大特則なし／2回以上入院した場合③〉

90日

190日

60日

※入院Ａと入院Ｂは、入院の原因にかかわらず継続した1回の入院とみなします。
※入院給付金が支払われた入院Ａの退院日の翌日から入院Ｃの入院開始日まで181日以上あるので、入院Ｃは新
　たな入院とみなします。

入院C 肺炎で
90日間入院

入院A  肺炎で
80日間入院

入院B  骨折で
40日間入院

入院C

1回の入院の支払限
度に達するため、
この部分（30日分）
は入院給付金を支
払いません。

入院C
入院給付金
60日分をお
支払いします。

入院A
入院給付金
60日分をお
支払いします。

入院A

1回の入院の支払限度
に達するため、この部分
（20日分）は入院給付金
を支払いません。

入院B

1回の入院の支払限度
に達するため、この部
分（40日分）は入院給
付金を支払いません。
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●保障内容について●

130日

退院入院開始

〈8疾病入院支払限度拡大特則あり／脳梗塞（脳血管疾患）で130日間入院した場合〉

入院給付金130日分をお支払いします。

脳梗塞で 130日間入院

※悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とした入院は、１回の入院の支払限度および通算支払限度はありません。

120日 10日

退院入院開始

入院給付金120日分をお支払いします。 1回の入院の支払限度に達するため、この部分
（10日分）は入院給付金を支払いません。

慢性肝炎で130日間入院
〈8疾病入院支払限度拡大特則あり／慢性肝炎（肝疾患）で130日間入院した場合〉

※5疾病（糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患）の治療を目的とした入院は、１回の入院の支払限度が120日
となります。

40日 10日80日

退院退院 入院開始入院開始

100日

※入院 A  と入院 B  は、入院の原因にかかわらず継続した1回の入院とみなします。
※8疾病入院支払限度拡大特則により、1回の入院（入院 A  と  入院 B ）に5疾病（入院 A  慢性肝炎）が含まれているので、

1回の入院の支払限度は5疾病による入院の場合の120日が適用されます。
※5疾病：糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患

入院 B  肺炎で50日間入院
入院 A  慢性肝炎（5疾病）
で80日間入院

入院 A
入院給付金80日分を
お支払いします。

入院 B
入院給付金40日分を
お支払いします。

入院 B

1回の入院の支払限度（120日）に
達するため、この部分（10日分）は
入院給付金を支払いません。

〈8疾病入院支払限度拡大特則あり／2回以上入院した場合①（5疾病による入院が含まれる場合）〉
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●保障内容について●

80日 20日30日40日

退院入院開始 入院開始入院開始

〈8疾病入院支払限度拡大特則あり／2回以上入院した場合②（5疾病による入院が含まれる場合）〉

※入院Ａと入院Ｂと入院Ｃは、入院の原因にかかわらず継続した1回の入院とみなします。
※入院Ｂは悪性新生物による入院なので、8疾病入院支払限度拡大特則により、1回の入院の支払限度、通算支払限度に
　含めずに入院給付金を支払います。
※8疾病入院支払限度拡大特則により、1回の入院（入院Ａと入院Ｂと入院Ｃ）に5疾病（入院Ｃ 慢性肝炎）が含まれて
　いるので、1回の入院の支払限度は5疾病による入院の場合の120日が適用されます。
※5疾病：糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患

入院C  慢性肝炎（5疾病）で
100日間入院

入院A  肺炎で
40日間入院

入院B  胃がん
（悪性新生物）で
30日間入院

入院C

1回の入院の支払限
度（120日）に達する
ため、この部分（20
日分）は入院給付金
を支払いません。

入院C
入院給付金
80日分をお
支払いします。

入院A
入院給付金
40日分をお
支払いします。

入院B
悪性新生物による入院
なので、入院給付金30
日分を支払います。

100日 40日
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●保障内容について●

■ 終身医療保険2018健康還付特則付
特徴としくみ

1 病気またはケガによる入院を一生涯保障します。
●病気またはケガで入院した場合には、入院給付金をお支払いします。日帰り入院（*）も支払対象です。
（*）日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料などのお支払いの有無で判断します。

2 病気またはケガによる手術、放射線治療を一生涯保障します。
●病気またはケガで所定の手術、放射線治療を受けた場合には、手術給付金、放射線治療給付金をお支払いします。
●公的医療保険制度対象の手術、放射線治療が支払対象です。

3 健康還付給付金支払基準日を生存して迎えた場合には、健康還付給付金をお支払いします。
●健康還付給付金支払基準日の前日までに払い込んだ保険料の累計額がそれまでに支払われた入院給付金等の合計
額を上回るときは、その差額を健康還付給付金としてお支払いします。

4 病気またはケガで所定の障害状態に該当した場合には、以後の保険料の払込みを免除します。

5 健康還付給付金支払基準日以後は解約時または死亡時の払戻金はありません。
●健康還付給付金支払基準日前に限り、解約時または死亡時の払戻金をお支払いできる場合があります。

6 特約を付加すれば、保障内容をさらに充実させることができます。
●がん特約：がんと診断確定された場合に、一時金をお支払いします。
●急性心筋梗塞・脳卒中特約：急性心筋梗塞や脳卒中で入院した場合に一時金をお支払いします。
●通院特約：退院後に通院した場合に通院給付金をお支払いします。
●先進医療特約2018：先進医療を受けた場合に先進医療給付金をお支払いします。

7 無配当保険なので、契約者配当金はありません。

〈しくみ図〉

ご契約
▼

〈終身医療保険2018健康還付特則付〉
●入院給付金
●手術給付金
●放射線治療給付金
●骨髄ドナー給付金

〈がん特約〉（*1）
●がん診断給付金
●上皮内新生物診断給付金

〈急性心筋梗塞・脳卒中特約〉
●急性心筋梗塞治療給付金
●脳卒中治療給付金

〈通院特約〉
●通院給付金

＋（特約を付加できます）

〈先進医療特約2018〉
●先進医療給付金 ⇒ 更新

一
生
涯
保
障

一
生
涯
保
障

⇒ 更新（最長 95歳まで）

主
契
約

特
　
　
　
　約

●
健
康
還
付
給
付
金

解約払戻金

▲
健康還付給付金支払基準日

（*1）責任開始日から90日以内に悪性新生物・上皮内新生物と診断されても、がん診断給付金・上皮内新生物診断給付金はお
支払いしません。
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●保障内容について●

支払事由など（手術給付金の型：Ⅰ型）
お支払いする給付金／
保険料の払込みの免除 支払事由／保険料の払込みの免除事由 支払額等 受取人

入院給付金 責任開始期以後に生じた病気（異常分娩（➡約款別表2）を含み
ます。）またはケガの治療を目的として入院（*1）したとき

入院給付金日額
×

入院日数

被保険者

手術給付金

責任開始期以後に生じた病気またはケガの治療を目的として、
次のいずれかの手術を受けたとき
①公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表（➡約款別
表2）に手術料の算定対象として列挙されている手術

②公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表（➡約款別
表2）に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術
（*2）

【入院中に受けた手術】
入院給付金日額の20倍

【外来手術】
入院給付金日額の5倍

放射線治療給付金

責任開始期以後に生じた病気またはケガの治療を目的として、
公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表（➡約款別表
2）に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治
療（血液照射は除きます。）を受けたとき

入院給付金日額の
20倍

骨髄ドナー給付金 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹
細胞または末梢血幹細胞の採取手術（*3）を受けたとき

入院給付金日額の
10倍

健康還付給付金 被保険者が健康還付給付金支払基準日（*4）に生存しているとき

既払込保険料相当額（*5）
̶

責任開始期から健康還
付給付金支払基準日の
前日までの期間に生じ
た支払事由により支払
われる主契約の入院給
付金等（*6）の合計額

契約者

保険料の払込みの免除 責任開始期以後に生じた病気またはケガにより所定の身体障害
の状態（➡約款別表20）に該当したとき

将来に向かって保険料
の払込みを免除します
（*7）

―

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師
の管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表 2）

（*2）末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。（➡約款別表 2）
（*3）骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞または末梢血幹細胞を移

植することを目的として骨髄幹細胞を採取する手術または末梢血幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞
または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。（➡約款別表 2）

（*4）健康還付給付金支払基準日とは、被保険者の年齢が契約時に指定した健康還付給付金支払年齢に到達する年単位の契約応
当日をいいます。

（*5）既払込保険料相当額とは、「主契約の月払保険料相当額× 12×契約日から健康還付給付金支払基準日の前日までの年数」
により算出した金額をいいます。特約が付加されている場合でも、特約の保険料は含みません。

（*6）主契約の入院給付金等とは、終身医療保険 2018健康還付特則付の入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、骨髄ドナー
給付金をいいます。

（*7）特約が付加されている場合、特約の保険料の払込みも免除されます。

◇直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院は、原因にかかわらず1回の継続した入院
とみなします。直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から180日を経過して開始した入院については、新たな入
院として取り扱います。
◇同一の日に複数の支払事由に該当した場合でも、入院給付金は重複してお支払いしません。
◇次の手術については、入院給付金日額の5倍を手術給付金としてお支払いします。ただし、入院給付金が支払われる入院中に、
その入院の原因と同一の原因により受けた手術である場合に限ります。
傷の処理（創傷処理、デブリードマン）、切開術（皮膚、鼓膜）、骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非
観血的授動術、抜歯、異物除去（外耳、鼻腔内）、鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）、魚の目・タコ切除術（鶏眼、胼胝切除術）
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●保障内容について●

◇複数の手術を受けた場合でも、次の場合には支払額のもっとも高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いし
ます。
　・同一の日に複数回の手術を受けた場合
　・手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術を受けた場合
◇手術料が1日につき算定される手術を受けた場合、その手術を受けた1日目のみ手術給付金をお支払いします。
◇直前に支払われた放射線治療給付金の支払事由に該当した日から60日以内に放射線治療給付金の支払事由に該当しても、放
射線治療給付金はお支払いしません。
◇既払込保険料相当額（*5）から責任開始期から健康還付給付金支払基準日の前日までの主契約の入院給付金等（*6）の合計額を差
し引いた金額が0以下となる場合には、健康還付給付金はお支払いしません。
◇健康還付給付金支払基準日前に死亡した場合で、健康還付特則の責任準備金（健康還付給付金をお支払いするために保険料の
中から積み立てておくお金のことをいいます。）があるときはこの責任準備金と同額の払戻金を契約者にお支払いします。健康
還付給付金支払基準日以後は、お支払いする払戻金はありません。
◇契約時に指定した健康還付給付金支払年齢を変更することはできません。

！

〈入院給付金・手術給付金・放射線治療給付金について〉
●入院給付金・手術給付金・放射線治療給付金の支払対象となる入院・手術・放射線治療は治療を目
的とする入院・手術・放射線治療であることを要します。美容上の処置や人間ドックのための入院等、
美容整形上の手術や診断・検査（生検、腹腔鏡検査等）のための手術等は治療を目的とする入院・手
術には該当しません。

〈健康還付給付金について〉
●終身医療保険2018健康還付特則付は健康還付給付金をお支払いするため、健康還付特則を付加して
いない終身医療保険2018に比べ保険料は高くなります。

●健康還付給付金の支払額は、主契約の入院給付金等のお支払いがない場合には、健康還付給付金支
払基準日までの主契約の払込保険料累計額と同額（既払込保険料相当額（*5））となります。特約が付加
されている場合でも、健康還付給付金の支払額の計算には特約の保険料は含まれません。

●健康還付給付金は健康還付給付金支払基準日の前日までの既払込保険料相当額（*5）および主契約の入
院給付金等（*6）の合計額にもとづき計算するため、主契約の入院給付金等の合計額によってはお支払
いできないこともあります。

●終身医療保険2018健康還付特則付の保険期間・保険料払込期間は終身です。健康還付給付金支払基
準日以後も保険料の払込みが必要です。
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●保障内容について●

健康還付給付金の支払後に、主契約の入院給付金等の請求があった場合

支払事由発生
健康還付給付金を
お支払い

主契約の入院給付
金等の請求

▲
健康還付給付金支払基準日

健康還付給付金をお支払いした後に、健康還付給付金支払基準日前に生じた支払事由による主契約の入院給付金等の請求
を受け、主契約の入院給付金等をお支払いすることとなった場合には、次のとおり取り扱います。
●主契約の入院給付金等の合計額がすでにお支払いした健康還付給付金の支払額より少ない場合には、入院給付金等をお
支払いしません。
●主契約の入院給付金等の合計額がすでにお支払いした健康還付給付金の支払額より大きい場合には、主契約の入院給付
金等の合計額から健康還付給付金の支払額を差し引いた金額をお支払いします。

健康還付給付金支払基準日前に保険料の払込みの免除事由が発生した場合

保険料払込免除事由発生
健康還付給付金を
お支払い

▲
健康還付給付金支払基準日以降の保険料の払込み不要

●健康還付給付金の計算に使用する既払込保険料相当額は、保険料払込免除事由発生日以後も保険料の払込があったもの
とみなして計算します。
●健康還付給付金をお支払いした後に、健康還付給付金支払基準日前までに生じた保険料の払込みの免除の請求を受け、
保険料の払込みを免除することとなった場合には、保険料の払込みの免除事由発生以降に払い込まれた保険料を返金し
ます。

支払限度
各給付金の支払限度は次のとおりです。

給付金 支払限度

入院給付金

8疾病入院支払限度拡大特則なし 1回の入院につき60日、通算1,095日限度

8疾病入院支払限度拡大特則あり

【悪性新生物・心疾患・脳血管疾患（➡約款別表18、21）による入
院の場合】
支払限度なし
【5疾病（糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患（➡約
款別表21））による入院の場合】
1回の入院につき120日、通算1,095日限度
【悪性新生物・心疾患・脳血管疾患・5疾病以外の病気、ケガに
よる入院の場合】
1回の入院につき60日、通算1,095日限度

手術給付金 支払限度なし

放射線治療給付金 60日に1回の支払を限度、通算支払限度なし

骨髄ドナー給付金 支払限度なし
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●保障内容について●

〈入院給付金の支払限度のイメージ〉

病気・ケガによる入院

悪性新生物・心疾患・
脳血管疾患による入院

５疾病（糖尿病・高血圧性
疾患・肝疾患・腎疾患・
膵疾患）による入院

悪性新生物・心疾患・
脳血管疾患・５疾病以外の
病気・ケガによる入院

●8疾病入院支払限度拡大特則ありの場合

●8疾病入院支払限度拡大特則なしの場合

１回の入院60日限度 通算支払限度1,095日

１回の入院・通算ともに支払限度なし

１回の入院120日限度 通算支払限度1,095日

１回の入院60日限度 通算支払限度1,095日

◇8疾病入院支払限度拡大特則ありの場合、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の治療と悪性新生物・心疾患・脳血管疾患以外の
病気、ケガの治療を同時に行っている入院日数については、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とする入院日数と
みなします。
◇8疾病入院支払限度拡大特則ありの場合、1回の入院で複数の原因による治療を行っている場合の入院日数の計算は、次のと
おりとします。ただし、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の治療が含まれている場合は、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の
治療を目的とする入院日数は差し引きます。
・5疾病の治療が含まれる場合 ........その1回の入院は5疾病による入院とみなして、入院日数を計算します。
・5疾病の治療が含まれない場合 ....その1回の入院は悪性新生物・心疾患・脳血管疾患・5疾病以外の病気、ケガによる入院

とみなして入院日数を計算します。
※５疾病：糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患

入院給付金のお支払例

60日 10日

退院入院開始

入院給付金60日分をお支払いします。 1回の入院の支払限度に達するため、この部分
（10日分）は入院給付金を支払いません。

脳梗塞で70日間入院
〈8疾病入院支払限度拡大特則なし／脳梗塞で70日間入院した場合〉

50日 5日10日

退院退院 入院開始入院開始

入院B
入院給付金10日分
をお支払いします。

〈8疾病入院支払限度拡大特則なし／2回以上入院した場合①〉

入院B

1回の入院の支払限度に達す
るため、この部分（5日分）は
入院給付金を支払いません。

入院A
入院給付金50日分
をお支払いします。

入院A　肺炎で50日間入院 入院B　骨折で15日間入院
100日

※入院Aと入院Bは、入院の原因にかかわらず継続した1回の入院とみなします。
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●保障内容について●

50日 20日

退院退院 入院開始入院開始

〈8疾病入院支払限度拡大特則なし／2回以上入院した場合②〉

入院B
入院給付金20日分をお支払いします。

入院A
入院給付金50日分をお支払いします。

入院A　肺炎で50日間入院 入院B　肺炎で20日間入院
200日

※入院Ａの退院日の翌日から入院Ｂの入院開始日まで181日以上あるので、入院Ｂは新たな入院とみなします。

60日 30日40日60日 20日

退院退院退院 入院開始 入院開始入院開始

〈8疾病入院支払限度拡大特則なし／2回以上入院した場合③〉

90日

190日

60日

※入院Ａと入院Ｂは、入院の原因にかかわらず継続した1回の入院とみなします。
※入院給付金が支払われた入院Ａの退院日の翌日から入院Ｃの入院開始日まで181日以上あるので、入院Ｃは新
　たな入院とみなします。

入院C 肺炎で
90日間入院

入院A  肺炎で
80日間入院

入院B  骨折で
40日間入院

入院C

1回の入院の支払限
度に達するため、
この部分（30日分）
は入院給付金を支
払いません。

入院C
入院給付金
60日分をお
支払いします。

入院A
入院給付金
60日分をお
支払いします。

入院A

1回の入院の支払限度
に達するため、この部分
（20日分）は入院給付金
を支払いません。

入院B

1回の入院の支払限度
に達するため、この部
分（40日分）は入院給
付金を支払いません。

130日

退院入院開始

〈8疾病入院支払限度拡大特則あり／脳梗塞（脳血管疾患）で130日間入院した場合〉

入院給付金130日分をお支払いします。

脳梗塞で 130日間入院

※悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とした入院は、１回の入院の支払限度および通算支払限度はありません。

120日 10日

退院入院開始

入院給付金120日分をお支払いします。 1回の入院の支払限度に達するため、この部分
（10日分）は入院給付金を支払いません。

慢性肝炎で130日間入院
〈8疾病入院支払限度拡大特則あり／慢性肝炎（肝疾患）で130日間入院した場合〉

※5疾病（糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患）の治療を目的とした入院は、１回の入院の支払限度が120日
となります。
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●保障内容について●

40日 10日80日

退院退院 入院開始入院開始

100日

※入院 A  と入院 B  は、入院の原因にかかわらず継続した1回の入院とみなします。
※8疾病入院支払限度拡大特則により、1回の入院（入院 A  と  入院 B ）に5疾病（入院 A  慢性肝炎）が含まれているので、

1回の入院の支払限度は5疾病による入院の場合の120日が適用されます。
※5疾病：糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患

入院 B  肺炎で50日間入院
入院 A  慢性肝炎（5疾病）
で80日間入院

入院 A
入院給付金80日分を
お支払いします。

入院 B
入院給付金40日分を
お支払いします。

入院 B

1回の入院の支払限度（120日）に
達するため、この部分（10日分）は
入院給付金を支払いません。

〈8疾病入院支払限度拡大特則あり／2回以上入院した場合①（5疾病による入院が含まれる場合）〉

80日 20日30日40日

退院入院開始 入院開始入院開始

〈8疾病入院支払限度拡大特則あり／2回以上入院した場合②（5疾病による入院が含まれる場合）〉

※入院Ａと入院Ｂと入院Ｃは、入院の原因にかかわらず継続した1回の入院とみなします。
※入院Ｂは悪性新生物による入院なので、8疾病入院支払限度拡大特則により、1回の入院の支払限度、通算支払限度に
　含めずに入院給付金を支払います。
※8疾病入院支払限度拡大特則により、1回の入院（入院Ａと入院Ｂと入院Ｃ）に5疾病（入院Ｃ 慢性肝炎）が含まれて
　いるので、1回の入院の支払限度は5疾病による入院の場合の120日が適用されます。
※5疾病：糖尿病・高血圧性疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患

入院C  慢性肝炎（5疾病）で
100日間入院

入院A  肺炎で
40日間入院

入院B  胃がん
（悪性新生物）で
30日間入院

入院C

1回の入院の支払限
度（120日）に達する
ため、この部分（20
日分）は入院給付金
を支払いません。

入院C
入院給付金
80日分をお
支払いします。

入院A
入院給付金
40日分をお
支払いします。

入院B
悪性新生物による入院
なので、入院給付金30
日分を支払います。

100日 40日
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●保障内容について●

■ 終身医療保険2018・終身医療保険2018健康還付特則付に付加できる特約

がん特約
がんに対する保障を充実させることができます。悪性新生物または上皮内新生物と診断確定された場合に一時金をお支払いします。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

がん診断給付金

【1回目】
がん保障の責任開始日（*1）以後に初めて悪性新生
物（➡約款別表18）と診断確定されたとき
【2回目以降】
悪性新生物の治療を目的として入院（*2）したとき

がん診断給付金額
1年に1回、
通算6回の
支払いを限度

被保険者

上皮内新生物診断
給付金

がん保障の責任開始日（*1）以後に初めて上皮内新
生物（➡約款別表19）と診断確定されたとき

がん診断給付金額の
50％

1回

（*1）責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
（*2）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の

管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇直前に支払われたがん診断給付金の支払事由に該当した日から1年以内にがん診断給付金の支払事由に該当しても、がん診断
給付金は支払いません。
◇悪性新生物または上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師の資格を持つ者によりなされることを要します。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、当社が認めたその他の方法で診断が確定された場合は悪性新生
物または上皮内新生物と認めます。
◇すべての給付金が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！

●がん診断給付金・上皮内新生物診断給付金は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
（がん保障の責任開始日）以後に診断確定された悪性新生物・上皮内新生物がお支払いの対象となります。

この期間に悪性新生物・上皮内
新生物と診断確定されても、が
ん診断給付金・上皮内新生物診
断給付金をお支払いしません。

91日目以後に初めて悪性新生物・
上皮内新生物と診断確定された場
合に、がん診断給付金・上皮内新生
物診断給付金をお支払いします。

90日間

責任開始日 91日目（がん保障の責任開始日）

●がん診断給付金の支払対象となる入院は悪性新生物の治療を目的とする入院であることを要します。
美容上の処置や人間ドックのための入院は治療を目的とする入院には該当しません。

がん保障の責任開始日前に悪性新生物・上皮内新生物と診断確定されていた場合の取扱い
○被保険者が、がん保障の責任開始日前（復活の場合は、復活の際の責任開始期前）に悪性新生物と診断確定されていた場
合には、契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらず、がん特約またはがん特約の復活は無
効となります。
○この場合、すでに払い込まれたがん特約の保険料（復活の場合には、復活の際の延滞保険料および復活以後の保険料）は
契約者に返金します。ただし、告知前に被保険者が悪性新生物と診断確定されていた事実を契約者、被保険者のいずれ
か一人でも知っていたときは、返金しません。
○がん保障の責任開始日前に上皮内新生物と診断確定された場合には、上皮内新生物診断給付金はお支払いしません。こ
の場合、がん特約またはがん特約の復活は無効とはせず、がん特約は継続します。
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●保障内容について●

がん診断給付金のお支払例

〈肺がん（悪性新生物）と診断確定され、その後肺がん（悪性新生物）の治療のため入院した場合〉

①肺がんと診断確定
②肺がん
で入院

③肺がん
で2ヵ月入院

④肺がん
で入院

⑤肺がん
で入院

1年5ヵ月 8ヵ月 5ヵ月 1年2ヵ月

①がん診断給付金
をお支払いします。
（1回目）

②がん診断給付金
をお支払いします。
（2回目）

③がん診断給
付金をお支払
いしません。

④がん診断給付金
をお支払いします。
（3回目）

⑤がん診断給付金
をお支払いします。
（4回目）

①悪性新生物と診断確定された場合に1回目のがん診断給付金をお支払いします。
②直前に支払われたがん診断給付金（①）の支払事由に該当した日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、悪性
新生物の治療のために入院したので、2回目のがん診断給付金をお支払いします。
③直前に支払われたがん診断給付金（②）の支払事由に該当した日から1年以内の悪性新生物の治療のための入院なので、
がん診断給付金はお支払いしません。
④直前に支払われたがん診断給付金（②）の支払事由に該当した日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、悪性
新生物の治療のために入院したので、3回目のがん診断給付金をお支払いします。
⑤直前に支払われたがん診断給付金（④）の支払事由に該当した日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、悪性
新生物の治療のために入院したので、4回目のがん診断給付金をお支払いします。

〈肺がん（悪性新生物）と診断確定され、1年以内にその肺がん（悪性新生物）の治療で入院した場合〉

①肺がんと診断確定

②肺がんで入院

①がん診断給付金をお支払いします。 ②がん診断給付金をお支払いしません。

1年以内

①悪性新生物と診断確定された場合に1回目のがん診断給付金をお支払いします。
②がん診断給付金の支払事由に該当した日から1年以内に、悪性新生物の治療のために入院しても、2回目のがん診断給付
金はお支払いしません。入院中に1年を経過した場合には、1年を経過した日の翌日に支払事由に該当したものとみなし
て、がん診断給付金をお支払いします。

〈肺がん（悪性新生物）と診断確定され、その後に肺がん（悪性新生物）が再発したが入院はしていない場合〉

①肺がんと診断確定

①がん診断給付金をお支払いします。 ②がん診断給付金をお支払いしません。

②肺がん再発
（入院なし）

1年6ヵ月

①がん診断給付金をお支払いします。 ②がん診断給付金をお支払いしません。

①悪性新生物と診断確定された場合に1回目のがん診断給付金をお支払いします。
②がん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、悪性新生物が再発や転移し、
悪性新生物の治療をしても、入院による治療を行っていない場合には、2回目のがん診断給付金をお支払いしません。
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●保障内容について●

急性心筋梗塞・脳卒中特約
急性心筋梗塞・脳卒中に対する保障を充実させることができます。急性心筋梗塞・脳卒中で所定の入院をした場合に一時金をお
支払いします。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

急性心筋梗塞治療給付金
責任開始期以後に生じた急性心筋梗塞（➡約
款別表9）の治療を目的として入院（*1）した
とき

特約給付金額
1年に1回、
通算6回の
支払いを限度

被保険者

脳卒中治療給付金
責任開始期以後に生じた脳卒中（➡約款別表
9）の治療を目的として入院（*1）したとき

特約給付金額
1年に1回、
通算6回の
支払いを限度

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の
管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇直前に支払われた急性心筋梗塞治療給付金の支払事由に該当した日から1年以内に急性心筋梗塞治療給付金の支払事由に該当
しても、急性心筋梗塞治療給付金はお支払いしません。
◇直前に支払われた脳卒中治療給付金の支払事由に該当した日から1年以内に脳卒中治療給付金の支払事由に該当しても、脳卒
中治療給付金はお支払いしません。
◇すべての給付金が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！
急性心筋梗塞治療給付金・脳卒中治療給付金の支払対象となる入院は急性心筋梗塞・脳卒中の治療を目
的とする入院であることを要します。美容上の処置や人間ドックのための入院は治療を目的とする入院
には該当しません。
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●保障内容について●

通院特約
退院後の一定期間中に通院した場合の保障を充実させることができます。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

通院給付金

入院給付金が支払われる入院の退院日の翌
日から120日以内の期間に、その入院の原
因となった病気またはケガの治療を目的と
して通院（*1）したとき

通院給付金日額
×

通院日数

1回の入院の退院後の
通院につき30日、通
算1,095日限度

被保険者

（*1）通院とは、医師による治療が必要なため、所定の病院または診療所における外来、または往診により、治療を受けることを
いいます。（➡約款別表２）

◇入院給付金が支払われる日には通院給付金をお支払いしません。
◇次のいずれかに該当する場合には、通院給付金は重複してお支払いしません。
・1日に2回以上通院した場合（1回の通院とみなします。）
・2以上の事由の治療を目的として1回の通院をした場合

◇通院給付金が支払限度に到達したとき、または主契約の入院給付金が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！ 治療措置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみのための通院などは、治療を目的とする通院には
該当しません。

入院一時金特約（払戻金なし）
病気・ケガで入院したときの保障をさらに厚くすることができます。日帰り入院（入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料
などのお支払いの有無で判断します。）から保障するので、短期入院にも備えられます。
入院一時金特約（払戻金なし）は、終身医療保険2018 に付加できる特約です。終身医療保険2018 健康還付特則付に付加するこ
とはできません。

！ 入院一時金特約（払戻金なし）の支払事由・お支払例等については、29～30ページをご覧ください。
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●保障内容について●

先進医療特約2018
先進医療に対する保障を充実させることができます。所定の先進医療による療養を受けた場合に、先進医療給付金をお支払いし
ます。
※当社の先進医療給付金が支払われる特約は、被保険者お１人につき1特約のみご契約できます。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

先進医療給付金

責任開始期以後に生じた病気（異常分娩（➡
約款別表2）を含みます。）またはケガの治療
を目的として先進医療による療養（*1）を受
けたとき

先進医療にかかる
技術料の自己負担
額と同額（*2）

通算2,000万円の支払い
を限度

被保険者

（*1）先進医療による療養とは、公的医療保険制度の法律にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養
をいいます。先進医療ごとに決められた適応症に対し、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所におい
て行われるものに限ります（➡約款別表2）

（*2）先進医療給付金の支払額には、公的医療保険制度の法律にもとづき給付の対象となる費用（自己負担部分を含みます。）、先
進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用など、先進医
療にかかる技術料以外の費用は含まれません。

◇先進医療給付金の支払額が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！
●加入時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた日現在において一般診療へ導入され、
公的医療保険の給付対象となった場合や、承認取消などの理由により先進医療でなくなった場合は、
先進医療給付金の支払対象とはなりません。

●先進医療特約2018の給付にかかわる公的医療保険制度等が将来変更されたときは、主務官庁の認可を
得て先進医療給付金の支払事由を変更することがあります。

●先進医療について詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

50



●保障内容について●

■ 生活習慣病保険
特徴としくみ

1 所定の生活習慣病（がん（悪性新生物・上皮内新生物）、糖尿病、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患、
肝疾患、腎疾患）の治療のための入院、手術を保障します。日帰り入院（*1）も支払対象です。
（*1）日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料などのお支払いの有無で判断します。

2 1回の入院が180日以上になった場合には、さらに長期入院給付金をお支払いします。

3 がん、急性心筋梗塞、脳卒中の治療のための所定の入院をしたときには特定疾病治療給付金をお支
払いします。（*2）
（*2）特定疾病治療給付金のお支払いは 2年に 1回、通算 10回を限度とします。

4 保険期間は10年と終身の2種類です。

5 死亡時の保障や解約時の払戻金はありません。
また、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

6 保険期間 10年の場合、保険期間満了日の 2週間前までにお申出のない限り、健康状態にかかわら
ず 95歳まで（*3）自動更新されます。
（*3）保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 95歳以下となる範囲で自動更新を取扱います。

〈しくみ図〉
○保険期間：10年

保険期間（ 10年）

生活習慣病入院給付金
長期入院給付金
生活習慣病手術給付金
特定疾病治療給付金（*1）

自動更新により
最長 95歳まで保障

満了ご契約

○保険期間：終身

○保険期間：終身型

保険期間（終身）
ご契約

生活習慣病入院給付金
長期入院給付金
生活習慣病手術給付金
特定疾病治療給付金（*1）

一生涯保障

（*1）責任開始日から90日以内にがん（悪性新生物・上皮内新生物）と診断され入院を開始しても、特定疾病治療給付金はお支
払いしません。
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●保障内容について●

支払事由など
お支払いする
給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

生活習慣病入院
給付金

責任開始期以後に生じた所定の生活習慣病
（➡約款別表7）の治療を目的として入院（*1）
したとき

入院給付金日額
×

入院日数
通算1,095日限度

被
保
険
者

長期入院給付金
生活習慣病入院給付金の支払われる1回の入
院が180日、210日、240日、270日、300日、
330日となったとき

入院給付金日額の
30倍

1回の入院につき
6回を限度

生活習慣病手術
給付金

責任開始期以後に生じた所定の生活習慣病
（➡約款別表7）の治療を目的として所定の手
術（➡約款別表8）（*2）を受けたとき

手術の種類により、
入院給付金日額の

10・20・40倍
通算限度なし

特定疾病治療
給付金

次のいずれかに該当したとき
①保険契約の締結時の責任開始日からその日
を含めて90日を経過した日の翌日以後に
所定のがん（悪性新生物・上皮内新生物）（➡
約款別表7）と診断確定され、そのがんを直
接の原因として生活習慣病入院給付金の支
払われる入院を開始したとき

②責任開始期以後に生じた所定の急性心筋梗
塞または脳卒中（➡約款別表9）を直接の原
因として生活習慣病入院給付金の支払われ
る入院をし、1回の入院が20日に達したと
き

入院給付金日額の
100倍

2年に1回、
通算して10回を

限度

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため所定の病院または診療所に入り、常に医師
の管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

（*2）手術とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加えることをいいます。吸引、穿刺等
の処置、神経ブロックは手術には該当しません。

◇同一の生活習慣病（病名が異なる場合でも、医学上重要な関係がある場合を含みます。）による2回以上の入院は、1回の入院
とみなします。（ただし、生活習慣病入院給付金が支払われることになった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて
180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。）

◇同時に2種類以上の手術を受けたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ生活習慣病手術給付金
をお支払いします。
◇約款別表8に定める手術には、60日に1回の給付を限度とする手術があります。
◇2回目以降の特定疾病治療給付金は、直前の支払事由に該当した日から2年以内に支払事由に該当した場合にはお支払いしま
せん。（詳しくは「特定疾病治療給付金のお支払例」をご覧ください。）

◇特定疾病治療給付金の支払対象となるがん（悪性新生物・上皮内新生物）は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した
日の翌日以後に診断確定されたがんとします。がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師の資格を持つ者によりなされ
ることを要します。ただし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、当社が認めたその他の方法で診断が確定さ
れた場合はがんと認めます。

！
●生活習慣病入院給付金・生活習慣病手術給付金等の支払対象となる入院・手術は所定の生活習慣病の
治療を目的とする入院・手術であることを要します。人間ドックのための入院等、診断・検査（生検、
腹腔鏡検査等）のための手術等は治療を目的とする入院・手術には該当しません。

●生活習慣病保険には保険料の払込みの免除の取扱いはありません。
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●保障内容について●

特定疾病治療給付金のお支払例

〈がん（悪性新生物・上皮内新生物）と診断確定され入院を開始した場合①〉

がんと診断確定され入院責任開始日

がんによる入院を開始しても、特定疾病治療給付金はお支払いしません。

90日

〈がん（悪性新生物・上皮内新生物）と診断確定され入院を開始した場合②〉

がんと診断確定され入院責任開始日

がんによる入院を開始したときに、特定疾病治療給
付金をお支払いします。

90日

〈脳卒中で入院した場合〉

脳卒中で入院責任開始日

20日

生活習慣病入院給付金をお支払いする入院が20日に達し
たときに、特定疾病治療給付金をお支払いします。

〈がん（悪性新生物・上皮内新生物）により特定疾病治療給付金をお支払いして、再入院した場合〉

がんと診断確定され入院 がんで再入院 がんで再入院

2年
（特定疾病治療給付金のお支払いは2年に1回を限度とします）

がんによる入院を開始し
たときに、特定疾病治療給
付金をお支払いします。

がんによる入院を開始し
たときに、特定疾病治療給
付金をお支払いします。

がんによる入院を開始しても、特定疾
病治療給付金はお支払いしません。

〈急性心筋梗塞により特定疾病治療給付金をお支払いして、2年以内にがん（悪性新生物・上皮内新生物）と診断確定された場合〉

がんと診断確定され入院 がんで再入院

2年
（特定疾病治療給付金のお支払いは2年に1回を限度とします）20日

急性心筋梗塞で入院

生活習慣病入院給付金をお
支払いする入院が20日に達
したときに特定疾病治療給
付金をお支払いします。

がんによる入院を開
始したときに、特定
疾病治療給付金をお
支払いします。

がんによる入院を開始しても、特定疾病
治療給付金はお支払いしません。
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●保障内容について●

〈がん（悪性新生物・上皮内新生物）により特定疾病治療給付金をお支払いして、2年以内にがん（悪性新生物・上皮内新生物）
で再入院中に2年が経過した場合〉
特定疾病治療給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過した日の翌日にがんにより継続入院をしていた場
合には、その日に入院を開始したものとみなして、特定疾病治療給付金をお支払いします。

がんと診断確定され入院 がんで再入院

2年
（特定疾病治療給付金のお支払いは2年に1回を限度とします）

がんによる入院を開始したとき
に、特定疾病治療給付金をお支
払いします。

前回の支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経
過した日の翌日に支払事由に該当したものとして、特定疾病
治療給付金をお支払いします。

〈がん（悪性新生物・上皮内新生物）により特定疾病治療給付金をお支払いして、2年以内に脳卒中を発症して入院中に2年
が経過した場合〉
特定疾病治療給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過した日の翌日に脳卒中による入院が20日以上で
ある場合には、その日に20日に達したものとみなして、特定疾病治療給付金をお支払いします。

がんと診断確定され入院 脳卒中で入院

2年

20日以上
（特定疾病治療給付金のお支払いは2年に1回を限度とします）

がんによる入院を開始した
ときに、特定疾病治療給付
金をお支払いします。

前回の支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した日の翌
日に支払事由に該当したものとして、特定疾病治療給付金をお支払いし
ます。
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●保障内容について●

■ 災害保障保険
特徴としくみ

1 不慮の事故によるケガの治療のための入院、不慮の事故や所定の感染症による死亡を保障します。
日帰り入院（*1）も支払対象です。
（*1）日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料などのお支払いの有無で判断します。

2 不慮の事故による特定損傷（所定の骨折、関節脱臼、腱の断裂）の治療を受けたときには特定損傷治
療給付金をお支払いします。

3 解約時の払戻金はありません。
また、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

4 保険期間満了日の 2週間前までにお申出のない限り、健康状態にかかわらず 95歳まで（*2）自動更
新されます。
（*2）保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 95歳以下となる範囲で自動更新を取扱います。

〈しくみ図〉

ご契約 満了

自動更新により
最長95歳まで保障

保険期間（10年）

災害死亡保険金

特定損傷治療給付金

災害入院給付金
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●保障内容について●

支払事由など
お支払いする
保険金・給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

災害死亡保険金

次のいずれかに該当したとき
①責任開始期以後に生じた不慮の事故
（➡約款別表3）により、事故の日から

180日以内に死亡したとき
②責任開始期以後に生じた所定の感染症
（➡約款別表6）により死亡したとき

災害保険金額
（災害入院給付金日額の

400倍）
ー 死亡保険

金受取人

特定損傷治療
給付金

責任開始期以後に生じた不慮の事故（➡約
款別表3）による特定損傷（所定の骨折、関
節脱臼、腱の断裂）（➡約款別表12）に対し
て、事故の日から180日以内に治療（*1）を
受けたとき

特定損傷の種類により、
災害入院給付金日額の
4倍～200倍

同一の不慮の事故につ
いて、災害入院給付金
日額の400倍、通算し
て1,000倍を限度

被保険者

災害入院給付金

責任開始期以後に生じた不慮の事故（➡約
款別表3）によるケガの治療を目的として、
事故の日から180日以内に入院（*2）したと
き

災害入院給付金日額
×

入院日数

通算
1,095日限度

（*1）医師による治療をいいます。（➡約款別表2）
（*2）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため所定の病院または診療所に入り、常に医師の

管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇災害死亡保険金をお支払いする際に、お支払いの原因となった不慮の事故によりすでに特定損傷治療給付金をお支払いしてい
る場合には、災害保険金額から特定損傷治療給付金の支払額を差し引いた金額をお支払いします。
◇同一の不慮の事故により、2種類以上の特定損傷が生じた場合は、それぞれの特定損傷について特定損傷治療給付金をお支払
いします。
◇同一の不慮の事故により、同一の部位に2以上の骨折または2以上の関節脱臼が生じた場合には、その部位について特定損傷
治療給付金は重複してお支払いしません。
◇腱の断裂による特定損傷治療給付金のお支払いは同一の不慮の事故につき1回とします。

！

●特定損傷治療給付金の支払対象となる骨折とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた
状態をいいます。（➡約款別表12）

●特定損傷治療給付金の支払対象となる関節脱臼とは、関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係
から偏位した状態をいい、かつ、麻酔下において手術を要するものとします。（➡約款別表12）

●特定損傷治療給付金の支払対象となる腱の断裂とは、腱の連続性が完全または不完全に途絶えた状態
をいいます。（➡約款別表12）
●骨粗しょう症を原因とする骨折等、病気を原因とする骨折や、先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼、
脊椎の椎間板ヘルニア等、疾病を原因とする腱の断裂は、特定損傷治療給付金の支払対象となりません。

●災害入院給付金の支払対象となる入院は、不慮の事故によるケガの治療を目的とする、事故の日から
180日以内の入院であることを要します。
●災害保障保険には保険料の払込みの免除の取扱いはありません。
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●保障内容について●

■ 女性疾病保険
特徴としくみ

1 所定の女性疾病による入院を保障します。入院日数にかかわらず、入院を開始した場合に女性疾病
支援給付金をお支払いします。日帰り入院（*1）も支払対象です。
（*1）日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院で、入院基本料などのお支払いの有無で判断します。

2 所定の女性特定ガンと診断確定されたとき（2回目以降のお支払いの場合は、女性特定ガンで入院
したとき）には女性特定ガン治療給付金をお支払いします。（2年に1回）

3 乳がん（*2）で乳房を切除し、乳房再建術を受けた場合には乳房再建給付金をお支払いします。（1乳
房につき1回）
（*2）責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんの場合はお支払いしません。

4 死亡した場合には死亡保険金をお支払いします。

5 解約時の払戻金はありません。
また、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

6 保険期間は10年です。保険期間満了日の2週間前までにお申出のない限り、健康状態にかかわら
ず80歳まで（*3）自動更新されます。
（*3）保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳以下となる範囲で自動更新を取扱います。

〈しくみ図〉

ご契約 満了

   自動更新により
   最長80歳まで保障

保険期間（10年）

女性疾病支援給付金
女性特定ガン治療給付金（*1）
乳房再建給付金
死亡保険金

（*1）責任開始日から90日以内に女性特定ガンと診断されても、女性特定ガン治療給付金はお支払いしません。
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●保障内容について●

支払事由など
お支払いする
給付金・保険金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

女性疾病支援給付金 責任開始期以後に生じた所定の女性疾病（➡約款別表14）
の治療を目的として入院（*1）を開始したとき

女性疾病支援
給付金額

180日に1回、
通算して50回
を限度

被保険者

女性特定ガン治療給
付金

【1回目】
女性特定ガンの責任開始日（*2）以後に、初めて所定の女
性特定ガン（➡約款別表15）に罹患し、かつ、診断確定さ
れたとき
【2回目以降】
女性特定ガン（➡約款別表15）の治療を目的として入院
（*1）を開始したとき

女性疾病支援
給付金額の

5倍

2年に1回を
限度

乳房再建給付金

次のすべてに該当したとき
①女性特定ガンの責任開始日（*2）以後に乳がん（*3）に罹
患し、かつ、診断確定され、治療を目的として乳房の
切除術（*4）を受けたこと

②①の切除術を受けた乳房について乳房再建術（*5）を受
けたこと

女性疾病支援
給付金額の

5倍

1乳房につき
1回を限度

死亡保険金 死亡したとき
女性疾病支援
給付金額の

5倍
ー 死亡保険

金受取人

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の管
理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

（*2）責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
（*3）「乳がん」とは、約款別表15中の「乳房の悪性新生物（基本分類コード C50）」および「乳房の上皮内癌（基本分類コード

D05）」をいいます。
（*4）「乳房の切除術」とは、皮膚を切開し、病変部を切除する手術をいいます。ただし、診断および生検等の検査のための手術

を除きます。（➡約款別表2）
（*5）「乳房再建術」とは、乳房の切除術により喪失した乳房の形態を皮膚弁（皮膚の欠損部分を被覆するための植皮術は含みま

せん。）または人工物を用いて正常に近い形態に戻すことを目的とする手術をいいます。（➡約款別表2）

◇女性疾病支援給付金は直前の支払事由に該当した日から、180日以内に再入院した場合および180日以内に新たな女性疾病に
よる入院を開始した場合にはお支払いしません。
◇2回目以降の女性特定ガン治療給付金は、直前の支払事由に該当した日から2年以内に女性特定ガンの治療を目的とする入院
を開始した場合にはお支払いしません。
◇がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師の資格を持つ者によりなされることを要します。ただし、病理組織学的検査
が行われなかった場合においても、当社が認めたその他の方法で診断が確定された場合は、がんと認めます。

！

●女性疾病保険は保障の対象を女性特有の病気など特定の疾病に限定しています。約款別表14に定め
る「女性疾病」および約款別表15に定める「女性特定ガン」に該当しない疾病およびケガは保障の対象
となりません。

●女性特定ガン治療給付金、乳房再建給付金は責任開始日から90日以内に女性特定ガンと診断確定さ
れてもお支払いできません。責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（女性特定ガン
の責任開始日）以後に診断確定された女性特定ガンがお支払いの対象となります。

●女性疾病保険には保険料の払込みの免除の取扱いはありません。
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●保障内容について●

女性疾病支援給付金のお支払例

〈例1〉

帝王切開で入院 卵巣のう腫で入院

（女性疾病支援給付金のお支払いは180日に1回を限度とします）
妊娠高血圧症候群で入院

女性疾病支援給付金をお支払い
します。（前回の支払事由に該
当した日からその日を含めて
180日を経過している場合）

女性疾病支援給付金
をお支払いします。

前回の支払事由に該当した日からそ
の日を含めて180日を経過していな
いので、女性疾病支援給付金はお支
払いしません。

女性疾病支援給付金をお支払い
（前回の支払事由に該

当した日からその日を含めて
を経過している場合）

女性疾病支援給付金
をお支払いします。

前回の支払事由に該当した日からそ
の日を含めて180日を経過していな

女性疾病支援給付金はお支
払いしません。

180日

〈例2〉

乳がんで入院 乳がんで再入院

180日
（女性疾病支援給付金のお支払いは180日に1回を限度とします）

前回の支払事由に該当した日からその日を含め
て180日を経過した日の翌日に支払事由に該当
したものとして、女性疾病支援給付金をお支払
いします。

女性疾病支援給付金をお支払い
します。（前回の支払事由に該
当した日からその日を含めて
180日を経過している場合）

女性疾病支援給付金をお支払い
（前回の支払事由に該

当した日からその日を含めて
を経過している場合）

支払事由に該当 た日からその日を含め
経過した 日に

ものとして、女性疾病支援給付金をお支払

女性特定ガン治療給付金のお支払例

〈子宮がんと診断確定された場合①〉
責任開始日から90日以内に子宮がん（女性特定ガン）と診断確定された場合には女性特定ガン治療給付金をお支払いしません。

子宮がんに罹患し、診断確定責任開始日

     

90日

子宮がんと診断確定されても、女性特定ガン治療
給付金はお支払いしません。

と診断確定されても
給付金はお支払いしません。

〈子宮がんと診断確定された場合②〉
責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に初めて子宮がん（女性特定ガン）に罹患し、かつ、診断確定
された場合に女性特定ガン治療給付金をお支払いします。

初めて子宮がんに罹患し、診断確定責任開始日

90日

以前に女性特定ガン治療給付金が支払われたことが
ない場合、子宮がんと診断確定されたときに、女性
特定ガン治療給付金をお支払いします。

以前に女性特定ガン治療給付金が支払われたことが
がんと診断確定さ

特定ガン治療給付金をお支払いします。

〈乳がんにより女性特定ガン治療給付金をお支払いし、2年経過後に乳がんの再発により入院した場合〉
女性特定ガン治療給付金のお支払いは2年に1回を限度とします。
直前の支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に乳がん（女性特定ガン）の治療を目的として
入院を開始した場合に女性特定ガン治療給付金をお支払いします。

乳がんの再発で入院

2年

再発した乳がんの治療のために入院を開
始したときに、女性特定ガン治療給付金
をお支払いします。

初めて乳がんに罹患し、診断確定

以前に女性特定ガン治療給付金が支払われたこ
とがない場合、乳がんと診断確定されたときに、
女性特定ガン治療給付金をお支払いします。

以前に女性特定ガン治療給付金が支払われたこ
がんと診断確定

女性特定ガン治療給付金をお支払いします。

再発した乳がんの治療のために入院を開
に、女性特定ガン治療給付金

をお支払いします。
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●保障内容について●

〈乳がんにより女性特定ガン治療給付金をお支払いし、2年以内に乳がんの再発により入院した場合〉
女性特定ガン治療給付金のお支払いは2年に1回を限度とします。
直前の支払事由に該当した日から2年以内に乳がん（女性特定ガン）の治療を目的として入院を開始しても、女性特定ガン治
療給付金はお支払いしません。

初めて乳がんに罹患し、診断確定 乳がんの再発で入院

2年

以前に女性特定ガン治療給付金が支
払われたことがない場合、乳がんと
診断確定されたときに、女性特定ガ
ン治療給付金をお支払いします。

前回の支払事由に該当した日から2年
以内の入院なので、女性特定ガン治療給
付金はお支払いしません。

以前に女性特定ガン治療給付金が支
払われたことがない場合、

れたときに、女性特定ガ
ン治療給付金をお支払いします。

前回の支払事由に該当し前回の支払事由に該当 た日から
以内の入院なので、女性特定ガン治療給

はお支払いしません。

〈乳がんにより女性特定ガン治療給付金をお支払いし、2年以内に乳がんの再発により入院、入院中に2年が経過した場合〉
女性特定ガン治療給付金のお支払いは2年に1回を限度とします。
直前の支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過した日の翌日に乳がん（女性特定ガン）により継続入院していた場
合には、その日に入院を開始したものとみなして、女性特定ガン治療給付金をお支払いします。

初めて乳がんに罹患し、診断確定 乳がんの再発で入院

2年

前回の支払事由に該当した日からその日を含めて2
年を経過した日の翌日に乳がんの治療のために入院
を開始したものとみなして、女性特定ガン治療給付金
をお支払いします。

以前に女性特定ガン治療給付金が支払われ
たことがない場合、乳がんと診断確定され
たときに、女性特定ガン治療給付金をお支払
いします。

以前に女性特定ガン治療給付金が支払われ
たことがない場合、 がんと診断確定
ときに、女性特定ガン治療給付金をお支払

支払事由に該当した日からその日を含めて
翌日に乳がんの治療のために入院

たものとみなして、女性特定ガン治療給付金
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●保障内容について●

■ 終身がん治療保険（払戻金なし）
特徴としくみ

1 がんの治療に備える保険です。
●所定の抗がん剤治療、ホルモン剤治療を受けた場合に、給付金をお支払いします。（*1）
●所定の放射線治療、手術を受けた場合に、給付金をお支払いします。
●悪性新生物と診断確定された場合には、一時金をお支払いします。
（*1）抗がん剤治療、ホルモン剤治療は80歳となった直後の契約応当日の前日までの保障となります。

2 悪性新生物と診断確定された場合、または、不慮の事故で所定の障害状態に該当した場合には、
以後の保険料の払込みを免除します。

3 特約を付加すれば、保障内容をさらに充実させることができます。
●がん診断給付特約（払戻金なし）：がんと診断確定された場合に一時金をお支払いします。
●がん入院特約（払戻金なし）：がんで入院した場合に入院給付金をお支払いします。
●がん先進医療特約：がんにより先進医療を受けた場合に先進医療給付金をお支払いします。

4 解約時の払戻金はありません。
また、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

〈しくみ図〉

一
生
涯
保
障

⇒ 更新

90日間
（*1）

ご契約 がん保障の責任開始日

〈主契約：終身がん治療保険（払戻金なし）〉
●抗がん剤治療給付金（*2）
●ホルモン剤治療給付金（*2）
●放射線治療給付金
●手術給付金
●がん治療支援給付金（保険契約の型がⅠ型の場合のみ）
〈がん診断給付特約（払戻金なし）〉
●がん診断給付金
●上皮内新生物診断給付金

〈がん入院特約（払戻金なし）〉
●入院給付金

〈がん先進医療特約〉
●先進医療給付金 （最長95歳まで）⇒ 更新

（*1）責任開始日から90日間は、給付金はお支払いしません。
（*2）80歳となった直後の契約応当日の前日まで

対象となる悪性新生物・上皮内新生物
◇終身がん治療保険（払戻金なし）および終身がん治療保険（払戻金なし）に付加できる特約において、保障の対象となる悪性新生
物または上皮内新生物は、それぞれ約款別表18に定める悪性新生物または約款別表19に定める上皮内新生物をいいます。

◇悪性新生物または上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師の資格を持つ者によりなされることを要します。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、当社が認めたその他の方法で診断が確定された場合は悪性新生
物または上皮内新生物と認めます。
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●保障内容について●

がん保障の責任開始日
◇がん保障の責任開始日は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。

！

責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（がん保障の責任開始日）以後に診断確定された
悪性新生物・上皮内新生物が、各給付金（付加された特約の給付金を含みます。）のお支払いの対象および
保険料の払込みの免除の対象となります。

この期間に悪性新生物・上皮内新
生物と診断確定されても、給付金
のお支払いや、保険料の払込みの
免除はできません。

91日目以後に初めて悪性新生物・
上皮内新生物と診断確定された場
合に、給付金のお支払いや、保険料
の払込みの免除を行います。

90日間

責任開始日 91日目（がん保障の責任開始日）

※不慮の事故による保険料の払込みの免除は責任開始期から保障します。

がん保障の責任開始日前に悪性新生物・上皮内新生物と診断確定されていた場合の取扱い
○被保険者が、がん保障の責任開始日前（復活の場合は、復活の際の責任開始期前）に悪性新生物と診断確定されていた場合には、
契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらず、終身がん治療保険（払戻金なし）または終身がん治療
保険（払戻金なし）の復活は無効となります。
○この場合、すでに払い込まれた終身がん治療保険（払戻金なし）の保険料（復活の場合には、復活の際の延滞保険料および復活
以後の保険料）は契約者に返金します。ただし、告知前に被保険者が悪性新生物と診断確定されていた事実を契約者、被保険
者のいずれか一人でも知っていたときは、返金しません。
※特約が付加されている場合は特約の保険料を含みます。
○がん保障の責任開始日前に上皮内新生物と診断確定された場合には、給付金はお支払いしません。この場合、終身がん治療保
険（払戻金なし）または終身がん治療保険（払戻金なし）の復活は無効とはせず、終身がん治療保険（払戻金なし）は継続します。

保険契約の型

保険契約の型 Ⅰ型 Ⅱ型

給付金の種類

・抗がん剤治療給付金
・ホルモン剤治療給付金
・放射線治療給付金
・手術給付金
・がん治療支援給付金

・抗がん剤治療給付金
・ホルモン剤治療給付金
・放射線治療給付金
・手術給付金

◇保険契約の型の変更はできません。
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●保障内容について●

支払事由など
お支払いする給付金／
保険料の払込みの免除 支払事由／保険料の払込みの免除事由 支払額等 支払限度 受取人

抗がん剤治療給付金

がん保障の責任開始日以後に診断確定され
た悪性新生物または上皮内新生物の治療を
目的として、公的医療保険制度にもとづく
医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点
数表（➡約款別表2）により抗がん剤（➡約款
別表22）にかかる薬剤料または処方せん料
が算定される抗がん剤治療（➡約款別表2）
を受けたとき

支払事由に該当す
る日が属する月ご
とに、
基本給付金額

1ヵ月に1回、
通算36ヵ月の支払いを

限度、
80歳となった直後の契約
応当日の前日まで

被
保
険
者

ホルモン剤治療給付金

がん保障の責任開始日以後に診断確定され
た悪性新生物または上皮内新生物の治療を
目的として、公的医療保険制度にもとづく
医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点
数表（➡約款別表2）によりホルモン剤（➡約
款別表23）にかかる薬剤料または処方せん
料が算定されるホルモン剤治療（➡約款別表
2）を受けたとき

支払事由に該当す
る日が属する月ご
とに、
基本給付金額の

20％

1ヵ月に1回、
通算60ヵ月の支払いを

限度、
80歳となった直後の契約
応当日の前日まで

放射線治療給付金

がん保障の責任開始日以後に診断確定され
た悪性新生物または上皮内新生物の治療を
目的として、公的医療保険制度にもとづく
医科診療報酬点数表（➡約款別表2）に放射
線治療料の算定対象として列挙されている
放射線治療（血液照射は除きます。）を受けた
とき

基本給付金額
60日に1回の支払いを

限度、
通算支払限度なし

手術給付金

がん保障の責任開始日以後に診断確定された
悪性新生物または上皮内新生物の治療を目的
として、次のいずれかの手術を受けたとき
①公的医療保険制度にもとづく医科診療報
酬点数表（➡約款別表2）に手術料の算定
対象として列挙されている手術

②公的医療保険制度にもとづく医科診療報
酬点数表（➡約款別表2）に輸血料の算定
対象として列挙されている骨髄移植術
（*1）

基本給付金額 支払限度なし

がん治療支援給付金
（保険契約の型がⅠ型
の場合のみ）

がん保障の責任開始日以後に初めて悪性新
生物と診断確定されたとき

基本給付金額の
5倍 1回

保険料の払込みの免除

次のいずれかに該当したとき
①責任開始期以後に生じた不慮の事故によ
るケガで、事故の日から180日以内に所
定の身体障害の状態（➡約款別表20）に該
当したとき

②がん保障の責任開始日以後に初めて悪性
新生物と診断確定されたとき

将来に向かって保
険料の払込みを免
除します（*2）

― ―

（*1）末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。（➡約款別表2）
（*2）特約が付加されている場合、特約の保険料の払込みも免除されます。

◇抗がん剤治療、ホルモン剤治療は次に定める日に受けたものとします。
　・注射による投与が医師により行われた場合……医師により抗がん剤・ホルモン剤が投与された日
　・経口による投与が行われた場合…………………処方せんに抗がん剤・ホルモン剤を投与すべきとされた日（被保険者が生存

している日に限る）
　・上記以外の場合……………………………………医師が抗がん剤・ホルモン剤を処方した日
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●保障内容について●

◇同一の月に支払事由に該当する抗がん剤治療を複数回受けた場合は、その月の最初に受けた抗がん剤治療についてのみ抗がん
剤治療給付金をお支払いします。
◇同一の月に支払事由に該当するホルモン剤治療を複数回受けた場合は、その月の最初に受けたホルモン剤治療についてのみホ
ルモン剤治療給付金をお支払いします。
◇複数の手術を受けた場合でも、次の場合には1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
　・同一の日に複数回の手術を受けた場合
　・手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術を受けた場合
◇手術料が1日につき算定される手術を受けた場合、その手術を受けた1日目のみ手術給付金をお支払いします。
◇直前に支払われた放射線治療給付金の支払事由に該当した日から60日以内に放射線治療給付金の支払事由に該当しても、放
射線治療給付金はお支払いしません。

！

抗がん剤治療給付金・ホルモン剤治療給付金は、80歳となった直後の契約応当日の前日までに支払事由
に該当した場合にお支払いします。ただし、誕生日が契約応当日の場合には、80歳の誕生日の前日まで
となります。

【例】

5/101/1 1/1 

契約応当日 80歳の誕生日 契約応当日

ここまでに受けた抗がん剤治療・ホルモン剤
治療が保障の対象です。

80歳となった直後の契約応当日
以後に所定の抗がん剤治療を受
けた場合には、抗がん剤治療給付
金をお支払いしません。

80歳となった直後の契約応当日の
前日までに所定の抗がん剤治療を
受けた場合には、抗がん剤治療給
付金をお支払いします。

12/31 
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●保障内容について●

■ 終身がん治療保険（払戻金なし）に付加できる特約
がん診断給付特約（払戻金なし）
悪性新生物または上皮内新生物と診断確定された場合に一時金をお支払いします。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

がん診断給付金

【1回目】
がん保障の責任開始日以後に初めて悪性新生
物と診断確定されたとき
【2回目以降】
悪性新生物の治療を目的として入院（*1）した
とき

がん診断給付金額
1年に1回、

通算6回の支払い
を限度

被保険者

上皮内新生物診断
給付金

がん保障の責任開始日以後に初めて上皮内新
生物と診断確定されたとき

がん診断給付金額の
50％ 1回

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の
管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇直前に支払われたがん診断給付金の支払事由に該当した日から1年以内にがん診断給付金の支払事由に該当しても、がん診断
給付金はお支払いしません。
◇すべての給付金が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

がん入院特約（払戻金なし）
悪性新生物または上皮内新生物で入院した場合に入院給付金をお支払いします。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

入院給付金
がん保障の責任開始日以後に診断確定された
悪性新生物または上皮内新生物の治療を目的
として入院（*1）したとき

入院給付金日額
×

入院日数
支払限度なし 被保険者

（*1）入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の
管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）
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●保障内容について●

がん先進医療特約
悪性新生物または上皮内新生物により所定の先進医療による療養を受けた場合に、先進医療給付金をお支払いします。
※当社の先進医療給付金が支払われる特約は、被保険者お１人につき1特約のみご契約できます。

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 支払限度 受取人

先進医療給付金
がん保障の責任開始日以後に診断確定された
悪性新生物または上皮内新生物を原因として
先進医療による療養（*1）を受けたとき

先進医療にかかる技
術料の自己負担額と
同額（*2）

通算2,000万円の
支払いを限度 被保険者

（*1）先進医療による療養とは、公的医療保険制度の法律にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養
をいいます。先進医療ごとに決められた適応症に対し、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所におい
て行われるものに限ります（➡約款別表2）

（*2）先進医療給付金の支払額には、公的医療保険制度の法律にもとづき給付の対象となる費用（自己負担部分を含みます。）、先
進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用など、先進医
療にかかる技術料以外の費用は含まれません。

◇先進医療給付金の支払額が支払限度に到達したとき、この特約は消滅します。

！
●加入時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた日現在において一般診療へ導入され、
公的医療保険の給付対象となった場合や、承認取消などの理由により先進医療でなくなった場合は、
先進医療給付金の支払対象とはなりません。

●がん先進医療特約の給付にかかわる公的医療保険制度等が将来変更されたときは、主務官庁の認可を
得て先進医療給付金の支払事由を変更することがあります。

●先進医療について詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
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●保障内容について●

■ 認知症保険（払戻金なし）
特徴としくみ

1 はじめて認知症と診断確定された場合に認知症診断給付金をお支払いします。

2 特約を付加すれば、保障内容をさらに充実させることができます。認知症診断給付金が支払われた
場合、以後の特約の保険料の払込みは不要です。
●介護給付特約（払戻金なし）：はじめて認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度により要介護1以上と認
定された場合に、要介護給付金をお支払いします。
●精神疾患併発入院特約（払戻金なし）：はじめて認知症と診断確定された後に、所定の精神疾患で入院した場合に
精神疾患併発入院給付金をお支払いします。

3 無事故給付特約（払戻金なし）を付加した場合、認知症と診断確定されなければ3年ごとに無事故給
付金をお支払いします。

4 死亡時の保障や解約時の払戻金はありません。
また、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

〈しくみ図〉

保険期間の始期
▼

〈主契約：認知症保険（払戻金なし）〉
●認知症診断給付金

〈介護給付特約（払戻金なし）〉
●要介護給付金

〈精神疾患併発入院特約（払戻金なし）〉
●精神疾患併発入院給付金

〈無事故給付特約（払戻金なし）〉
●無事故給付金

＋（特約を付加できます）

一
生
涯
保
障

一
生
涯
保
障

 1 年間
（*1）

 1 年間
（*1）

責任開始日
▼

（*1）保険期間の始期の属する日から1年以内に支払事由に該当しても、給付金はお支払いしません。

対象となる認知症
◇認知症保険（払戻金なし）および認知症保険（払戻金なし）に付加できる特約において、保障の対象となる認知症とは、約款別表

26に定める認知症をいいます。
◇認知症の診断確定は、①②のすべての検査によりなされることを要します。
①認知機能検査
②画像検査
ただし、上記①②の検査を受けられない場合で、他の所見によって認知症と医師により診断確定され、その診断確定の根拠が
合理的であると認められるときは、上記①②の検査を行わない方法による診断確定を認めることがあります。
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●保障内容について●

責任開始日
◇認知症保険（払戻金なし）および認知症保険（払戻金なし）に付加できる特約の責任開始日は、保険期間の始期（申込みを受けた
時または告知の時のいずれか遅い時）の属する日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日です。

！

責任開始日以後にはじめて診断確定された認知症、認定された要介護状態、発生した精神疾患がお支
払いの対象となります。責任開始日前に診断確定された認知症や、責任開始日前の要介護認定、精神
疾患等はお支払いの対象とはなりません。

この期間に認知症と診断確定
されても、給付金のお支払いは
できません。

1年後以降にはじめて認知症と
診断された場合に、給付金をお
支払いします。

1年間

保険期間の始期の属する日 責任開始日

責任開始日前に認知症と診断確定されていた場合の取扱い
◇被保険者が、責任開始日（復活の場合は、復活の際の責任開始期）前に認知症と診断確定されていた場合には、契約者または被
保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらず、認知症保険（払戻金なし）または認知症保険（払戻金なし）の復活は無
効となります。
◇この場合、すでに払い込まれた認知症保険（払戻金なし）の保険料（復活の場合には、復活の際の延滞保険料および復活以後の
保険料）は契約者に返金します。ただし、告知前に被保険者が認知症と診断確定されていた事実を契約者、被保険者のいずれ
か一人でも知っていたときは、返金しません。
※特約が付加されている場合は特約の保険料を含みます。
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●保障内容について●

支払事由など
お支払いする給付金 支払事由 支払額 受取人

認知症診断給付金 責任開始日 (*1)以後に、責任開始日 (*1)前を含めてはじめて
認知症と診断確定されたとき 認知症診断給付金額 被保険者

(*1)保険期間の始期の属する日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日

◇認知症診断給付金の支払事由が生じたとき、認知症保険（払戻金なし）は消滅します。ただし、認知症診断給付金が支払われる
場合で、介護給付特約（払戻金なし）または精神疾患併発入院特約（払戻金なし）が付加されているときは、認知症保険（払戻金
なし）は消滅せずに継続します。
◇認知症保険（払戻金なし）には保険料の払込みの免除の取扱いはありません。

！

●介護給付特約（払戻金なし）・精神疾患併発入院特約（払戻金なし）が付加されている場合には、認知
症診断給付金が支払われた後も、保険契約は消滅せずに継続し、認知症診断給付金の支払事由発生
日の翌月以後の保険料（特約の保険料を含みます。）の払込みは不要となります。（介護給付特約（払戻
金なし）または精神疾患併発入院特約（払戻金なし）が付加された場合の特則）

保険料の払込み

認知症保険（払戻金なし）

精神疾患併発入院特約（払戻金なし）

保険料の払込み不要 （保険期間：終身）

認知症診断給付金
をお支払い

介護給付特約（払戻金なし）

●この場合、認知症保険（払戻金なし）に付加された介護給付特約（払戻金なし）・精神疾患併発入院特
約（払戻金なし）がすべて消滅した場合には、認知症保険（払戻金なし）は消滅します。
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●保障内容について●

■ 認知症保険（払戻金なし）に付加できる特約
介護給付特約（払戻金なし）
はじめて認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度により要介護1以上と認定された場合に要介護給付金をお支払いします。

支払事由など
お支払いする給付金／
特約保険料の払込みの

免除
支払事由／特約保険料の払込みの免除事由 支払額等 受取人

要介護給付金

責任開始日 (*1)以後に次のすべてに該当したとき
①責任開始日 (*1)前を含めてはじめて認知症と診断確定された
とき
②公的介護保険制度にもとづく要介護1以上の状態（➡約款別表2）
に該当すると認定（*2）され、その認定の有効期間中であるとき

要介護給付金額 被保険者

特約保険料の払込みの
免除

主契約の認知症診断給付金が支払われ、この特約の要介護給付
金の支払事由が生じていないとき

将来に向かってこの特
約の保険料の払込みを
免除します。

̶

（*1）保険期間の始期の属する日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日
（*2）更新認定を含みます。

◇要介護給付金が支払われたとき、この特約は消滅します。
◇介護給付特約（払戻金なし）の給付にかかわる公的介護保険制度等が将来変更されたときは、主務官庁の認可を得て要介護給付
金の支払事由を変更することがあります。

要介護給付金のお支払例
〈責任開始日以後にはじめて認知症と診断確定され、その後要介護1以上と認定された場合〉

認知症と
診断確定

要介護1以上
と認定

認知症と診断確定され、かつ、要介護1以上の認定の有効期間
中であるため、要介護給付金をお支払いします。

要介護1以上の有効期間中

〈責任開始日以後に要介護1以上と認定され、その有効期間中にはじめて認知症と診断確定された場合〉

認知症と
診断確定

要介護1以上
と認定

認知症と診断確定され、かつ、要介護1以上の認定の有効期間
中であるため、要介護給付金をお支払いします。

要介護1以上の有効期間中

※責任開始日前に要介護1以上と認定され、責任開始日以後に認知症と診断確定された場合は、責任開始日以後にその要介
護状態について更新認定されたときに、要介護給付金をお支払いします。
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●保障内容について●

〈責任開始日以後に要介護1以上と認定されたが、その有効期間終了後にはじめて認知症と診断確定された場合〉

認知症と
診断確定

要介護1以上
と認定

認知症と診断確定されたが、要介護1以上の認定の有効期間
中ではないため、要介護給付金を支払いません。

要介護1以上の有効期間中

精神疾患併発入院特約（払戻金なし）

はじめて認知症と診断確定された後に、所定の精神疾患で入院した場合に精神疾患併発入院給付金をお支払いします。

支払事由など
お支払いする給付金／
特約保険料の払込みの

免除
支払事由／特約保険料の払込みの免除事由 支払額等 受取人

精神疾患併発入院
給付金

責任開始日 (*1)以後に次のすべてに該当したとき
①責任開始日 (*1)前を含めてはじめて認知症と診断確定された
とき
②①に該当した日以後、責任開始日以後に生じた精神疾患（➡約
款別表27）の治療を目的として入院 (*2)したとき

入院給付金日額
×

入院日数
被保険者

特約保険料の払込みの
免除 主契約の認知症診断給付金が支払われたとき

将来に向かってこの特
約の保険料の払込みを
免除します。

̶

(*1)保険期間の始期の属する日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日
(*2)  入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の
管理下において治療に専念することをいいます。（➡約款別表2）

◇精神疾患併発入院給付金に支払日数限度はありません。

精神疾患併発入院給付金のお支払例
〈責任開始日以後にはじめて認知症と診断確定され、その後統合失調症で入院した場合〉

認知症と
診断確定

統合失調症で100日入院

認知症と診断確定された後に、精神疾患（統合失調症）の治療のために
入院しているので、精神疾患併発入院給付金100日分をお支払いします。
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●保障内容について●

〈責任開始日以後に統合失調症で入院し、その入院中にはじめて認知症と診断確定された場合〉

入院31日目に認
知症と診断確定

精神疾患（統合失調症）の治療のために入院中に認知症と診断確定
されたので、診断確定日以後の入院について、精神疾患併発入院給
付金70日分をお支払いします。

統合失調症で100日入院

〈責任開始日以後に統合失調症で入院し、退院後にはじめて認知症と診断確定された場合〉

認知症と
診断確定

統合失調症で100日入院

認知症と診断確定されていないので、精神
疾患併発入院給付金を支払いません。
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●保障内容について●

無事故給付特約（払戻金なし）

認知症診断給付金の支払事由が生じていない場合には、3年ごとに無事故給付金をお支払いします。

主契約：認知症保険（払戻金なし）1年

保険期間：終身

3年

　▲
保険期間
の始期

▲
責任開始日

3年 3年

無事故
給付金

無事故
給付金

無事故
給付金契約日

▼

支払事由など

お支払いする給付金 支払事由 支払額 受取人

無事故給付金 契約日 (*1)以後3年ごとの契約応当日の前日までに主契約の認
知症診断給付金の支払事由に該当せずに生存しているとき 無事故給付金額 契約者

(*1)保険期間の始期の属する月の翌月1日

◇無事故給付金を支払った後に、主契約の認知症診断給付金の支払事由に該当していたことが判明し、お支払いすべき給付金等
があるときは、お支払いすべき金額からすでに支払った無事故給付金額を差し引きます。お支払いすべき金額がすでに支払っ
た無事故給付金額に不足する場合や、お支払いすべき給付金等がない場合には、不足する金額またはすでに支払った無事故給
付金を返還していただきます。
◇無事故給付金に支払回数限度はありません。
◇主契約の認知症診断給付金の支払事由が生じたとき、この特約は消滅します。
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●保障内容について●

■ 低解約払戻金型終身保険
特徴としくみ

1 一生涯にわたり死亡または高度障害状態に該当した場合の保障を目的とした保険です。

2 不慮の事故で所定の身体障害の状態に該当した場合には、以後の保険料の払込みを免除します。

3 解約払戻金の水準を低く設定することにより、保険料が割安になっています。

4 無配当保険なので、契約者配当金はありません。

〈しくみ図〉

削減しない場合の解約払戻金のイメージ

解約払戻金
（解約払戻金の水準を低く設定）

死亡・高度障害保険金

保険期間（終身）ご契約

支払事由など
お支払いする保険金／
保険料の払込みの免除

支払事由／
保険料の払込みの免除事由 支払額等 受取人

死亡保険金 死亡したとき 保険金額 死亡保険金受取人

高度障害保険金
責任開始期以後に生じたケガまたは病気により
所定の高度障害状態（➡約款別表10）に該当した
とき

保険金額 被保険者

保険料の払込みの免除

責任開始期以後に生じた不慮の事故（➡約款別表
3）によるケガにより、事故の日から180日以内
に所定の身体障害の状態（➡約款別表17）に該当
したとき

将来に向かって
保険料の払込み
を免除します

―

◇死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。いずれかの保険金をお支払いした場合には、保険契約は消滅しま
す。
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●保障内容について●

■ 定期保険
特徴としくみ

1 保険期間中に死亡した場合または高度障害状態に該当した場合の保障を目的とした保険です。

2 解約時の払戻金はありません。
また、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

3 保険期間満了日の2週間前までにお申出のない限り、健康状態にかかわらず80歳まで（*）自動更新
されます。
（*）保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳以下となる範囲で自動更新を取扱います。

〈しくみ図〉

ご契約 満了

自動更新により
最長80歳まで保障

保険期間（10年）

死亡・高度障害保険金

支払事由など
お支払いする
保険金 支払事由 支払額 受取人

死亡保険金 死亡したとき 保険金額 死亡保険金受取人

高度障害保険金
責任開始期以後に生じたケガまたは病気により
所定の高度障害状態（➡約款別表10）に該当した
とき

保険金額 被保険者

◇死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。いずれかの保険金をお支払いした場合には、保険契約は消滅しま
す。

！ ●定期保険には保険料の払込みの免除の取扱いはありません。
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●保障内容について●

■ １年定期保険
特徴としくみ

1 保険期間中に死亡した場合または高度障害状態に該当した場合の保障を目的とした保険です。

2 ご契約を解約した場合の払戻金はありません。
また、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

3 保険期間は１年で、保険期間満了日の2週間前までにお申出のない限り、健康状態にかかわらず
80歳まで（*）自動的に更新されます。
（*）保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳以下となる範囲で更新を取扱います。

〈しくみ図〉

ご契約 満了
保険期間（１年）

自動更新により
最長80歳まで保障死亡・高度障害保険金

支払事由など

お支払いする保険金 支払事由 支払額 受取人

死亡保険金 死亡したとき 保険金額 死亡保険金受取人

高度障害保険金
責任開始期以後に生じたケガまたは病気に
より所定の高度障害状態（➡約款別表10）に
該当したとき

保険金額 被保険者

◇死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。いずれかの保険金をお支払いした場合には、保険契約は消滅しま
す。

！ ●１年定期保険には保険料の払込みの免除の取扱いはありません。
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●保障内容について●

■ 長期逓減定期保険（払戻金なし）
特徴としくみ

1 死亡した場合または高度障害状態に該当した場合の保障を目的とした保険です。
掛け捨てタイプの保険で、解約時の払戻金や満期保険金はありません。

2 90歳まで保障が続きます。（90歳満了）

3 不慮の事故で所定の身体障害の状態に該当した場合には、以後の保険料の払込みを免除します。

4 解約時に支払う払戻金をなくす仕組みとしており、この仕組みで、保険料の計算をしていますので、
その分保険料は割安になっています。

5 保険契約の型（Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型）に応じ、保険期間を2から4の期間に分けた各期間が経過するご
とに保険金額が減少します。

6 無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

〈しくみ図〉

Ⅰ型

ご契約 90歳

第一期間

第二期間

死亡・高度障害保険金
（基本保険金額） 死亡・高度障害保険金

（基本保険金額×第二期間の支払割合）

保険期間

Ⅱ型

ご契約 保険期間 90歳

第一期間

第二期間

死亡・高度障害保険金
（基本保険金額）

死亡・高度障害保険金
（基本保険金額×第二期間の支払割合） 死亡・高度障害保険金

（基本保険金額×第三期間の支払割合）

第三期間

Ⅲ型

90歳

第二期間

死亡・高度障害保険金
（基本保険金額）

死亡・高度障害保険金
（基本保険金額×

第二期間の支払割合） 死亡・高度障害保険金
（基本保険金額×
第三期間の支払割合）

第三期間

死亡・高度障害保険金
（基本保険金額×

第四期間の支払割合）

第四期間

第一期間

ご契約 保険期間
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●保障内容について●

保険契約の型
◇各期間および各期間の保険金額は、保険契約の型により次のとおりです。

保険契約の型 各期間 保険金額

Ⅰ型
第一期間（契約日から契約時に定めた年数が経過するまで） 基本保険金額

第二期間（第一期間満了日の翌日から保険期間満了時まで） 第二期間の支払割合×基本保険金額

Ⅱ型

第一期間（契約日から契約時に定めた年数が経過するまで） 基本保険金額

第二期間（第一期間満了日の翌日から契約時に定めた年数が
経過するまで） 第二期間の支払割合×基本保険金額

第三期間（第二期間満了日の翌日から保険期間満了時まで） 第三期間の支払割合×基本保険金額

Ⅲ型

第一期間（契約日から契約時に定めた年数が経過するまで） 基本保険金額

第二期間（第一期間満了日の翌日から契約時に定めた年数が
経過するまで） 第二期間の支払割合×基本保険金額

第三期間（第二期間満了日の翌日から契約時に定めた年数が
経過するまで） 第三期間の支払割合×基本保険金額

第四期間（第三期間満了日の翌日から保険期間満了時まで） 第四期間の支払割合×基本保険金額

◇支払割合は直前の期間の支払割合以下で、かつ、会社の定める範囲内となります。第一期間の支払割合は100％
のため、お支払いする保険金額は基本保険金額となります。

支払事由など
お支払いする保険金／
保険料の払込みの免除

支払事由／
保険料の払込みの免除事由 支払額等 受取人

死亡保険金 死亡したとき
保険金額

（死亡した日の属する期間の
支払割合×基本保険金額）

死亡保険金受取人

高度障害保険金
責任開始期以後に生じたケガまたは病気に
より所定の高度障害状態（➡約款別表10）に
該当したとき

保険金額
（高度障害状態に該当した日
の属する期間の支払割合×

基本保険金額）

被保険者

保険料の払込みの免除

責任開始期以後に生じた不慮の事故（➡約
款別表3）によるケガにより、事故の日から
180日以内に所定の身体障害の状態（➡約
款別表17）に該当したとき

将来に向かって保険料の払
込みを免除します。 ー

◇死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。いずれかの保険金をお支払いした場合には、保険契
約は消滅します。

！
各期間および各期間の支払割合はご契約のプランにより異なります。ご契約のプランについて詳しくは、
パンフレット、契約概要をご覧ください。また、ご契約いただいた内容については、保険証券に記載さ
れたとおりになりますので、保険証券をご確認ください。保険証券不発行特約を付加した場合には、契
約者様専用サイトでご確認ください。
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●保障内容について●

■ リビング・ニーズ特約
被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるときに死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします。
リビング・ニーズ特約を付加できる保険種類は次のとおりです。
・低解約払戻金型終身保険
・定期保険
・1年定期保険
・長期逓減定期保険（払戻金なし）

支払事由など

お支払いする保険金 支払事由 支払額 受取人

リビング・ニーズ保険金 被保険者の余命が6ヵ月以内（*1）
と判断されるとき

指定保険金額から、請求日から6ヵ
月間の指定保険金額に対応する利息
および保険料を差し引いた金額

被保険者

（*1）余命6ヵ月以内とは、請求時において、日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6ヵ月以内であること
をいいます。余命6ヵ月の判断は、医師が記入した診断書や請求書類等の内容、または当社が確認を行った結果にもとづ
いて行います。

◇指定保険金額は、リビング・ニーズ保険金の請求時に受取人が死亡保険金額の範囲内（長期逓減定期保険（払戻金なし）の場
合は、「請求日の6ヵ月後の応当日における死亡保険金額の範囲内」）で指定してください。ただし、１人の被保険者につき
指定できる金額の限度は、リビング・ニーズ特約が付加されている他の契約と通算して3,000万円となります。

◇特約保険料は必要ありません。
◇長期逓減定期保険（払戻金なし）の指定保険金額は「請求日の6ヵ月後の応当日の死亡保険金額の範囲内」です。例えば請求日
から第一期間の満了日まで6ヵ月に満たない場合には、指定保険金額は第二期間の死亡保険金額の範囲で指定していただき
ます。第二期間の死亡保険金額は第一期間の死亡保険金額より少ないため、死亡日によっては、リビング・ニーズ保険金と
して生前に受け取った場合と、リビング・ニーズ保険金を請求せずに死亡保険金を受け取った場合とで受け取る金額が大き
く異なることがありますのでご注意ください。

〈例：リビング・ニーズ保険金の請求日から請求日の6ヵ月後の応当日までの間に期間がかわり保険金額が減少する場合〉

第一期間

第二期間

請求日 6ヵ月 請求日の6ヵ月後の応当日

第一期間の死亡保険金額
第二期間の死亡保険金額

指定保険金額はこの第二期間の
死亡保険金額の範囲内で指定

上記の場合で、死亡保険金額全部を指定保険金額に指定した場合、支払額は「第二期間の死亡保険金額から、請求日から6ヵ
月間の指定保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額」となります。リビング・ニーズ保険金を受け取った後、
被保険者が第一期間中に死亡した場合でも、第一期間の死亡保険金額と第二期間の死亡保険金額の差額はお支払いしません。
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●保障内容について●

！

●死亡保険金額の全部を指定保険金額に指定され、リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、請求
日にその保険契約は消滅したものとします。死亡保険金額の一部を指定保険金額に指定され、リビング・
ニーズ保険金をお支払いした場合、指定保険金額分が請求日に減額されたものとします。ただし、長
期逓減定期保険（払戻金なし）の場合は、死亡保険金額に対する指定保険金額の割合と同じ割合で請求
日に基本保険金額が減額されたものとします。（リビング・ニーズ保険金として指定されていない部分
については、引き続き保険料の払込みが必要です。）

●保険期間満了前1年以内の保険契約（保険期間満了時に保険契約が更新される場合を除きます。）につい
ては、リビング・ニーズ保険金はお支払いできません。

●複数の保険契約からリビング・ニーズ保険金を請求する場合は、各保険契約の合計額としての金額を
指定してください。複数の保険契約からリビング・ニーズ保険金の請求があった場合、各保険契約の
死亡保険金額の割合に応じてお支払いします。

●リビング・ニーズ保険金を受け取った後、6ヵ月以内に被保険者が死亡した場合でも、差し引いた6ヵ
月分の利息・保険料については返金しません。

●リビング・ニーズ保険金が支払われた場合、リビング・ニーズ特約は消滅します。
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●保障内容について●

■ 医療保険1095（払戻金なし）への変更に関する特約
ご契約中の保険期間が10年の当社所定の保険契約を、保険期間の途中で保険期間が終身の医療保険1095（払戻金なし）に変更す
ることができます。
※当社所定の範囲内での取扱いとなります。

変更後の医療保険1095（払戻金なし）の取扱い
◇変更にあたり、被保険者の告知は不要です。
◇変更前の保険契約の締結時、復活時に告知義務違反があった場合には、変更前の保険契約の責任開始日から2年以内であれば、
当社は変更後の医療保険1095（払戻金なし）を解除することができます。変更前の保険契約の責任開始日から2年を経過して
いても、給付金の支払事由が2年以内に生じていた場合には、変更後の医療保険1095（払戻金なし）を解除することがあります。

◇変更後の医療保険1095（払戻金なし）の入院給付金日額は、変更前の保険契約の入院給付金日額または入院日額以下となる範
囲で取扱います。
◇変更後の医療保険1095（払戻金なし）の手術給付金の型はⅠ型となります。
◇変更日（変更の申出を受けた日とします。）から、変更後の医療保険1095（払戻金なし）および付加された特約の責任を開始しま
す。
◇変更後の医療保険1095（払戻金なし）の保険料（特約保険料含む）は変更後の医療保険1095（払戻金なし）の契約日における被保
険者の年齢および保険料率により計算します。

変更後の医療保険1095（払戻金なし）に退院・通院特約（払戻金なし）・先進医療特約2018を付加する場合
◇被保険者の告知は不要です。
◇退院・通院特約（払戻金なし）の通院給付金日額および退院給付金は変更前の保険契約の通院給付金日額または通院日額および
退院給付金または退院共済金以下となる範囲で取扱います。

変更後の医療保険1095（払戻金なし）にその他の特約を付加する場合
◇変更後の医療保険1095（払戻金なし）に、がん特約Ⅱ（払戻金なし）、7疾病特約（払戻金なし）、入院一時金特約（払戻金なし）、

3大疾病保険料払込免除特約を付加する場合には、告知が必要です。
◇がん特約Ⅱ（払戻金なし）、7疾病特約（払戻金なし）、入院一時金特約（払戻金なし）、3大疾病保険料払込免除特約については、
特約の責任開始日以後、告知義務違反の規定が適用されます。（詳しくは10ページ「告知と告知義務」をご覧ください。）

！

変更前の保険契約の責任開始期以後、変更日前に生じた病気、ケガについて
●変更後の医療保険1095（払戻金なし）の次の給付金については、変更前の保険契約の責任開始期以後、
変更日前に生じた病気、ケガについても保障の対象となります。
・重大疾病入院給付金
・疾病入院給付金
・災害入院給付金
・手術給付金
・退院給付金（退院・通院特約（払戻金なし））
・通院給付金（退院・通院特約（払戻金なし））
・先進医療給付金（先進医療特約2018）（*1）

（*1）変更前の保険契約に先進医療保障のある特約が付加されている場合に限ります。
●変更後の医療保険1095（払戻金なし）の保険料の払込みの免除および変更時に付加したがん特約Ⅱ（払
戻金なし）（*2）、7疾病特約（払戻金なし）、入院一時金特約（払戻金なし）、3大疾病保険料払込免除特
約（*2）、先進医療特約2018（変更前の保険契約に先進医療保障のある特約が付加されていない場合に
限る）については、変更日以後に生じた病気、ケガが保障の対象となります。

（*2）変更日から90日以内に悪性新生物、上皮内新生物と診断された場合は、給付金のお支払い、保険
料の払込みの免除はできません。

81

保
障
内
容
に
つ
い
て

保
険
金
・
給
付
金
の

請
求
・
お
支
払
い
に
つ
い
て

ご
契
約
後
に
つ
い
て

約
款

ご
契
約
に
あ
た
っ
て

（
お
願
い
と
お
知
ら
せ
）

ご
契
約
に
あ
た
っ
て

（
お
願
い
と
お
知
ら
せ
）

保
障
内
容
に
つ
い
て



■ 保険金・給付金等の請求手続き
保険金・給付金の支払事由や、保険料の払込みの免除事由が生じた場合のお手続きの流れは次のとおりです。

○1

『保険金・給付金ダイヤル』にご連絡ください。

○保険金・給付金等の請求に必要な書類をご案内します。請求に必要な当社所定の書類は
当社ホームページ (https://www.rakuten-life.co.jp/)からダウンロードすることもで
きます。

保険金・給付金ダイヤル

受付時間 9:00～18:00 年末年始を除く
0120-977-002（無料）

※当社委託先が承ります。

○2

請求に必要な書類をご用意ください。

○請求書類に必要事項をご記入ください。
○必要書類（医師の診断書、公的書類等）をお取り寄せください。
※必要書類（医師の診断書、公的書類等）の取得のために費用がかかることがあります。
これらの費用はすべて受取人の負担となりますので、あらかじめご了承ください。

すべての書類の準備ができましたら、当社へご提出ください。

○3

請求内容を確認します。

○必要書類の不足や記載内容に不明点があった場合は、当社から連絡します。
○治療の経過・内容・障害の状況、事故の状況などについて、事実の確認（医療機関への
確認も含みます。）をさせていただくことがありますが、その場合、確認先の都合や事故
原因の調査などによって日数を要する場合がありますので、ご了承ください。

○内容によっては保険金・給付金をお支払いできない場合があります。

○4
保険金・給付金をお支払いできる場合は送金します。

○請求書類の不足や記載内容に不明な点がなく、事実の確認を必要としない場合は、当社
に書類到着後、5営業日以内にお支払いします。
○保険金・給付金はご指定の口座へ送金し、あわせてお支払明細書をお送りします。

！
●生活習慣病保険、災害保障保険、女性疾病保険、定期保険、1年定期保険、認知症保険（払戻金なし）に
は保険料の払込みの免除の取扱いはありません。

●保険金・給付金等の請求に必要な書類は約款別表でご確認ください。
●保険金・給付金等を請求する権利は、3年間請求がない場合には時効により消滅しますのでご注意くだ
さい。

保険金・給付金の請求・お支払いについて
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

無事故給付金（無事故給付特約（払戻金なし））の場合
◇無事故給付金は、当社にて認知症診断給付金の支払状況および保険料の払込状況等を確認のうえお支払いするので、請求のお
手続きは必要ありません。
◇お支払いする前に、認知症診断給付金の支払事由が生じていないかの確認および無事故給付金の受取方法の確認を当社からさ
せていただくことがあります。

■ 保険金・給付金の支払期限
◇保険金・給付金は、請求書類が当社に到着した日（*）の翌日から5営業日以内にお支払いします。ただし、当社に提出された
書類だけでは確認ができない場合は次のとおりとします。

保険金・給付金のお支払いをするための確認等が必要な場合 支払期限

○1
保険金・給付金をお支払い
するために確認が必要な場
合

○保険金・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な
場合

○保険金・給付金の免責事由に該当する可能性がある場
合

○告知義務違反に該当する可能性がある場合
○重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性
がある場合

請求書類が当社に到着した日（*）
の翌日から30日

○2
上記①の確認を行うために
特別な照会や調査が必要な
場合

○医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指
定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合

請求書類が当社に到着した日（*）
の翌日から30日

○弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が
必要な場合

請求書類が当社に到着した日（*）
の翌日から90日

○研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学
技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合

請求書類が当社に到着した日（*）
の翌日から90日

○契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、
捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道
等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等
の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関
または裁判所に対する照会が必要な場合

請求書類が当社に到着した日（*）
の翌日から180日

○日本国外における調査が必要な場合 請求書類が当社に到着した日（*）
の翌日から90日

○災害救助法が適用された地域における調査が必要な場
合

請求書類が当社に到着した日（*）
の翌日から60日

（*）請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。

◇無事故給付金（無事故給付特約（払戻金なし））は、3年ごとの契約応当日（その日が非営業日のときはその翌営業日）または3

年ごとの契約応当日の前日までの保険料が払込まれたことを確認した日のいずれか遅い日の翌日から5営業日以内にお支払
いします。

！

●保険金・給付金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、契約者、被保険者、保険金・給付金
の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれによ
り確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金をお支払いしません。

●終身医療保険2018健康還付特則付の場合、健康還付給付金をお支払いする前に、健康還付給付金支払
基準日の前日までに生じた主契約の入院給付金等の支払事由に対して主契約の入院給付金等の請求を
受け、かつ、その支払額が確定しない場合は、その主契約の入院給付金等の支払期限と同一の日まで、
健康還付給付金の支払期限を延長することがあります。
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

■ 保険金・給付金等の代理請求（指定代理請求特約）
◇指定代理請求特約が付加されている場合、被保険者が受取人である保険金・給付金の支払事由等が生じたときに、被保険者が
保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、被保険者の代理人とし
て保険金・給付金等を請求することができます。
◇契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ指定代理請求人を指定してください。

指定代理請求人の範囲 代理請求の対象となる
保険金・給付金等

被保険者が保険金・給付金等
を請求できない特別な場合 代理請求できない場合

次のいずれかの範囲内で1
名を指定してください。
①被保険者の戸籍上の配
偶者
②被保険者の3親等内の
親族
③被保険者と同居または
生計を一にする者（*）
④被保険者の療養看護に
努めるかまたは被保険
者の財産管理を行って
いる者（*）

⑤その他③および④の者
と同等の者（*）

●被保険者が受取人となっ
ている保険金・給付金

●保険料の払込みの免除
（契約者と被保険者が同
一人の場合とします。）

●健康還付給付金（契約者
と被保険者が同一人の場
合とします。）

●保険金・給付金、保険料
の払込みの免除の請求を
行う意思表示が困難であ
ると当社が認めたとき

●「がん」などの当社が認め
る傷病名の告知を受けて
いないとき

●その他保険金・給付金、保
険料の払込みの免除を請
求できない特別な事情が
あると当社が認めたとき

指定代理請求人が次に該当す
る場合には代理請求をするこ
とができません。
●故意に保険金・給付金の支
払事由、保険料の払込みの
免除事由を生じさせたとき

●故意に被保険者を保険金・
給付金、保険料の払込みの
免除の請求ができない状態
にさせたとき

●請求時において、指定代理
請求人の範囲外となったと
き（例：婚姻関係を解消して
戸籍上の配偶者でなくなっ
たとき等）

（*）当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金・給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた場
合に限ります。

！
指定代理請求人を指定した場合には、契約者から指定代理請求人に対して、以下のことをお伝えください。
●指定代理請求人に指定されたこと
●被保険者が保険金・給付金等を請求できない場合に、被保険者にかわって保険金・給付金等の請求が
できること

●保険金・給付金等の支払事由

◇被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情がある場合で、かつ、指定代理請求人が請求時に死亡している、指定
した指定代理請求人が指定代理請求人の範囲外である、指定代理請求人が代理請求できない等、指定代理請求人が請求できな
いときは、次の方が代理請求人として保険金・給付金等を請求することができます。
①請求時において被保険者と同居または生計を一にする死亡保険金受取人
②①に該当する者がいない場合、①に該当する者が代理請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、被保険者
と同居または生計を一にする被保険者の戸籍上の配偶者
③①または②に該当する者がいない場合、①または②に該当する者が代理請求できない特別な事情がある場合には、請求時に
おいて、被保険者と同居または生計を一にする被保険者の3親等内の親族

④①②③に該当する者がいない場合、①②③に該当する者が代理請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、
①②③に該当する者と同等の保険金・給付金等を請求すべき適当な理由がある者として当社が認めた者

！
●保険金・給付金を指定代理請求人・代理請求人にお支払いした場合、その後、重複してその保険金・
給付金を請求いただいてもお支払いできません。

●指定代理請求特約が付加されている場合には、主契約およびリビング・ニーズ特約に規定されている
代理請求に関する約款規定は適用せず、指定代理請求特約の約款規定が優先して適用されます。
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

■ 保険金・給付金をお支払いできない場合
支払事由や保険料の払込みの免除事由に該当しない場合
◇保険金・給付金の支払事由や保険料の払込みの免除事由に該当しない場合には、保険金・給付金のお支払いや保険料の払込み
の免除ができないことがあります。保険金・給付金の支払事由等の詳細については「保障内容について」のページでご確認くだ
さい。
〈支払事由等に該当しない例〉
○各給付金の支払限度をこえた場合
○病気やケガの治療を目的としていない入院・手術等の場合
○約款別表2に定める入院等の定義に該当しない入院等の場合
○約款に定める手術に該当しない場合
○約款に定める障害状態に該当しない場合（高度障害状態等）

免責事由に該当した場合
◇保険金・給付金の支払事由や保険料の払込みの免除事由等に該当しても保険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除が
できない場合（免責事由）があります。

給付金・保険金等 保険種類 免責事由

疾病入院給付金 医療保険1095（払戻金なし） ①契約者または被保険者の故意または重大な過失による
とき

②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によると
き

④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転し
ている間に生じた事故によるとき

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相
当する運転をしている間に生じた事故によるとき

⑦被保険者の薬物依存によるとき（災害入院給付金・低
解約払戻金型終身保険、長期逓減定期保険（払戻金な
し）および終身がん治療保険（払戻金なし）の保険料の
払込みの免除を除く）

災害入院給付金 医療保険1095（払戻金なし）

入院給付金 終身医療保険2018
終身医療保険2018健康還付特則付

入院一時給付金 入院一時金特約（払戻金なし）

手術給付金 医療保険1095（払戻金なし）
終身医療保険2018
終身医療保険2018健康還付特則付

放射線治療給付金 終身医療保険2018
終身医療保険2018健康還付特則付

先進医療給付金 先進医療特約2018

保険料の払込みの免除 医療保険1095（払戻金なし）
終身医療保険2018
終身医療保険2018健康還付特則付
終身がん治療保険（払戻金なし）（不
慮の事故により保険料の払込みの
免除事由に該当した場合に限る）
低解約払戻金型終身保険
長期逓減定期保険（払戻金なし）

認知症診断給付金 認知症保険（払戻金なし） ①契約者または被保険者の故意または重大な過失による
とき

②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の薬物依存によるとき

要介護給付金 介護給付特約（払戻金なし）

精神疾患併発入院給付金 精神疾患併発入院特約（払戻金なし）

死亡保険金 女性疾病保険
低解約払戻金型終身保険
定期保険
1年定期保険
長期逓減定期保険（払戻金なし）

①責任開始日（復活が行われたときは復活の際の責任開
始日）から3年以内の被保険者の自殺によるとき

②契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

給付金・保険金等 保険種類 免責事由

高度障害保険金 低解約払戻金型終身保険
定期保険
1年定期保険
長期逓減定期保険（払戻金なし）

契約者または被保険者の故意によるとき

リビング・ニーズ保険金 リビング・ニーズ特約

死亡時の払戻金 終身医療保険2018健康還付特則付 契約者の故意によるとき

災害入院給付金
特定損傷治療給付金
災害死亡保険金

災害保障保険 ①契約者または被保険者の故意または重大な過失による
とき

②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によると
き

④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転し
ている間に生じた事故によるとき

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相
当する運転をしている間に生じた事故によるとき

⑦死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
（災害死亡保険金に限る）
⑧核燃料物質（使用済燃料を含む）もしくは核燃料物質に
よって汚染された物（原子核分裂生成物を含む）の放射
性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に
よる事故によるとき

⑨⑧以外の放射線照射または放射能汚染によるとき
⑩原因の如何を問わず、頸部症候群（いわゆる「むちうち
症」）または腰痛で他覚所見のないものによるとき

⑪次のいずれかに該当する間に生じた事故によるとき
●被保険者が次の運動等を行っている間
山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー
等の登山用具を使用するもの）、リュージュ、ボブ
スレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、
超軽量動力機（モーターハンググライダー、マイク
ロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジャイロ
プレーン搭乗、その他これらの運動等に類する危険
な運動
●被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボー
ト（水上オートバイを含む）、ゴーカート、スノーモー
ビルその他これらに類する乗用具による競技、競争、
興行（いずれもそのための練習を含む）または試運転
（性能試験を目的とする運転または操縦）をしている
間（ただし、自動車または原動機付自転車を用いて
道路上でこれらのことを行っている間に生じた事故
は除く）

●被保険者が航空運送事業者が路線を定めて運行する
航空機（定期便であると不定期便であるとを問いま
せん。）以外の航空機（グライダーおよび飛行船を除
く）に搭乗している間（被保険者がこれらの航空機を
操縦している間を含む）

戦争その他の変乱、地震・噴火・津波により支払事由等が生じた場合
◇戦争その他の変乱により保険金・給付金の支払事由や保険料の払込みの免除事由が生じた場合、支払事由等に該当する被保険
者の数によっては、保険金・給付金を削減してお支払いするか、保険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除をしない
ことがあります。

86



●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

◇地震・噴火・津波により災害死亡保険金、給付金の支払事由や保険料の払込みの免除事由が生じた場合、支払事由等に該当す
る被保険者の数によっては、災害死亡保険金、給付金を削減してお支払いするか、災害死亡保険金、給付金のお支払いや保険
料の払込みの免除をしないことがあります。

責任開始期前に生じた病気・ケガまたは不慮の事故等による場合
◇高度障害保険金、災害死亡保険金、給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、責任開始期以後に生じた病気・ケガや不慮
の事故等を原因とする場合に限ります。したがって、原因となる病気・ケガや不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合
は、高度障害保険金、災害死亡保険金、給付金のお支払いや保険料の払込みの免除をすることができません。

！
傷病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合でも、次の場合には、責任開始期以後の原因によ
るものとみなし、保険金・給付金の支払対象や保険料の払込みの免除の対象となります。
●責任開始期前に生じた傷病を原因とする場合で、ご契約時にその傷病について告知があった場合
●責任開始期前に生じた傷病を原因とする場合で、責任開始期前に医師の診察や検査等の結果で異常の指
摘を受けたことがなく、その傷病による症状について契約者および被保険者に認識や自覚がない場合

●責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院を開始した場合、または手術を受けた場合

責任開始日から90日以内に悪性新生物・上皮内新生物と診断確定された場合
◇次の給付金については、責任開始日から90日以内に悪性新生物・上皮内新生物と診断確定された場合には、お支払いできま
せん。
○特定疾病治療給付金（生活習慣病保険）
○がん診断給付金、上皮内新生物診断給付金（がん特約Ⅱ（払戻金なし）・がん特約・がん診断給付特約（払戻金なし））
○女性特定ガン治療給付金、乳房再建給付金（女性疾病保険）
○抗がん剤治療給付金、ホルモン剤治療給付金、手術給付金、放射線治療給付金、がん治療支援給付金（終身がん治療保険（払
戻金なし））
○入院給付金（がん入院特約（払戻金なし））
○先進医療給付金（がん先進医療特約）
◇責任開始日から90日以内に悪性新生物と診断確定された場合には、終身がん治療保険（払戻金なし）および3大疾病保険料払
込免除特約を付加した医療保険1095（払戻金なし）の悪性新生物と診断確定された場合の保険料の払込みの免除をすることが
できません。

責任開始日前に認知症と診断確定された場合
◇次の給付金については、保険期間の始期の属する日から1年を経過した日の翌日が責任開始日となります。責任開始日前に認
知症と診断確定された場合には、お支払いできません。
〇認知症診断給付金（認知症保険（払戻金なし））
〇要介護給付金（介護給付特約（払戻金なし））
〇精神疾患併発入院給付金（精神疾患併発入院特約（払戻金なし））

詐欺による取消しの場合
◇契約者または被保険者の詐欺によりご契約を締結または復活したものと認められ、ご契約が取消しとなった場合、保険金・給
付金のお支払いや保険料の払込みの免除をすることができません。この場合、すでに払込みいただいた保険料は払戻しません。

不法取得目的による無効の場合
◇ご契約締結の状況、ご契約成立後の保険金・給付金の請求の状況等から、契約者が保険金・給付金を不法に取得する目的また
は他人に保険金・給付金を不法に取得させる目的でご契約を締結または復活したものと認められ、ご契約が無効とされた場合、
保険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除をすることができません。この場合、すでに払込みいただいた保険料は払
戻しません。

告知義務違反による解除の場合
◇故意または重大な過失により事実を告知しなかったり、告知していただいた内容が事実と相違していたため、告知義務違反に
よりご契約が解除された場合、保険金・給付金の支払事由や保険料の払込みの免除事由に該当していても保険金・給付金のお
支払いや保険料の払込みの免除ができないことがあります。
※告知義務違反について詳しくは「告知と告知義務」のページをご覧ください。

87

保
障
内
容
に
つ
い
て

保
険
金
・
給
付
金
の

請
求
・
お
支
払
い
に
つ
い
て

ご
契
約
後
に
つ
い
て

約
款

ご
契
約
に
あ
た
っ
て

（
お
願
い
と
お
知
ら
せ
）

保
険
金
・
給
付
金
の

請
求
・
お
支
払
い
に
つ
い
て



●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

重大事由による解除の場合
◇次のような事由（重大事由）に該当しご契約が解除された場合、保険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除をすること
ができません。
①契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、ご契約の保険金・給付金を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事
故を起こしたとき（未遂を含みます。）
②保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金の受取人に詐欺行為があったとき（未遂を含みます。）
③他の保険契約との重複により入院給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるお
それがあるとき
④契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、反社会的勢力（*1）に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢
力と社会的に非難されるべき関係（*2）を有していると認められるとき
⑤上記①～④の他、当社の契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする、
上記①～④と同等の重大な事由があるとき
※上記の事由が生じた後に、保険金・給付金の支払事由や保険料の払込みの免除事由が生じたときは、保険金・給付金のお支
払いや保険料の払込みの免除をすることができません。（上記④の事由のみ該当した場合で、複数の保険金受取人のうち一
部の受取人だけが該当したときは、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金額を除いた金額を、
他の受取人にお支払いします。）すでに保険金・給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、すで
に保険料の払込みの免除をしていたときでも、保険料の払込みを請求することができます。

（*1）暴力団、暴力団員（脱退後5年を経過しない者を含む）、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力
をいいます。

（*2）反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、
契約者が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。

ご契約が失効した場合
◇保険料の払込みがなかったためご契約が失効した後に、保険金・給付金の支払事由や保険料の払込みの免除事由が生じても、
保険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除をすることができません。

■ 保険金・給付金をお支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例
保険金・給付金をお支払いできる場合、お支払いできない場合を理解していただくために、代表的な事例を記載しています。
記載の内容以外に他の事実関係が認められる場合には、異なる取扱いとなることがあります。

事例 1）告知義務違反による解除

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

血圧が高いため投薬中であることを正しく告知したうえで当
社がご契約をお引受けし、1年後に「高血圧」を原因とする「脳
卒中」で入院した場合
⇒ご契約に際し告知義務違反がないため、お支払いします。

血圧が高いため投薬中であることを正しく告知せずに加入
し、1年後に「高血圧」を原因とする「脳卒中」で入院した場合

⇒告知義務違反に該当し、お支払いできません。保険契約は
解除となります。

解説

ご契約にあたっては、その時の被保険者の健康状態について正確にもれなく告知いただく必要がありますが、故意または重大な
過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知した場合、「告知義務違反」としてご契約は解除となり、保険金・
給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は行いません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と保険金・給付金や保険料
の払込みの免除の請求原因との間に、因果関係が認められない場合には、ご契約は解除となりますが、保険金・給付金をお支払
いします。
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事例 2）責任開始期前の発病

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

責任開始期以後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した
場合
⇒責任開始期以後に発病した病気による入院のため、お支払
いします。

責任開始期前に発病していた「椎間板ヘルニア」により入院し
た場合
⇒責任開始期前に発病した病気による入院のため、お支払い
できません。

解説

入院給付金等は、責任開始期以後に生じた病気またはケガを原因とする場合に支払対象となります。責任開始期前に生じた病気
またはケガを原因とする場合には、入院給付金等のお支払いや保険料の払込みの免除はできません。ただし、責任開始日から2

年を経過して開始した入院、手術等については、責任開始期前に生じた病気またはケガを原因とする場合でもお支払いすること
があります。
※がんに対する保障には、責任開始日から一定期間、給付金のお支払いをしない場合があります。

事例 3）治療を目的とした入院

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

急な吐血のため病院で受診したところ、医師に「検査および
治療のための入院が必要」と指示を受け1泊2日の入院をし
た場合
⇒身体の異常を原因とした医師の指示による治療を目的とす
る検査入院であるため、お支払いします。

定期的な健康診断のため、病院で1泊2日の人間ドックを受
けた場合

⇒病気やケガの治療を目的とした入院ではないため、お支払
いできません。

解説

入院給付金等は、病気またはケガの治療を目的として入院したとき等にお支払いします。人間ドック検査など健康診断のために
入院した場合にはお支払いできません。ただし、医師の指示による治療に先立つ検査のための入院は、治療を目的とする入院に
含めて取扱い、入院給付金等をお支払いします。

事例 4）医療保険1095（払戻金なし）

●手術給付金（手術給付金の型がⅠ型の場合）

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

「虫垂切除術」を受けた場合
⇒「虫垂切除術」は約款別表25に定める支払対象となる手術
のため、お支払いします。

「レーザー屈折矯正手術（レーシック）」を受けた場合
⇒「レーザー屈折矯正手術（レーシック）」は約款別表25に定
める手術には該当せず、公的医療保険制度にもとづく医科
診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表に手術料の算定
対象として列挙されている手術ではないため、お支払いで
きません。

解説

手術給付金の型がⅠ型の場合の手術給付金の支払対象となる手術は、約款別表25に定める手術であるか、または、入院中に受
けた手術（入院の原因と手術の原因が同一であることが条件）で、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診
療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術であることを要します。約款別表25に該当しない手術で、入院せ
ずに受けた手術や、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙
されていない手術および骨髄移植術は、手術給付金の支払対象とはなりません。
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

●手術給付金（手術給付金の型がⅡ型の場合）

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

「虫垂切除術」を受けた場合
⇒「虫垂切除術」は約款別表25に定める支払対象となる手術
のため、お支払いします。

「レーザー屈折矯正手術（レーシック）」を受けた場合
⇒「レーザー屈折矯正手術（レーシック）」は約款別表25に定
める手術には該当せず、公的医療保険制度にもとづく医科
診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている
手術ではないため、お支払いできません。

解説

手術給付金の型がⅡ型の場合の手術給付金の支払対象となる手術は、約款別表25に定める手術であるか、または公的医療保険
制度にもとづく医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術であることを要します。なお、公的医療保険
制度にもとづく医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術も支払対象となります。

事例 5）生活習慣病保険（特定疾病治療給付金）

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

特定疾病治療給付金が支払われ、その支払事由に該当した日
から2年経過後に、脳卒中により20日入院した場合
⇒直前の特定疾病治療給付金の支払事由に該当した日から2
年経過後に支払事由に該当しているので、特定疾病治療給
付金をお支払いします。

特定疾病治療給付金が支払われ、その支払事由に該当した日
から2年以内に、脳卒中により20日入院した場合
⇒直前の特定疾病治療給付金の支払事由に該当した日から2
年以内に支払事由に該当しているので、特定疾病治療給付
金をお支払いできません。

解説

2回目以降の特定疾病治療給付金は、直前の支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後に支払事由に該当した場合に
お支払いします。

事例 6）災害保障保険

●災害死亡保険金等

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

うっかり居眠りをしてしまい、路肩に衝突して死亡した場合

⇒被保険者の重大な過失には該当しないため、お支払いします。

被保険者が危険であることを認知できる状況で高速道路を逆
走し対向車と衝突して死亡した場合
⇒被保険者の重大な過失に該当するため、お支払いできません。

解説

災害死亡保険金等は、被保険者の重大な過失により支払事由に該当した場合にはお支払いできません。重大な過失とは著しい不
注意をいいます。重大な過失の判断にあたっては、客観的、一般的視点から著しい不注意にあたるか否か、個別的な特殊事情が
あるかどうかなどを考慮し、医学的、法的な視点をふまえて慎重に判断します。

●特定損傷治療給付金

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

歩道を歩いていたところ、暴走してきた自転車に衝突され、
転倒して足首を骨折した場合
⇒不慮の事故による骨折であるため特定損傷治療給付金をお
支払いします。

骨粗しょう症で骨が弱っている被保険者が、立ち上がろうと
して片手でからだを支えた拍子に腕を骨折した場合
⇒骨粗しょう症を原因とする骨折であるため特定損傷治療給
付金をお支払いしません。

解説

特定損傷治療給付金は不慮の事故により受けた所定の特定損傷（約款別表12）の治療を受けた場合にお支払いします。「不慮の事
故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故、かつ、所定の分類項目に該当する事故をいいます（約款別表3）。ただし、通常であれ
ばケガにつながらないようなちょっとした事故にもかかわらず、骨粗しょう症等の病気であったためにケガを負った場合には、
その事故は「不慮の事故」には該当しません。
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

事例 7）低解約払戻金型終身保険・定期保険・１年定期保険・長期逓減定期保険（払戻金なし）（対象となる高度障害状態）

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

交通事故で両腕を肘の部分から切断した場合

⇒約款別表10に定める高度障害状態に該当するので、高度
障害保険金をお支払いします。

交通事故で両腕が不自由になったが、リハビリを続けている
場合
⇒約款別表10に定める高度障害状態に該当しないため、高
度障害保険金をお支払いできません。

解説

高度障害保険金は、責任開始期以後に生じた病気またはケガを直接の原因として、約款別表10に定める高度障害状態に該当し
たときにお支払いします。リハビリなどにより回復の見込みがある場合は、「その用を全く永久に失ったもの」には該当しないた
め、高度障害保険金はお支払いしません。
※約款別表10に定める高度障害状態は、身体障害者福祉法に定める障害状態等とは異なる場合があります。

事例 8）女性疾病保険

●女性疾病支援給付金

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

「子宮がん」の治療のために入院した場合
⇒「子宮がん」は約款別表14に定める女性疾病に該当するの
で、女性疾病支援給付金をお支払いします。

「胃がん」の治療のために入院した場合
⇒「胃がん」は約款別表14に定める女性疾病に該当しないの
で、女性疾病支援給付金をお支払いできません。

解説

女性疾病支援給付金は、約款別表14に定める女性疾病の治療を目的として入院を開始した場合にお支払いします。約款別表14

に該当しない病気は支払対象となりません。

●乳房再建給付金

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

責任開始日から100日後に診断確定された「乳がん」で乳房を
切除した後に、人工乳房による乳房再建を行った場合

⇒乳房切除した乳房について乳房再建術を受けているので、
乳房再建給付金をお支払いします。

責任開始日から100日後に診断確定された「乳がん」で乳房を
切除し皮膚の欠損部分を被覆するための植皮術を行っただけ
で、乳房再建は行っていない場合
⇒乳房を切除したが、乳房再建術を受けていないので、乳房
再建給付金をお支払いできません。

解説

乳房再建給付金は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（女性特定ガンの責任開始日）以後に診断確定され
た「乳がん」により乳房切除術を受け、その乳房について乳房再建術を受けた場合にお支払いします。乳房再建術とは、乳房の切
除術により喪失した乳房の形態を皮膚弁または人工物を用いて正常に近い形態に戻すことを目的とする手術で、皮膚の欠損部分
を被覆するための植皮術は乳房再建術には該当しません。
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

事例 9）終身医療保険2018・終身医療保険2018健康還付特則付

●入院給付金

○ お支払いできる場合 × 一部お支払いできない場合

「肺炎」で60日入院し、退院日から200日後に「骨折」で30日
入院した場合
⇒「肺炎」による入院と「骨折」による入院は、それぞれが1回
の入院となるので、それぞれの入院に対して入院給付金を
お支払いします。

「肺炎」で60日入院し、退院日から50日後に「骨折」で30日
入院した場合
⇒「肺炎」による入院と「骨折」による入院は1回の入院とみな
されるため、骨折による入院については入院給付金をお支
払いできません。

解説

2回以上の入院をした場合、退院日の翌日から180日以内に入院を開始したときは、その入院は1回の入院とみなして入院日数
の計算をし、退院日の翌日から180日経過後に入院を開始したときは、新たな入院とします。1回の入院とみなされる場合で、
入院日数の合計が1回の入院の支払限度（60日）をこえる場合には、こえた部分の入院については入院給付金をお支払いしませ
ん。
なお、8疾病入院支払限度拡大特則が付加されている場合には、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患による入院の場合は支払限度
なし、5疾病（糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患、膵疾患）による入院の場合には1回の入院の支払限度120日限度となり
ます。

●手術給付金

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

「虫垂切除術」を受けた場合
⇒手術を受けた時点において、公的医療保険制度にもとづく
医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されて
いる手術なのでお支払いします。

近視の矯正のため「レーザー屈折矯正手術（レーシック）」を受
けた場合
⇒手術を受けた時点において、公的医療保険制度にもとづく
医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されて
いる手術ではないため、お支払いできません。

解説

手術給付金の支払対象となる手術は、手術を受けた時点において、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術
料の算定対象として列挙されている手術であることを要します。
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

事例 10）終身がん治療保険（払戻金なし）

●抗がん剤治療給付金等

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

責任開始日から100日後に診断確定された「胃がん」で所定の
抗がん剤治療を受けた場合
⇒がん保障の責任開始日以後に診断確定されたがんの治療な
ので、抗がん剤治療給付金をお支払いします。

責任開始日から50日後に診断確定された「胃がん」で所定の
抗がん剤治療を受けた場合
⇒がん保障の責任開始日前に診断確定されたがんの治療なの
で、抗がん剤治療給付金をお支払いできません。

解説

終身がん治療保険（払戻金なし）および終身がん治療保険（払戻金なし）に付加できる特約の給付金は、責任開始日からその日を含
めて90日を経過した日の翌日（がん保障の責任開始日）以後に診断確定された悪性新生物・上皮内新生物により支払事由に該当
した場合にお支払いします。がん保障の責任開始日前に悪性新生物と診断確定されていた場合には、ご契約は無効となります。

●抗がん剤治療給付金・ホルモン剤治療給付金

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

75歳で所定の抗がん剤治療を受けた場合
⇒80歳未満で受けた抗がん剤治療のため、抗がん剤治療給
付金をお支払いします。

85歳で所定の抗がん剤治療を受けた場合
⇒80歳を超えて受けた抗がん剤治療のため、抗がん剤治療
給付金をお支払いできません。

解説

抗がん剤治療給付金・ホルモン剤治療給付金は、80歳の誕生日の直後に到来する契約応当日の前日までに、支払事由に該当す
る抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた場合にお支払いします。ただし、契約応当日が80歳の誕生日の場合は契約応当日の
前日までに受けた抗がん剤治療・ホルモン剤治療がお支払いの対象です。

事例 11）がん診断給付金・上皮内新生物診断給付金（がん特約・がん特約Ⅱ（払戻金なし）・がん診断給付特約（払戻金なし））

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

責任開始日から100日後に「胃がん（悪性新生物）」と診断確定
された場合
⇒がん保障の責任開始日以後にがんと診断確定されているの
で、がん診断給付金をお支払いします。

責任開始日から50日後に「胃がん（悪性新生物）」と診断確定
された場合
⇒がん保障の責任開始日前にがんと診断確定されているの
で、がん診断給付金をお支払いできません。

解説

がん診断給付金・上皮内新生物診断給付金は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（がん保障の責任開始日）
以後に悪性新生物・上皮内新生物と診断確定された場合にお支払いします。また、2回目以降のがん診断給付金は、前回のがん
診断給付金の支払事由に該当した日から1年経過後に悪性新生物で入院した場合にお支払いします。
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

事例 12）7疾病特約（払戻金なし）

●糖尿病治療支援給付金

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

「糖尿病」による「糖尿病性網膜症」の手術を受けるため入院し
た場合
⇒別表21に定める「糖尿病」の治療のための入院に該当する
ため、お支払いします。

「糖尿病」と診断されたが、一度も入院せず、通院のみで治療
を行っている場合
⇒「糖尿病」の治療のための入院をしていないため、お支払い
できません。

解説

糖尿病治療支援給付金は、別表21に定める「糖尿病」の治療を目的とする入院に該当した場合にお支払いします。糖尿病教育入
院等も支払対象となります。別表21に定める「糖尿病」に該当していても、一度も入院せず通院のみで治療を行っている場合は
支払対象となりません。

●腎疾患治療支援給付金

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

「腎不全」の治療のため人工透析を受けることになり、透析導
入のための入院をした場合
⇒別表21に定める「腎疾患」の治療のための入院に該当する
ため、お支払いします。

「腎不全」と診断されたが、一度も入院せず、通院のみで治療
を行っている場合
⇒「腎疾患」の治療のための入院をしていないため、お支払い
できません。

解説

腎疾患治療支援給付金は、別表21に定める「腎疾患」の治療を目的とする入院に該当した場合にお支払いします。慢性腎臓病教
育入院等も支払対象となります。別表21に定める「腎疾患」に該当していても、一度も入院せず通院のみで治療を行っている場
合は支払対象となりません。

事例 13）認知症保険（払戻金なし）・介護給付特約（払戻金なし）・精神疾患併発入院特約（払戻金なし）

●認知症診断給付金等

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

保険期間の始期の属する日から2年後に「認知症」と診断確定
された場合
⇒責任開始日以後に認知症と診断確定されているので、認知
症診断給付金をお支払いします。

保険期間の始期の属する日から100日後に「認知症」と診断確
定された場合
⇒責任開始日前に認知症と診断確定されているので、認知症
診断給付金をお支払いしません。

解説

認知症保険（払戻金なし）、介護給付特約（払戻金なし）および精神疾患併発入院特約（払戻金なし）では、責任開始日（保険期間の
始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日）以後に診断確定された「認知症」が支払対象となります。責任開始
日前に認知症と診断されていた場合には、ご契約は無効となります。
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●保険金・給付金の請求・お支払いについて●

●要介護給付金（介護給付特約（払戻金なし））

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

保険期間の始期の属する日から2年後に「認知症」と診断確定
され、その後公的介護保険により要介護1と認定された場合

⇒責任開始日以後に認知症と診断確定され、かつ、公的介護
保険により要介護１以上と認定されたので、要介護給付金
をお支払いします。

保険期間の始期の属する日から2年後に「認知症」と診断確定
されたが、公的介護保険による要介護認定はされていない場
合
⇒責任開始日以後に認知症と診断確定されているが、公的介
護保険の要介護認定はされていないので、要介護給付金を
お支払いしません。

解説

要介護給付金は、責任開始日（保険期間の始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日）以後に「認知症」と診断確
定され、かつ、公的介護保険により要介護１以上と認定された場合にお支払いします。認知症と診断確定される前に要介護１以
上と認定された場合は、その要介護認定の有効期間中に認知症と診断確定されたときに要介護給付金をお支払いします。
なお、責任開始日前に要介護1以上と認定され、責任開始日以後に認知症と診断確定された場合は、責任開始日以後にその要介
護状態について更新認定されたときに、要介護給付金をお支払いします。

●精神疾患併発入院給付金（精神疾患併発入院特約（払戻金なし））

○ お支払いできる場合 × お支払いできない場合

保険期間の始期の属する日から2年後に「認知症」と診断確定
され、その後「統合失調症」の治療のために入院した場合

⇒責任開始日以後に認知症と診断確定された後に、約款別表
27に定める精神疾患である統合失調症による入院をして
いるので、精神疾患併発入院給付金をお支払いします。

保険期間の始期の属する日から2年後に「統合失調症」の治療
のために入院しているが、「認知症」の診断確定は受けていな
い場合
⇒統合失調症の入院が責任開始日以後に認知症と診断確定さ
れた後の入院ではないため、精神疾患併発入院給付金をお
支払いできません。

解説

精神疾患併発入院給付金は、責任開始日（保険期間の始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日）以後に「認知
症」と診断確定された後に、約款別表27に定める精神疾患の治療を目的として入院した場合にお支払いします。

■ 保険金・給付金等の請求に関して訴訟になった場合
◇保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本社または保険金・給付金の受取人の住所地を管轄する高等裁判所
（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
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ご契約後について

■保険料の払込方法
◇保険料の払込方法（回数）は月払です。
◇保険料の払込方法（経路）には次のいずれかの方法があります。保険料領収証は発行しません。
○クレジットカードによりお支払いいただきます。毎月の保険料の請求はクレジットカード会社により行います。（クレジッ
トカード扱）
○契約者が指定した口座（当社が提携している金融機関等の口座に限ります。）から、毎月振替日に自動的に当社に払込まれま
す。（口座振替扱）
※クレジットカード扱の場合、保険料の払込みに楽天ポイントを利用できる場合があります。詳しくは当社ホームページのポ
イントのルールと規約をご確認ください。

■ 保険料の払込猶予期間と失効
◇第2回以後の保険料は払込期月内（月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで）に払込んでください。保険料は毎払込
期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当されます。
◇払込期月内に払込みがない場合のために払込猶予期間を設けています。払込期月の翌月1日から末日までが払込猶予期間です。
◇払込猶予期間内に保険料の払込みがない場合、払込猶予期間満了日の翌日からご契約は効力を失います。（失効）

4/1（契約応当日） （契約応当日）4/30 ５/1 5/31 6/1

4月分の保険料の払込期月 4月分の保険料の払込猶予期間 失効⇒

！
預金残高不足等の理由で、払込期月に口座振替ができなかった場合には、翌月の振替日に2ヵ月分を請求
します。2ヵ月連続して振替ができなかった場合で月末までに前月分の保険料の払込みがないとご契約は
失効しますので、2ヵ月連続して振替できなかった場合には至急当社までご連絡ください。

■ ご契約の復活
◇ご契約が失効した場合でも、失効した日から一定期間（復活可能期間）内であれば、当社の定める手続き（復活請求書の提出、
告知、延滞保険料の払込み等）をとっていただいたうえ、当社が承諾した場合、ご契約を復活させることができます。健康状
態等によっては復活できない場合もあります。
◇復活可能期間は次のとおりです。

保険種類 復活可能期間

医療保険1095（払戻金なし）
生活習慣病保険
災害保障保険
女性疾病保険
定期保険
長期逓減定期保険（払戻金なし）
終身医療保険2018
終身医療保険2018健康還付特則付
終身がん治療保険（払戻金なし）
認知症保険（払戻金なし）

１年

１年定期保険 ３ヵ月

低解約払戻金型終身保険 ３年
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●ご契約後について●

◇復活を承諾した場合、当社は、延滞保険料を受け取った時（告知前に受け取った場合は告知の時）から、ご契約上の責任を開始
します。復活時の責任開始日から３年以内の自殺の場合や、復活時の責任開始期前に生じた傷病を原因とする場合等には、保
険金・給付金のお支払いや保険料の払込みの免除ができないことがあります。

告知・延滞保険料の払込み

一定期間（復活可能期間）

失効 復活

◇認知症保険（払戻金なし）を復活する場合で、延滞保険料を受け取った時（告知前に受取った場合は告知の時）が、責任開始日 (*)

前のときは、責任開始日 (*)からご契約上の責任を開始します。

(*)保険期間の始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日

■ 保険金・給付金をお支払いする際の保険料の清算
◇保険金・給付金の支払事由が生じた場合で、保険金・給付金の支払事由が生じた日を含む期間に充当されるべき保険料が払込
まれていないときは、保険金・給付金からその未払込みの保険料を差し引きます。
〈例〉

4月分の保険料の払込期月

4月分の保険料が未払い

5月分の保険料の払込期月

4/1（契約応当日） 4/30 5/1（契約応当日） 5/31 6/1（契約応当日）

4/1から4/30までの間に保険金・
給付金の支払事由が生じた場合、4
月分の保険料を保険金・給付金から
差し引きます。

◇猶予期間中の契約応当日以降に保険金・給付金の支払事由が生じた場合には、保険金・給付金から2ヵ月分の保険料を差し引
きます。
〈例〉

4月分の保険料の払込期月 4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月

4月分の保険料が未払い
5月分の保険料が未払い

4/1（契約応当日） 4/30 5/1（契約応当日） 5/31 6/1（契約応当日）

5/1から5/31までの間に保険金・
給付金の支払事由が生じた場合、4
月分および5月分の保険料を保険金
・給付金から差し引きます。

◇無事故給付金（無事故給付特約（払戻金なし））は保険料の清算の対象外です。無事故給付金を受け取るためには未払いの保険料
の払込みが必要です。
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●ご契約後について●

■ 保険料の払込みが困難になったとき
減額の取扱い
◇保険料の払込みが困難になったときでも、保険金額、入院給付金日額、給付金額、通院給付金日額を減額することにより、保
険料の負担を軽くすることができます。
◇保険金額、入院給付金日額、給付金額、通院給付金日額の減額は、当社の定める限度を下回らない範囲でお取扱いします。
◇退院・通院特約、通院特約が付加されているご契約で、入院給付金日額の減額をした場合に、通院給付金日額が会社の定める
限度を超えるときは、通院給付金日額を会社の定める限度まで減額します。

〈現在の契約〉　　　　　　　　　　　　　　　　〈減額後の契約〉〈減額後の契約〉〈現在の契約〉

入院給付金日額

減額分

入院給付金日額

終身医療保険2018健康還付特則付の入院給付金日額を減額する場合
◇健康還付給付金支払基準日の前日までに入院給付金日額を減額した場合、入院給付金日額がご契約時から減額後の金額であっ
たものとみなして、既払込保険料相当額および主契約の入院給付金等の合計額をそれぞれ計算します。
◇健康還付給付金支払基準日の前日までに減額した場合は、減額部分について、解約払戻金がある場合には解約払戻金をお支払
いします。健康還付給付金支払基準日以後に減額する場合は、解約払戻金はありません。

■ 特約の中途付加
◇医療保険1095（払戻金なし）・終身医療保険2018のご契約後に、被保険者の同意を得て入院一時金特約（払戻金なし）を付加す
ることができる場合があります。
※終身医療保険2018健康還付特則付に入院一時金特約（払戻金なし）を付加することはできません。
◇主契約の保険期間、保険料払込期間により中途付加可能な時期は異なります。

保険期間 保険料払込期間 中途付加日

終身 終身 月単位の契約応当日（月1回付加可能）

終身 60歳払済・65歳払済・70歳払済 年単位の契約応当日（年1回付加可能）

10年 10年 年単位の契約応当日（年1回付加可能）

■ 解約と払戻金
ご契約の解約
◇契約者は将来に向かっていつでも保険契約を解約することができます。保険契約を解約すると、保険契約の効力は消滅します。
◇主契約を解約すると、付加されている特約も同時に消滅します。
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●ご契約後について●

払戻金
◇ご契約を解約した場合等の払戻金については以下のとおりです。

主契約・特約 払戻金について

医療保険1095（払戻金なし）

●保険料払込期間中は、解約時の払戻金はありません。
●保険料払込期間終了後は、入院給付金日額の10倍と同額の解約払戻金があります。
●保険料払込期間中は、解約時の払戻金をなくし、保険料払込期間終了後は入院給
付金日額の10倍と同額の解約払戻金をお支払いするしくみとしています。この
しくみで保険料の計算をしているため、その分割安な保険料となっています。

終身医療保険2018
生活習慣病保険
災害保障保険
女性疾病保険
終身がん治療保険（払戻金なし）
認知症保険（払戻金なし）
定期保険
長期逓減定期保険（払戻金なし）
退院・通院特約（払戻金なし）
がん特約Ⅱ（払戻金なし）
７疾病特約（払戻金なし）
入院一時金特約（払戻金なし）
がん特約
急性心筋梗塞・脳卒中特約
通院特約
がん診断給付特約（払戻金なし）
がん入院特約（払戻金なし）
介護給付特約（払戻金なし）
精神疾患併発入院特約（払戻金なし）
無事故給付特約（払戻金なし）

●保険期間を通じて解約時の払戻金はありません。
●解約時の払戻金をなくすしくみとしています。このしくみで保険料の計算をして
いるため、その分割安な保険料となっています。

１年定期保険
３大疾病保険料払込免除特約
先進医療特約2018
がん先進医療特約

●保険期間を通じて解約時の払戻金はありません。

終身医療保険2018健康還付特則付

●健康還付給付金支払基準日前の解約に限り、解約払戻金があります。
●解約払戻金は、性別、契約年齢、保険料払込年月数および健康還付給付金支払基
準の前日までの主契約の入院給付金等の合計額により計算します。解約払戻金は
払込保険料の合計額より少ない金額となり、特に短期間で解約した場合はまった
くないか、あってもごくわずかです。また、主契約の入院給付金等の合計額によっ
ては解約払戻金がまったくない場合もあります。

●健康還付給付金支払基準日以後は解約払戻金はありません。
●失効したご契約についても解約払戻金をお支払いできる場合があります。
●健康還付給付金支払基準日の前日までに被保険者が死亡し保険契約が消滅した場
合で、健康還付特則の責任準備金（健康還付給付金をお支払いするために保険料
の中から積み立てておくお金のことをいいます。）があるときはこの責任準備金と
同額の払戻金を契約者にお支払いします。健康還付給付金支払基準日以後は、お
支払いする払戻金はありません。

低解約払戻金型終身保険

●この保険は解約払戻金の水準を低く設定しており、解約払戻金額は、解約払戻金
を低く設定しない場合の70%となります。

●解約払戻金は契約年齢、性別、保険料払込年月数により計算します。解約払戻金
は払込保険料の合計額より少ない金額となり、特に短期間で解約した場合は、まっ
たくないか、あってもごくわずかです。

●失効したご契約についても解約払戻金をお支払いできる場合があります。
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●ご契約後について●

被保険者による契約者への解約の請求
◇被保険者と契約者が異なるご契約で次の事由に該当する場合は、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することがで
きます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
○契約者または保険金・給付金の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金の支払事由を発生させ
た、または発生させようとした場合
○保険金・給付金の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
○上記の他、被保険者の契約者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由
がある場合
○契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の申込みの同意をするにあたって基礎と
した事情が著しく変化した場合

差押債権者、破産管財人などによる解約について
◇契約者の差押債権者、破産管財人など（以下、「債権者等」）によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月
を経過した日に効力を生じます。
◇契約者の債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付
金の受取人はご契約を存続させることができます。
①契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②契約者でないこと
◇保険金・給付金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、
以下のすべての手続きを行う必要があります。
①契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払う
こと
③上記②について、債権者等に支払ったことを当社に対して通知すること（当社への通知についても期間内に行うこと）

！ 契約者に対する貸付制度、保険料の自動振替貸付制度の取扱いはありません。
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●ご契約後について●

■ ご契約の更新
更新
◇次の保険種類は更新限度まで自動的に更新されます。更新を希望されない場合は、保険期間満了日の２週間前までにお申出く
ださい。

保険種類 更新限度

医療保険1095（払戻金なし）（保険期間10年の場合）
生活習慣病保険（保険期間10年の場合）
災害保障保険

保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が
95歳以下となる範囲

女性疾病保険
定期保険
1年定期保険

保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が
80歳以下となる範囲

◇特約が付加されている場合は、付加されている特約も更新されます。
◇特別条件（特別保険料領収法）が付加されている定期保険の更新は取り扱いません。

更新後の取扱い
◇更新後の保険料は、更新日の被保険者の年齢および保険料率により計算されます。
◇更新後の給付金額・保険金額等は更新前と同額です。
◇給付金の支払限度は、更新前後を継続した保険期間とみなして取り扱います。
◇更新後の保険期間は更新前の保険期間と同一です。ただし、更新限度をこえる場合は、保険期間を短縮して更新します。
◇更新後の手術給付金の型、退院給付金の給付倍率は更新前と同一です。（医療保険1095（払戻金なし）、退院・通院特約（払戻
金なし）の場合）

ご契約時 自動更新 自動更新 ･･････････ 自動更新 契約終了

（53歳）
保険期間（10年） 保険期間（10年） 保険期間（2年）

（33歳） （43歳） （93歳） （95歳）

ご契約時 自動更新 自動更新 ････ 自動更新

（53歳）
保険期間（10年） 保険期間（10年） 保険期間（7年）

（33歳） （43歳） （73歳） （80歳）

契約終了

〈95歳までご契約を更新する場合の例〉

〈80歳までご契約を更新する場合の例〉

先進医療特約2018等の更新について
◇先進医療特約2018、がん先進医療特約（以下、「先進医療特約2018等」といいます。）の保険期間は主契約の保険期間にかかわ
らず10年です。
◇主契約が終身の保険契約に付加された先進医療特約2018等は、特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が95歳
以下となる範囲で、10年ごとに更新されます。

◇先進医療特約2018等の更新を希望されない場合は、特約の保険期間満了日の2週間前までにお申出ください。

〈主契約の保険期間が終身の場合〉

保険期間：10年

先進医療特約2018等 ⇒自動更新 ⇒自動更新

主契約 保険期間：終身

95歳（特約満了）
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●ご契約後について●

◇保険期間が終身の医療保険1095（払戻金なし）に先進医療特約2018を付加している場合、主契約の保険料払込期間終了後に先
進医療特約2018を更新する場合には、先進医療特約2018の保険料は、毎年の契約応当日の属する月に12ヵ月分をまとめて
払込んで（前納して）いただきます。

先進医療特約2018 ⇒自動更新

主契約の保険料払込期間終了

主契約の保険料と合わせて先進医療特約2018
の保険料を毎月払込む

先進医療特約2018の保険料のみ
年１回毎年の契約応当日の属する月に

12ヵ月分まとめて払込む（前納）

〈60歳払済の場合〉

最長95歳まで
自動更新

60歳

⇒自動更新

■ 各種変更手続き
◇次のようなときには、楽天保険の総合窓口にご連絡ください。
○契約者の変更
○死亡保険金受取人の変更
○改姓・改名
○指定代理請求人の変更
○住所・電話番号の変更
○保険料払込方法の変更
○保険証券の紛失・再発行
○ご契約の見直し（減額、特約の中途付加等）

！
ご契約に関する照会やご連絡の際には、お手元に保険証券をご用意いただき、「証券番号」「契約者の住所、
電話番号、お名前」「被保険者のお名前」をお知らせください。（保険証券不発行特約を付加している場合は、
契約者様専用サイトでご確認ください。）
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●ご契約後について●

■ 死亡保険金受取人の変更
死亡保険金受取人の変更
◇契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を変更することができます。死亡
保険金受取人を変更する場合には、当社へ通知してください。
◇当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険
金受取人から死亡保険金の請求を受けても、死亡保険金をお支払いしません。

死亡保険金受取人が死亡した場合
◇死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかにご連絡ください。新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただき
ます。
◇死亡保険金受取人が死亡した時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法
定相続人が死亡保険金受取人となります。死亡保険金受取人が２人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。

〈例〉

Ａ Ｂ
（夫） （妻）

Ｃ Ｄ
（子） （子）

契約者・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人 : Bさん

Bさん（死亡保険金受取人）が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人で
ある Aさん、Cさん、Dさんが死亡保険金受取人になります。その後、Aさん（契約者、被保険者）が死亡した場合は、Cさん
と Dさんが死亡保険金受取人となります。この場合、Cさんと Dさんの死亡保険金の受取割合は均等（それぞれ5割ずつ）と
なります。

！ 保険事故の発生形態によって、様々な場合が生じることがありますので、楽天保険の総合窓口にご連絡
ください。
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●ご契約後について●

■ 生命保険と税金
生命保険料控除
◇保険金・給付金の受取人が契約者ご本人かまたはその配偶者その他の親族であるご契約の場合、1月から12月までに払込ん
だ保険料（年間正味払込保険料）は、所得税・住民税の課税対象となる所得から控除され、税金の負担が軽減されます。
◇生命保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社から「生命保険料控除証明書」を発行しますので、この証明書を年末
調整や確定申告の際に、所定の申告書に添付して控除を受けてください。

生命保険料控除の種類
◇生命保険料控除は「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「年金保険料控除」の3種類があります。保険契約および付
加される特約ごとに、適用される生命保険料控除の種類が異なります。
◇生命保険料控除の種類により当社の主契約・特約は次の通り区分されます。

控除の種類 主契約 特約

一般生命保険料控除

低解約払戻金型終身保険
定期保険
長期逓減定期保険（払戻金なし）
１年定期保険
女性疾病保険
終身医療保険2018健康還付特則付

無事故給付特約（払戻金なし）

介護医療保険料控除

医療保険1095（払戻金なし）
終身医療保険2018
生活習慣病保険
終身がん治療保険（払戻金なし）
認知症保険（払戻金なし）

退院・通院特約（払戻金なし）
がん特約Ⅱ（払戻金なし）
７疾病特約（払戻金なし）
入院一時金特約（払戻金なし）
がん特約
急性心筋梗塞・脳卒中特約
通院特約
がん診断給付特約（払戻金なし）
がん入院特約（払戻金なし）
先進医療特約2018
がん先進医療特約
介護給付特約（払戻金なし）
精神疾患併発入院特約（払戻金なし）

※災害保障保険は生命保険料控除の対象外です。

控除額
〈所得税の生命保険料控除〉
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高40,000円、合わせて120,000円までの所得控除を
受けられます。

年間正味払込保険料 控除される金額

20,000円以下のとき 全額

20,001円以上40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2＋10,000円

40,001円以上80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4＋20,000円

80,001円以上のとき 一律40,000円
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●ご契約後について●

〈住民税の生命保険料控除〉
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高28,000円、合わせて70,000円までの所得控除を
受けられます。

年間正味払込保険料 控除される金額

12,000円以下のとき 全額

12,001円以上32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2＋6,000円

32,001円以上56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4＋14,000円

56,001円以上のとき 一律28,000円

死亡保険金等の課税取扱い
死亡保険金・災害死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。

ご契約内容
ご契約例

税の種類
契約者 被保険者 受取人

契約者と被保険者が同一人の場合
夫 夫 妻

相続税
夫 夫 子

受取人が契約者自身の場合
夫 妻 夫 所得税

（一時所得）夫 子 夫

契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異な
る場合

夫 妻 子
贈与税

夫 子 妻

生命保険金の非課税扱い
◇契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金等の受取人が被保険者の法定相続人の場合、死亡保険金等（ご契約が2件以上の場
合は合計します。）に対して相続税法上一定の金額が非課税扱いとなることがあります。

高度障害保険金等の非課税扱い
◇高度障害保険金、リビング・ニーズ保険金、給付金は、受取人が被保険者の場合には、全額非課税となります。

健康還付給付金・無事故給付金の取扱い
◇受取人が契約者である健康還付給付金・無事故給付金は、所得税（一時所得）・住民税の対象となります。

税務のお取扱いについては、2024年4月現在の税制にもとづくものであり、今後、変更になることがあります。
個別の税務のお取扱いについては、税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
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医療保険1095（払戻金なし）普通保険約款 目次

この保険の趣旨
１．責任開始期
第１条 責任開始期

２．給付金の支払
第２条 給付金の支払
第３条 給付金の支払に関する補則
第４条 入院給付金の支払限度
第５条 給付金の請求
第６条 給付金の支払時期および支払場所
第７条 保険契約の消滅

３．保険料の払込の免除
第８条 保険料の払込の免除
第９条 保険料の払込の免除の請求

４．保険料の払込
第10条 保険料の払込
第11条 保険料の払込方法〈経路〉

５．猶予期間および保険契約の失効
第12条 猶予期間および保険契約の失効
第13条 猶予期間中に保険事故が生じた場合

６．保険契約の復活
第14条 保険契約の復活

７．保険契約の取消、無効および解除
第15条 詐欺による取消
第16条 不法取得目的による無効
第17条 告知義務
第18条 告知義務違反による解除
第19条 保険契約を解除できない場合
第20条 重大事由による解除

８．解約および払戻金
第21条 解約
第22条 払戻金

９．契約内容の変更
第23条 入院給付金日額の減額

10．保険契約の更新
第24条 保険契約の更新

11．保険契約者
第25条 保険契約者の変更
第26条 保険契約者の代表者
第27条 保険契約者の住所の変更

12．被保険者の職業、転居および旅行
第28条 被保険者の職業、転居および旅行

13．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第29条 年齢の計算
第30条 契約年齢および性別の誤りの処理

14．契約者配当
第31条 契約者配当

15．時効
第32条 時効

16．管轄裁判所
第33条 管轄裁判所

17．（削除）
第34条 （削除）

18．特則
第35条 特別条件をつける場合の特則
第36条 インターネットによる申込に関する特則
第37条 保険期間と保険料払込期間が異なる場合の特

則
第38条 債権者等による解約
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医療保険1095（払戻金なし）

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として、入院した場合または手術を受けた
場合に、所定の給付金を支払うことを主な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項

の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。
この場合、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払があるときは、過不足分
を支払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 保険期間および保険料払込期間
(５) 入院給付金日額
(６) 保険料およびその払込方法
(７) 契約日
(８) 保険証券を作成した年月日

２．給付金の支払

（給付金の支払）
第２条 この保険契約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」と
いいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても給付金を支払
わない場合（以下、「免責事由」とい
います。）

(１)
重
大
疾
病
入
院
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを
満たす別表２に定める入院（以下、「入院」
といいます。）をしたとき
①責任開始期（復活が行われた場合は、最後
の復活の際の責任開始期。以下同じ。）以
後に生じた次のいずれかの疾病（以下、「重
大疾病」といいます。）を直接の原因とす
る入院
ア別表18に定める悪性新生物
イ別表19に定める上皮内新生物
ウ別表24に定める心疾患
エ別表24に定める脳血管疾患
②治療を目的とする別表２に定める病院また
は診療所（以下、「病院または診療所」と
いいます。）における入院

入院１回につき、
入院給付金日額
×入院日数

被
保
険
者

―

医
療
保
険
１
０
９
５(

払
戻
金
な
し)

普
通
保
険
約
款
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給付金
の種類

支払事由 支払額 受取人 免責事由

(２)
疾
病
入
院
給
付
金

被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当
する入院をしたとき
①次の条件のすべてを満たす入院
ア責任開始期以後に生じた次のいずれかを
直接の原因とする入院
重大疾病以外の疾病（別表２に定める
異常分娩を含みます。）
別表３に定める不慮の事故（以下、「不
慮の事故」といいます。）（その事故の
日からその日を含めて180日経過後に
開始した入院に限ります。）
不慮の事故以外の外因
イ治療を目的とする病院または診療所にお
ける入院

②骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術
（別表２）を受けるための病院または診療
所における入院（責任開始期の属する日か
らその日を含めて１年経過後に開始した入
院に限ります。）

入院１回につき、
入院給付金日額
×入院日数

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当
したとき
①保険契約者または被保険者の故意
または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因
とする事故

④被保険者の泥酔の状態を原因とす
る事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格
を持たないで運転している間に生
じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び
運転またはこれに相当する運転を
している間に生じた事故
⑦被保険者の薬物依存

(３)
災
害
入
院
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを
満たす入院をしたとき
①責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接
の原因とする入院
②不慮の事故の日からその日を含めて180日
以内に開始した入院
③治療を目的とする病院または診療所におけ
る入院

同一の不慮の事
故による入院１
回につき、
入院給付金日額
×入院日数

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当
したとき
①保険契約者または被保険者の故意
または重大な過失

②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因
とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とす
る事故

⑤被保険者が法令に定める運転資格
を持たないで運転している間に生
じた事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び
運転またはこれに相当する運転を
している間に生じた事故
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給付金
の種類

支払事由 支払額 受取人 免責事由

(４)
手
術
給
付
金

手
術
給
付
金
の
型

Ⅰ型

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを
満たす別表２に定める手術（以下、「手術」
といいます。）を受けたとき
①責任開始期以後に生じた次のいずれかを直
接の原因とする手術
ア疾病（別表２に定める異常分娩を含みま
す。以下同じ。）
イ不慮の事故
ウ不慮の事故以外の外因
②治療を直接の目的とする病院または診療所
における手術
③次のいずれかに該当する手術
ア別表25に定めるいずれかの種類の手術
イ次の条件のすべてを満たす手術。
公的医療保険制度（別表２）にもとづ
く医科診療報酬点数表（別表２）（以下、
「医科診療報酬点数表」といいます。）
または公的医療保険制度（別表２）に
もとづく歯科診療報酬点数表（別表２）
（以下、「歯科診療報酬点数表」といい
ます。）に手術料の算定対象として列
挙されている手術。ただし、別表25に
定める手術を除きます。
重大疾病入院給付金、疾病入院給付金
または災害入院給付金（以下、「入院
給付金」といいます。）が支払われる
入院中に受けた手術（入院と同一の原
因を直接の原因とする手術とします。）

手術１回につき、
次に定める金額
①左記の支払事
由③アに該当
したとき

入院給付金日額
×別表25に定め
る給付倍率
②左記の支払事
由③イに該当
したとき

入院給付金日額
×５ 被

保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当
したとき
①保険契約者または被保険者の故意
または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因
とする事故

④被保険者の泥酔の状態を原因とす
る事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格
を持たないで運転している間に生
じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び
運転またはこれに相当する運転を
している間に生じた事故
⑦被保険者の薬物依存
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給付金
の種類

支払事由 支払額 受取人 免責事由

(４)
手
術
給
付
金

手
術
給
付
金
の
型

Ⅱ型

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを
満たす手術を受けたとき
①責任開始期以後に生じた次のいずれかを直
接の原因とする手術
ア疾病
イ不慮の事故
ウ不慮の事故以外の外因
②治療を直接の目的とする病院または診療所
における手術
③次のいずれかに該当する手術
ア別表25に定めるいずれかの種類の手術
イ医科診療報酬点数表に手術料の算定対象
として列挙されている手術（歯科診療報
酬点数表に手術料の算定対象として列挙
されている手術のうち医科診療報酬点数
表においても手術料の算定対象として列
挙されている手術を含みます。）ただし、
別表25に定める手術を除きます。
ウ医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象
として列挙されている骨髄移植術（別表
２）

手術１回につき、
次に定める金額
①左記の支払事
由③アに該当
したとき

入院給付金日額
×別表25に定め
る給付倍率
②左記の支払事
由③イまたは
ウに該当した
とき

入院給付金日額
×10

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当
したとき
①保険契約者または被保険者の故意
または重大な過失

②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因
とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とす
る事故

⑤被保険者が法令に定める運転資格
を持たないで運転している間に生
じた事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び
運転またはこれに相当する運転を
している間に生じた事故

⑦被保険者の薬物依存

２．保険契約者は、保険契約締結の際に、手術給付金の型を指定してください。
３．前項で指定した手術給付金の型の変更は取り扱いません。
４．第１項の規定にかかわらず、次のいずれかにより、入院給付金および手術給付金（以下、「給付金」といいます。）の支払事
由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、給付金を削減して支払
い、または給付金を支払わないことがあります。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
５．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人の場合には、保険契約者を給付金の受取人とします。ただし、保険契約者か
ら申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を給付金の受取人とします。

（給付金の支払に関する補則）
第３条 被保険者が同一の日に次の各号に定める場合に該当するときは、前条第１項の規定にかかわらず、入院給付金の支払は、
それぞれ当該各号に定めるとおり取り扱います。
(１) 複数の重大疾病入院給付金の支払事由に該当した場合

重大疾病入院給付金は重複して支払いません。
(２) 複数の疾病入院給付金の支払事由に該当した場合

疾病入院給付金は重複して支払いません。
(３) 複数の災害入院給付金の支払事由に該当した場合

災害入院給付金は重複して支払いません。
(４) 重大疾病入院給付金と疾病入院給付金の支払事由に該当した場合

重大疾病入院給付金を支払い、疾病入院給付金は支払いません。
(５) 重大疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由に該当した場合

重大疾病入院給付金を支払い、災害入院給付金は支払いません。
(６) 疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由に該当した場合

災害入院給付金を支払い、疾病入院給付金は支払いません。
(７) 重大疾病入院給付金と疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由に該当した場合

重大疾病入院給付金を支払い、疾病入院給付金および災害入院給付金は支払いません。
２．手術給付金がⅡ型の場合で、次に定める手術については、前条第１項第４号に定める支払事由に該当し、かつ、入院給付金
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が支払われる入院中に、その入院の原因と同一の原因により受けた手術である場合に限り、手術給付金を支払います。
(１) 傷の処理（創傷処理、デブリードマン）
(２) 切開術（皮膚、鼓膜）
(３) 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(４) 抜歯
(５) 異物除去（外耳、鼻腔内）
(６) 鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）
(７) 魚の目、タコ切除術（鶏眼、胼胝切除術）
３．被保険者が同一の日に手術を複数回受けた場合（１回の手術が２日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術
を受けた日とみなします。）には、前条第１項の規定にかかわらず、支払額の最も高いいずれか１回の手術についてのみ手
術給付金を支払います。

４．被保険者が手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において手術料が１日につき算
定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術については、前条第１項の規定にかかわらず、その手
術を受けた１日目についてのみ手術給付金を支払います。

５．被保険者が同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において一連
の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が１回のみ算定されるものとして定められる手術に該当するときは、前条第１
項の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか１回の手術についてのみ手術給付金を支払
います。

６．入院給付金の支払われる入院中に保険期間が満了した場合には、保険期間の満了時を含んで継続している入院は、保険期間
中の入院とみなして、入院給付金の支払に関する規定を適用します。

７．被保険者の入院中に入院給付金日額が変更された場合には、入院給付金の支払額は、各日現在の入院給付金日額に応じて計
算します。

８．第４条（入院給付金の支払限度）に定める入院給付金の通算支払限度に達したことにより疾病入院給付金または災害入院給
付金が支払われない入院は、疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院とみなして、手術給付金の支払に関す
る規定を適用します。

９．被保険者が責任開始期前に発病した疾病または生じた不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因を直接の原因として入院
し、または手術を受けた場合でも、責任開始期の属する日からその日を含めて２年を経過した後に開始した入院または受け
た手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなします。

10．前条第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害（以下、本項において「疾病
等」といいます。）を直接の原因として、責任開始期以後に給付金の支払事由に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその疾病等に関する事実にもとづいて承諾した場合

には、その承諾した範囲内で給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病等に
関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドック
を含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、給付金を支払います。ただし、その疾病等による症状
について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

（入院給付金の支払限度）
第４条 入院給付金の支払限度は次のとおりです。
(１) 重大疾病入院給付金

通算支払限度はありません。
(２) 疾病入院給付金

通算支払限度は、支払日数1,095日とします。
(３) 災害入院給付金

通算支払限度は、支払日数1,095日とします。

（給付金の請求）
第５条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく

ださい。
２．支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その給付金を請求してください。
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（給付金の支払時期および支払場所）
第６条 給付金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した

場所で支払います。
２．給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求をした者にその旨を通知します。
(１) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

給付金の支払事由に該当する事実の有無
(２) 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

給付金の支払事由が発生した原因
(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前２号に定める事項、第20条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約
者もしくは被保険者の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時まで
における事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、給
付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者または被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他

の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第４号に定める事項
に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180
日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。

（保険契約の消滅）
第７条 被保険者が保険期間中に死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場合、保険契約者（保険契約者と被保険者
が同一人の場合には、その法定相続人）は、遅滞なく会社に通知してください。

３．保険料の払込の免除

（保険料の払込の免除）
第８条 次に定める保険料の払込を免除する場合（以下、「保険料の払込の免除事由」といいます。）に該当したときは、会社は、
将来に向かって保険料の払込を免除します。
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保険料の払込の免除事由
保険料の払込の免除事由に該当しても
保険料の払込を免除しない場合

被保険者が、責任開始期以後に発生した疾病または傷害を直接
の原因として、別表20に定める身体障害の状態（以下、「身体
障害の状態」といいます。）に該当したとき。この場合、責任
開始期前にすでにあった障害状態に責任開始期以後の疾病また
は傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態
に該当したときを含みます。

次のいずれかにより被保険者が保険料の払込の免除事由に該
当したとき
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転してい
る間に生じた事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当す
る運転をしている間に生じた事故

⑦被保険者の薬物依存

２．被保険者が、次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の
数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。

(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
３．第１項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、保険料の払込の免除事由の発生時以後、引き続き払込
があったものとして取り扱います。

４．保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、第23条（入院給付金日額の減額）
の規定は適用しません。

５．保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
６．本条の保険料の払込の免除については、第３条（給付金の支払に関する補則）第10項の規定を準用します。

（保険料の払込の免除の請求）
第９条 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は遅滞なく会社に通知してください。
２．保険契約者は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、保険料の払込の免除を請求してください。
３．本条の保険料の払込の免除の請求については第６条（給付金の支払時期および支払場所）の規定を準用します。

４．保険料の払込

（保険料の払込）
第10条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第11条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日までの期間（以
下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。

６．給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第12条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は
猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。

７．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保
険契約者は、第２項の保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満
了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第11条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携
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金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また
は会社の指定した場所に払い込むことができます。

５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第12条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め

る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

５．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第12条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。

（猶予期間中に保険事故が生じた場合）
第13条 猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。
２．前項の場合、第10条（保険料の払込）第６項の規定を準用します。
３．猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んで
ください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険
料の払込を免除しません。

６．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第14条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

７．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第15条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
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（不法取得目的による無効）
第16条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または

復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第17条 保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会
社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社
の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第18条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事
実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。

２．会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合、会社は、給付金の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに給付金を支払ってい
たときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込の免除をしていたときは、払込を免除した保険料の払込がなかっ
たものとして取り扱います。

３．前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由の発生または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によら
なかったことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまた保険料の払込を免除
します。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者に通知します。

（保険契約を解除できない場合）
第19条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第17条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第17条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場
合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第17条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第20条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂

を含みます。）をした場合
(２) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(３) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反す

る状態がもたらされるおそれがある場合
(４) 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
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実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者または被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約
もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、
この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由がある場合

２．会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払または保険料の払込
の免除事由による保険料の払込の免除は行いません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、
保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第18条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

８．解約および払戻金

（解約）
第21条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第22条 この保険契約には、解約その他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

９．契約内容の変更

（入院給付金日額の減額）
第23条 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、会社の定める金額以
上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．入院給付金日額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

10．保険契約の更新

（保険契約の更新）
第24条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が保険期間満了の日の２週間前までに保険契約を更新しない旨を
会社に通知しない限り、保険契約（保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている保険契約に限ります。）は、保険期
間満了の日の翌日に更新されます。

２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(１) 更新後の保険契約（以下、本条において「更新後契約」といいます。）の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年

齢が会社の定める範囲をこえる場合
(２) この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
３．更新後契約の入院給付金日額は、更新前の保険契約（以下、本条において「更新前契約」といいます。）の入院給付金日額

と同一とします。
４．更新後契約の保険期間は、更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、会社の定めるところにより、保険期間を短縮し

て更新されることがあります。
５．更新後契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
６．更新後契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により計算します。
７．更新後契約の第１回保険料は、更新日（契約応当日）の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第10条（保
険料の払込）、第11条（保険料の払込方法〈経路〉）、第12条（猶予期間および保険契約の失効）および第13条（猶予期間中
に保険事故が生じた場合）の規定を準用します。

８．猶予期間内に前項の保険料の払込がないときは、更新はなかったものとし、保険契約は、更新前契約の保険期間満了日にさ
かのぼって消滅するものとします。

９．本条の規定によりこの保険契約が更新された場合には、第１条（責任開始期）、第２条（給付金の支払）、第３条（給付金の
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支払に関する補則）、第４条（入院給付金の支払限度）、第８条（保険料の払込の免除）、第18条（告知義務違反による解除）
および第19条（保険契約を解除できない場合）の適用に際しては、更新前契約の保険期間と更新後契約の保険期間を継続し
た保険期間とみなします。

10．この保険契約が更新されたときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合に、保険証券は発行しません。
11．更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、更新時に取り扱っている会社所定の同種の保険種類により
更新されることがあります。

11．保険契約者

（保険契約者の変更）
第25条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者の代表者）
第26条 保険契約者が２人以上あるときは、代表者１人を定めてください。その代表者は、他の保険契約者を代理するものとし

ます。
２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者の１人に対してした行
為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第27条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

12．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第28条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を

解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第20条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

13．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第29条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第30条 保険契約の申込の際、被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年
齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料
を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約の申込の際、被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

14．契約者配当

（契約者配当）
第31条 この保険契約に対する契約者配当はありません。
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15．時効

（時効）
第32条 給付金その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、３年間請求がない場合には消滅します。

16．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第33条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人（給付金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
所をもって、合意による管轄裁判所とします。

２．この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。

17．（削除）

第34条 （削除）

18．特則

（特別条件をつける場合の特則）
第35条 保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める標準に適合しないときは、会社は、その危
険の種類および程度に応じて、次の方法によりこの保険契約上の責任を負います。
指定疾病・指定部位不担保法
保険証券に表示された指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を含みます。）または指定部位に生じ
た疾病（別表６に定める感染症を除きます。）を直接の原因として会社が定める不担保期間中に重大疾病入院給付金、疾病
入院給付金および手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由に該当したときは、第２条（給付金の支払）または
第８条（保険料の払込の免除）の規定にかかわらず、重大疾病入院給付金、疾病入院給付金および手術給付金の支払または
保険料の払込の免除を行いません。ただし、被保険者が不担保期間の満了日を含んで継続して入院したときは、その入院に
ついては、その満了日の翌日に入院したものとして、第２条の規定を適用します。

２．本条の規定が適用されている保険契約を自動更新する場合は、保険期間満了の日における特別条件と同一の条件を、更新後
の保険契約にも適用するものとします。

（インターネットによる申込に関する特則）
第36条 保険契約者（保険契約者となる者を含みます。以下、本条において同じとします。）が、インターネット（電子通信機
器による電気通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下、同じとします。）を媒介として保険契約の申
込を行う場合には、この特則を適用します。

２．この特則を適用した場合、次のとおり取り扱います。
(１) 保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
(２) 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面（以下、「申込画面」といいます。）において申込に係る所要

事項を入力（音声認識機能によるものを含みます。以下、同じとします。）し、インターネットを媒介として、会社に送
信することにより、保険契約の申込を行うものとします。

(３) 第17条（告知義務）を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち申込画面で会
社が告知を求めた事項について、保険契約者は、その申込画面に入力して、インターネットを媒介として、会社に送信
することにより告知してください。」

(４) 会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとします。

（保険期間と保険料払込期間が異なる場合の特則）
第37条 保険期間と保険料払込期間が異なる場合は、第22条（払戻金）の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(１) 保険料払込期間中の場合

保険契約には、解約その他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。
(２) 保険料払込期間満了後の場合
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入院給付金日額の10倍と同額の解約払戻金があります。ただし、保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれて
いないときは、保険料払込期間中の保険契約として取り扱います。

２．被保険者が死亡した場合で、保険契約に解約払戻金があるときは、会社は解約払戻金を保険契約者に支払います。この場合、
保険契約者は解約払戻金の請求に必要な書類（別表１）を会社に提出してください。ただし、保険契約者が故意に被保険者
を死亡させた場合を除きます。

３．第18条（告知義務違反による解除）または第20条（重大事由による解除）の規定によりこの保険契約を解除した場合に、解
約払戻金があるときは、保険契約者に解約払戻金を支払います。

４．本条の払戻金の支払時期および支払場所については、第６条（給付金の支払時期および支払場所）の規定を準用します。

（債権者等による解約）
第38条 前条の特則が付加された保険契約が保険料払込期間満了後の場合、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることが

できる者（以下、「債権者等」といいます。）による保険契約の解約は、解約の請求の通知が会社に到着した時から１ヵ月を
経過した日に効力を生じます。

２．前項の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、
前項の期間が経過するまでに、所定の金額（解約の請求の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債
権者等に支払うべき金額）を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。

(１) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(２) 保険契約者でないこと
３．給付金の受取人が前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
４．第１項の解約の請求の通知が会社に到着した日以後、解約の効力が生じるまで、または第２項の規定により効力が生じない

こととなるまでに、給付金の支払事由が生じ、会社が給付金を支払うべきときは、支払うべき金額の限度で、第２項に定め
る所定の金額を債権者等に支払います。この場合、支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、給付
金の受取人に支払います。

（備考）
１．治療を目的とする入院
美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的と
する入院」には該当しません。

２．治療を直接の目的とする手術
美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査（生検、腹腔鏡検査など）のための手術などは、「治療を
直接の目的とする手術」には該当しません。

３．薬物依存
「薬物依存」とは、平成21年３月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中の分類番号 F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、
F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬
等を含みます。

４．医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
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終身医療保険2018普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中にケガまたは病気の治療を目的として入院した場合、手術を受けた場合、放射線治療を受け
た場合または骨髄ドナーになった場合に、所定の給付金を支払うことを主な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項

の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。
この場合、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払があるときは、過不足分
を支払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 保険期間
(５) 給付金の額
(６) 保険料およびその払込方法
(７) 契約日
(８) 保険証券を作成した年月日

２．給付金の支払

（給付金の支払）
第２条 この保険契約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても給付金を支払わない
場合（以下、「免責事由」といいます。）

(１)
入
院
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべて
を満たす別表２に定める入院（以下、「入院」
といいます。）をしたとき
①責任開始期（復活が行われた場合は、最
後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）
以後に生じた病気（別表２に定める異常
分娩を含みます。以下同じ。）またはケ
ガを直接の原因とする入院
②治療を目的とする別表２に定める病院ま
たは診療所（以下、「病院または診療所」
といいます。）における入院

入院１回につき、
入院給付金日額

×
入院日数

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする
事故

④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持た
ないで運転している間に生じた事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故
⑦被保険者の薬物依存
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給付金
の種類

支払事由 支払額 受取人 免責事由

(２)
手
術
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべて
を満たす手術を受けたとき
①責任開始期以後に生じた病気またはケガ
を直接の原因とする手術
②治療を直接の目的とする病院または診療
所（患者を収容する施設を有しない診療
所を含みます。）における手術
③次のアまたはイのいずれかに該当する手
術
ア公的医療保険制度（別表２）にもとづ
く医科診療報酬点数表（別表２）（以下、
「医科診療報酬点数表」といいます。）
に手術料の算定対象として列挙されて
いる手術（公的医療保険制度における
歯科診療報酬点数表（別表２）（以下、
「歯科診療報酬点数表」といいます。）
に手術料の算定対象として列挙されて
いる手術のうち医科診療報酬点数表に
おいても手術料の算定対象として列挙
されている手術を含みます。）
イ医科診療報酬点数表に輸血料の算定対
象として列挙されている骨髄移植術
（別表２）

手術１回につき、
第２項に定める手
術給付金の型に応
じた金額

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする
事故

④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持た
ないで運転している間に生じた事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故

⑦被保険者の薬物依存

(３)
放
射
線
治
療
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべて
を満たす放射線治療を受けたとき
①責任開始期以後に生じた病気またはケガ
を直接の原因とする放射線治療
②治療を直接の目的とする病院または診療
所（患者を収容する施設を有しない診療
所を含みます。）における放射線治療
③医科診療報酬点数表に放射線治療料の算
定対象として列挙されている放射線治
療。ただし、血液照射は除きます。（歯
科診療報酬点数表に放射線治療料の算定
対象として列挙されている放射線治療の
うち医科診療報酬点数表においても放射
線治療料の算定対象として列挙されてい
る放射線治療を含みます。）

放射線治療１回に
つき、第２項に定
める手術給付金の
型に応じて定める
次の金額

Ⅰ型の場合
入院給付金日額
×20

Ⅱ型の場合
入院給付金日額
×10

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする
事故

④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持た
ないで運転している間に生じた事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故

⑦被保険者の薬物依存

(４)
骨
髄
ド
ナ
ー
給
付
金

被保険者が責任開始期の属する日からその
日を含めて１年を経過した日以後の保険期
間中に次の条件のすべてを満たす手術を受
けたとき
①骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手
術（別表２）
②病院または診療所における手術

手術１回につき、
入院給付金日額
×10

被
保
険
者

―

２．手術給付金の支払額は、保険契約締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が指定した手術給付金の型に応じて、次のとお
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りとします。

手術給付金の型 支払額

Ⅰ型

①入院給付金が支払われる入院中に受けた手術
入院給付金日額×20
②上記①以外の手術
入院給付金日額×５

Ⅱ型

①入院給付金が支払われる入院中に受けた手術
入院給付金日額×10
②上記①以外の手術
入院給付金日額×５

３．前項により指定された手術給付金の型の変更は取り扱いません。
４．第１項の規定にかかわらず、次のいずれかにより、入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金および骨髄ドナー給付金の

支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、入院給付金、手
術給付金、放射線治療給付金および骨髄ドナー給付金を削減して支払い、または入院給付金、手術給付金、放射線治療給付
金および骨髄ドナー給付金を支払わないことがあります。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
５．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人の場合には、保険契約者を入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金およ

び骨髄ドナー給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、
被保険者を入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金および骨髄ドナー給付金の受取人とします。

（入院給付金の支払限度）
第３条 入院給付金の支払限度は次のとおりです。
(１) １回の入院の支払限度は、支払日数60日とします。
(２) 通算支払限度は、支払日数1,095日とします。

（給付金の支払に関する補則）
第４条 被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上したときは、次のとおり取り扱います。
(１) 直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に入院を開始したとき

原因の如何を問わず、継続した１回の入院とみなして、第３条（入院給付金の支払限度）の規定を適用します。
(２) 直前の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に入院を開始したとき

新たな入院とみなし、継続した１回の入院としては取り扱いません。
２．被保険者が同一の日に複数の入院給付金の支払事由に該当した場合でも、入院給付金は重複して支払いません。
３．被保険者の入院中に入院給付金日額が変更された場合には、入院給付金の支払額は、各日現在の入院給付金日額に応じて計

算します。
４．次に定める手術については、第２条（給付金の支払）第１項第２号に定める支払事由に該当し、かつ、入院給付金が支払わ
れる入院中に、その入院の原因と同一の原因により受けた手術である場合に限り、第２条第２項に定めた手術給付金の型に
かかわらず、入院給付金日額の５倍の金額を手術給付金として支払います。
(１) 傷の処理（創傷処理、デブリードマン）
(２) 切開術（皮膚、鼓膜）
(３) 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(４) 抜歯
(５) 異物除去（外耳、鼻腔内）
(６) 鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）
(７) 魚の目、タコ切除術（鶏眼、胼胝切除術）
５．被保険者が第２条第１項第２号に定める手術を同一の日に複数回受けた場合（１回の手術が２日以上にわたった場合には、

その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。）には、第２条第１項第２号の規定にかかわらず、支払額の最も高
いいずれか１回の手術についてのみ手術給付金を支払います。

６．被保険者が第２条第１項第２号に定める手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表において手術料が１日につき
算定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術については、第２条第１項第２号の規定にかかわら
ず、その手術を受けた１日目についてのみ手術給付金を支払います。
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７．被保険者が第２条第１項第２号に定める同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一
連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が１回のみ算定されるものとして定められる手術に該当するときは、第２条
第１項第２号の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか１回の手術についてのみ手術給
付金を支払います。

８．被保険者が第２条第１項第３号に定める放射線治療を複数回受けた場合には、第２条第１項第３号の規定にかかわらず、放
射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療に
ついては、放射線治療給付金を支払いません。

９．被保険者が責任開始期前に生じた病気またはケガを直接の原因として入院し、または手術もしくは放射線治療を受けた場合
でも、責任開始期の属する日からその日を含めて２年を経過した後に開始した入院または受けた手術もしくは放射線治療は、
責任開始期以後の原因によるものとみなします。

10．第３条に定める入院給付金の支払限度に達したことのみをもって入院給付金が支払われない入院は、入院給付金が支払われ
る入院とみなして、手術給付金の支払に関する規定を適用します。

11．第２条第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた病気またはケガ（以下、本項において「病
気等」といいます。）を直接の原因として、責任開始期以後に入院給付金、手術給付金または放射線治療給付金の支払事由
に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその病気等に関する事実にもとづいて承諾した場合

には、その承諾した範囲内で入院給付金、手術給付金または放射線治療給付金を支払います。ただし、事実の一部が告
知されなかったことにより、その病気等に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その病気等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドック
を含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、入院給付金、手術給付金または放射線治療給付金を支
払います。ただし、その病気等による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除き
ます。

12．被保険者が、２日以上にわたって第２条第１項第４号に定める手術を受けた場合には、その手術の開始日をその手術を受け
た日とみなします。

（給付金の請求）
第５条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく
ださい。

２．支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その給付金を請求してください。

（給付金の支払時期および支払場所）
第６条 給付金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した
場所で支払います。

２．給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求をした者にその旨を通知します。
(１) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

給付金の支払事由に該当する事実の有無
(２) 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

給付金の支払事由が発生した原因
(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前２号に定める事項、第20条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約
者もしくは被保険者の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時まで
における事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、給
付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され
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る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者または被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他

の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第４号に定める事項
に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180
日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、

またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。

（保険契約の消滅）
第７条 被保険者が保険期間中に死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場合、保険契約者（保険契約者と被保険者
が同一人の場合には、その法定相続人）は、遅滞なく会社に通知してください。

３．保険料の払込の免除

（保険料の払込の免除）
第８条 次に定める保険料の払込を免除する場合（以下、「保険料の払込の免除事由」といいます。）に該当したときは、会社は、
将来に向かって保険料の払込を免除します。

保険料の払込の免除事由 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合

被保険者が、責任開始期以後に発生した病気ま
たはケガを直接の原因として、別表20に定める
身体障害の状態（以下、「身体障害の状態」と
いいます。）に該当したとき。この場合、責任
開始期前にすでにあった障害状態に責任開始期
以後の病気またはケガを原因とする障害状態が
新たに加わって身体障害の状態に該当したとき
を含みます。

次のいずれかにより被保険者が保険料の払込の免除事由に該当したとき
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事
故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしてい
る間に生じた事故
⑦被保険者の薬物依存

２．被保険者が、次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の
数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。

(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
３．第１項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、保険料の払込の免除事由の発生時以後、引き続き払込
があったものとして取り扱います。

４．保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、第23条（入院給付金日額の減額）
の規定は適用しません。

５．保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
６．本条の保険料の払込の免除については、第４条（給付金の支払に関する補則）第11項の規定を準用します。

（保険料の払込の免除の請求）
第９条 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は遅滞なく会社に通知してください。
２．保険契約者は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、保険料の払込の免除を請求してください。
３．本条の保険料の払込の免除の請求については第６条（給付金の支払時期および支払場所）の規定を準用します。
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４．保険料の払込

（保険料の払込）
第10条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第11条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日までの期間（以
下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。

６．給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第12条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は
猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。

７．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保
険契約者は、第２項の保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満
了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第11条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した方法により、保険料を会社の本社また
は会社の指定した場所に払い込むことができます。

５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第12条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め

る猶予期間内に、会社が指定した方法により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

５．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第12条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。

（猶予期間中に保険事故が生じた場合）
第13条 猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。
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２．前項の場合、第10条（保険料の払込）第６項の規定を準用します。
３．猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んで

ください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険
料の払込を免除しません。

６．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第14条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

７．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第15条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第16条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または
復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第17条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事
項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第18条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事

実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
２．会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合、会社は、給付金の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに給付金を支払ってい
たときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかった
ものとして取り扱います。

３．前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかっ
たことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまた保険料の払込を免除します。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者に通知します。

（保険契約を解除できない場合）
第19条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第17条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第17条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき
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(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場
合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第17条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第20条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂

を含みます。）をした場合
(２) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(３) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反す

る状態がもたらされるおそれがある場合
(４) 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者または被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約
もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、
この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由がある場合

２．会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払または保険料の払込
の免除事由による保険料の払込免除は行いません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、
保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第18条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

８．解約および払戻金

（解約）
第21条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第22条 この保険契約には、解約その他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

９．契約内容の変更

（入院給付金日額の減額）
第23条 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、会社の定める金額以
上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．入院給付金日額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。
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10．保険契約者

（保険契約者の変更）
第24条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者の代表者）
第25条 保険契約者が２人以上あるときは、代表者１人を定めてください。その代表者は、他の保険契約者を代理するものとし
ます。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者の１人に対してした行
為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第26条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

11．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第27条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第20条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第28条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第29条 保険契約の申込の際、被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年
齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料
を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約の申込の際、被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

13．契約者配当

（契約者配当）
第30条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

14．時効

（時効）
第31条 給付金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、３年間請求がない場合
には消滅します。
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15．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第32条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人（給付金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
所をもって、合意による管轄裁判所とします。

２．この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。

16．（削除）

第33条 （削除）

17．８疾病入院支払限度拡大特則

（８疾病入院支払限度拡大特則の付加）
第34条 保険契約者は、この保険契約の締結の際、会社の承諾を得て、この特則をこの保険契約に付加することができます。
２．この特則において８疾病とは、別表18に定める悪性新生物および別表21に定める心疾患または脳血管疾患（以下、「３大疾病」
といいます。）ならびに別表21に定める糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患または膵疾患（以下、「５疾病」といいます。）
のことをいいます。

（保険料率）
第35条 この特則が付加される場合、この保険契約にはこの特則が付加される場合の保険料率を適用します。

（８疾病入院支払限度拡大特則が付加された場合の入院給付金の支払限度）
第36条 この特則が付加された保険契約については、次のとおり取り扱います。
(１) 第３条（入院給付金の支払限度）の規定にかかわらず、入院給付金の支払限度は次のとおりとします。

①３大疾病の治療を目的とした入院の場合
１回の入院の支払限度および通算支払限度はありません。
②５疾病の治療を目的とした入院の場合
ア１回の入院の支払限度は、支払日数120日とします。
イ通算支払限度は、支払日数1,095日とします。
③８疾病以外の病気またはケガ（以下、本条において「８疾病以外」といいます。）の治療を目的とした入院の場合
ア１回の入院の支払限度は、支払日数60日とします。
イ通算支払限度は、支払日数1,095日とします。

(２) ３大疾病の治療と３大疾病以外の病気またはケガの治療を同時に行っている入院日数については、３大疾病の治療を目
的とする入院日数とみなして前号の規定を適用します。

(３) １回の入院（第４条（給付金の支払に関する特則）第１項の規定により、１回の入院とみなされる場合を含みます。以
下本条において同じ。）に５疾病の治療を目的とした入院が含まれる場合には、その１回の入院は５疾病の治療を目的と
した入院とみなして、第１号②の規定を適用します。ただし、３大疾病の治療を目的とする入院が含まれる場合、３大
疾病の治療を目的とする入院日数を差し引いた入院日数をその１回の入院の入院日数とします。

(４) １回の入院に５疾病の治療を目的とした入院が含まれない場合には、その１回の入院は８疾病以外の治療を目的とした
入院とみなして、第１号③の規定を適用します。ただし、３大疾病の治療を目的とする入院が含まれる場合、３大疾病
の治療を目的とする入院日数を差し引いた入院日数をその１回の入院の入院日数とします。

（特則の解約）
第37条 この特則のみの解約は取り扱いません。

18．特別条件をつける場合の特則

（特別条件をつける場合の特則）
第38条 保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める標準に適合しないときは、会社は、その危
険の種類および程度に応じて、次の方法によりこの保険契約上の責任を負います。
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指定疾病・指定部位不担保法
保険証券に表示された指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を含みます。）または指定部位に生じ
た疾病（別表６に定める感染症を除きます。）を直接の原因として会社が定める不担保期間中に給付金の支払事由または保
険料の払込の免除事由に該当したときは、第２条（給付金の支払）または第８条（保険料の払込の免除）の規定にかかわら
ず、給付金の支払または保険料の払込の免除を行いません。ただし、被保険者が不担保期間の満了日を含んで継続して入院
したときは、その入院については、その満了日の翌日に入院したものとして、第２条の規定を適用します。

19．インターネットによる申込に関する特則

（インターネットによる申込に関する特則）
第39条 保険契約者（保険契約者となる者を含みます。以下、本条において同じとします。）が、インターネット（電子通信機
器による電気通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下、同じとします。）を媒介として保険契約の申
込を行う場合には、この特則を適用します。

２．この特則を適用した場合、次のとおり取り扱います。
(１) 保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
(２) 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面（以下、「申込画面」といいます。）において申込に係る所要

事項を入力（音声識別機能によるものを含みます。以下、同じとします。）し、インターネットを媒介として、会社に送
信することにより、保険契約の申込を行うものとします。

(３) 第17条（告知義務）を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち申込画面で会社が告知を求めた事項について、
保険契約者は、その申込画面に入力して、インターネットを媒介として、会社に送信することにより告知してください。」

(４) 会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとします。

20．健康還付特則

（健康還付特則の付加）
第40条 保険契約者は、この保険契約の締結の際、会社の承諾を得て、この特則をこの保険契約に付加することができます。

（用語の意義）
第41条 この特則において使用される用語の意義は次のとおりです。
(１) 既払込保険料相当額

次の計算式により計算した金額をいいます。
月払保険料相当額×12×契約日から健康還付給付金支払基準日の前日までの年数

(２) 健康還付給付金支払年齢
健康還付給付金を支払う被保険者の年齢のことをいいます。

(３) 健康還付給付金支払基準日
被保険者の年齢が、健康還付給付金支払年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。

(４) 入院給付金等
この保険契約の入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金および骨髄ドナー給付金をいい、この特則の健康還付給付
金およびこの保険契約に付加された特約の給付金は含みません。

(５) 月払保険料相当額
この保険契約の１ヵ月分の保険料をいい、この保険契約に付加された特約があるときは、その特約の保険料は含みません。

(６) この特則の責任準備金
健康還付給付金を支払うために保険料の中から積み立てておく金銭のことをいい、保険料払込年月数および入院給付金
等の支払額により計算します。

（手術給付金の型および健康還付給付金支払年齢の指定）
第42条 この特則を付加する場合は、第２条（給付金の支払）第２項に定める手術給付金の型はⅠ型が指定されたものとします。
２．この特則を付加する際、保険契約者は、会社の定める範囲内で健康還付給付金支払年齢を指定してください。
３．前項により指定された健康還付給付金支払年齢の変更は取り扱いません。
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（保険料率）
第43条 この特則が付加される場合、この保険契約にはこの特則が付加される場合の保険料率を適用します。

（健康還付特則の給付金の支払）
第44条 この特則において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

支払事由 支払額 受取人

健
康
還
付
給
付
金

被保険者が健康還付給付金支払基準日に生存
しているとき

次の①から②を差し引いた金額
①既払込保険料相当額
②この保険契約の締結の際の責任開始期から健康還付給付金
支払基準日の前日までの期間に生じた支払事由に対して支
払われる入院給付金等の金額の合計額

保
険
契
約
者

２．前項の健康還付給付金の支払額の規定により計算される金額が０以下となる場合には、健康還付給付金は支払いません。
３．被保険者の入院中に健康還付給付金支払基準日が到来した場合には、健康還付給付金支払基準日以後の入院に対して支払わ
れる入院給付金については、健康還付給付金の支払額を計算する入院給付金等には含みません。

（健康還付給付金支払基準日前までに入院給付金日額が減額された場合）
第45条 健康還付給付金支払基準日の前日までに入院給付金日額が減額されたときは、健康還付給付金の支払額の計算にあたっ
ては、入院給付金日額がこの保険契約の締結の際の責任開始期から減額後の金額であったものとみなして、既払込保険料相
当額および入院給付金等の金額の合計額をそれぞれ計算します。

（健康還付給付金を支払う場合の入院給付金等の取扱）
第46条 第２条（給付金の支払）の規定にかかわらず、健康還付給付金を支払った後に、この保険契約の締結の際の責任開始期
から健康還付給付金支払基準日の前日までの期間に生じた支払事由に対する入院給付金等を支払うこととなったときは、会
社は、その支払うこととなった入院給付金等の金額の合計額からすでに支払われた健康還付給付金の支払額を差し引いて入
院給付金等を支払います。ただし、その支払うこととなった入院給付金等の金額の合計額が、すでに支払われた健康還付給
付金の支払額に不足するときは、その入院給付金等を支払いません。

（健康還付給付金の支払時期）
第47条 健康還付給付金を支払うために、この保険契約の締結の際の責任開始期から健康還付給付金支払基準日の前日までの期
間に生じた支払事由に対する入院給付金等の支払額の合計額を確認する必要がある場合において、第６条（給付金の支払時
期および支払場所）の規定により健康還付給付金を支払うべき期限となる日までに、その入院給付金等の請求を受け、かつ、
その支払額が確定していない入院給付金等があるときは、第６条第１項から第３項の規定にかかわらず、その入院給付金等
を支払うべき期限と第６条の規定により健康還付給付金を支払うべき期限となる日のいずれか遅い日を、健康還付給付金を
支払うべき期限とします。この場合、会社は、健康還付給付金を支払うべき期限を保険契約者に通知します。

（この特則が付加された場合の猶予期間および保険契約の失効）
第48条 この特則が付加された場合、第12条（猶予期間および保険契約の失効）第２項は、次のとおり読み替えます。
「２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合には、保

険契約者は、解約払戻金を請求することができます。」

（この特則が付加された場合の復活）
第49条 この特則が付加された場合、第14条（保険契約の復活）第１項は、次のとおり読み替えます。
「第14条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復

活することができます。ただし、保険契約者が解約払戻金を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。」

（この特則が付加された場合の被保険者の死亡）
第50条 この特則が付加された保険契約の被保険者が、健康還付給付金支払基準日の前日までに死亡した場合で、この特則の責

任準備金があるときは、第22条（払戻金）の規定にかかわらず、会社は、この特則の責任準備金と同額の払戻金を保険契約
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者（保険契約者と被保険者が同一の場合には、その法定相続人。以下、本項において同じ。）に支払います。この場合、保
険契約者は、必要書類（別表１）を提出してください。

２．前項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合には、払戻金はありません。
３．第２条（給付金の支払）の規定にかかわらず、第１項の払戻金を支払った後に、この保険契約の締結の際の責任開始期から
被保険者が死亡した日までの期間に生じた支払事由に対する入院給付金等を支払うこととなったときは、会社は、その支払
うこととなった入院給付金等の金額の合計額からその入院給付金等について、支払がないものとして計算した払戻金の金額
と支払がなされたものとして計算した払戻金の金額との差額を差し引いて入院給付金等を支払います。ただし、その支払う
こととなった入院給付金等の金額の合計額が、その入院給付金等について、支払がないものとして計算した払戻金の金額と
支払いがなされたものとして計算した払戻金の金額との差額に不足するときは、その入院給付金等を支払いません。

４．払戻金の支払時期および支払場所については、第６条（給付金の支払時期および支払場所）および第47条（健康還付給付金
の支払時期）の規定を準用します。

（この特則が付加された保険契約が解除された場合）
第51条 この特則が付加された保険契約が、第18条（告知義務違反による解除）または第20条（重大事由による解除）の規定に
より解除された場合で、解約払戻金があるときは、第22条（払戻金）の規定にかかわらず、会社は、その解約払戻金と同額
の払戻金を保険契約者に支払います。

（この特則が付加された場合の解約払戻金）
第52条 この特則が付加された保険契約を解約した場合、第22条（払戻金）の規定にかかわらず、保険契約者は解約払戻金を請
求することができます。

２．解約払戻金は、保険料払込年月数および入院給付金等の支払額により計算します。ただし、健康還付給付金支払基準日以後
の期間は、この保険契約に解約払戻金はありません。

３．会社は、保険証券を交付する際に、会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
４．第２条（給付金の支払）の規定にかかわらず、解約払戻金を支払った後に、この保険契約の締結の際の責任開始期からその

解約払戻金を支払う事由が生じた日までの期間に生じた支払事由に対する入院給付金等を支払うこととなったときは、会社
は、その支払うこととなった入院給付金等の金額の合計額からその入院給付金等について、支払がないものとして計算した
解約払戻金の金額と支払がなされたものとして計算した解約払戻金の金額との差額を差し引いて入院給付金等を支払いま
す。ただし、その支払うこととなった入院給付金等の金額の合計額が、その入院給付金等について、支払がないものとして
計算した解約払戻金の金額と支払がなされたものとして計算した解約払戻金の金額との差額に不足するときは、その入院給
付金等を支払いません。

５．解約払戻金の支払時期および支払場所については、第６条（給付金の支払時期および支払場所）および第47条（健康還付給
付金の支払時期）の規定を準用します。

（債権者等による解約）
第53条 この特則が付加された場合、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者（以下、「債権者等」といい
ます。）による保険契約の解約は、解約の請求の通知が会社に到着した時から１ヵ月を経過した日に効力を生じます。

２．前項の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、
前項の期間が経過するまでに、所定の金額（解約の請求の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債
権者等に支払うべき金額）を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(１) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(２) 保険契約者でないこと
３．給付金の受取人が前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
４．第１項の解約の請求の通知が会社に到着した日以後、解約の効力が生じるまで、または第２項の規定により効力が生じない
こととなるまでに、入院給付金等または健康還付給付金の支払事由が生じ、会社が入院給付金等または健康還付給付金を支
払うべきときは、支払うべき金額の限度で、第２項に定める所定の金額を債権者等に支払います。この場合、支払うべき金
額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、それぞれ入院給付金等の受取人または健康還付給付金の受取人に支払
います。

（特則の解約）
第54条 この特則のみの解約は取り扱いません。
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（この特則が付加された場合の管轄裁判所）
第55条 この特則が付加された場合、第32条（管轄裁判所）第１項は、次のとおり読み替えます。
「第32条 この保険契約における給付金または払戻金（以下、本条において「給付金等」といいます。）の請求に関する訴訟に

ついては、会社の本社または給付金等の受取人（給付金等の受取人が２人以上いるときは、その代表者とします。）の住
所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。」

（備考）
１．治療を目的とする入院
美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的と
する入院」には該当しません。

２．治療を直接の目的とする手術
美容整形上の手術、病気を直接の原因としない不妊手術、診断・検査（生検、腹腔鏡検査など）のための手術などは、「治療を
直接の目的とする手術」には該当しません。

３．薬物依存
「薬物依存」とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号 F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、
F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬
等を含みます。
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生活習慣病保険普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中に所定の生活習慣病の治療を目的として、入院した場合、手術を受けた場合、また、特定疾
病による所定の入院をした場合に、所定の給付金を支払うことを主な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、給付金の支払事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、会社の責

任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。この場合、保険料に超過分があ
れば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 保険期間
(５) 入院給付金日額
(６) 保険料およびその払込方法
(７) 契約日
(８) 保険証券を作成した年月日

２．給付金の支払

（給付金の支払）
第２条 この保険契約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

(１)
生
活
習
慣
病
入
院
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める入院（以下、「入院」
といいます。）をしたとき
①責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期）以後に発病した
別表７に定める生活習慣病（以下、「生活習慣病」といいます。）を直接の原因とする
入院
②治療を目的とする別表２に定める病院または診療所における入院

入院１回につき、
入院給付金日額
×入院日数

被
保
険
者
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給付金
の種類

支払事由 支払額 受取人

(２)
長
期
入
院
給
付
金

被保険者が保険期間中に生活習慣病入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その入
院の直接の原因となった生活習慣病による１回の入院が180日、210日、240日、270日、
300日および330日となったとき

入院給付金日額
×30

被
保
険
者

(３)
生
活
習
慣
病
手
術
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき
①責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期）以後に発病した
生活習慣病を直接の原因とする手術
②治療を直接の目的とする別表２に定める病院または診療所における別表８に定めるい
ずれかの種類の手術

手術１回につき、
入院給付金日額
×別表８に定める
給付倍率

被
保
険
者

(４)
特
定
疾
病
治
療
給
付
金

被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当したとき。ただし、すでに特定疾病治療給
付金が支払われている場合には、その特定疾病治療給付金の支払事由に該当した日から
その日を含めて２年を経過した日の翌日以後に該当したときとします。
①保険契約の締結の際の責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の
翌日以後に次のすべてに該当したとき
ア別表７に定める悪性新生物（以下、「ガン」といいます。）と診断確定されたとき
イそのガンを直接の原因として、生活習慣病入院給付金が支払われる入院を開始した
とき

②責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）以
後に発病した別表９に定める急性心筋梗塞または脳卒中（以下、「急性心筋梗塞また
は脳卒中」といいます。）を直接の原因として生活習慣病入院給付金が支払われる入
院をし、１回の入院日数が20日に達したとき

入院給付金日額
×100

被
保
険
者

２．前項において、ガンの診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされることを要します。ただし、
病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された場合は、ガンと認めま
す。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人の場合には、保険契約者を生活習慣病入院給付金、長期入院給付金、生活習
慣病手術給付金および特定疾病治療給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証
券に記載したときは、被保険者を生活習慣病入院給付金、長期入院給付金、生活習慣病手術給付金および特定疾病治療給付
金の受取人とします。

（給付金の支払に関する補則）
第３条 被保険者が生活習慣病入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となっ
た生活習慣病が同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、１回の入院とみなします。ただし、生活習慣
病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院
については、新たな入院とみなします。

２．被保険者が生活習慣病を直接の原因とする入院を開始した時に異なる生活習慣病を併発していた場合またはその入院中に異
なる生活習慣病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった生活習慣病により継続して入院したものとみなし
て、生活習慣病入院給付金および長期入院給付金の支払に関する規定を適用します。

３．被保険者が生活習慣病以外の原因により入院を開始し、その入院中に生活習慣病の治療を開始した場合には、その生活習慣
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病の治療を開始した日に生活習慣病を直接の原因として入院を開始したものとみなします。
４．次の各号に規定する入院日数については、生活習慣病の治療を目的とした入院日数に含めて前条の規定を適用します。
(１) 生活習慣病入院給付金の支払われる入院中に、生活習慣病以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合で、

その生活習慣病以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、生活習慣病の治療を目的とした入院
と会社が認めた入院日数

(２) ガン以外の原因により入院を開始し、その入院中にガンと診断確定された場合で、そのガンの診断確定日前の入院日数
のうち、ガンの治療を目的とした入院と会社が認めた入院日数

５．被保険者が時期を同じくして２種類以上の手術を受けた場合には、前条第１項の規定にかかわらず、別表８に定める給付倍
率の最も高いいずれか１種類の手術についてのみ生活習慣病手術給付金を支払います。

６．被保険者が、ガン、急性心筋梗塞または脳卒中（以下、本項において「特定疾病」といいます。）以外の生活習慣病を直接
の原因として入院を開始し、その入院中に特定疾病の治療を開始した場合には、その特定疾病の治療を開始した日に特定疾
病を直接の原因として入院を開始したものとみなして、特定疾病治療給付金の支払に関する規定を適用します。

７．被保険者が次の各号に該当する場合には、それぞれに定める日にガンを直接の原因として入院を開始したものとみなして、
特定疾病治療給付金の支払に関する規定を適用します。
(１) 直前に支払われた特定疾病治療給付金の支払事由に該当した日の２年後の応当日（以下、本条において「治療給付金の

支払応当日」といいます。）に、ガンの治療を目的として入院を継続している場合、治療給付金の支払応当日
(２) 第４項第２号に該当する場合、ガンの治療を目的とした入院と会社が認めた入院日数の初日に該当する日
８．被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院を開始した時に異なる急性心筋梗塞または脳卒中を併発して
いた場合またはその入院中に異なる急性心筋梗塞または脳卒中を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった急
性心筋梗塞または脳卒中により継続して入院したものとみなして、特定疾病治療給付金の支払に関する規定を適用します。

９．被保険者が次の各号に該当する場合には、それぞれに定める日に急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因として生活習慣病
入院給付金の支払われる入院日数が20日に達したものとみなして、特定疾病治療給付金の支払に関する規定を適用します。
(１) 治療給付金の支払応当日の前日までに前条第１項第４号②に該当し、その治療給付金の支払応当日にその入院を継続し

ている場合、治療給付金の支払応当日
(２) 治療給付金の支払応当日の前日までに前条第１項第４号②に該当し、その治療給付金の支払応当日以後にその入院と同

一の原因による１回の入院とみなされる入院をした場合、治療給付金の支払応当日以後の入院をした日
10．生活習慣病入院給付金の支払われる入院中に保険期間が満了した場合には、保険期間の満了時を含んで継続している入院は、

保険期間中の入院とみなして生活習慣病入院給付金、長期入院給付金および特定疾病治療給付金の支払に関する規定を適用
します。

11．被保険者の入院中に入院給付金日額が変更された場合には、生活習慣病入院給付金の支払額は、各日現在の入院給付金日額
に応じて計算します。

12．第４条（生活習慣病入院給付金および特定疾病治療給付金の支払限度）に定める生活習慣病入院給付金の通算支払限度に達
したことのみをもって、生活習慣病入院給付金が支払われない入院は、生活習慣病入院給付金が支払われる入院とみなして、
長期入院給付金および特定疾病治療給付金の支払に関する規定を適用します。

13．被保険者が責任開始期前に発病した生活習慣病を直接の原因として入院し、または手術を受けた場合でも、責任開始期の属
する日からその日を含めて２年を経過した後に開始した入院または受けた手術は、責任開始期以後の原因によるものとみな
します。

14．前条第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた疾病を直接の原因として、責任開始期以後に
生活習慣病入院給付金、長期入院給付金、生活習慣病手術給付金または特定疾病治療給付金の支払事由に該当した場合は、
次のとおりとします。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、

その承諾した範囲内で生活習慣病入院給付金、長期入院給付金、生活習慣病手術給付金または特定疾病治療給付金を支
払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができ
なかった場合を除きます。

(２) その疾病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドックを
含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には生活習慣病入院給付金、長期入院給付金、生活習慣病手術
給付金または特定疾病治療給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について、保険契約者または被保険者が
認識または自覚していた場合を除きます。

（生活習慣病入院給付金および特定疾病治療給付金の支払限度）
第４条 生活習慣病入院給付金および特定疾病治療給付金の支払限度は次のとおりです。
(１) 生活習慣病入院給付金
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通算支払限度は、支払日数1,095日とします。
(２) 特定疾病治療給付金

通算支払限度は、支払回数10回とします。

（給付金の請求）
第５条 生活習慣病入院給付金、長期入院給付金、生活習慣病手術給付金または特定疾病治療給付金（以下、「給付金」といい

ます。）の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してくだ
さい。

２．支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その給付金を請求してください。
３．給付金の受取人が被保険者で、被保険者に給付金を請求できない特別な事情があるときは、請求時において次のいずれかの
条件を満たしている者が、その事情を会社に申し出て、会社が承諾した場合、被保険者の代理人として給付金を請求するこ
とができます。ただし、故意に被保険者を給付金の請求ができない状態に該当させた者は、被保険者の代理人としての取扱
を受けることができません。

(１) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の戸籍上の配偶者
(２) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の３親等内の親族
４．前項の場合、会社が給付金を支払った後に、重複してその給付金の請求を受けても、会社は、給付金を支払いません。

（給付金の支払時期および支払場所）
第６条 給付金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した

場所で支払います。
２．給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求をした者にその旨を通知します。

(１) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
給付金の支払事由に該当する事実の有無

(２) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因

(３) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第18条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者
もしくは被保険者の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までに
おける事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、給
付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号または第３号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもと

づく照会 90日
(３) 前項第１号または第３号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の

調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号または第３号に定める事項に関し、保険契約者または被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手

続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号または第３号に定める事項に関する、送致、
起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
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（保険契約の消滅）
第７条 被保険者が保険期間中に死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場合、保険契約者（保険契約者と被保険者

が同一人の場合には、その法定相続人）は、すみやかに会社に通知してください。

３．保険料の払込

（保険料の払込）
第８条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第９条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日までの期間（以
下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。

６．給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第10条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は
猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第９条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また
は会社の指定した場所に払い込むことができます。

５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第10条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

４．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第10条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
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（猶予期間中に保険事故が生じた場合）
第11条 猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。
２．前項の場合、第８条（保険料の払込）第６項の規定を準用します。

５．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第12条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

６．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第13条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで

きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第14条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または
復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第15条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事
項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第16条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事

実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
２．会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、
給付金を支払いません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

３．前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険
者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払います。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者に通知します。

（保険契約を解除できない場合）
第17条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第15条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第15条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
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日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて給付金の支払事由が生じていた場合を除きます。
２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、

第15条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第18条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂

を含みます。）をした場合
(２) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(３) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反す

る状態がもたらされるおそれがある場合
(４) 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者または被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約
もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、
この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由がある場合

２．会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前
項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金は支払いません。もし、すでに給付金を支払っていたとき
は、その返還を請求します。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第16条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

７．解約および払戻金

（解約）
第19条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第20条 この保険契約には、解約その他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

８．契約内容の変更

（入院給付金日額の減額）
第21条 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、会社の定める金額以
上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．入院給付金日額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

９．保険契約の更新

（保険契約の更新）
第22条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が保険期間満了の日の２週間前までに保険契約を更新しない旨を
会社に通知しない限り、保険契約（保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている保険契約に限ります。）は、保険期
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間満了の日の翌日に更新されます。
２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(１) 更新後の保険契約（以下、本条において「更新後契約」といいます。）の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年

齢が会社の定める範囲をこえる場合
(２) この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
３．更新後契約の入院給付金日額は、更新前の保険契約（以下、本条において「更新前契約」といいます。）の入院給付金日額
と同一とします。

４．更新後契約の保険期間は、更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、会社の定めるところにより、保険期間を短縮し
て更新されることがあります。

５．更新後契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
６．更新後契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により計算します。
７．更新後契約の第１回保険料は、更新日（契約応当日）の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第８条（保

険料の払込）、第９条（保険料の払込方法〈経路〉）、第10条（猶予期間および保険契約の失効）および第11条（猶予期間中
に保険事故が生じた場合）の規定を準用します。

８．猶予期間内に前項の保険料の払込がないときは、更新はなかったものとし、保険契約は、更新前契約の保険期間満了日にさ
かのぼって消滅するものとします。

９．本条の規定によりこの保険契約が更新された場合には、第１条（責任開始期）、第２条（給付金の支払）、第３条（給付金の
支払に関する補則）、第４条（生活習慣病入院給付金および特定疾病治療給付金の支払限度）、第16条（告知義務違反による
解除）および第17条（保険契約を解除できない場合）の適用に際しては、更新前契約の保険期間と更新後契約の保険期間を
継続した保険期間とみなします。

10．この保険契約が更新されたときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合に、保険証券は発行しません。
11．更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、更新時に取り扱っている会社所定の同種の保険種類により
更新されることがあります。

10．保険契約者

（保険契約者の変更）
第23条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者の代表者）
第24条 保険契約者が２人以上あるときは、代表者１人を定めてください。その代表者は、他の保険契約者を代理するものとし
ます。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者の１人に対してした行
為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第25条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

11．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第26条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第18条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。
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12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第27条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第28条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実
際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた
保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続し
ます。

13．契約者配当

（契約者配当）
第29条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

14．時効

（時効）
第30条 給付金その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、３年間請求がない場合には消滅します。

15．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第31条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人（給付金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
所をもって、合意による管轄裁判所とします。

16．（削除）

第32条 （削除）

17．特則

（特別条件をつける場合の特則）
第33条 保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める標準に適合しないときは、会社は、その危
険の種類および程度に応じて、次の方法によりこの保険契約上の責任を負います。
指定疾病・指定部位不担保法
保険証券に表示された指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を含みます。）または指定部位に生じ
た疾病（別表６に定める感染症を除きます。）を直接の原因として会社が定める不担保期間中に給付金の支払事由に該当し
たときは、第２条（給付金の支払）の規定にかかわらず、その給付金を支払いません。ただし、被保険者が不担保期間の満
了日を含んで継続して入院したときは、その入院については、その満了日の翌日に入院したものとして、第２条の規定を適
用します。

２．本条の規定が適用されている保険契約を自動更新する場合は、保険期間満了の日における特別条件と同一の条件を、更新後
の保険契約にも適用するものとします。

（備考）
１．治療を目的とする入院
治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。
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２．治療を直接の目的とする手術
診断・検査（生検、腹腔鏡検査など）のための手術などは、「治療を直接の目的とする手術」には該当しません。

３．医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
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災害保障保険普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、不慮の事故により、被保険者が保険期間中に死亡した場合に災害死亡保険金を、また、所定の損傷に対する治療を
受けた場合もしくは入院した場合に、給付金を支払うことを主な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、保険金または給付金の支払事由が生じたときは、前項の規定にかかわら

ず、会社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。この場合、保険料
に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金または給付金の支払があるときは、過不足分を支
払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 死亡保険金受取人の氏名または名称
(５) 保険期間
(６) 災害入院給付金日額
(７) 保険料およびその払込方法
(８) 契約日
(９) 保険証券を作成した年月日

２．保険金および給付金の支払

（保険金および給付金の支払）
第２条 この保険契約において支払う保険金または給付金（以下、「保険金等」といいます。）は次のとおりです。

保険金等
の種類

保険金等を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

(１)
災
害
死
亡
保
険
金

被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当したとき
①責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）
以後に生じた別表３に定める不慮の事故（以下、「不慮の事故」といいます。）を直
接の原因として、その不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したと
き
②責任開始期以後に発病した別表６に定める感染症を直接の原因として死亡したとき

災害保険金額
（災害入院給付金
日額×400）

死
亡
保
険
金
受
取
人
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保険金等
の種類

支払事由 支払額 受取人

(２)
特
定
損
傷
治
療
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める治療（以下、「治療」
といいます。）を受けたとき
①責任開始期以後に生じた不慮の事故による別表12に定める特定損傷（以下、「特定
損傷」といいます。）に対して受けた治療
②不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に受けた治療
③別表２に定める病院または診療所（ただし、患者を収容する施設を有しないものを
含みます。）における治療

災害入院給付金日
額×別表12に定め
る給付倍率

被
保
険
者

(３)
災
害
入
院
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める入院（以下、「入院」
といいます。）をしたとき
①責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因とする入院
②不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院
③治療を目的とする別表２に定める病院または診療所における入院

同一の不慮の事故
による入院１回に
つき、
災害入院給付金日
額×入院日数

被
保
険
者

２．被保険者が次のいずれかにより、前項に定める災害死亡保険金、特定損傷治療給付金または災害入院給付金の支払事由に該
当した場合には、その保険金等を支払いません。
(１) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(２) 死亡保険金受取人の故意または重大な過失（災害死亡保険金の場合に限ります。）
(３) 被保険者の犯罪行為
(４) 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
(５) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(６) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(７) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(８) 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下、本号において同じ。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分

裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(９) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(10) 原因の如何を問わず、頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚所見のないもの
(11) 次のいずれかに該当する間に生じた事故

①被保険者が別表13に定める運動等を行っている間
②被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル
その他これらに類する乗用具による競技、競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）または試運転（性能試
験を目的とする運転または操縦をいいます。）をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上で
これらのことを行っている間に生じた事故は除きます。
③被保険者が航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機（定期便であると不定期便であるとを問いません。）以外の
航空機（グライダーおよび飛行船を除きます。）に搭乗している間（被保険者がこれらの航空機を操縦している間を含
みます。）

３．第１項の規定にかかわらず、次のいずれかにより、災害死亡保険金、特定損傷治療給付金または災害入院給付金の支払事由
に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、災害死亡保険金、特定損
傷治療給付金または災害入院給付金を削減して支払うか、または支払わないことがあります。ただし、責任準備金がある場
合には、災害死亡保険金の支払額が責任準備金を下まわることはありません。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
４．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人（災害死亡保険金の一部の受取人
である場合を含みます。）の場合、保険契約者を特定損傷治療給付金および災害入院給付金の受取人とします。ただし、保
険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を特定損傷治療給付金および災害入院給付
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金の受取人とします。

（保険金等の支払に関する補則）
第３条 災害死亡保険金を支払う際に、特定損傷治療給付金について次のいずれかに該当する事実があるときは、災害入院給付
金日額にその該当する給付倍率を乗じた金額の合計額を災害保険金額から差し引きます。
(１) 災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故と同一の事故による特定損傷治療給付金をすでに支払っているとき
(２) 災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故と同一の事故による特定損傷治療給付金の請求を受け、支払うこととし

た特定損傷治療給付金をまだ支払っていないとき
２．災害死亡保険金の受取人が故意または重大な過失により被保険者を死亡させた場合で、その受取人が災害死亡保険金の一部

の受取人であるときは、その一部を免責とし、災害死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を
その他の災害死亡保険金の受取人に支払います。

３．前条第２項の各号に定める事由に該当したことにより災害死亡保険金が支払われない場合で、責任準備金があるときは、会
社は、責任準備金（前項に該当する場合には、支払われない災害死亡保険金部分と同じ割合の責任準備金）を保険契約者に
支払います。ただし、保険契約者が故意または重大な過失により被保険者を死亡させたときは、責任準備金を支払いません。

４．同一の不慮の事故により、２種類以上の特定損傷（別表12に定める骨折、関節脱臼および腱の断裂のうち、異なる２種類以
上の特定損傷とします。）が生じた場合には、それぞれの特定損傷について、特定損傷治療給付金の支払に関する規定を適
用します。

５．別表12に定める骨折（以下、「骨折」といいます。）による特定損傷治療給付金の支払は、別表12の各号に定めるそれぞれの
部位（左右の部位はそれぞれ別の部位とします。以下、本項において同じ。）について、特定損傷治療給付金の支払に関す
る規定を適用します。ただし、同一の不慮の事故により、同一の部位に２以上の骨折が生じた場合には、その部位について、
特定損傷治療給付金は重複して支払いません。

６．別表12に定める関節脱臼（以下、「関節脱臼」といいます。）による特定損傷治療給付金の支払は、別表12の各号に定めるそ
れぞれの部位（左右の部位はそれぞれ別の部位とします。以下、本項において同じ。）について、特定損傷治療給付金の支
払に関する規定を適用します。ただし、同一の不慮の事故により、同一の部位に２以上の関節脱臼が生じた場合には、その
部位について、特定損傷治療給付金は重複して支払いません。

７．別表12に定める腱の断裂による特定損傷治療給付金の支払は、同一の不慮の事故につき１回とします。
８．災害死亡保険金が支払われた場合には、災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故による特定損傷治療給付金の請求を
受けても、会社はその特定損傷治療給付金を支払いません。

９．被保険者が２以上の不慮の事故により入院した場合には、入院開始の直接の原因となった不慮の事故（以下、本項において
「主たる不慮の事故」といいます。）に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故（以下、本項に
おいて「異なる不慮の事故」といいます。）に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の
事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。
この場合、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払額は、前条第１項の規定にかかわらず、主たる不慮の事故によ
り災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に災害入院給付金日額を乗じた金額と
します。

10．被保険者が不慮の事故以外の原因により入院を開始し、その入院中に不慮の事故による傷害の治療を開始した場合には、そ
の不慮の事故による傷害の治療を開始した日にその不慮の事故を直接の原因として入院を開始したものとみなします。

11．災害入院給付金の支払われる入院中に、不慮の事故による傷害以外の治療を開始し入院を継続した場合で、その不慮の事故
による傷害以外の治療を開始した日以後の入院日数のうち、不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院と会社が認めた
入院日数については、不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院日数に含めて前条第１項の規定を適用します。

12．災害入院給付金の支払われる入院中に保険期間が満了した場合には、保険期間の満了時を含んで継続している入院は、保険
期間中の入院とみなして災害入院給付金の支払に関する規定を適用します。

13．被保険者の入院中に災害入院給付金日額が変更された場合には、災害入院給付金の支払額は、各日現在の災害入院給付金日
額に応じて計算します。

14．前条第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた傷害を直接の原因として、責任開始期以後に
災害死亡保険金、特定損傷治療給付金または災害入院給付金の支払事由に該当した場合は、次のとおりとします。

(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその傷害に関する事実にもとづいて承諾した場合には、
その承諾した範囲内で災害死亡保険金、特定損傷治療給付金または災害入院給付金を支払います。ただし、事実の一部
が告知されなかったことにより、その傷害に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その傷害について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドックを
含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、災害死亡保険金、特定損傷治療給付金または災害入院給
付金を支払います。ただし、その傷害による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合

災
害
保
障
保
険
普
通
保
険
約
款

151

約
款



を除きます。

（特定損傷治療給付金および災害入院給付金の支払限度）
第４条 特定損傷治療給付金および災害入院給付金の支払限度は次のとおりです。
(１) 特定損傷治療給付金

①同一の不慮の事故についての支払限度は、その給付倍率を通算して400倍とします。
②通算支払限度は、その給付倍率を通算して1,000倍とします。

(２) 災害入院給付金
通算支払限度は、支払日数1,095日とします。

（保険金等の請求）
第５条 保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金等の受取人は、遅滞なく会社に通知し

てください。
２．支払事由が生じた保険金等の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その保険金等を請求してください。
３．給付金の受取人が被保険者で、被保険者に給付金を請求できない特別な事情があるときは、請求時において次のいずれかの
条件を満たしている者が、その事情を会社に申し出て、会社が承諾した場合、被保険者の代理人として給付金を請求するこ
とができます。ただし、故意に給付金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を給付金の請求ができない状態に該
当させた者は、被保険者の代理人としての取扱を受けることができません。
(１) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の戸籍上の配偶者
(２) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の３親等内の親族
４．前項の場合、会社が給付金を支払った後に、重複してその給付金の請求を受けても、会社は、給付金を支払いません。

（保険金等の支払時期および支払場所）
第６条 保険金等は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定し
た場所で支払います。

２．保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等請求時までに会社に
提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を
含みます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着
した日の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は保険金等の請求をした者にその旨を通知し
ます。
(１) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(２) 保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合

保険金等の支払事由が発生した原因
(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前２号に定める事項、第18条（重大事由による解除）第１項第５号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、
被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する保険契約の締結時から
保険金等請求時までにおける事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、保
険金等を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複
数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は保険金等の
請求をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、

捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第
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４号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に
対する照会 180日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨
げ、またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、
これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。

（保険契約の消滅）
第７条 被保険者が保険期間中に死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場合、災害死亡保険金の支払事由が生じて
いるときを除き、保険契約者（保険契約者と被保険者が同一人の場合には、その法定相続人）は、すみやかに会社に通知し
てください。

３．保険料の払込

（保険料の払込）
第８条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第９条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日までの期間（以
下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者（災害死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人）に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険金等の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき保険金等から未払込保険料を差し引きます。

６．給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第10条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は
猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第９条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また
は会社の指定した場所に払い込むことができます。

５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第10条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。
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11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

４．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第10条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。

（猶予期間中に保険事故が生じた場合）
第11条 猶予期間中に保険金等の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき保険金等から未払込保険料を差し引きま
す。

２．前項の場合、第８条（保険料の払込）第６項の規定を準用します。

５．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第12条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

６．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第13条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第14条 保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結ま
たは復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第15条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事

項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第16条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事
実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。

２．会社は、保険金等の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社
は、保険金等を支払いません。もし、すでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求します。

３．前項の規定にかかわらず、保険金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保
険者または保険金等の受取人が証明したときは、保険金等を支払います。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金等の
受取人に通知します。
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（保険契約を解除できない場合）
第17条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第15条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第15条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて保険金等の支払事由が生じていた場合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第15条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第18条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または死亡保険金受取人が、災害死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名

称の如何を問いません。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合
(２) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂

を含みます。）をした場合
(３) この保険契約の保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(４) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反す

る状態がもたらされるおそれがある場合
(５) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営
に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(６) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間
で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死
亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前５号に掲げる事由と同等の事由
がある場合

２．会社は、保険金等の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、
前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等（前項第５号のみに該当した場合で、前項第５号①か
ら⑤までに該当した者が災害死亡保険金の受取人のみであり、その災害死亡保険金の受取人が災害死亡保険金の一部の受取
人であるときは、災害死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき災害死亡保険金をいいます。以下、本項において同
じ。）は支払いません。もし、すでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求します。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第16条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

７．解約および払戻金

（解約）
第19条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第20条 この保険契約には、第３条（保険金等の支払に関する補則）第３項の規定により責任準備金を支払う場合を除き、解約
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その他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

８．契約内容の変更

（災害入院給付金日額の減額）
第21条 保険契約者は、災害入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の災害入院給付金日額は、会社の定め
る金額以上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．災害入院給付金日額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

９．保険契約の更新

（保険契約の更新）
第22条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が保険期間満了の日の２週間前までに保険契約を更新しない旨を
会社に通知しない限り、保険契約（保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている保険契約に限ります。）は、保険期
間満了の日の翌日に更新されます。

２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(１) 更新後の保険契約（以下、本条において「更新後契約」といいます。）の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年

齢が会社の定める範囲をこえる場合
(２) この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
３．更新後契約の災害入院給付金日額は、更新前の保険契約（以下、本条において「更新前契約」といいます。）の災害入院給
付金日額と同一とします。

４．更新後契約の保険期間は、更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、会社の定めるところにより、保険期間を短縮し
て更新されることがあります。

５．更新後契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
６．更新後契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により計算します。
７．更新後契約の第１回保険料は、更新日（契約応当日）の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第８条（保

険料の払込）、第９条（保険料の払込方法〈経路〉）、第10条（猶予期間および保険契約の失効）および第11条（猶予期間中
に保険事故が生じた場合）の規定を準用します。

８．猶予期間内に前項の保険料の払込がないときは、更新はなかったものとし、保険契約は、更新前契約の保険期間満了日にさ
かのぼって消滅するものとします。

９．本条の規定によりこの保険契約が更新された場合には、第１条（責任開始期）、第２条（保険金および給付金の支払）、第３
条（保険金等の支払に関する補則）、第４条（特定損傷治療給付金および災害入院給付金の支払限度）、第16条（告知義務違
反による解除）および第17条（保険契約を解除できない場合）の適用に際しては、更新前契約の保険期間と更新後契約の保
険期間を継続した保険期間とみなします。

10．この保険契約が更新されたときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合に、保険証券は発行しません。
11．更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、更新時に取り扱っている会社所定の同種の保険種類により

更新されることがあります。

10．死亡保険金受取人および保険契約者

（死亡保険金受取人の変更）
第23条 保険契約者またはその承継人は、災害死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する
通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。

２．保険契約者が本条の変更をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。
４．第１項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に災害死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の
死亡保険金受取人から災害死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

５．死亡保険金受取人が災害死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
６．前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により
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死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
７．前２項により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

（保険契約者の変更）
第24条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者または死亡保険金受取人の代表者）
第25条 保険契約者が２人以上あるときまたは死亡保険金受取人が２人以上あるときは、各代表者１人を定めてください。その
代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取
人の１人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第26条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

11．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第27条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第18条（重大事由による解除）第１項第
５号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第28条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第29条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実
際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた
保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続し
ます。

13．契約者配当

（契約者配当）
第30条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

14．時効

（時効）
第31条 保険金等その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、３年間請求がない場合には消滅します。
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15．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第32条 この保険契約における保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金等の受取人（保険金等の受取
人が２人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地
方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。

15



女性疾病保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
１．責任開始期
第１条 責任開始期

２．給付金および保険金の支払
第２条 給付金および保険金の支払
第３条 給付金および保険金の支払に関する補則
第４条 女性疾病支援給付金および乳房再建給付金の支払限度
第５条 給付金および保険金の請求
第６条 給付金等の支払時期および支払場所

３．保険料の払込
第７条 保険料の払込
第８条 保険料の払込方法〈経路〉

４．猶予期間および保険契約の失効
第９条 猶予期間および保険契約の失効
第10条 猶予期間中に保険事故が生じた場合

５．保険契約の復活
第11条 保険契約の復活

６．保険契約の取消、無効および解除
第12条 詐欺による取消
第13条 不法取得目的による無効
第14条 告知義務
第15条 告知義務違反による解除
第16条 保険契約を解除できない場合
第17条 重大事由による解除

７．解約および払戻金
第18条 解約
第19条 払戻金

８．契約内容の変更
第20条 女性疾病支援給付金額の減額

９．保険契約の更新
第21条 保険契約の更新

10．死亡保険金受取人および保険契約者
第22条 死亡保険金受取人の変更
第23条 保険契約者の変更
第24条 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者
第25条 保険契約者の住所の変更

11．被保険者の職業、転居および旅行
第26条 被保険者の職業、転居および旅行

12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第27条 年齢の計算
第28条 契約年齢および性別の誤りの処理

13．契約者配当
第29条 契約者配当

14．時効
第30条 時効

15．管轄裁判所
第31条 管轄裁判所

16．特則
第32条 特別条件をつける場合の特則
第33条 インターネットによる申込に関する特則

女
性
疾
病
保
険
普
通
保
険
約
款

15

約
款



女性疾病保険普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中に所定の疾病の治療を目的として入院した場合、所定のガンと診断確定された場合、乳房再
建術を行った場合、または死亡した場合に、所定の給付金または保険金を支払うことを主な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、給付金または保険金の支払事由が生じたときは、前項の規定にかかわら

ず、会社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。この場合、保険料
に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、給付金または保険金の支払があるときは、過不足分を支
払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 死亡保険金受取人の氏名または名称
(５) 保険期間
(６) 女性疾病支援給付金額
(７) 保険料およびその払込方法
(８) 契約日
(９) 保険証券を作成した年月日

２．給付金および保険金の支払

（給付金および保険金の支払）
第２条 この保険契約において支払う給付金および保険金は次のとおりです。
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給付金
および
保険金
の種類

給付金および保険金を支払う場合（以下、「支
払事由」といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても給付金および保険金
を支払わない場合（以下、「免責事由」と
いいます。）

(１)
女
性
疾
病
支
援
給
付
金

被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを
満たす別表２に定める入院（以下、「入院」と
いいます。）を開始したとき
ただし、女性疾病支援給付金が支払われたこ
とがある場合には、直前に支払われた女性疾
病支援給付金の支払事由に該当した日からそ
の日を含めて180日を経過した日の翌日以後
に、次の条件のすべてを満たす入院を開始し
たときとします。
①責任開始期（復活が行われた場合は、最後
の復活の際の責任開始期）以後に発病した
別表14に定める疾病（以下、「女性疾病」と
いいます。）を直接の原因とする入院
②治療を目的とする別表２に定める病院また
は診療所（以下、「病院または診療所」とい
います。）における入院

女性疾病支援
給付金額

被
保
険
者

―

(２)
女
性
特
定
ガ
ン
治
療
給
付
金

被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当
したとき
①保険契約の締結の際の責任開始期の属する
日からその日を含めて90日を経過した日の
翌日（「女性特定ガンの責任開始日」といい
ます。ただし、女性特定ガンの責任開始日
以後に復活が行われた場合は、最後の復活
の際の責任開始期。以下、本条において同
じ。）以後に、初めて別表15に定める悪性新
生物（以下、「女性特定ガン」といいます。）
に罹患し、かつ、診断確定されたとき
②①による女性特定ガン治療給付金が支払わ
れたことがあり、かつ、直前に支払われた
女性特定ガン治療給付金の支払事由に該当
した日からその日を含めて２年を経過した
日の翌日以後に、女性特定ガンの治療を目
的とする病院または診療所における入院を
開始したとき

女性疾病支援
給付金額×５

被
保
険
者

―

女
性
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給付金
および
保険金
の種類

支払事由 支払額 受取人 免責事由

(３)
乳
房
再
建
給
付
金

被保険者が保険期間中に次のすべてに該当し
たとき
①女性特定ガンの責任開始日前に、別表15中
の乳房の悪性新生物（基本分類コードC50）
または乳房の上皮内癌（基本分類コードＤ
05）（以下、「乳ガン」といいます。）に罹患
したことがないこと
②女性特定ガンの責任開始日以後に、乳ガン
に罹患し、かつ、診断確定されたこと
③②の乳ガンの治療を目的として、病院また
は診療所において別表２に定める乳房の切
除術（以下、「乳房の切除術」といいます。）
を受けたこと
④③の乳房の切除術を受けた乳房について、
病院または診療所において別表２に定める
乳房再建術を受けたこと

１乳房につき、
女性疾病支援
給付金額×５

被
保
険
者

―

(４)
死
亡
保
険
金

被保険者が保険期間中に死亡したとき

女性疾病支援
給付金額×５

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①責任開始期（復活が行われた場合は、最
後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）
の属する日からその日を含めて３年以内
の被保険者の自殺

②保険契約者または死亡保険金受取人の故
意

２．前項において、女性特定ガンの診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされることを要します。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された場合は、女性
特定ガンと認めます。

３．第１項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡保険金の支払事由に該当した場合で、その原因により
支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金を削
減して支払うか、または支払わないことがあります。ただし、責任準備金がある場合には、支払額が責任準備金を下まわる
ことはありません。

４．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ保険契約者が死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である
場合を含みます。）の場合には、保険契約者を女性疾病支援給付金、女性特定ガン治療給付金および乳房再建給付金の受取
人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を女性疾病支援給
付金、女性特定ガン治療給付金および乳房再建給付金の受取人とします。

（給付金および保険金の支払に関する補則）
第３条 被保険者が女性疾病以外の原因により入院を開始し、その入院中に女性疾病の治療を開始した場合には、その女性疾病
の治療を開始した日に女性疾病を直接の原因として入院を開始したものとみなします。

２．直前に支払われた女性疾病支援給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日に、女性疾病
を直接の原因として被保険者が入院を継続している場合には、直前に支払われた女性疾病支援給付金の支払事由に該当した
日からその日を含めて180日を経過した日の翌日に女性疾病を直接の原因として入院を開始したものとみなして女性疾病支
援給付金の支払に関する規定を適用します。

３．被保険者が次の各号に該当する場合には、それぞれに定める日に女性特定ガンの治療を目的として入院を開始したものとみ
なして、女性特定ガン治療給付金の支払に関する規定を適用します。
(１) 直前に支払われた女性特定ガン治療給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて２年を経過した日の翌日に、女

性特定ガンの治療を目的として入院を継続している場合、直前に支払われた女性特定ガン治療給付金の支払事由に該当
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した日からその日を含めて２年を経過した日の翌日
(２) 女性特定ガン以外の原因により入院を開始し、その入院中に女性特定ガンの治療を開始した場合、女性特定ガンの治療

を開始した日
４．被保険者が責任開始期前に発病した女性疾病を直接の原因として入院した場合でも、責任開始期の属する日からその日を含

めて２年を経過した後に開始した入院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、女性疾病支援給付金の支払に関す
る規定を適用します。

５．被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
６．死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その一部
を免責とし、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額をその他の死亡保険金受取人に支払いま
す。

７．前条第１項に定める免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われない場合で、責任準備金があるときは、会社は、
責任準備金（前項に該当する場合には、支払われない死亡保険金部分と同じ割合の責任準備金）を保険契約者に支払います。
ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金を支払いま
せん。

８．前条第１項第１号および第２号に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた疾病を直接の原因として、
責任開始期以後に女性疾病支援給付金または女性特定ガン治療給付金の支払事由に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、

その承諾した範囲内で女性疾病支援給付金または女性特定ガン治療給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知さ
れなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その疾病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドックを
含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、女性疾病支援給付金または女性特定ガン治療給付金を支
払います。ただし、その疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

（女性疾病支援給付金および乳房再建給付金の支払限度）
第４条 女性疾病支援給付金および乳房再建給付金の支払限度は次のとおりです。
(１) 女性疾病支援給付金

通算支払限度は、支払回数50回とします。
(２) 乳房再建給付金

通算支払限度は、一乳房につき１回とします。

（給付金または保険金の請求）
第５条 女性疾病支援給付金、女性特定ガン治療給付金、乳房再建給付金または死亡保険金（以下、「給付金等」といいます。）

の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた給付金等の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
２．支払事由が生じた給付金等の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その給付金等を請求してください。
３．給付金の受取人が被保険者で、被保険者に給付金を請求できない特別な事情があるときは、請求時において次のいずれかの
条件を満たしている者が、その事情を会社に申し出て、会社が承諾した場合、被保険者の代理人として給付金を請求するこ
とができます。ただし、故意に被保険者を給付金の請求ができない状態に該当させた者は、被保険者の代理人としての取扱
を受けることができません。
(１) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の戸籍上の配偶者
(２) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の３親等内の親族
４．前項の場合、会社が給付金を支払った後に、重複してその給付金の請求を受けても、会社は、給付金を支払いません。

（給付金等の支払時期および支払場所）
第６条 給付金等は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定し

た場所で支払います。
２．給付金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金等請求時までに会社に
提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を
含みます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金等を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着
した日の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は給付金等の請求をした者にその旨を通知し
ます。
(１) 給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

給付金等の支払事由に該当する事実の有無

女
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(２) 給付金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合
給付金等の支払事由が発生した原因

(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因

(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前２号に定める事項、第17条（重大事由による解除）第１項第５号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、
被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金等請求の意図に関する保険契約の締結時から
給付金等請求時までにおける事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、給
付金等を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複
数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は給付金等の
請求をした者にその旨を通知します。

(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され
る照会 30日

(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ
く照会 90日

(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的
な特別の調査、分析または鑑定 90日

(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、
捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第
４号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に
対する照会 180日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨

げ、またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、
これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等を支払いません。

３．保険料の払込

（保険料の払込）
第７条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第８条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日までの期間（以
下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者（死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人）に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに給付金等の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき給付金等から未払込保険料を差し引きます。

６．給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第９条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は
猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第８条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
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３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また

は会社の指定した場所に払い込むことができます。
５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第９条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

４．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第９条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。

（猶予期間中に保険事故が生じた場合）
第10条 猶予期間中に給付金等の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき給付金等から未払込保険料を差し引きま
す。

２．前項の場合、第７条（保険料の払込）第６項の規定を準用します。

５．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第11条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

６．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第12条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第13条 保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結ま

たは復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第14条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事
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項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第15条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事
実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。

２．会社は、給付金等の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社
は、給付金等を支払いません。もし、すでに給付金等を支払っていたときは、その返還を請求します。

３．前項の規定にかかわらず、給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保
険者または給付金等の受取人が証明したときは、給付金等を支払います。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金等の
受取人に通知します。

（保険契約を解除できない場合）
第16条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第14条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第14条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて給付金等の支払事由が生じていた場合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第14条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第17条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の

如何を問いません。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合
(２) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂

を含みます。）をした場合
(３) この保険契約の給付金等の請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(４) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反す

る状態がもたらされるおそれがある場合
(５) 保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または給付金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営
に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(６) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間
で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死
亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前５号に掲げる事由と同等の事由
がある場合

２．会社は、給付金等の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、
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前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金等（前項第５号のみに該当した場合で、前項第５号①か
ら⑤までに該当した者が死亡保険金の受取人のみであり、その死亡保険金の受取人が死亡保険金の一部の受取人であるとき
は、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下、本項において同じ。）は支払いません。
もし、すでに給付金等を支払っていたときは、その返還を請求します。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第15条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

７．解約および払戻金

（解約）
第18条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第19条 この保険契約には、第３条（給付金および保険金の支払に関する補則）第７項の規定により責任準備金を支払う場合を
除き、解約その他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

８．契約内容の変更

（女性疾病支援給付金額の減額）
第20条 保険契約者は、女性疾病支援給付金額を減額することができます。ただし、減額後の女性疾病支援給付金額は、会社の
定める金額以上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．女性疾病支援給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

９．保険契約の更新

（保険契約の更新）
第21条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が保険期間満了の日の２週間前までに保険契約を更新しない旨を
会社に通知しない限り、保険契約（保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている保険契約に限ります。）は、保険期
間満了の日の翌日に更新されます。

２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(１) 更新後の保険契約（以下、本条において「更新後契約」といいます。）の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年

齢が会社の定める範囲をこえる場合
(２) この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
３．更新後契約の女性疾病支援給付金額は、更新前の保険契約（以下、本条において「更新前契約」といいます。）の女性疾病
支援給付金額と同一とします。

４．更新後契約の保険期間は、更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、会社の定めるところにより、保険期間を短縮し
て更新されることがあります。

５．更新後契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
６．更新後契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により計算します。
７．更新後契約の第１回保険料は、更新日（契約応当日）の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第７条（保

険料の払込）、第８条（保険料の払込方法〈経路〉）、第９条（猶予期間および保険契約の失効）および第10条（猶予期間中
に保険事故が生じた場合）の規定を準用します。

８．猶予期間内に前項の保険料の払込がないときは、更新はなかったものとし、保険契約は、更新前契約の保険期間満了日にさ
かのぼって消滅するものとします。

９．本条の規定によりこの保険契約が更新された場合には、第１条（責任開始期）、第２条（給付金および保険金の支払）、第３
条（給付金および保険金の支払に関する補則）、第４条（女性疾病支援給付金および乳房再建給付金の支払限度）、第15条（告
知義務違反による解除）および第16条（保険契約を解除できない場合）の適用に際しては、更新前契約の保険期間と更新後
契約の保険期間を継続した保険期間とみなします。

10．この保険契約が更新されたときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合に、保険証券は発行しません。
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11．更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、更新時に取り扱っている会社所定の同種の保険種類により
更新されることがあります。

10．死亡保険金受取人および保険契約者

（死亡保険金受取人の変更）
第22条 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知
により、死亡保険金受取人を変更することができます。

２．保険契約者が本条の変更をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。
４．第１項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡
保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

５．死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
６．前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により
死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。

７．前２項により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

（保険契約者の変更）
第23条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者または死亡保険金受取人の代表者）
第24条 保険契約者が２人以上あるときまたは死亡保険金受取人が２人以上あるときは、各代表者１人を定めてください。その
代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取
人の１人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第25条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

11．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第26条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第17条（重大事由による解除）第１項第
５号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第27条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第28条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実
際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた
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保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。
２．保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続し
ます。

13．契約者配当

（契約者配当）
第29条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

14．時効

（時効）
第30条 給付金等その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、３年間請求がない場合には消滅します。

15．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第31条 この保険契約における給付金等の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金等の受取人（給付金等の受取
人が２人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地
方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。

16．特則

（特別条件をつける場合の特則）
第32条 保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める標準に適合しないときは、会社は、その危
険の種類および程度に応じて、次の方法によりこの保険契約上の責任を負います。
指定疾病・指定部位不担保法
保険証券に表示された指定疾病（これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を含みます。）または指定部位に生じ
た疾病（別表６に定める感染症を除きます。）を直接の原因として会社が定める不担保期間中に女性疾病支援給付金の支払
事由に該当したときは、第２条（給付金および保険金の支払）の規定にかかわらず、女性疾病支援給付金を支払いません。
ただし、被保険者が不担保期間の満了日を含んで継続して入院したときは、その入院については、その満了日の翌日に入院
したものとして、第２条の規定を適用します。

２．本条の規定が適用されている保険契約を自動更新する場合は、保険期間満了の日における特別条件と同一の条件を、更新後
の保険契約にも適用するものとします。

（インターネットによる申込に関する特則）
第33条 保険契約者（保険契約者となる者を含みます。以下、同じとします。）が、インターネット（電子通信機器による電気
通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下、同じとします。）を媒介として保険契約の申込を行う場合
には、この特則を適用します。

２．この特則を適用した場合、次のとおり取り扱います。
(１) 保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
(２) 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面（以下、「申込画面」といいます。）において申込に係る所要

事項を入力（音声識別機能によるものを含みます。以下、同じとします。）し、インターネットを媒介として、会社に送
信することにより、保険契約の申込を行うものとします。

(３) 第14条（告知義務）を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち申込画面で会社が告知を求めた事項について、
保険契約者は、その申込画面に入力して、インターネットを媒介として、会社に送信することにより告知してください。」

(４) 第28条（契約年齢および性別の誤りの処理）の規定中、「保険契約申込書に記載された」は「保険契約の申込の際、」と
読み替えます。

(５) 会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとします。

女
性
疾
病
保
険
普
通
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（備考）
治療を目的とする入院
美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的と
する入院」には該当しません。
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終身がん治療保険（払戻金なし）普通保険約款 目次

この保険の趣旨
１．責任開始期
第１条 責任開始期

２．がんおよび上皮内新生物の定義および診断確定
第２条 がんおよび上皮内新生物の定義および診断確

定
３．保険契約の型
第３条 保険契約の型

４．給付金の支払
第４条 給付金の支払
第５条 給付金の支払に関する補則
第６条 給付金の支払限度
第７条 給付金の請求
第８条 給付金の支払時期および支払場所
第９条 保険契約の消滅

５．保険料の払込の免除
第10条 保険料の払込の免除
第11条 保険料の払込の免除の請求

６．保険料の払込
第12条 保険料の払込
第13条 保険料の払込方法〈経路〉

７．猶予期間および保険契約の失効
第14条 猶予期間および保険契約の失効
第15条 猶予期間中に保険事故が生じた場合

８．保険契約の復活
第16条 保険契約の復活

９．保険契約の取消、無効および解除
第17条 詐欺による取消
第18条 不法取得目的による無効
第19条 がん保障の責任開始日前のがん診断確定によ

る無効
第20条 告知義務
第21条 告知義務違反による解除
第22条 保険契約を解除できない場合
第23条 重大事由による解除

10．解約および払戻金
第24条 解約
第25条 払戻金

11．契約内容の変更
第26条 基本給付金額の減額

12．保険契約者
第27条 保険契約者の変更
第28条 保険契約者の代表者
第29条 保険契約者の住所の変更

13．被保険者の職業、転居および旅行
第30条 被保険者の職業、転居および旅行

14．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第31条 年齢の計算
第32条 契約年齢および性別の誤りの処理

15．契約者配当
第33条 契約者配当

16．時効
第34条 時効

17．管轄裁判所
第35条 管轄裁判所

18．インターネットによる申込に関する特則
第36条 インターネットによる申込に関する特則

19．他の保険契約を解約し、同時にこの保険契約を締結し
た場合の特則
第37条 他の保険契約を解約し、同時にこの保険契約

を締結した場合の特則
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終身がん治療保険（払戻金なし）普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中にがんもしくは上皮内新生物の治療を目的として抗がん剤治療、ホルモン剤治療、放射線治
療または手術を受けた場合、またはがんと診断確定された場合に、所定の給付金を支払うことを主な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、会
社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。この場合、保険料に超過
分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 保険期間
(５) 給付金の額
(６) 保険料およびその払込方法
(７) 契約日
(８) 保険証券を作成した年月日

２．がんおよび上皮内新生物の定義および診断確定

（がんおよび上皮内新生物の定義および診断確定）
第２条 この保険契約において「がん」とは、別表18に定める悪性新生物をいいます。
２．この保険契約において「上皮内新生物」とは、別表19に定める上皮内新生物をいいます。
３．がんまたは上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされることを要します。た
だし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された場合には、その
診断確定も認めます。

３．保険契約の型

（保険契約の型）
第３条 保険契約者は、保険契約の締結の際、次のいずれかの保険契約の型を指定してください。

保険契約の型 Ⅰ型 Ⅱ型

給付金の種類

(１) 抗がん剤治療給付金
(２) ホルモン剤治療給付金
(３) 放射線治療給付金
(４) 手術給付金
(５) がん治療支援給付金

(１) 抗がん剤治療給付金
(２) ホルモン剤治療給付金
(３) 放射線治療給付金
(４) 手術給付金

２．前項により指定された保険契約の型の変更は取り扱いません。
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４．給付金の支払

（給付金の支払）
第４条 この保険契約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

(１)
抗
が
ん
剤
治
療
給
付
金

被保険者が、次のすべてに該当したとき
①責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（以下、「が
ん保障の責任開始日」といいます。ただし、がん保障の責任開始日以後に復活
が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）以後の保険期
間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める抗がん剤治療（以下、「抗が
ん剤治療」といいます。）を受けたとき
アがん保障の責任開始日以後に診断確定されたがんまたは上皮内新生物の治療
を直接の目的とする抗がん剤治療
イ別表２に定める公的医療保険制度（以下、「公的医療保険制度」といいます。）
にもとづく医科診療報酬点数表（以下、「医科診療報酬点数表」といいます。）
または公的医療保険制度にもとづく歯科診療報酬点数表（別表２）（以下、「歯
科診療報酬点数表」といいます。）により別表22に定める抗がん剤（以下、「抗
がん剤」といいます。）にかかる薬剤料または処方せん料が算定される抗が
ん剤治療

②第31条（年齢の計算）第２項に定めるところにより計算した、支払事由に該当
した時の被保険者の年齢が80歳未満のとき

支払事由に該当する日が
属する月ごとに、

基本給付金額

被
保
険
者

(２)
ホ
ル
モ
ン
剤
治
療
給
付
金

被保険者が、次のすべてに該当したとき
①がん保障の責任開始日以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に
定めるホルモン剤治療（以下、「ホルモン剤治療」といいます。）を受けたとき
アがん保障の責任開始日以後に診断確定されたがんまたは上皮内新生物の治療
を直接の目的とするホルモン剤治療
イ医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により別表23に定めるホルモ
ン剤（以下、「ホルモン剤」といいます。）にかかる薬剤料または処方せん料
が算定されるホルモン剤治療

②第31条第２項に定めるところにより計算した、支払事由に該当した時の被保険
者の年齢が80歳未満のとき

支払事由に該当する日が
属する月ごとに、
基本給付金額の20％

被
保
険
者

(３)
放
射
線
治
療
給
付
金

被保険者が、がん保障の責任開始日以後の保険期間中に次の条件のすべてを満た
す放射線治療を受けたとき
①がん保障の責任開始日以後に診断確定されたがんまたは上皮内新生物の治療を
直接の目的とする放射線治療
②別表２に定める病院または診療所（以下、「病院または診療所」といいます。）
における放射線治療
③医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治
療。ただし、血液照射は除きます。（歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算
定対象として列挙されている放射線治療のうち医科診療報酬点数表においても
放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を含みます。）

放射線治療１回につき、
基本給付金額

被
保
険
者
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給付金
の種類

支払事由 支払額 受取人

(４)
手
術
給
付
金

被保険者が、がん保障の責任開始日以後の保険期間中に次の条件のすべてを満た
す手術を受けたとき
①がん保障の責任開始日以後に診断確定されたがんまたは上皮内新生物の治療を
直接の目的とする手術
②病院または診療所における手術
③次のアまたはイのいずれかに該当する手術
ア医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術（歯科診
療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術のうち医科診療
報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みま
す。）
イ医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術
（別表２）

手術１回につき、
基本給付金額

被
保
険
者

(５)
が
ん
治
療
支
援
給
付
金

被保険者が、がん保障の責任開始日以後の保険期間中に、初めてがんと診断確定
されたとき

基本給付金額×５

被
保
険
者

２．前項の規定にかかわらず、保険契約者が法人の場合には、保険契約者を抗がん剤治療給付金、ホルモン剤治療給付金、放射
線治療給付金、手術給付金およびがん治療支援給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその
旨を保険証券に記載したときは、被保険者を抗がん剤治療給付金、ホルモン剤治療給付金、放射線治療給付金、手術給付金
およびがん治療支援給付金の受取人とします。

（給付金の支払に関する補則）
第５条 抗がん剤治療またはホルモン剤治療については、次の各号に定める場合に応じて当該各号に定める日に、被保険者が抗
がん剤治療またはホルモン剤治療を受けたものとして取り扱います。
(１) 注射による投与が医師（看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。以下本号において同じ。）

により行われた場合
医師により当該抗がん剤またはホルモン剤が投与された日

(２) 経口による投与が行われた場合
医師が作成した処方せんに基づく当該抗がん剤またはホルモン剤の投薬期間に属する日のうち、当該抗がん剤またはホ
ルモン剤を投与すべきとされた日（ただし、被保険者が生存している日に限ります。）

(３) 前２号に該当しない場合
医師が当該抗がん剤またはホルモン剤を処方した日

２．同一の月に抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する日が複数回ある場合には、第４条（給付金の支払）第１項の規定にか
かわらず、その月の最初に支払事由に該当した抗がん剤治療についてのみ抗がん剤治療給付金を支払います。

３．同一の月にホルモン剤治療給付金の支払事由に該当する日が複数回ある場合には、第４条第１項の規定にかかわらず、その
月の最初に支払事由に該当したホルモン剤治療についてのみホルモン剤治療給付金を支払います。

４．抗がん剤治療およびホルモン剤治療について、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により抗がん剤またはホルモ
ン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されることには、医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表または厚生労働大
臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、抗がん剤またはホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料に
相当する費用が含まれる場合を含みます。

５．被保険者が第４条第１項に定める放射線治療を複数回受けた場合には、第４条第１項の規定にかかわらず、放射線治療給付
金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放
射線治療給付金を支払いません。
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６．被保険者が第４条第１項に定める手術を同一の日に複数回受けた場合（１回の手術が２日以上にわたった場合には、その手
術の開始日をその手術を受けた日とみなします。）には、第４条第１項の規定にかかわらず、いずれか１回の手術について
のみ手術給付金を支払います。

７．被保険者が第４条第１項に定める手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表において手術料が１日につき算定さ
れるものとして定められている手術を受けたときは、その手術については、第４条第１項の規定にかかわらず、その手術を
受けた１日目についてのみ手術給付金を支払います。

８．被保険者が第４条第１項に定める同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治
療過程に連続して受けた場合でも手術料が１回のみ算定されるものとして定められる手術に該当するときは、第４条第１項
の規定にかかわらず、いずれか１回の手術についてのみ手術給付金を支払います。

（給付金の支払限度）
第６条 抗がん剤治療給付金、ホルモン剤治療給付金およびがん治療支援給付金の支払限度は次のとおりです。

給付金の種類 支払限度

抗がん剤治療給付金 支払月数を通算して36ヵ月

ホルモン剤治療給付金 支払月数を通算して60ヵ月

がん治療支援給付金 １回限り

（給付金の請求）
第７条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく
ださい。

２．支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その給付金を請求してください。

（給付金の支払時期および支払場所）
第８条 給付金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した
場所で支払います。

２．給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求をした者にその旨を通知します。
(１) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

給付金の支払事由に該当する事実の有無
(２) 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

給付金の支払事由が発生した原因
(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前２号に定める事項、第23条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約
者もしくは被保険者の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時まで
における事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、給
付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者または被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他
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の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第４号に定める事項
に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180
日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。

（保険契約の消滅）
第９条 被保険者が保険期間中に死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場合、保険契約者（保険契約者と被保険者

が同一人の場合には、その法定相続人）は、遅滞なく会社に通知してください。

５．保険料の払込の免除

（保険料の払込の免除）
第10条 次の各号のいずれかに定める保険料の払込を免除する場合（以下、「保険料の払込の免除事由」といいます。）に該当し
たときは、会社は、将来に向かって保険料の払込を免除します。

保険料の払込の免除事由 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合

(１) 被保険者が、責任開始期（復活が行われた場
合には、最後の復活の際の責任開始期。以下
同じ。）以後に発生した不慮の事故（別表３）
による傷害を直接の原因として、その事故の
日からその日を含めて180日以内に、別表20に
定める身体障害の状態（以下、「身体障害の状
態」といいます。）に該当したとき。この場合、
責任開始期前にすでにあった障害状態に責任
開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新
たに加わって身体障害の状態に該当したとき
を含みます。

次のいずれかにより被保険者が保険料の払込の免除事由に該当したとき
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じ
た事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をし
ている間に生じた事故

(２) 被保険者が、がん保障の責任開始日以後に初
めてがんと診断確定されたとき

―

２．被保険者が、次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の
数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
３．第１項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、保険料の払込の免除事由の発生時以後、引き続き払込
があったものとして取り扱います。

４．保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、第26条（基本給付金額の減額）の
規定は適用しません。

５．保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。

（保険料の払込の免除の請求）
第11条 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は遅滞なく会社に通知してください。
２．保険契約者は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、保険料の払込の免除を請求してください。
３．本条の保険料の払込の免除の請求については第８条（給付金の支払時期および支払場所）の規定を準用します。

６．保険料の払込

（保険料の払込）
第12条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
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２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第13条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日までの期間（以
下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。

６．給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第14条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は
猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。

７．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保
険契約者は、第２項の保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満
了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第13条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した方法により、保険料を会社の本社また
は会社の指定した場所に払い込むことができます。

５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第14条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した方法により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

７．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第14条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。

（猶予期間中に保険事故が生じた場合）
第15条 猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。
２．前項の場合、第12条（保険料の払込）第６項の規定を準用します。
３．猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んで
ください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険
料の払込を免除しません。
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８．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第16条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

９．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第17条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第18条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または

復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（がん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効）
第19条 被保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契
約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、保険契約または保険契約の復活は無効とします。（上皮内新生物
と診断確定された場合は本条の無効の対象とはなりません。）

２．前項の場合、すでに払い込まれた保険料（復活の際の無効の場合には、復活の際の延滞保険料および復活以後の保険料とし
ます。）は次のとおり取り扱います。
(１) 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者がともに知らなかった場合には、

保険契約者に払い戻します。
(２) 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていた場

合には、払い戻しません。
(３) 告知の時からがん保障の責任開始日の前日までに被保険者ががんと診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻

します。
３．本条の適用がある場合は、第21条（告知義務違反による解除）および第23条（重大事由による解除）の規定は適用しません。

（告知義務）
第20条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事

項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第21条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事

実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
２．会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること

ができます。この場合、会社は、給付金の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに給付金を支払ってい
たときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかった
ものとして取り扱います。

３．前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかっ
たことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまた保険料の払込を免除します。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者に通知します。
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（保険契約を解除できない場合）
第22条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第20条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第20条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場
合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第20条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第23条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂

を含みます。）をした場合
(２) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(３) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反す

る状態がもたらされるおそれがある場合
(４) 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者または被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約
もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、
この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由がある場合

２．会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払または保険料の払込
の免除事由による保険料の払込免除は行いません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、
保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第21条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

10．解約および払戻金

（解約）
第24条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第25条 この保険契約には、解約その他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。
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11．契約内容の変更

（基本給付金額の減額）
第26条 保険契約者は、基本給付金額を減額することができます。ただし、減額後の基本給付金額は、会社の定める金額以上で
あることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．基本給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

12．保険契約者

（保険契約者の変更）
第27条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者の代表者）
第28条 保険契約者が２人以上あるときは、代表者１人を定めてください。その代表者は、他の保険契約者を代理するものとし
ます。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者の１人に対してした行
為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第29条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

13．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第30条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第23条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

14．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第31条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第32条 保険契約の申込の際、被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年
齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料
を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約の申込の際、被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。
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15．契約者配当

（契約者配当）
第33条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

16．時効

（時効）
第34条 給付金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、３年間請求がない場合
には消滅します。

17．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第35条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人（給付金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
所をもって、合意による管轄裁判所とします。

２．この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。

18．インターネットによる申込に関する特則

（インターネットによる申込に関する特則）
第36条 保険契約者（保険契約者となる者を含みます。以下、本条において同じとします。）が、インターネット（電子通信機
器による電気通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下、同じとします。）を媒介として保険契約の申
込を行う場合には、この特則を適用します。

２．この特則を適用した場合、次のとおり取り扱います。
(１) 保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
(２) 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面（以下、「申込画面」といいます。）において申込に係る所要

事項を入力（音声識別機能によるものを含みます。以下、同じとします。）し、インターネットを媒介として、会社に送
信することにより、保険契約の申込を行うものとします。

(３) 第20条（告知義務）を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち申込画面で会社が告知を求めた事項について、
保険契約者は、その申込画面に入力して、インターネットを媒介として、会社に送信することにより告知してください。」

(４) 会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとします。

19．他の保険契約を解約し、同時にこの保険契約を締結した場合の特則

（他の保険契約を解約し、同時にこの保険契約を締結した場合の特則）
第37条 会社が認めた方法により、会社が定める他の保険契約を解約し、同時にこの保険契約を締結した場合で、被保険者が、

告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までに上皮内新生物と診断確定されていた場合は、保険契約者また
は被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、保険契約は無効とします。

２．前項の場合、すでに払い込まれた保険料は次のとおり取り扱います。
(１) 告知前に、被保険者が上皮内新生物と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者がともに知らなかった場

合には、保険契約者に払い戻します。
(２) 告知前に、被保険者が上皮内新生物と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っ

ていた場合には、払い戻しません。
(３) 告知の時からがん保障の責任開始日の前日までに被保険者が上皮内新生物と診断確定されていた場合には、保険契約者

に払い戻します。
３．本条の適用がある場合は、第21条（告知義務違反による解除）および第23条（重大事由による解除）の規定は適用しません。
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（備考）
治療を直接の目的とする手術
治療を伴わない診断・検査（生検、腹腔鏡検査など）のための手術などは、「治療を直接の目的とする手術」には該当しません。
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認知症保険（払戻金なし）普通保険約款 目次

この保険の趣旨
１．保険期間の始期および責任開始
第１条 保険期間の始期
第２条 責任開始

２．認知症の定義および診断確定
第３条 認知症の定義および診断確定

３．給付金の支払
第４条 給付金の支払
第５条 給付金の支払に関する補則
第６条 給付金の請求
第７条 給付金の支払時期および支払場所
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第11条 猶予期間および保険契約の失効
第12条 猶予期間中に保険事故が生じた場合

６．保険契約の復活
第13条 保険契約の復活
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第14条 詐欺による取消
第15条 不法取得目的による無効
第16条 責任開始日前の認知症診断確定による無効
第17条 告知義務
第18条 告知義務違反による解除
第19条 保険契約を解除できない場合
第20条 重大事由による解除

８．解約および払戻金
第21条 解約
第22条 払戻金

９．契約内容の変更
第23条 認知症診断給付金額の減額

10．保険契約者
第24条 保険契約者の変更
第25条 保険契約者の代表者
第26条 保険契約者の住所の変更

11．被保険者の職業、転居および旅行
第27条 被保険者の職業、転居および旅行

12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第28条 年齢の計算
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13．契約者配当
第30条 契約者配当
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第31条 時効

15．管轄裁判所
第32条 管轄裁判所
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第33条 インターネットによる申込に関する特則

第34条 介護給付特約（払戻金なし）または精神疾患
併発入院特約（払戻金なし）が付加された場
合の特則
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認知症保険（払戻金なし）普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が所定の認知症に該当した場合に、所定の給付金を支払うことを主な内容とするものです。

１．保険期間の始期および責任開始

（保険期間の始期）
第１条 会社は、次の時を保険期間の始期とします。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の保険期間の始期の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 保険期間
(５) 認知症診断給付金の額
(６) 保険料およびその払込方法
(７) 契約日
(８) 保険証券を作成した年月日

（責任開始）
第２条 保険期間の始期の属する日からその日を含めて１年を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社は、その日から保険契
約上の責任を負います。

２．認知症の定義および診断確定

（認知症の定義および診断確定）
第３条 この保険契約において「認知症」とは、別表26に定める認知症をいいます。
２．認知症の診断確定は、次の各号のすべての検査によりなされることを要します。
(１) 認知機能検査
(２) 画像検査
３．前項の検査を受けられない場合で、他の所見によって認知症と医師により診断確定され、その診断確定の根拠が合理的であ
ると認められるときは、会社は、前項の検査を行わない方法による診断確定を認めることがあります。

３．給付金の支払

（給付金の支払）
第４条 この保険契約において支払う給付金は次のとおりです。
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給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても給付金を支払わない
場合（以下、「免責事由」といいます。）

認
知
症
診
断
給
付
金

被保険者が責任開始日（復活が行われた
場合は、最後の復活の際の責任開始期。
以下同じ。）以後に、責任開始日前を含
めてはじめて認知症と診断確定されたと
き

認知症診断給付金額

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の薬物依存

２．前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により認知症診断給付金の支払事由に該当した場合で、その原因に
より支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、認知症診断
給付金を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、支払額が責任準備金を下まわることはありません。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人の場合には、保険契約者を認知症診断給付金の受取人とします。ただし、保
険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を認知症診断給付金の受取人とします。

（給付金の支払に関する補則）
第５条 前条第１項に定める免責事由に該当したことにより認知症診断給付金が支払われない場合で、責任準備金があるときは、

会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意または重大な過失により被保険者を認知症診断
給付金の支払事由に該当させたことにより認知症診断給付金が支払われない場合には、責任準備金を支払いません。

（給付金の請求）
第６条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく
ださい。

２．支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その給付金を請求してください。

（給付金の支払時期および支払場所）
第７条 給付金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した
場所で支払います。

２．給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求をした者にその旨を通知します。
(１) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

給付金の支払事由に該当する事実の有無
(２) 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

給付金の支払事由が発生した原因
(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前２号に定める事項、第20条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約
者もしくは被保険者の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時まで
における事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、給
付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は給付金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
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(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的
な特別の調査、分析または鑑定 90日

(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者または被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他
の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第４号に定める事項
に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180
日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。

（保険契約の消滅）
第８条 次の各号のいずれかに該当した場合、この保険契約は消滅します。
(１) 被保険者が認知症診断給付金の支払事由に該当したとき
(２) 被保険者が死亡したとき。この場合、保険契約者（保険契約者と被保険者が同一人の場合には、その法定相続人）は、

遅滞なく会社に通知してください。

４．保険料の払込

（保険料の払込）
第９条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第10条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間（以下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者（認知症診断給付金を支払うときは認知症診断給付金の受取人）に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第10条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また
は会社の指定した場所に払い込むことができます。

５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第11条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
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きないものとします。
11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

５．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第11条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。

（猶予期間中に保険事故が生じた場合）
第12条 猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。

６．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第13条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。この場合、会社は、次のいずれか遅い時から、復活後の保険契約上の責任を負い、その責
任が開始される日を復活日とします。
(１) 延滞保険料を受け取った時
(２) 告知の時
４．前項の規定にかかわらず、復活日が第２条（責任開始）に定める責任開始日の前日以前の場合には、会社は、第２条に定め
る責任開始日から保険契約上の責任を負います。

５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

７．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第14条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第15条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または

復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（責任開始日前の認知症診断確定による無効）
第16条 被保険者が、告知前または告知の時から責任開始日の前日までに認知症と診断確定されていた場合は、保険契約者また

は被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、保険契約または保険契約の復活は無効とします。
２．前項の場合、すでに払い込まれた保険料（復活の際の無効の場合には、復活の際の延滞保険料および復活以後の保険料とし
ます。）は次のとおり取り扱います。
(１) 告知前に、被保険者が認知症と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者がともに知らなかった場合には、

保険契約者に払い戻します。
(２) 告知前に、被保険者が認知症と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていた

場合には、払い戻しません。
(３) 告知の時から責任開始日の前日までに被保険者が認知症と診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
３．本条の適用がある場合は、第18条（告知義務違反による解除）および第20条（重大事由による解除）の規定は適用しません。

（告知義務）
第17条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事
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項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第18条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事
実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。

２．会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、
給付金の支払を行いません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。

３．前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険
者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払います。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者に通知します。

（保険契約を解除できない場合）
第19条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第17条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第17条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 保険期間の始期の属する日（復活が行われた場合は、最後の復活の日。以下、本号において同じ。）からその日を含めて
２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、保険期間の始期の属する日から２年以内に解除の原因となる事
実にもとづいて給付金の支払事由が生じていた場合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第17条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第20条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂

を含みます。）をした場合
(２) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(３) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反す

る状態がもたらされるおそれがある場合
(４) 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者または被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約
もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、
この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由がある場合

２．会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前
項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払は行いません。もし、すでに給付金を支払っていた
ときは、その返還を請求します。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第18条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。
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８．解約および払戻金

（解約）
第21条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第22条 この保険契約には、第５条（給付金の支払に関する補則）の規定により責任準備金を支払う場合を除き、解約その他に
より保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

９．契約内容の変更

（認知症診断給付金額の減額）
第23条 保険契約者は、認知症診断給付金額を減額することができます。ただし、減額後の認知症診断給付金額は、会社の定め
る金額以上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．認知症診断給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。

10．保険契約者

（保険契約者の変更）
第24条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

（保険契約者の代表者）
第25条 保険契約者が２人以上あるときは、代表者１人を定めてください。その代表者は、他の保険契約者を代理するものとし
ます。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者の１人に対してした行
為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第26条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

11．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第27条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第20条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第28条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。
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（契約年齢および性別の誤りの処理）
第29条 保険契約の申込の際、被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年

齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料
を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約の申込の際、被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

13．契約者配当

（契約者配当）
第30条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

14．時効

（時効）
第31条 給付金その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、３年間請求がない場合には消滅します。

15．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第32条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人（給付金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
所をもって、合意による管轄裁判所とします。

16．特則

（インターネットによる申込に関する特則）
第33条 保険契約者（保険契約者となる者を含みます。以下、本条において同じとします。）が、インターネット（電子通信機
器による電気通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下、同じとします。）を媒介として保険契約の申
込を行う場合には、この特則を適用します。

２．この特則を適用した場合、次のとおり取り扱います。
(１) 保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
(２) 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面（以下、「申込画面」といいます。）において保険契約の申込

に係る所要事項を入力（音声認識機能によるものを含みます。以下、同じとします。）し、インターネットを媒介として、
会社に送信することにより、保険契約の申込を行うものとします。

(３) 第17条（告知義務）を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち申込画面で会社が告知を求めた事項について、
保険契約者は、その申込画面に入力して、インターネットを媒介として、会社に送信することにより告知してください。」

(４) 会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとします。

（介護給付特約（払戻金なし）または精神疾患併発入院特約（払戻金なし）が付加された場合の特則）
第34条 認知症診断給付金の支払事由に該当し認知症診断給付金が支払われる場合で、この保険契約に介護給付特約（払戻金な

し）または精神疾患併発入院特約（払戻金なし）が付加されているときは、第８条（保険契約の消滅）第１号の規定にかか
わらず、この保険契約は消滅しません。

２．前項の場合、第９条（保険料の払込）の規定にかかわらず、認知症診断給付金の支払事由が発生した日が属する月の翌月以
後の保険料の払込は不要とし、保険料の払込に関する規定は適用しません。

３．認知症診断給付金の支払事由発生時後、この保険契約に付加された介護給付特約（払戻金なし）および精神疾患併発入院特
約（払戻金なし）がすべて消滅した場合には、この保険契約は消滅します。

（備考）
薬物依存
「薬物依存」とは、平成21年３月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中の分類番号 F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、
F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬
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低解約払戻金型終身保険普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当した場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支払うことを主
な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項

の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。
この場合、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金の支払があるときは、過不足分
を支払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 死亡保険金受取人の氏名または名称
(５) 保険期間
(６) 保険金額
(７) 保険料およびその払込方法
(８) 契約日
(９) 保険証券を作成した年月日

２．保険金の支払

（保険金の支払）
第２条 この保険契約において支払う保険金は次のとおりです。

保険金
の種類

保険金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても保険金を支払わない
場合（以下、「免責事由」といいます。）

(１)
死
亡
保
険
金

被保険者が死亡したとき

保険金額

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①責任開始期（復活が行われた場合は、最
後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）
の属する日からその日を含めて３年以内
の被保険者の自殺

②保険契約者または死亡保険金受取人の故
意
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保険金
の種類

支払事由 支払額 受取人 免責事由

(２)
高
度
障
害
保
険
金

被保険者が責任開始期以後に生じた傷害ま
たは疾病を直接の原因として別表10に定め
る高度障害状態（以下、「高度障害状態」
といいます。）に該当したとき。
この場合、責任開始期前にすでに生じてい
た障害状態に責任開始期以後の傷害または
疾病（責任開始期前にすでに生じていた障
害状態の原因となった傷害または疾病と因
果関係のない傷害または疾病に限ります。）
を原因とする障害状態が新たに加わって高
度障害状態に該当したときを含みます。

保険金額

被
保
険
者

保険契約者または被保険者の故意により支
払事由に該当したとき

２．前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当した場合
で、その原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社
は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、支払額が責任準備金を下
まわることはありません。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人であ
る場合を含みます。）の場合、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社
がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を高度障害保険金の受取人とします。

（保険金の支払に関する補則）
第３条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
２．死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その一部
を免責とし、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額をその他の死亡保険金受取人に支払いま
す。

３．高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支
払いません。

４．高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
５．前条第１項に定める免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われない場合には、会社は、責任準備金（第２項に該

当する場合には、支払われない保険金部分と同じ割合の責任準備金）を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故
意に被保険者を死亡させたことにより死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金を支払いません。

６．高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
７．前条第１項第２号に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害（以下、本項において
「疾病等」といいます。）を直接の原因として、責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその疾病等に関する事実にもとづいて承諾した場合

には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その
疾病等に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドック
を含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病等に
よる症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

（保険金の請求）
第４条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく

ださい。
２．支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その保険金を請求してください。

（保険金の支払時期および支払場所）
第５条 保険金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した

場所で支払います。
２．保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出
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された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は保険金の請求をした者にその旨を通知します。
(１) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

保険金の支払事由に該当する事実の有無
(２) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

保険金の支払事由が発生した原因
(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前２号に定める事項、第17条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、
被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保
険金請求時までにおける事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、保
険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は保険金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、

捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第
４号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に
対する照会 180日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。

３．保険料の払込の免除

（保険料の払込の免除）
第６条 次に定める保険料の払込を免除する場合（以下、「保険料の払込の免除事由」といいます。）に該当したときは、会社は、
将来に向かって保険料の払込を免除します。

保険料の払込の免除事由
保険料の払込の免除事由に該当しても
保険料の払込を免除しない場合

被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故（別表３）
による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含
めて180日以内に別表17に定める身体障害の状態（以下、「身体
障害の状態」といいます。）に該当したとき。
この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開
始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障
害の状態に該当したときを含みます。

次のいずれかにより被保険者が保険料の払込の免除事由に該
当したとき
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転してい
る間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当す
る運転をしている間に生じた事故

２．被保険者が、次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の
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数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
３．第１項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、保険料の払込の免除事由の発生時以後、引き続き払込

があったものとして取り扱います。
４．保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、第21条（保険金額の減額）の規定
は適用しません。

５．保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
６．本条の保険料の払込の免除については、第３条（保険金の支払に関する補則）第７項の規定を準用します。

（保険料の払込の免除の請求）
第７条 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は遅滞なく会社に通知してください。
２．保険契約者は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、保険料の払込の免除を請求してください。
３．本条の保険料の払込の免除の請求については第５条（保険金の支払時期および支払場所）の規定を準用します。

４．保険料の払込

（保険料の払込）
第８条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第９条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日までの期間（以
下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者（保険金を支払うときは保険金の受取人）に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき保険金から未払込保険料を差し引きます。

６．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保
険契約者は、第２項の保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満
了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第９条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また
は会社の指定した場所に払い込むことができます。

５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第10条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。
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10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

５．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第10条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合には、保険
契約者は、解約払戻金を請求することができます。

３．猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき保険金から未払込保険料を差し引きます。
４．猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んで
ください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険
料の払込を免除しません。

６．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第11条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて３年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。ただし、保険契約者が解約払戻金を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

７．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第12条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第13条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または

復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第14条 保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会
社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社
の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第15条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事
実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。

２．会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合、会社は、保険金の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに保険金を支払ってい
たときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかった
ものとして取り扱います。

３．前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によ
らなかったことを、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を
免除します。
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４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受
取人に通知します。

５．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。

（保険契約を解除できない場合）
第16条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第14条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第14条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場
合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第14条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第17条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の

如何を問いません。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合
(２) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招

致（未遂を含みます。）をした場合
(３) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(４) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること

②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間
で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死
亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由
がある場合

２．会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金（前項第４号のみに該当し
た場合で、前項第４号①から⑤までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取
人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。）の支払また
は保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除は行いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還
を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第15条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。
４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
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８．解約および払戻金

（解約）
第18条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第19条 解約払戻金は、保険料払込年月数により計算した金額に、解約払戻金の水準を低くする割合（７割とします。）を乗じ
て計算します。

２．会社は、保険証券を交付する際に、会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
３．解約払戻金の支払時期および支払場所については、第５条（保険金の支払時期および支払場所）の規定を準用します。

（債権者等による解約）
第20条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者（以下、「債権者等」といいます。）による保険契約の解約
は、解約の請求の通知が会社に到着した時から１ヵ月を経過した日に効力を生じます。

２．前項の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、
前項の期間が経過するまでに、所定の金額（解約の請求の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債
権者等に支払うべき金額）を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。

(１) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(２) 保険契約者でないこと
３．保険金の受取人が前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
４．第１項の解約の請求の通知が会社に到着した日以後、解約の効力が生じるまで、または第２項の規定により効力が生じない

こととなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、支払うべき金額の限度で、第２項に定め
る所定の金額を債権者等に支払います。この場合、支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険
金の受取人に支払います。

９．契約内容の変更

（保険金額の減額）
第21条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であること
を要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．保険金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

10．死亡保険金受取人および保険契約者

（死亡保険金受取人の変更）
第22条 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知
により、死亡保険金受取人を変更することができます。

２．保険契約者が本条の変更をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。
４．第１項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡

保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
５．死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
６．前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により
死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。

７．前２項により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

（保険契約者の変更）
第23条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
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２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者または死亡保険金受取人の代表者）
第24条 保険契約者が２人以上あるときまたは死亡保険金受取人が２人以上あるときは、各代表者１人を定めてください。その
代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取
人の１人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第25条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

11．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第26条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第17条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第27条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第28条 保険契約の申込の際、被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年
齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料
を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約の申込の際、被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

13．契約者配当

（契約者配当）
第29条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

14．時効

（時効）
第30条 保険金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、３年間請求がない場合
には消滅します。

15．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第31条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人（保険金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
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所をもって、合意による管轄裁判所とします。
２．この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。

16．（削除）

第32条 （削除）

17．特別条件をつける場合の特則

（特別条件をつける場合の特則）
第33条 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める標準と適合しないときは、会社は、その危険の種類お
よび程度に応じて、次の各号のうちいずれか１つまたは２つを併用する方法により、この保険契約上の責任を負います。
(１) 保険金削減支払法

会社の定める保険金削減期間内に、被保険者が死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当したときは、第２条（保
険金の支払）第１項の規定にかかわらず、契約日からその日を含めて保険金の支払事由に該当した時までの経過期間に
応じ、第２条第１項に定める保険金の支払額に、次表に定める割合を乗じた金額を死亡保険金または高度障害保険金の
支払額とします。ただし、その原因が別表３に定める不慮の事故または別表６に定める感染症によるときは、第２条第
１項に定める支払額を死亡保険金または高度障害保険金の支払額とします。

経過期間
削減期間

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

１年 50％ ― ― ― ―

２年 30％ 60％ ― ― ―

３年 25％ 50％ 75％ ― ―

４年 20％ 40％ 60％ 80％ ―

５年 15％ 30％ 45％ 60％ 80％

(２) 特別保険料領収法
①普通保険料に会社の定める特別保険料を加算した金額をこの保険契約の払込保険料とします。
②特別保険料にかかる解約払戻金については、第19条（払戻金）第１項の規定を適用して計算します。

18．インターネットによる申込に関する特則

（インターネットによる申込に関する特則）
第34条 保険契約者（保険契約者となる者を含みます。以下、本条において同じとします。）が、インターネット（電子通信機
器による電気通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下、同じとします。）を媒介として保険契約の申
込を行う場合には、この特則を適用します。

２．この特則を適用した場合、次のとおり取り扱います。
(１) 保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
(２) 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面（以下、「申込画面」といいます。）において保険契約の申込

に係る所要事項を入力（音声認識機能によるものを含みます。以下、同じとします。）し、インターネットを媒介として、
会社に送信することにより、保険契約の申込を行うものとします。

(３) 第14条（告知義務）を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち申込画面で会
社が告知を求めた事項について、保険契約者は、その申込画面に入力して、インターネットを媒介として、会社に送信
することにより告知してください。」

(４) 会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとします。
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定期保険普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当した場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支
払うことを主な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、保険金の支払事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、会社の責

任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。この場合、保険料に超過分があ
れば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 死亡保険金受取人の氏名または名称
(５) 保険期間
(６) 保険金額
(７) 保険料およびその払込方法
(８) 契約日
(９) 保険証券を作成した年月日

２．保険金の支払

（保険金の支払）
第２条 この保険契約において支払う保険金は次のとおりです。

保険金
の種類

保険金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても保険金を支払わない
場合（以下、「免責事由」といいます。）

(１)
死
亡
保
険
金

被保険者が保険期間中に死亡したとき

保険金額

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①責任開始期（復活が行われた場合は、最
後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）
の属する日からその日を含めて３年以内
の被保険者の自殺

②保険契約者または死亡保険金受取人の故
意
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保険金
の種類

支払事由 支払額 受取人 免責事由

(２)
高
度
障
害
保
険
金

被保険者が責任開始期以後に生じた傷害ま
たは疾病を直接の原因として保険期間中に
別表10に定める高度障害状態（以下、「高
度障害状態」といいます。）に該当したと
き
この場合、責任開始期前にすでに生じてい
た障害状態に責任開始期以後の傷害または
疾病（責任開始期前にすでに生じていた障
害状態の原因となった傷害または疾病と因
果関係のない傷害または疾病に限ります。）
を原因とする障害状態が新たに加わって高
度障害状態に該当したときを含みます。

保険金額

被
保
険
者

保険契約者または被保険者の故意により支
払事由に該当したとき

２．前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当した場合
で、その原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社
は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うか、または支払わないことがあります。ただし、責任準備金がある
場合には、支払額が責任準備金を下まわることはありません。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人であ
る場合を含みます。）の場合、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社
がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を高度障害保険金の受取人とします。

（保険金の支払に関する補則）
第３条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
２．死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その一部
を免責とし、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額をその他の死亡保険金受取人に支払いま
す。

３．保険期間満了日において、被保険者の障害状態の回復の見込がないことが明らかでないために、高度障害保険金の支払事由
に該当しない場合で、保険期間満了後も引続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったとき
は、会社は、保険期間満了日に高度障害状態に該当したものとみなして、高度障害保険金を支払います。

４．高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支
払いません。

５．高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
６．前条第１項に定める免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われない場合で、責任準備金があるときは、会社は、
責任準備金（第２項に該当する場合には、支払われない保険金部分と同じ割合の責任準備金）を保険契約者に支払います。
ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金を支払いま
せん。

７．高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
８．前条第１項第２号に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害（以下、本項において
「疾病等」といいます。）を直接の原因として、責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその疾病等に関する事実にもとづいて承諾した場合

には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その
疾病等に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドック
を含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病等に
よる症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

（保険金の請求）
第４条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく

ださい。
２．支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その保険金を請求してください。
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３．高度障害保険金の受取人が被保険者で、被保険者に高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、請求時におい
て次のいずれかの条件を満たしている者が、その事情を会社に申し出て、会社が承諾した場合、被保険者の代理人として高
度障害保険金を請求することができます。ただし、故意に高度障害保険金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者
を高度障害保険金の請求ができない状態に該当させた者は、被保険者の代理人としての取扱を受けることができません。
(１) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の戸籍上の配偶者
(２) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の３親等内の親族
４．前項の場合、会社が高度障害保険金を支払った後に、重複して高度障害保険金の請求を受けても、会社は、高度障害保険金
を支払いません。

（保険金の支払時期および支払場所）
第５条 保険金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した
場所で支払います。

２．保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は保険金の請求をした者にその旨を通知します。
(１) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

保険金の支払事由に該当する事実の有無
(２) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

保険金の支払事由が発生した原因
(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前２号に定める事項、第15条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、
被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保
険金請求時までにおける事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、保
険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は保険金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、

捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第
４号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に
対する照会 180日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、

またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。

３．保険料の払込

（保険料の払込）
第６条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第７条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間（以下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。
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３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者（保険金を支払うときは保険金の受取人）に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき保険金から未払込保険料を差し引きます。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第７条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また
は会社の指定した場所に払い込むことができます。

５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第８条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

４．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第８条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
３．猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき保険金から未払込保険料を差し引きます。

５．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第９条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。
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６．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第10条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第11条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または
復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第12条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事
項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第13条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事
実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。

２．会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、
保険金を支払いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。

３．前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険
者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受
取人に通知します。

（保険契約を解除できない場合）
第14条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第12条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第12条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて保険金の支払事由が生じていた場合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第12条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第15条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の

如何を問いません。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合
(２) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招

致（未遂を含みます。）をした場合
(３) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(４) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
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②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間
で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死
亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由
がある場合

２．会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前
項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金（前項第４号のみに該当した場合で、前項第４号①から⑤
までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、
その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。）は支払いません。もし、すでに保険金を支払っ
ていたときは、その返還を請求します。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第13条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

７．解約および払戻金

（解約）
第16条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第17条 この保険契約には、第３条（保険金の支払に関する補則）第６項の規定により責任準備金を支払う場合を除き、解約そ

の他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

８．契約内容の変更

（保険金額の減額）
第18条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であること
を要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．保険金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

９．保険契約の更新

（保険契約の更新）
第19条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が保険期間満了の日の２週間前までに保険契約を更新しない旨を
会社に通知しない限り、保険契約（保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている保険契約に限ります。）は、保険期
間満了の日の翌日に更新されます。

２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(１) 更新後の保険契約（以下、本条において「更新後契約」といいます。）の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年

齢が会社の定める範囲をこえる場合
(２) この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
３．更新後契約の保険金額は、更新前の保険契約（以下、本条において「更新前契約」といいます。）の保険金額と同一とします。
４．更新後契約の保険期間は、更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、会社の定めるところにより、保険期間を短縮し

て更新されることがあります。
５．更新後契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
６．更新後契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により計算します。
７．更新後契約の第１回保険料は、更新日（契約応当日）の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第６条（保
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険料の払込）、第７条（保険料の払込方法〈経路〉）および第８条（猶予期間および保険契約の失効）の規定を準用します。
８．猶予期間内に前項の保険料の払込がないときは、更新はなかったものとし、保険契約は、更新前契約の保険期間満了日にさ
かのぼって消滅するものとします。

９．本条の規定によりこの保険契約が更新された場合には、第１条（責任開始期）、第２条（保険金の支払）、第３条（保険金の
支払に関する補則）、第13条（告知義務違反による解除）および第14条（保険契約を解除できない場合）の適用に際しては、
更新前契約の保険期間と更新後契約の保険期間を継続した保険期間とみなします。

10．この保険契約が更新されたときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合に、保険証券は発行しません。
11．更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、更新時に取り扱っている会社所定の同種の保険種類により
更新されることがあります。

10．死亡保険金受取人および保険契約者

（死亡保険金受取人の変更）
第20条 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知
により、死亡保険金受取人を変更することができます。

２．保険契約者が本条の変更をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。
４．第１項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡
保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

５．死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
６．前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により
死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。

７．前２項により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

（保険契約者の変更）
第21条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ

い。
３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者または死亡保険金受取人の代表者）
第22条 保険契約者が２人以上あるときまたは死亡保険金受取人が２人以上あるときは、各代表者１人を定めてください。その
代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取
人の１人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第23条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

11．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第24条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第15条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。
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12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第25条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第26条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実
際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた
保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続し
ます。

13．契約者配当

（契約者配当）
第27条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

14．時効

（時効）
第28条 保険金その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、３年間請求がない場合には消滅します。

15．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第29条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人（保険金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
所をもって、合意による管轄裁判所とします。

16．（削除）

第30条 （削除）

17．特則

（特別条件をつける場合の特則）
第31条 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める標準と適合しないときは、会社は、その危険の種類お
よび程度に応じて、次の各号のうちいずれか１つまたは２つを併用する方法により、この保険契約上の責任を負います。
(１) 保険金削減支払法

会社の定める保険金削減期間内に、被保険者が死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当したときは、第２条（保
険金の支払）第１項の規定にかかわらず、契約日からその日を含めて保険金の支払事由に該当した時までの経過期間に
応じ、第２条第１項に定める保険金の支払額に、次表に定める割合を乗じた金額を死亡保険金または高度障害保険金の
支払額とします。ただし、その原因が別表３に定める不慮の事故または別表６に定める感染症によるときは、第２条第
１項に定める支払額を死亡保険金または高度障害保険金の支払額とします。
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経過期間
削減期間

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

１年 50％ ― ― ― ―

２年 30％ 60％ ― ― ―

３年 25％ 50％ 75％ ― ―

４年 20％ 40％ 60％ 80％ ―

５年 15％ 30％ 45％ 60％ 80％

(２) 特別保険料領収法
①普通保険料に会社の定める特別保険料を加算した金額をこの保険契約の払込保険料とします。
②特別保険料については、第17条（払戻金）の規定を準用します。
③第19条（保険契約の更新）の規定にかかわらず、特別保険料領収法が適用されている保険契約の更新は取り扱いません。
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１年定期保険普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当した場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支
払うことを主な内容とするものです。

１．責任開始期

（責任開始期）
第１条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、保険金の支払事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、会社の責

任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。この場合、保険料に超過分があ
れば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 死亡保険金受取人の氏名または名称
(５) 保険期間
(６) 保険金額
(７) 保険料およびその払込方法
(８) 契約日
(９) 保険証券を作成した年月日

２．保険契約の更新および保険期間

（保険契約の更新）
第２条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が保険期間満了の日の２週間前までに保険契約を更新しない旨を
会社に通知しない限り、保険契約（保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている保険契約に限ります。）は、保険期
間満了の日の翌日に更新されるものとし、この日を更新日とします。

２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(１) 更新後の保険契約（以下、本条において「更新後契約」といいます。）の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年

齢が会社の定める範囲をこえる場合
(２) この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
３．更新後契約の保険金額は、更新前の保険契約（以下、本条において「更新前契約」といいます。）の保険金額と同一とします。
４．更新後契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
５．更新後契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により計算します。
６．更新後契約の第１回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第８条（保険料の払込）、

第９条（保険料の払込方法〈経路〉）および第10条（猶予期間および保険契約の失効）の規定を準用します。
７．猶予期間内に前項の保険料の払込がないときは、更新はなかったものとし、保険契約は、更新前契約の保険期間満了日にさ
かのぼって消滅するものとします。

８．本条の規定によりこの保険契約が更新された場合には、第１条（責任開始期）、第４条（保険金の支払）、第５条（保険金の
支払に関する補則）、第15条（告知義務違反による解除）および第16条（保険契約を解除できない場合）の適用に際しては、
更新前契約の保険期間と更新後契約の保険期間を継続した保険期間とみなします。

９．この保険契約が更新されたときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合に、保険証券は発行しません。
10．更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、更新時に取り扱っている会社所定の同種の保険種類により
更新されることがあります。
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（保険期間）
第３条 この保険契約の保険期間は、契約日および更新日からその日を含めて１年とします。

３．保険金の支払

（保険金の支払）
第４条 この保険契約において支払う保険金は次のとおりです。

保険金
の種類

保険金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても保険金を支払わない
場合（以下、「免責事由」といいます。）

(１)
死
亡
保
険
金

被保険者が保険期間中に死亡したとき

保険金額

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①責任開始期（復活が行われた場合は、最
後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）
の属する日からその日を含めて３年以内
の被保険者の自殺

②保険契約者または死亡保険金受取人の故
意

(２)
高
度
障
害
保
険
金

被保険者が責任開始期以後に生じた傷害ま
たは疾病を直接の原因として保険期間中に
別表10に定める高度障害状態（以下、「高
度障害状態」といいます。）に該当したと
き
この場合、責任開始期前にすでに生じてい
た障害状態に責任開始期以後の傷害または
疾病（責任開始期前にすでに生じていた障
害状態の原因となった傷害または疾病と因
果関係のない傷害または疾病に限ります。）
を原因とする障害状態が新たに加わって高
度障害状態に該当したときを含みます。

保険金額

被
保
険
者

保険契約者または被保険者の故意により支
払事由に該当したとき

２．前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当した場合
で、その原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社
は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うか、または支払わないことがあります。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人であ
る場合を含みます。）の場合、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社
がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を高度障害保険金の受取人とします。

（保険金の支払に関する補則）
第５条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
２．死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その一部

を免責とし、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額をその他の死亡保険金受取人に支払いま
す。

３．保険期間満了日において、被保険者の障害状態の回復の見込がないことが明らかでないために、高度障害保険金の支払事由
に該当しない場合で、保険期間満了後も引続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったとき
は、会社は、保険期間満了日に高度障害状態に該当したものとみなして、高度障害保険金を支払います。

４．高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支
払いません。

５．高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
６．高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
７．前条第１項第２号に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害（以下、本項において
「疾病等」といいます。）を直接の原因として、責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその疾病等に関する事実にもとづいて承諾した場合
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には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その
疾病等に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドック
を含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病等に
よる症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

（保険金の請求）
第６条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく

ださい。
２．支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その保険金を請求してください。
３．高度障害保険金の受取人が被保険者で、被保険者に高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、請求時におい

て次のいずれかの条件を満たしている者が、その事情を会社に申し出て、会社が承諾した場合、被保険者の代理人として高
度障害保険金を請求することができます。ただし、故意に高度障害保険金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者
を高度障害保険金の請求ができない状態に該当させた者は、被保険者の代理人としての取扱を受けることができません。
(１) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の戸籍上の配偶者
(２) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の３親等内の親族
４．前項の場合、会社が高度障害保険金を支払った後に、重複して高度障害保険金の請求を受けても、会社は、高度障害保険金
を支払いません。

（保険金の支払時期および支払場所）
第７条 保険金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した
場所で支払います。

２．保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は保険金の請求をした者にその旨を通知します。
(１) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合

保険金の支払事由に該当する事実の有無
(２) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

保険金の支払事由が発生した原因
(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前２号に定める事項、第17条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、
被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保
険金請求時までにおける事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、保
険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は保険金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、

捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第
４号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に
対する照会 180日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
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４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。

４．保険料の払込

（保険料の払込）
第８条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第９条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間（以下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者（保険金を支払うときは保険金の受取人）に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき保険金から未払込保険料を差し引きます。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第９条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また

は会社の指定した場所に払い込むことができます。
５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第10条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

５．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第10条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
３．猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき保険金から未払込保険料を差し引きます。

６．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第11条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて３カ月以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復
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活することができます。
２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第１条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

７．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第12条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第13条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または
復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第14条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事
項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。

（告知義務違反による解除）
第15条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事
実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。

２．会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、
保険金を支払いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。

３．前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険
者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受
取人に通知します。

（保険契約を解除できない場合）
第16条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第14条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第14条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて保険金の支払事由が生じていた場合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第14条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第17条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
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(１) 保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の
如何を問いません。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合

(２) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招
致（未遂を含みます。）をした場合

(３) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(４) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間
で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死
亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由
がある場合

２．会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前
項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金（前項第４号のみに該当した場合で、前項第４号①から⑤
までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、
その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。）は支払いません。もし、すでに保険金を支払っ
ていたときは、その返還を請求します。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第15条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

８．解約および払戻金

（解約）
第18条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第19条 この保険契約には解約その他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

９．契約内容の変更

（保険金額の減額）
第20条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であること

を要します。
２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ

い。
３．保険金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

10．死亡保険金受取人および保険契約者

（死亡保険金受取人の変更）
第21条 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知
により、死亡保険金受取人を変更することができます。

２．保険契約者が本条の変更をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。
４．第１項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡
保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
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５．死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
６．前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により

死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
７．前２項により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

（保険契約者の変更）
第22条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者または死亡保険金受取人の代表者）
第23条 保険契約者が２人以上あるときまたは死亡保険金受取人が２人以上あるときは、各代表者１人を定めてください。その

代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取

人の１人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。

（保険契約者の住所の変更）
第24条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

11．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第25条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を

解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第17条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

12．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第26条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第27条 保険契約の申込の際、被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年
齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料
を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約の申込の際、被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

13．契約者配当

（契約者配当）
第28条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

14．時効

（時効）
第29条 保険金その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、３年間請求がない場合には消滅します。
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15．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第30条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人（保険金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
所をもって、合意による管轄裁判所とします。

16．（削除）

第31条 （削除）

17．インターネットによる申込等に関する特則

（インターネットによる申込等に関する特則）
第32条 保険契約者（保険契約者となる者を含みます。以下、本条において同じとします。）が、インターネット（電子通信機
器による電気通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下、同じとします。）を媒介として保険契約の申
込または保険契約の復活の請求（以下、本条において「保険契約の申込等」といいます。）を行う場合には、この特則を適
用します。

２．この特則を適用した場合、次のとおり取り扱います。
(１) 保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
(２) 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面または復活請求画面（以下、「申込画面等」といいます。）に

おいて保険契約の申込等に係る所要事項を入力（音声識別機能によるものを含みます。以下、同じとします。）し、イン
ターネットを媒介として、会社に送信することにより、保険契約の申込等を行うものとします。

(３) 第14条（告知義務）を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち申込画面等で会社が告知を求めた
事項について、保険契約者は、その申込画面等に入力して、インターネットを媒介として、会社に送信することにより
告知してください。」

(４) 会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込等があったものとします。
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長期逓減定期保険（払戻金なし）普通保険約款

この保険の趣旨
この保険は、保険契約者が指定した型により保険期間中に保険金額が逓減していく定期保険で、被保険者が保険期間中に死亡ま
たは所定の高度障害状態に該当した場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支払うことを主な内容とするものです。

１．用語の定義

（保険契約の型および各期間）
第１条 この保険契約には、次に定める保険契約の型があり、保険契約の型に応じて保険期間が２以上の期間に分割されます。
この普通保険約款において、分割されたそれぞれの期間の名称および定義は次のとおりとします。

保険契約の型 分割された期間の名称 定義

Ⅰ型

第一期間
契約日から、会社の定める範囲内で保険契約者が指定した一定の年数が経過
するまでの期間をいいます。

第二期間
第一期間満了日の翌日から、保険契約者が指定した保険期間満了日までの期
間をいいます。

Ⅱ型

第一期間
契約日から、会社の定める範囲内で保険契約者が指定した一定の年数が経過
するまでの期間をいいます。

第二期間
第一期間満了日の翌日から、会社の定める範囲内で保険契約者が指定した一
定の年数が経過するまでの期間をいいます。

第三期間
第二期間満了日の翌日から、保険契約者が指定した保険期間満了日までの期
間をいいます。

Ⅲ型

第一期間
契約日から、会社の定める範囲内で保険契約者が指定した一定の年数が経過
するまでの期間をいいます。

第二期間
第一期間満了日の翌日から、会社の定める範囲内で保険契約者が指定した一
定の年数が経過するまでの期間をいいます。

第三期間
第二期間満了日の翌日から、会社の定める範囲内で保険契約者が指定した一
定の年数が経過するまでの期間をいいます。

第四期間 第三期間満了日の翌日から保険期間満了日までの期間をいいます。

２．保険契約者は、保険契約締結の際、前項の保険契約の型ならびに型に応じた第一期間、第二期間、第三期間および第四期間
（以下、「各期間」といいます。）を会社の定める範囲内で指定してください。

３．前項で指定した保険契約の型および各期間は、変更することはできません。

（基本保険金額）
第２条 この普通保険約款において「基本保険金額」とは、死亡保険金または高度障害保険金を支払う際に基準となる金額をい
い、保険契約締結の際、会社の定める範囲内で、保険契約者の申出によって定めます。ただし、基本保険金額が変更された
ときは変更後の金額をいいます。

（支払割合）
第３条 この普通保険約款において「支払割合」とは、各期間における保険金額を定める、基本保険金額に対する割合のことを
いいます。

２．第一期間の支払割合は100％とし、第二期間以降の支払割合は、保険契約締結の際、次の各号に定めるところにより保険契
約者が定めることとします。
(１) 第二期間以降の支払割合は、直前の期間の支払割合以下で、かつ、会社の定める範囲内の支払割合であることを要します。
(２) 最終となる期間（Ⅰ型の場合は第二期間、Ⅱ型の場合は第三期間、Ⅲ型の場合は第四期間のことをいいます。以下同じ。）

の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。
３．前項で指定した各期間の支払割合は、変更することはできません。
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２．責任開始期

（責任開始期）
第４条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(１) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合

第１回保険料を受け取った時
(２) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合

第１回保険料相当額を受け取った時（告知前に受け取った場合には、告知の時）
２．前項の会社の責任開始の日の属する月の翌月１日を契約日とし、契約年齢および保険期間はこの日を基準として計算します。
３．会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項

の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として再計算します。
この場合、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金の支払があるときは、過不足分
を支払金額と清算します。

４．会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を発行します。
(１) 会社名
(２) 保険契約者の氏名または名称
(３) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(４) 死亡保険金受取人の氏名または名称
(５) 保険期間
(６) 保険契約の型
(７) 基本保険金額
(８) 各期間
(９) 各期間の支払割合および保険金額
(10) 保険料およびその払込方法
(11) 契約日
(12) 保険証券を作成した年月日

３．保険金の支払

（保険金の支払）
第５条 この保険契約において支払う保険金は次のとおりです。

長
期
逓
減
定
期
保
険(

払
戻
金
な
し)

普
通
保
険
約
款

223

約
款



保険金
の種類

保険金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても保険金を支払わな
い場合（以下、「免責事由」といいます。）

(１)
死
亡
保
険
金

被保険者が保険期間中に死亡したとき

保険金額
（死亡した日の属す
る期間の支払割合
×基本保険金額）

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかにより支払事由に該当した
とき
①責任開始期（復活が行われた場合は、
最後の復活の際の責任開始期。以下同
じ。）の属する日からその日を含めて
３年以内の被保険者の自殺

②保険契約者または死亡保険金受取人の
故意

(２)
高
度
障
害
保
険
金

被保険者が責任開始期以後に生じた傷害
または疾病を直接の原因として保険期間
中に別表10に定める高度障害状態（以下、
「高度障害状態」といいます。）に該当し
たとき。この場合、責任開始期前にすで
に生じていた障害状態に責任開始期以後
の傷害または疾病（責任開始期前にすで
に生じていた障害状態の原因となった傷
害または疾病と因果関係のない傷害また
は疾病に限ります。）を原因とする障害
状態が新たに加わって高度障害状態に該
当したときを含みます。

保険金額
（高度障害状態に該
当した日の属する期
間の支払割合×基本

保険金額）

被
保
険
者

保険契約者または被保険者の故意により
支払事由に該当したとき

２．前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当した場合
で、その原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社
は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うか、または支払わないことがあります。ただし、責任準備金がある
場合には、支払額が責任準備金を下まわることはありません。

（保険金の支払に関する補則）
第６条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
２．死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その一部
を免責とし、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額をその他の死亡保険金受取人に支払いま
す。

３．保険期間満了日において、被保険者の障害状態の回復の見込がないことが明らかでないために、高度障害保険金の支払事由
に該当しない場合で、保険期間満了後も引続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったとき
は、会社は、保険期間満了日に高度障害状態に該当したものとみなして、高度障害保険金を支払います。

４．高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支
払いません。

５．高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
６．前条第１項に定める免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われない場合で、責任準備金があるときは、会社は、
責任準備金（第２項に該当する場合には、支払われない保険金部分と同じ割合の責任準備金）を保険契約者に支払います。
ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金を支払いま
せん。

７．高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
８．前条第１項第２号に定める支払事由にかかわらず、被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害（以下、本項において
「疾病等」といいます。）を直接の原因として、責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその疾病等に関する事実にもとづいて承諾した場合

には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その
疾病等に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、人間ドック
を含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病等に
よる症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
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（保険金の請求）
第７条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく

ださい。
２．支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、その保険金を請求してください。

（保険金の支払時期および支払場所）
第８条 保険金は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、会社の本社または会社の指定した
場所で支払います。

２．保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出
された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含み
ます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて30日を経過する日とします。この場合、会社は保険金の請求をした者にその旨を通知します。

(１) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
保険金の支払事由に該当する事実の有無

(２) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因

(３) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因

(４) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前２号に定める事項、第20条（重大事由による解除）第１項第４号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、
被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保
険金請求時までにおける事実

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、保
険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数
に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。この場合、会社は保険金の請求
をした者にその旨を通知します。
(１) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定され

る照会 30日
(２) 前項第２号から第４号に定める事項についての弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづ

く照会 90日
(３) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定 90日
(４) 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、

捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または第
４号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に
対する照会 180日

(５) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90日
(６) 前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された地域における調査 60日
４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、こ
れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。

４．保険料の払込の免除

（保険料の払込の免除）
第９条 次に定める保険料の払込を免除する場合（以下、「保険料の払込の免除事由」といいます。）に該当したときは、会社は、
将来に向かって保険料の払込を免除します。
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保険料の払込の免除事由 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合

被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の
事故（別表３）による傷害を直接の原因として、
その事故の日からその日を含めて180日以内に
別表17に定める身体障害の状態（以下、「身体
障害の状態」といいます。）に該当したとき。
この場合、責任開始期前にすでにあった障害状
態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状
態が新たに加わって身体障害の状態に該当した
ときを含みます。

次のいずれかにより被保険者が保険料の払込の免除事由に該当したとき
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事
故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしてい
る間に生じた事故

２．被保険者が、次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の
数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
３．第１項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、保険料の払込の免除事由の発生時以後、引き続き払込
があったものとして取扱います。

４．保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、第23条（基本保険金額の減額）の
規定は適用しません。

５．保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
６．本条の保険料の払込の免除については、第６条（保険金の支払に関する補則）第８項の規定を準用します。

（保険料の払込の免除の請求）
第10条 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は遅滞なく会社に通知してください。
２．保険契約者は、遅滞なく必要書類（別表１）を提出して、保険料の払込の免除を請求してください。
３．本条の保険料の払込の免除の請求については第８条（保険金の支払時期および支払場所）の規定を準用します。

５．保険料の払込

（保険料の払込）
第11条 保険料の払込方法〈回数〉は月払です。
２．第２回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第12条（保険料の払込方法〈経路〉）第１項に定める払込方法に従い、月
単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間（以下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。

３．前項で払い込むべき保険料は、その払込期月の月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日までの期間に対応す
る保険料とします。

４．第２項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社
は、その払い込まれた保険料を保険契約者（保険金を支払うときは保険金の受取人）に払い戻します。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、
その支払うべき保険金から未払込保険料を差し引きます。

６．第２項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保
険契約者は、第２項の保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満
了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。

（保険料の払込方法〈経路〉）
第12条 第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携

金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口
座振替による方法とします。

２．保険料は、払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以
下、「指定口座」といいます。）から保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
４．第２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、会社が指定した経路により、保険料を会社の本社また
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は会社の指定した場所に払い込むことができます。
５．前項の保険料の払込がなかった場合には、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて２ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
６．前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、保険契約者は、第13条（猶予期間および保険契約の失効）第１項に定め
る猶予期間内に、会社が指定した経路により、払込期月の過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込ん
でください。

７．保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携
金融機関に申し出てください。

８．提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、
保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更してください。

９．会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ
保険契約者に通知します。

10．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

11．会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

６．猶予期間および保険契約の失効

（猶予期間および保険契約の失効）
第13条 第２回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
２．猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
３．猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき保険金から未払込保険料を差し引きます。
４．猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んで
ください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険
料の払込を免除しません。

７．保険契約の復活

（保険契約の復活）
第14条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活
することができます。

２．保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定
した場所に払い込んでください。

４．第４条（責任開始期）第１項の規定は、本条の場合に準用します。
５．保険契約を復活した場合には、保険証券を発行しません。

８．保険契約の取消、無効および解除

（詐欺による取消）
第15条 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことがで
きます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（不法取得目的による無効）
第16条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または
復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

（告知義務）
第17条 保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事
項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。また、会社の指定する医師が口頭で質問し
た事項については、その医師に口頭で告知してください。
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（告知義務違反による解除）
第18条 前条の規定により会社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、事

実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
２．会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合、会社は、保険金の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに保険金を支払ってい
たときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかった
ものとして取り扱います。

３．前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかっ
たことを、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除しま
す。

４．本条の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住
所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受
取人に通知します。

（保険契約を解除できない場合）
第19条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(１) 保険契約の締結または復活の際、会社が解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(２) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者

を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第17条（告知義務）に規定
する告知をすることを妨げたとき

(３) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第17条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でない
ことを告げることを勧めたとき

(４) 保険契約の締結または復活後、会社が解除の原因となる事実を知った日（正当な理由により解除の通知ができない場合
には、その通知ができる日）からその日を含めて１カ月を経過したとき

(５) 責任開始期の属する日からその日を含めて２年をこえて保険契約が有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する
日から２年以内に解除の原因となる事実にもとづいて保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場
合を除きます。

２．前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、
第17条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる
場合には、適用しません。

（重大事由による解除）
第20条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
(１) 保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の

如何を問いません。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合
(２) 保険契約者または被保険者が、この保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招

致（未遂を含みます。）をした場合
(３) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
(４) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること

②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に
実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(５) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間
で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死
亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前４号に掲げる事由と同等の事由
がある場合

２．会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によりこの保険契約を解除すること
ができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金（前項第４号のみに該当し
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た場合で、前項第４号①から⑤までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取
人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項について同じ。）の支払また
は保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除は行いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還
を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

３．本条の規定により保険契約を解除するときは、第18条（告知義務違反による解除）第４項の規定を準用します。

９．解約および払戻金

（解約）
第21条 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（払戻金）
第22条 この保険契約には、第６条（保険金の支払に関する補則）第６項の規定により責任準備金を支払う場合を除き、解約そ
の他により保険契約が消滅した場合の払戻金はありません。

10．契約内容の変更

（基本保険金額の減額）
第23条 保険契約者は、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は、最終となる期間の保険金
額が会社の定める金額以上となることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．基本保険金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

11．死亡保険金受取人および保険契約者

（死亡保険金受取人の変更）
第24条 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知
により、死亡保険金受取人を変更することができます。

２．保険契約者が本条の変更をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。
４．第１項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡
保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

５．死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
６．前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により
死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。

７．前２項により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

（保険契約者の変更）
第25条 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（保険契約者または死亡保険金受取人の代表者）
第26条 保険契約者が２人以上あるときまたは死亡保険金受取人が２人以上あるときは、各代表者１人を定めてください。その
代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。

２．前項の代表者が定まらないときまたはその住所もしくは居所が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取
人の１人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

３．保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
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（保険契約者の住所の変更）
第27条 保険契約者が住所（通信先を含みます。以下、本条において同じ。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または

会社の指定した場所に通知してください。
２．前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合には、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、
通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。

12．被保険者の職業、転居および旅行

（被保険者の職業、転居および旅行）
第28条 被保険者が保険契約の継続中にどのような職業に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を
解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。ただし、第20条（重大事由による解除）第１項第
４号の規定により保険契約を解除する場合には、本条の規定は適用しません。

13．年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理

（年齢の計算）
第29条 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。
２．保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第30条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実
際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた
保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。

２．保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続し
ます。

14．契約者配当

（契約者配当）
第31条 この保険契約に対する契約者配当はありません。

15．時効

（時効）
第32条 保険金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、３年間請求がない場合
には消滅します。

16．管轄裁判所

（管轄裁判所）
第33条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人（保険金の受取人が２
人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判
所をもって、合意による管轄裁判所とします。

２．この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。

17．（削除）

第34条 （削除）
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18．特則

（特別条件をつける場合の特則）
第35条 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める標準と適合しないときは、会社は、その危険の種類お
よび程度に応じて、次の各号のうちいずれか１つまたは２つを併用する方法により、この保険契約上の責任を負います。
(１) 保険金削減支払法

会社の定める保険金削減期間内に、被保険者が死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当したときは、第５条（保
険金の支払）第１項の規定にかかわらず、契約日からその日を含めて保険金の支払事由に該当した時までの経過期間に
応じ、第５条第１項に定める支払額に、次表に定める割合を乗じた金額を死亡保険金または高度障害保険金の支払額と
します。ただし、その原因が別表３に定める不慮の事故または別表６に定める感染症によるときは、第５条第１項に定
める支払額を死亡保険金または高度障害保険金の支払額とします。

経過期間
削減期間

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

１年 50％ ― ― ― ―

２年 30％ 60％ ― ― ―

３年 25％ 50％ 75％ ― ―

４年 20％ 40％ 60％ 80％ ―

５年 15％ 30％ 45％ 60％ 80％

(２) 特別保険料領収法
①普通保険料に会社の定める特別保険料を加算した金額をこの保険契約の払込保険料とします。
②特別保険料については、第22条（払戻金）の規定を準用します。

長
期
逓
減
定
期
保
険(

払
戻
金
な
し)

普
通
保
険
約
款
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退院・通院特約（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者が所定の入院をした後に退院した場合および退院後に通院した場合に、所定の給付を行うことを主な内容
とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（給付金の支払）
第２条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

(１)
退
院
給
付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院の後、生存して
退院したとき
①主契約の重大疾病入院給付金、疾病入院給付金または災害入院給付金（以下、「入
院給付金」といいます。）が支払われる入院
②１回の入院の入院日数が５日以上の入院

１回の入院のその退院
につき、
通院給付金日額×給付
倍率

被
保
険
者

(２)
通
院
給
付
金

被保険者が、この特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める通
院（往診を含みます。以下、「通院」といいます。）をしたとき
①入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて120日以内の期
間（以下、「通院期間」といいます。）における通院
②上記①の入院と同一の原因を直接の原因とする通院
③治療を目的とする別表２に定める病院または診療所への通院

１回の入院のその通院
につき、
通院給付金日額×通院
日数

被
保
険
者

２．保険契約者は、この特約の締結の際、次のいずれかに定める退院給付金の給付倍率を指定してください。
(１) 10倍
(２) 20倍
３．前項で指定した退院給付金の給付倍率の変更は取り扱いません。
４．第１項の規定にかかわらず、次のいずれかにより、退院給付金および通院給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加
が、この特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、退院給付金および通院給付金を削減して支払い、または
退院給付金および通院給付金を支払わないことがあります。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
５．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を
退院給付金および通院給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載した
ときは、被保険者を退院給付金および通院給付金の受取人とします。

６．次の各号に定める場合には１回の入院とみなして、第１項の規定を適用します。
(１) 被保険者が主契約の重大疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因

となった疾病が同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたとき。ただし、主契約の重大疾病入院給付金が支
払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、新たな入
院とみなします。

(２) 被保険者が主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となっ
た疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因が同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたとき。ただし、
主契約の疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始し
た入院については、新たな入院とみなします。

(３) 被保険者が主契約の災害入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となっ
た不慮の事故が同一であるとき。ただし、その不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。

７．前項の規定により１回の入院とみなされる入院にかかわる通院については、次のとおり取り扱います。
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(１) 最終の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日を通院期間の起算日とします。
(２) 最初の入院の退院日後、最終の入院給付金が支払われる入院の入院日の前日までの間の通院については通院期間中の通

院とみなします。
８．次のいずれかに該当する場合には通院給付金は重複して支払いません。
(１) 被保険者が同一の日に２回以上通院をしたとき（この場合、１回の通院とみなします。）
(２) 被保険者が２以上の事由の治療を目的とした１回の通院をしたとき
９．被保険者が入院給付金の支払対象となる日に通院したときは、通院の原因がその入院の原因と同一であるか否かにかかわら

ず、通院給付金は支払いません。
10．入院給付金の支払われる入院中に、その入院の直接の原因と異なる原因により入院給付金の支払事由が生じ、入院を継続し
た場合には、退院給付金および通院給付金の支払については次のとおり取り扱います。
(１) それぞれの原因による入院が退院給付金および通院給付金の支払事由となる入院に該当した場合でも、退院給付金およ

び通院給付金の支払に関しては１回の入院とみなします。
(２) それぞれの原因による入院日数が５日未満であることにより、退院給付金の支払事由となる入院に該当していない場合

でも、入院日数が継続５日以上であれば、退院給付金の支払事由に該当する１回の入院とみなします。
11．入院給付金の支払われる入院中に特約の保険期間が満了した場合には、特約の保険期間の満了時を含んで継続している入院

の退院、およびその入院の退院後の通院期間中の通院は、特約の保険期間中の退院または通院とみなして、退院給付金およ
び通院給付金の支払に関する規定を適用します。

12．通院期間中に特約の保険期間が満了した場合には、特約の保険期間の満了時を含んで継続しているその通院期間内の通院は、
特約の保険期間中の通院とみなして、通院給付金の支払に関する規定を適用します。

13．被保険者の通院期間中に通院給付金日額が変更された場合には、通院給付金の支払額は、各日現在の通院給付金日額に応じ
て計算します。

（通院給付金の支払限度）
第３条 通院給付金の支払限度は次のとおりです。
(１) １回の入院（前条の規定により１回の入院とみなされる場合を含みます。）のその通院についての支払限度は、支払日数

30日とします。
(２) 通算支払限度は、支払日数1,095日とします。

（退院給付金および通院給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 退院給付金および通院給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」

といいます。）の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第５条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第９条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について

退
院
・
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院
特
約(
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は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第10条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第11条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（通院給付金日額の減額）
第12条 保険契約者は、通院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の通院給付金日額は、会社の定める金額以
上であることを要します。

２．主契約の入院給付金日額の減額が行われた場合で、通院給付金日額が会社の定める限度を超えたときは、通院給付金日額を
会社の定める限度まで減額します。

３．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

４．通院給付金日額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
５．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第13条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

（特約の払戻金）
第14条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の更新）
第15条 主契約が更新された際に、保険契約者から申出がないときは、この特約も同時に更新されたものとします。
２．この特約が更新された場合には、第２条（給付金の支払）および第３条（通院給付金の支払限度）の適用に際しては、更新

前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。
３．前項に定める他、この特約の更新および更新後の特約の取扱については、主約款の更新に関する規定を準用します。

（特約の契約者配当）
第16条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第17条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第18条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第19条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。

（備考）
１．治療を目的とする通院
治療措置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみのための通院などは、「治療を目的とする通院」には該当しません。

２．医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
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がん特約Ⅱ（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者ががんもしくは上皮内新生物と診断確定された場合またはがんの治療を目的として入院した場合に、所定
の給付を行うことを主な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（給付金の支払）
第２条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

(１)
が
ん
診
断
給
付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に、次のいずれかに該当したとき
①この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（以
下、「がん保障の責任開始日」といいます。）以後に、初めて別表18に定める悪性新
生物（以下、「がん」といいます。）と診断確定されたとき
②次の条件のすべてを満たす別表２に定める入院（以下、「入院」といいます。）をし
たとき
アがん保障の責任開始日（がん保障の責任開始日以後に復活が行われた場合は、最
後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）以後に診断確定されたがんの治療を目
的とする入院
イ別表２に定める病院または診療所における入院
ウ直前に支払われたがん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて１
年を経過した日の翌日以後の入院

がん診断給付金額

被
保
険
者

(2)
上
皮
内
新
生
物
診
断
給
付
金

被保険者が、がん保障の責任開始日以後のこの特約の保険期間中に、初めて別表19に
定める上皮内新生物（以下、「上皮内新生物」といいます。）と診断確定されたとき

がん診断給付金額

被
保
険
者

２．前項において、がんまたは上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされること
を要します。ただし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された
場合には、その診断確定も認めます。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を
がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保
険証券に記載したときは、被保険者をがん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の受取人とします。

（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の支払限度）
第３条 がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の支払限度は次のとおりとします。
(１) がん診断給付金

保険期間を通じ、６回とします。
(２) 上皮内新生物診断給付金

が
ん
特
約
Ⅱ(

払
戻
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保険期間を通じ、１回とします。

（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以

下、「主約款」といいます。）の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第５条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱

います。

（がん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効）
第９条 被保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契
約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約またはこの特約の復活は無効とします。この場合、第10
条（告知義務および告知義務違反による解除）および第11条（重大事由による解除）の規定は適用しません。

２．被保険者が、がん保障の責任開始日の前日までに上皮内新生物と診断確定されたために、上皮内新生物診断給付金が支払わ
れない場合で、その診断確定の日からその日を含めて６ヵ月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約またはこ
の特約の復活を無効とします。ただし、第10条（告知義務および告知義務違反による解除）または第11条（重大事由による
解除）の規定により、この特約が解除されるときを除きます。

３．前２項の規定によりこの特約またはこの特約の復活が無効とされた場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料（復活の際
の無効の場合には、復活の際のこの特約の延滞保険料および復活以後のこの特約の保険料とします。）は次の各号のとおり
取り扱います。
(１) 第１項の場合は、次のとおり取り扱います。

①告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者がともに知らなかった場合には、
保険契約者に払い戻します。
②告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていた
場合には、払い戻しません。
③告知の時からがん保障の責任開始日の前日までに被保険者ががんと診断確定されていた場合には、保険契約者に払い
戻します。

(２) 第２項の場合は、保険契約者に払い戻します。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第10条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について

は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第11条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
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（特約の解約）
第12条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（がん診断給付金額の減額）
第13条 保険契約者は、がん診断給付金額を減額することができます。ただし、減額後のがん診断給付金額は、会社の定める金

額以上であることを要します。
２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．がん診断給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金が、いずれも第３条（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の

支払限度）に定める支払限度に達したとき

（特約の払戻金）
第15条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の更新）
第16条 主契約が更新された際に、保険契約者から申出がないときは、この特約も同時に更新されたものとします。
２．この特約が更新された場合には、第２条（給付金の支払）、第３条（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の支払
限度）および第９条（がん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効）の適用に際しては、更新前の特約の保険期間と
更新後の特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。

３．前項に定める他、この特約の更新および更新後の特約の取扱については、主約款の更新に関する規定を準用します。

（特約の契約者配当）
第17条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第18条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第19条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第20条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。

（備考）
治療を目的とする入院
美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。

が
ん
特
約
Ⅱ(

払
戻
金
な
し)
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７疾病特約（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者が心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患または膵疾患の治療を目的として入院し
た場合に、所定の給付を行うことを主な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（給付金の支払）
第２条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金の種類 給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

治
療
給
付
金

(１) 急性心筋梗塞治
療給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表
２に定める入院（以下、「入院」といいます。）をしたとき
①この特約の責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活の際
の責任開始期。以下同じ。）以後に発病した別表９に定める急性心
筋梗塞（以下、「急性心筋梗塞」といいます。）を直接の原因とす
る入院。ただし、すでに急性心筋梗塞治療給付金が支払われたこ
とがある場合には、直前に支払われた急性心筋梗塞治療給付金の
支払事由に該当した日からその日を含めて１年を経過した日の翌
日以後の入院とします。
②急性心筋梗塞の治療を目的とする入院
③別表２に定める病院または診療所（以下、「病院または診療所」と
いいます。）における入院

特約給付金額

被
保
険
者

(２) 脳卒中治療給付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院
をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表９に定める脳卒中（以
下、「脳卒中」といいます。）を直接の原因とする入院。ただし、
すでに脳卒中治療給付金が支払われたことがある場合には、直前
に支払われた脳卒中治療給付金の支払事由に該当した日からその
日を含めて１年を経過した日の翌日以後の入院とします。
②脳卒中の治療を目的とする入院
③病院または診療所における入院

特約給付金額

被
保
険
者
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給付金の種類 支払事由 支払額 受取人

治
療
支
援
給
付
金

(１) 心疾患治療支援
給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院
をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表21に定める心疾患（以
下、「心疾患」といいます。）を直接の原因とする入院
②心疾患の治療を目的とする入院
③病院または診療所における入院

特約給付金額の
20％

被
保
険
者

(２) 脳血管疾患治療
支援給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院
をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表21に定める脳血管疾患
（以下、「脳血管疾患」といいます。）を直接の原因とする入院
②脳血管疾患の治療を目的とする入院
③病院または診療所における入院

特約給付金額の
20％

被
保
険
者

(３) 糖尿病治療支援
給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院
をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表21に定める糖尿病（以
下、「糖尿病」といいます。）を直接の原因とする入院
②糖尿病の治療を目的とする入院
③病院または診療所における入院

特約給付金額の
20％

被
保
険
者

(４) 高血圧治療支援
給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院
をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表21に定める高血圧性疾
患（以下、「高血圧性疾患」といいます。）を直接の原因とする入
院
②高血圧性疾患の治療を目的とする入院
③病院または診療所における入院

特約給付金額の
20％

被
保
険
者

(５) 肝疾患治療支援
給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院
をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表21に定める肝疾患（以
下、「肝疾患」といいます。）を直接の原因とする入院
②肝疾患の治療を目的とする入院
③病院または診療所における入院

特約給付金額の
20％

被
保
険
者

(６) 腎疾患治療支援
給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院
をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表21に定める腎疾患（以
下、「腎疾患」といいます。）を直接の原因とする入院
②腎疾患の治療を目的とする入院
③病院または診療所における入院

特約給付金額の
20％

被
保
険
者

(７) 膵疾患治療支援
給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院
をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表21に定める膵疾患（以
下、「膵疾患」といいます。）を直接の原因とする入院
②膵疾患の治療を目的とする入院
③病院または診療所における入院

特約給付金額の
20％

被
保
険
者

２．前項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を治
療給付金および治療支援給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載し
たときは、被保険者を治療給付金および治療支援給付金の受取人とします。

３．被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患または膵疾患
（以下、「７疾病」といいます。）を直接の原因として入院した場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含
めて２年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなします。

７
疾
病
特
約(

払
戻
金
な
し)
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４．第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した７疾病を直接の原因として、この特
約の責任開始期以後に治療給付金または治療支援給付金の支払事由に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) この特約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその７疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合

には、その承諾した範囲内で治療給付金または治療支援給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかった
ことにより、その７疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その７疾病について、この特約の責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、
人間ドックを含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、治療給付金または治療支援給付金を支払い
ます。ただし、その７疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

（治療給付金および治療支援給付金の支払限度）
第３条 治療給付金および治療支援給付金の支払限度は、この特約の保険期間を通じ、次のとおりとします。
(１) 治療給付金

各治療給付金につき、それぞれ６回とします。
(２) 治療支援給付金

各治療支援給付金につき、それぞれ１回とします。

（治療給付金および治療支援給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 治療給付金および治療支援給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」

といいます。）の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第５条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第９条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について

は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第10条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第11条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（特約給付金額の減額）
第12条 保険契約者は、特約給付金額を減額することができます。ただし、減額後の特約給付金額は、会社の定める金額以上で

あることを要します。
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２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．特約給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第13条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) すべての治療給付金および治療支援給付金が、第３条（治療給付金および治療支援給付金の支払限度）に定める支払限

度に達したとき

（特約の払戻金）
第14条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の更新）
第15条 主契約が更新された際に、保険契約者から申出がないときは、この特約も同時に更新されたものとします。
２．この特約が更新された場合には、第２条（給付金の支払）および第３条（治療給付金および治療支援給付金の支払限度）の
適用に際しては、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。

３．前項に定める他、この特約の更新および更新後の特約の取扱については、主約款の更新に関する規定を準用します。

（特約の契約者配当）
第16条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第17条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第18条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第19条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。

（備考）
治療を目的とする入院
美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。
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入院一時金特約（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者が疾病または傷害の治療を目的として入院した場合に、所定の給付を行うことを主な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（給付金の支払）
第２条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても給付金を支払わな
い場合

入
院
一
時
給
付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条
件のすべてを満たす別表２に定める入院
（以下、「入院」といいます。）をしたとき
ただし、入院一時給付金が支払われたこと
がある場合には、直前に支払われた入院一
時給付金の支払事由に該当した日からその
日を含めて60日を経過した日の翌日以後に
次の条件のすべてを満たす入院をしたと
き、または、直前に支払われた入院一時給
付金の支払事由に該当した日からその日を
含めて60日を経過した日の翌日に次の条件
のすべてを満たす入院をしているときとし
ます。
①この特約の責任開始期（復活が行われた
場合は最後の復活の際の責任開始期。以
下同じ。）以後に生じた疾病（別表２に
定める異常分娩を含みます。以下同じ。）
または傷害を直接の原因とする入院
②治療を目的とする別表２に定める病院ま
たは診療所における入院

入院一時給付金額

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当した
とき
①保険契約者または被保険者の故意また
は重大な過失

②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とす
る事故

④被保険者の泥酔の状態を原因とする事
故

⑤被保険者が法令に定める運転資格を持
たないで運転している間に生じた事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転
またはこれに相当する運転をしている
間に生じた事故

⑦被保険者の薬物依存

２．被保険者が、前項に定める入院一時給付金の支払事由に該当した日に入院を開始し、その入院を開始した日からその日を含
めて60日を経過した日まで、前項の条件のすべてを満たす入院を継続した場合、入院一時給付金の支払事由に該当したもの
とします。

３．第１項の規定にかかわらず、次のいずれかにより、入院一時給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約
の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、入院一時給付金を削減して支払い、または入院一時給付金を支払わな
いことがあります。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
４．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を
入院一時給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保
険者を入院一時給付金の受取人とします。

５．被保険者がこの特約の責任開始期前に生じた疾病または傷害を直接の原因として入院した場合でも、この特約の責任開始期
の属する日からその日を含めて２年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなし
ます。

６．第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者がこの特約の責任開始期前に生じた疾病または傷害を直接の原因として、
この特約の責任開始期以後に入院一時給付金の支払事由に該当した場合は、次のとおりとします。

(１) この特約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその疾病または傷害に関する事実にもとづいて承諾
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した場合には、その承諾した範囲内で入院一時給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、
その疾病または傷害に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その疾病または傷害について、この特約の責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健
康診断、人間ドックを含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、入院一時給付金を支払います。た
だし、その疾病または傷害による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

（入院一時給付金の支払限度）
第３条 入院一時給付金の通算支払限度は、支払回数100回とします。

（入院一時給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 入院一時給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）

の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第５条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶

予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第９条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について
は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第10条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第11条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（入院一時給付金額の減額）
第12条 保険契約者は、入院一時給付金額を減額することができます。ただし、減額後の入院一時給付金額は、会社の定める金
額以上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．入院一時給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。

（特約の消滅）
第13条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
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(２) 入院一時給付金が、第３条（入院一時給付金の支払限度）に定める支払限度に達したとき

（特約の払戻金）
第14条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の更新）
第15条 主契約が更新された際に、保険契約者から申出がないときは、この特約も同時に更新されたものとします。
２．この特約が更新された場合には、第２条（給付金の支払）および第３条（入院一時給付金の支払限度）の適用に際しては、

更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。
３．前項に定める他、この特約の更新および更新後の特約の取扱については、主約款の更新に関する規定を準用します。

（特約の契約者配当）
第16条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第17条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第18条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第19条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。

（中途付加する場合の特則）
第20条 第１条（特約の締結および責任開始期）第１項の規定にかかわらず、主契約の締結後、主契約の保険料払込期間中に、
保険契約者は被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社の定める範囲でこの特約を主契約に付加して締結（以下、「中
途付加」といいます。）することができます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、中途付加を取り扱いません。

(１) 主契約が特別条件付契約の場合。ただし、不担保期間が満了している場合を除きます。
(２) 主契約に保険料の払込の免除事由が発生している場合
２．会社が中途付加を承諾した場合、保険契約者は、中途付加する日（以下、「中途付加日」といいます。）を、会社の定める範
囲内で、申込日に応じて、主契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、本条に
おいて同じ。）で定めるものとします。ただし、主契約の保険料払込期間が終身以外の場合は、主契約の年単位の契約応当
日で定めるものとします。

３．この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月内に主契約の保険料の払込方法〈経路〉にしたがい、主契約の保険料と同時
に払い込んでください。

４．この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込む主契約の保険料と同じ猶予期間があります。
５．猶予期間内にこの特約の第１回保険料が払い込まれない場合には、中途付加はなかったものとします。
６．中途付加した場合には、次のとおりとします。
(１) 第１条（特約の締結および責任開始期）第２項の規定にかかわらず、会社は、中途付加日からこの特約の責任を開始し

ます。
(２) この特約の第１回保険料の払込の猶予期間中に保険事故が発生した場合の取扱は、主約款の第２回以後の保険料の払込

に関する規定を準用します。
(３) 第６条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）第１項の規定にかかわらず、主契約の保険期間が年で

定められている場合は、この特約の保険期間および保険料払込期間は、中途付加日から主契約の保険期間および保険料
払込期間の満了時までとします。

(４) 中途付加したこの特約を更新する場合、更新後のこの特約の保険期間は主契約の保険期間と同一とします。
(５) この特約の保険料は、中途付加日における被保険者の満年齢により計算します。
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（備考）
１．治療を目的とする入院
美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的と
する入院」には該当しません。

２．薬物依存
「薬物依存」とは、平成21年３月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中の分類番号 F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、
F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬
等を含みます。
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３大疾病保険料払込免除特約

この特約の趣旨
この特約は、被保険者ががんと診断確定された場合または急性心筋梗塞もしくは脳卒中の治療を目的として入院した場合に、そ
の後の保険料の払込を免除することを主な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（保険料率）
第２条 この特約が付加される場合、主契約および付加されている特約（この特約を除きます。）には、この特約が付加される
場合の保険料率を適用します。

（保険料の払込の免除）
第３条 次の各号のいずれかに定める保険料の払込を免除する場合（以下、「保険料の払込の免除事由」といいます。）に該当し
たときは、会社は、保険料の払込の免除事由が生じた日の後に到来する払込期月の保険契約（付加されている特約を含みま
す。以下同じ。）の保険料の払込を免除します。

保険料の払込の免除事由

(１) 主契約の被保険者（以下、「被保険者」といいます。）がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期の属する日か
らその日を含めて90日を経過した日の翌日（以下、「がん保障の責任開始日」といいます。）以後に、初めて別表18に定
める悪性新生物（以下、「がん」といいます。）と診断確定されたとき

(２) 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める入院（以下、「入院」といいます。）をし
たとき
①この特約の責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）以後に発病した別表９に
定める急性心筋梗塞（以下、「急性心筋梗塞」といいます。）または別表９に定める脳卒中（以下、「脳卒中」といいま
す。）を直接の原因とする入院
②別表２に定める病院または診療所における入院

２．前項において、がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされることを要します。ただし、
病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された場合には、その診断確
定も認めます。

３．被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因として入院した場合でも、この特約
の責任開始期の属する日からその日を含めて２年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因による
ものとみなします。

４．第１項に定める保険料の払込の免除事由にかかわらず、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または
脳卒中を直接の原因として、この特約の責任開始期以後に保険料の払込の免除事由に該当した場合は、次のとおりとします。
(１) この特約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその急性心筋梗塞または脳卒中に関する事実にもと

づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で保険料の払込を免除します。ただし、事実の一部が告知されなかった
ことにより、その急性心筋梗塞または脳卒中に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その急性心筋梗塞または脳卒中について、この特約の責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、
検査（健康診断、人間ドックを含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、保険料の払込を免除しま
す。ただし、その急性心筋梗塞または脳卒中による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚してい
た場合を除きます。

５．第１項の規定により保険料の払込の免除事由が生じた場合には、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の
保険料の払込の免除の規定を準用します。

（保険料の払込の免除の請求）
第４条 この特約による保険料の払込の免除の請求については、主約款の規定を準用します。
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（特約の保険期間）
第５条 この特約の保険期間は主契約と同じとします。

（特約の失効）
第６条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第７条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱

います。

（がん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効）
第８条 被保険者が、がん保障の責任開始日（がん保障の責任開始日以後に復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始
期）の前日までにがんと診断確定されたために、保険料の払込が免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含め
て６ヵ月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約またはこの特約の復活を無効とします。ただし、第９条（告
知義務および告知義務違反による解除）または第10条（重大事由による解除）の規定により、この特約が解除されるときを
除きます。

２．前項の規定によりこの特約またはこの特約の復活が無効とされた場合には、保険契約の保険料はこの特約を付加しない場合
の保険料に変更し、すでに払い込まれたこの特約を付加した場合の保険契約の保険料（復活の際の無効の場合には、復活の
際の保険契約の延滞保険料および復活以後の保険契約の保険料とします。以下、本項において同じ。）とこの特約を付加し
ない場合の保険契約の保険料の差額を保険契約者に払い戻します。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第９条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について
は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第10条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第11条 保険契約者は、保険料の払込の免除事由（主約款に定める保険料の払込の免除事由を含みます。）の発生前に限り、将
来に向かってこの特約を解約することができます。

２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（特約の消滅）
第12条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

（特約の払戻金）
第13条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の更新）
第14条 主契約が更新された際に、保険契約者から申出がないときまたは保険契約の保険料の払込が免除されているとき（主約
款の規定により保険料の払込が免除されている場合を含みます。）は、この特約も同時に更新されたものとします。

２．この特約が更新された場合には、第３条（保険料の払込の免除）および第８条（がん保障の責任開始日前のがん診断確定に
よる無効）の適用に際しては、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。

３．前項に定める他、この特約の更新および更新後の特約の取扱については、主約款の更新に関する規定を準用します。

（特約の契約者配当）
第15条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第16条 この特約の保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
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（主約款の準用）
第17条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第18条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。
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がん特約

この特約の趣旨
この特約は、被保険者ががんと診断確定された場合またはがんの治療を目的として入院した場合に、所定の給付を行うことを主
な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（給付金の支払）
第２条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

(１)
が
ん
診
断
給
付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に、次のいずれかに該当したとき
①この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（以
下、「がん保障の責任開始日」といいます。）以後に、初めて別表18に定める悪性新
生物（以下、「がん」といいます。）と診断確定されたとき
②次の条件のすべてを満たす別表２に定める入院（以下、「入院」といいます。）をし
たとき
アがん保障の責任開始日（がん保障の責任開始日以後に復活が行われた場合は、最
後の復活の際の責任開始期。以下、本項において同じ。）以後に診断確定された
がんを直接の原因とする入院
イがんの治療を目的とする別表２に定める病院または診療所における入院
ウ直前に支払われたがん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて１
年を経過した日の翌日以後の入院

がん診断給付金額

被
保
険
者

(２)
上
皮
内
新
生
物
診
断
給
付
金

被保険者が、がん保障の責任開始日以後のこの特約の保険期間中に、初めて別表19に
定める上皮内新生物（以下、「上皮内新生物」といいます。）と診断確定されたとき

がん診断給付金額の
50％

被
保
険
者

２．前項において、がんまたは上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされること
を要します。ただし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された
場合には、その診断確定も認めます。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を
がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保
険証券に記載したときは、被保険者をがん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の受取人とします。

（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の支払限度）
第３条 がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の支払限度は次のとおりとします。
(１) がん診断給付金

この特約の保険期間を通じ、６回とします。
(２) 上皮内新生物診断給付金

が
ん
特
約
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この特約の保険期間を通じ、１回とします。

（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以

下、「主約款」といいます。）の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第５条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱

います。

（がん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効）
第９条 被保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日（復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始
期。以下、本条において同じ。）の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者または被保険者のその事実の知、
不知にかかわらず、この特約またはこの特約の復活は無効とします。（上皮内新生物と診断確定された場合は本条の無効の
対象とはなりません。）

２．前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料（復活の際の無効の場合には、復活の際のこの特約の延滞保険料および
復活以後のこの特約の保険料とします。）は次のとおり取り扱います。
(１) 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者がともに知らなかった場合には、

保険契約者に払い戻します。
(２) 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていた場

合には、払い戻しません。
(３) 告知の時からがん保障の責任開始日の前日までに被保険者ががんと診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻

します。
３．本条の適用がある場合は、第10条（告知義務および告知義務違反による解除）および第11条（重大事由による解除）の規定

は適用しません。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第10条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について

は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第11条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第12条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。
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（がん診断給付金額の減額）
第13条 保険契約者は、がん診断給付金額を減額することができます。ただし、減額後のがん診断給付金額は、会社の定める金

額以上であることを要します。
２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．がん診断給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金が、いずれも第３条（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の

支払限度）に定める支払限度に達したとき

（特約の払戻金）
第15条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の契約者配当）
第16条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第17条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第18条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第19条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。

（備考）
治療を目的とする入院
美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。
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急性心筋梗塞・脳卒中特約

この特約の趣旨
この特約は、被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的として入院した場合に、所定の給付を行うことを主な内容とす
るものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（給付金の支払）
第２条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

(１)
急
性
心
筋
梗
塞
治
療
給
付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める入院
（以下、「入院」といいます。）をしたとき
①この特約の責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期。以
下同じ。）以後に発病した別表９に定める急性心筋梗塞（以下、「急性心筋梗塞」と
いいます。）を直接の原因とする入院。ただし、すでに急性心筋梗塞治療給付金が
支払われたことがある場合には、直前に支払われた急性心筋梗塞治療給付金の支払
事由に該当した日からその日を含めて１年を経過した日の翌日以後の入院としま
す。
②急性心筋梗塞の治療を目的とする別表２に定める病院または診療所（以下、「病院
または診療所」といいます。）における入院

特約給付金額

被
保
険
者

(２)
脳
卒
中
治
療
給
付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき
①この特約の責任開始期以後に発病した別表９に定める脳卒中（以下、「脳卒中」と
いいます。）を直接の原因とする入院。ただし、すでに脳卒中治療給付金が支払わ
れたことがある場合には、直前に支払われた脳卒中治療給付金の支払事由に該当し
た日からその日を含めて１年を経過した日の翌日以後の入院とします。
②脳卒中の治療を目的とする病院または診療所における入院

特約給付金額

被
保
険
者

２．前項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を急
性心筋梗塞治療給付金および脳卒中治療給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保
険証券に記載したときは、被保険者を急性心筋梗塞治療給付金および脳卒中治療給付金の受取人とします。

３．被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因として入院した場合でも、この特約
の責任開始期の属する日からその日を含めて２年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因による
ものとみなします。

４．第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中を直接の
原因として、この特約の責任開始期以後に急性心筋梗塞治療給付金または脳卒中治療給付金の支払事由に該当した場合は、
次のとおりとします。
(１) この特約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその急性心筋梗塞または脳卒中に関する事実にもと

づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で急性心筋梗塞治療給付金または脳卒中治療給付金を支払います。ただ
し、事実の一部が告知されなかったことにより、その急性心筋梗塞または脳卒中に関する事実を会社が正確に知ること
ができなかった場合を除きます。

(２) その急性心筋梗塞または脳卒中について、この特約の責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、
検査（健康診断、人間ドックを含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、急性心筋梗塞治療給付金
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または脳卒中治療給付金を支払います。ただし、その急性心筋梗塞または脳卒中による症状について、保険契約者また
は被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

（急性心筋梗塞治療給付金および脳卒中治療給付金の支払限度）
第３条 急性心筋梗塞治療給付金および脳卒中治療給付金の支払限度は、この特約の保険期間を通じ、それぞれ６回とします。

（急性心筋梗塞治療給付金および脳卒中治療給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 急性心筋梗塞治療給付金および脳卒中治療給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款
（以下、「主約款」といいます。）の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第５条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第９条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について

は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第10条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第11条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（特約給付金額の減額）
第12条 保険契約者は、特約給付金額を減額することができます。ただし、減額後の特約給付金額は、会社の定める金額以上で

あることを要します。
２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．特約給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第13条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) 急性心筋梗塞治療給付金および脳卒中治療給付金が、いずれも第３条（急性心筋梗塞治療給付金および脳卒中治療給付

金の支払限度）に定める支払限度に達したとき

急
性
心
筋
梗
塞
・
脳
卒
中
特
約
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（特約の払戻金）
第14条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の契約者配当）
第15条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第16条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第17条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第18条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。

（備考）
治療を目的とする入院
美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。
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通院特約

この特約の趣旨
この特約は、被保険者がケガまたは病気の治療を目的として通院した場合に、所定の給付を行うことを主な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（給付金の支払）
第２条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

通
院
給
付
金

被保険者が、この特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める通
院（往診を含みます。以下、「通院」といいます。）をしたとき
①主契約の入院給付金（以下、「入院給付金」といいます。）が支払われる入院の退
院日の翌日から120日以内の期間（以下、「通院期間」といいます。）における通
院
②上記①の入院と同一の原因を直接の原因とする通院
③治療を目的とする別表２に定める病院または診療所への通院

１回の入院のその通院
につき、
通院給付金日額

×
通院日数

被
保
険
者

２．前項の規定にかかわらず、次のいずれかにより、通院給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算
の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、通院給付金を削減して支払い、または通院給付金を支払わないことがありま
す。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を
通院給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者
を通院給付金の受取人とします。

４．次のいずれかに該当する場合には通院給付金は重複して支払いません。
(１) 被保険者が同一の日に２回以上通院をしたとき（この場合、１回の通院とみなします。）
(２) 被保険者が２以上の事由の治療を目的とした１回の通院をしたとき
５．被保険者の通院期間中に通院給付金日額が変更された場合には、通院給付金の支払額は、各日現在の通院給付金日額に応じ
て計算します。

６．被保険者が入院給付金の支払対象となる日に通院したときは、通院の原因がその入院の原因と同一であるか否かにかかわら
ず、通院給付金は支払いません。

７．被保険者が２回以上入院した場合で、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定により１回の入院とみ
なされる入院にかかわる通院については、次のとおり取り扱います。
(１) 最終の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日を通院期間の起算日とします。
(２) 最初の入院の退院日後、最終の入院給付金が支払われる入院の入院日の前日までの間の通院については通院期間中の通

院とみなします。
８．第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者がこの特約の責任開始期前に生じた病気またはケガ（以下、本項において
「病気等」といいます。）を直接の原因として、この特約の責任開始期以後に通院給付金の支払事由に該当した場合は、次の
とおりとします。
(１) この特約の締結または復活の際、会社が、告知等により知っていたその病気等に関する事実にもとづいて承諾した場合

には、その承諾した範囲内で通院給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その病気
等に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

(２) その病気等について、この特約の責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、検査（健康診断、
人間ドックを含みます。）において異常の指摘を受けたことがない場合には、通院給付金を支払います。ただし、その病
気等による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
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（通院給付金の支払限度）
第３条 通院給付金の支払限度は次のとおりです。
(１) １回の入院（主約款の規定により１回の入院とみなされる場合を含みます。）のその通院についての支払限度は、支払日

数30日とします。
(２) 通算支払限度は、支払日数1,095日とします。

（通院給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 通院給付金の請求、支払時期および支払場所については、主約款の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第５条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第９条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について
は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第10条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第11条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（通院給付金日額の減額）
第12条 保険契約者は、通院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の通院給付金日額は、会社の定める金額以
上であることを要します。

２．主契約の入院給付金日額の減額が行われた場合で、通院給付金日額が会社の定める限度を超えたときは、通院給付金日額を
会社の定める限度まで減額します。

３．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

４．通院給付金日額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
５．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第13条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) 通院給付金の支払日数が、第３条（通院給付金の支払限度）に定める通算支払限度に達したとき
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(３) 入院給付金の支払日数が通算支払限度に達したとき

（特約の払戻金）
第14条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の契約者配当）
第15条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第16条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第17条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第18条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。

（備考）
治療を目的とする通院
治療措置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみのための通院などは、「治療を目的とする通院」には該当しません。

通
院
特
約

25

約
款



先進医療特約2018

この特約の趣旨
この特約は、被保険者がケガまたは病気の治療を目的として所定の先進医療による療養を受けた場合に、所定の給付を行うこと
を主な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（給付金の支払）
第２条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても給付金を支払わな
い場合

先
進
医
療
給
付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の条
件のすべてを満たす別表２に定める療養
（以下、「療養」といいます。）を受けたと
き
①この特約の責任開始期（復活が行われた
場合は、最後の復活の際の責任開始期。
以下同じ。）以後に生じたケガまたは病
気（別表２に定める異常分娩を含みます。
以下同じ。）を直接の原因とする療養
②別表２に定める先進医療（以下、「先進
医療」といいます。）による療養

被保険者が受療した
先進医療にかかる技
術料の自己負担額と
同額
ただし、公的医療保
険制度（別表２）の
法律にもとづき給付
の対象となる費用
（自己負担部分を含
みます。）、先進医療
以外の評価療養のた
めの費用、選定療養
のための費用、食事
療養のための費用、
生活療養のための費
用など、先進医療に
かかる技術料以外の
費用は含まれませ
ん。

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当した
とき
①保険契約者または被保険者の故意また
は重大な過失

②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とす
る事故

④被保険者の泥酔の状態を原因とする事
故

⑤被保険者が法令に定める運転資格を持
たないで運転している間に生じた事故

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転
またはこれに相当する運転をしている
間に生じた事故

⑦被保険者の薬物依存

２．前項の規定にかかわらず、次のいずれかにより、先進医療給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の
計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は先進医療給付金を削減して支払い、または先進医療給付金を支払わないこ
とがあります。
(１) 地震、噴火または津波によるとき
(２) 戦争その他の変乱によるとき
３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を
先進医療給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保
険者を先進医療給付金の受取人とします。

４．第１項の規定にかかわらず、被保険者が受療した先進医療の技術料と、すでに支払った先進医療給付金の合計額が、第３条
（先進医療給付金の支払限度）に定める支払限度を超える場合、支払限度を超える額については先進医療給付金を支払いま
せん。

５．被保険者がこの特約の責任開始期前に生じたケガまたは病気を直接の原因として療養を受けた場合でも、この特約の責任開
始期の属する日からその日を含めて２年を経過した後に受けた療養は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとしま
す。

（先進医療給付金の支払限度）
第３条 先進医療給付金の支払限度は、支払額を通算して2,000万円とします。
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（先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）

の規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第５条 この特約の保険期間および保険料払込期間は10年とします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第６条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第７条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第８条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について

は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第９条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第10条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（特約の消滅）
第11条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) 先進医療給付金の支払額が、第３条（先進医療給付金の支払限度）に定める支払限度に達したとき

（特約の払戻金）
第12条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の更新）
第13条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者が特約の保険期間満了の日の２週間前までに特約を更新しない旨を会
社に通知しない限り、特約（特約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている特約に限ります。）は、特約の保険
期間満了の日の翌日に更新されます。

２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(１) 更新後の特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえる場合
(２) この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合
３．更新後の特約の保険期間は、10年とします。ただし、会社の定めるところにより、保険期間を変更して更新されることがあ
ります。

４．更新後の特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
５．更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により計算します。
６．更新後の特約の第１回保険料は、特約の更新日（契約応当日）の属する月の末日までに主契約の保険料とともに払い込んで

ください。この場合、主約款の保険料払込の猶予期間の規定を準用します。
７．本条の規定によりこの特約が更新された場合には、第１条（特約の締結および責任開始期）、第２条（給付金の支払）、第３
条（先進医療給付金の支払限度）および第８条（告知義務および告知義務違反による解除）の適用に際しては、更新前の特
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約の保険期間と更新後の特約の保険期間を継続した保険期間とみなします。
８．この特約が更新されたときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
９．更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、更新時に取り扱っている会社所定の同種の特約により更新され
ることがあります。

10．先進医療特約をこの特約に更新させる場合には、前９項の規定を準用します。

（特約の契約者配当）
第14条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第15条 先進医療給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（法令等の改正に伴う支払事由の変更）
第16条 会社は、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正により公的医療保険制度等が改正された場合で、特に必要と認め
たときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、先進医療給付金の支払事由を法令等の改正内容に応じて変更するこ
とがあります。

２．前項の規定により先進医療給付金の支払事由を変更する場合には、変更日の２ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知しま
す。

（主約款の準用）
第17条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第18条 主契約が特別条件付契約の場合には、この特約に指定疾病・指定部位不担保法による特別条件が付加されるものとし、
その指定疾病・指定部位および不担保期間は、主契約の指定疾病・指定部位および不担保期間と同一とします。

２．本条の規定によりこの特約に特別条件を付加した場合には、主約款の特別条件をつける場合の特則の規定を準用します。
３．本条の規定が適用されている特約を更新する場合は、特約の保険期間満了の日における特別条件と同一の条件を、更新後の
特約にも適用するものとします。

（主契約に保険料の払込の免除の取扱がある場合の特則）
第19条 主契約に保険料の払込の免除の取扱がある場合で、主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、

同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．第13条（特約の更新）の規定によりこの特約が更新された場合には、本条の規定の適用に際しては、更新前の特約の保険期
間と更新後の特約の保険期間を継続した保険期間とみなします。

（主契約の保険料払込期間が満了する場合の先進医療特約2018の取扱に関する特則）
第20条 主契約の保険料払込期間満了後のこの特約の保険料については、次のとおり取り扱います。
(１) 第５条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）第２項の規定にかかわらず、この特約の契約応当日か

ら12ヵ月分の保険料を一括して前納してください。（以下本条において、一括して前納するこの特約の保険料を「前納保
険料」といいます。）

(２) 前項の保険料の払込については、主約款に定める次の①から④の規定を準用します。この場合、「第２回以後の保険料」
とあるのは「前納保険料」と、「月単位の契約応当日」とあるのは「特約の契約応当日」と読み替えます。
①保険料の払込
②保険料の払込方法〈経路〉
③猶予期間および保険契約の失効
④猶予期間中に保険事故が生じた場合

(３) 第13条（特約の更新）第６項は次のとおり読み替えます。
「６．更新後の特約の前納保険料は、特約の更新日（契約応当日）の属する月の末日までに払い込んでください。この場

合、主約款の保険料払込の猶予期間の規定を準用します。猶予期間内に前納保険料の払込がないときは、更新はな
かったものとし、特約は、更新前の特約の保険期間満了日にさかのぼって消滅するものとします。」

(４) 前納保険料については、主約款および３大疾病保険料払込免除特約の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。
(５) 前納保険料は、会社の定める利率で割り引きます。

260



(６) 前納保険料は、会社の定める利率で積み立てておき、月単位の契約応当日ごとに特約の保険料の払込に充当します。
(７) この特約が消滅した場合または保険料の払込の免除事由に該当した場合で、前納保険料に残額があるときは、その残額

を保険契約者に払い戻します。

（備考）
薬物依存
「薬物依存」とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号 F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、
F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬
等を含みます。
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がん診断給付特約（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者ががんもしくは上皮内新生物と診断確定された場合またはがんの治療を目的として入院した場合に、所定
の給付を行うことを主な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（がんおよび上皮内新生物の定義および診断確定）
第２条 この特約において「がん」とは、別表18に定める悪性新生物をいいます。
２．この特約において「上皮内新生物」とは、別表19に定める上皮内新生物をいいます。
３．がんまたは上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされることを要します。た

だし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された場合には、その
診断確定も認めます。

（給付金の支払）
第３条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

(１)
が
ん
診
断
給
付
金

被保険者がこの特約の保険期間中に、次のいずれかに該当したとき
①この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（以
下、「がん保障の責任開始日」といいます。）以後に、初めてがんと診断確定された
とき
②次の条件のすべてを満たす別表２に定める入院（以下、「入院」といいます。）をし
たとき
アがん保障の責任開始日（がん保障の責任開始日以後に復活が行われた場合は、最
後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）以後に診断確定されたがんの治療を目
的とする入院
イ別表２に定める病院または診療所における入院
ウ直前に支払われたがん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて１
年を経過した日の翌日以後の入院

がん診断給付金額

被
保
険
者

(２)
上
皮
内
新
生
物
診
断
給
付
金

被保険者が、がん保障の責任開始日以後のこの特約の保険期間中に、初めて上皮内新
生物と診断確定されたとき

がん診断給付金額の
50％

被
保
険
者

２．前項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者をが
ん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険
証券に記載したときは、被保険者をがん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の受取人とします。
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（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の支払限度）
第４条 がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の支払限度は次のとおりとします。
(１) がん診断給付金

この特約の保険期間を通じ、６回とします。
(２) 上皮内新生物診断給付金

この特約の保険期間を通じ、１回とします。

（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の請求、支払時期および支払場所）
第５条 がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以

下、「主約款」といいます。）の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第６条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第７条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第８条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第９条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（がん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効）
第10条 被保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契
約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約またはこの特約の復活は無効とします。（上皮内新生物
と診断確定された場合は本条の無効の対象とはなりません。）

２．前項の場合、主約款のがん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効の規定を準用します。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第11条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について
は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第12条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第13条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（がん診断給付金額の減額）
第14条 保険契約者は、がん診断給付金額を減額することができます。ただし、減額後のがん診断給付金額は、会社の定める金
額以上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．がん診断給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
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４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第15条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金が、いずれも第４条（がん診断給付金および上皮内新生物診断給付金の

支払限度）に定める支払限度に達したとき

（特約の払戻金）
第16条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の契約者配当）
第17条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第18条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第19条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（他の保険契約を解約し、同時にこの特約を付加した保険契約を締結した場合の特則）
第20条 会社が認めた方法により、会社が定める保険契約を解約し、同時にこの特約を付加した保険契約を締結した場合で、被

保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までに上皮内新生物と診断確定されていた場合は、保険
契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。

２．前項の場合、主約款の他の保険契約を解約し、同時にこの保険契約を締結した場合の特則の規定を準用します。

（備考）
治療を目的とする入院
美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。
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がん入院特約（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者ががんまたは上皮内新生物の治療を目的として入院した場合に、所定の給付を行うことを主な内容とする
ものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（がんおよび上皮内新生物の定義および診断確定）
第２条 この特約において「がん」とは、別表18に定める悪性新生物をいいます。
２．この特約において「上皮内新生物」とは、別表19に定める上皮内新生物をいいます。
３．がんまたは上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされることを要します。た
だし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された場合には、その
診断確定も認めます。

（給付金の支払）
第３条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

入
院
給
付
金

被保険者が、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日
の翌日（以下、「がん保障の責任開始日」といいます。ただし、がん保障の責任開始
日以後に復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）以後
の保険期間中に次の条件のすべてを満たす別表２に定める入院（以下、「入院」とい
います。）をしたとき
①がん保障の責任開始日以後に診断確定されたがんまたは上皮内新生物の治療を目的
とする入院
②別表２に定める病院または診療所における入院

入院給付金日額
×

入院日数

被
保
険
者

２．前項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を入
院給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を
入院給付金の受取人とします。

３．被保険者ががんまたは上皮内新生物以外の原因による入院中に、がんまたは上皮内新生物と診断確定され、そのがんまたは
上皮内新生物の治療を開始したときは、その治療を開始した日からがんまたは上皮内新生物の治療を目的として入院したも
のとみなします。

４．被保険者が入院をし、その入院中または退院後にがんまたは上皮内新生物と診断確定された場合には、がん保障の責任開始
日からその診断確定された日の前日までの入院日数のうち、その診断確定されたがんまたは上皮内新生物の治療を目的とし
た入院であると会社が認めた入院日数についても、第１項の規定を適用します。

５．被保険者の入院中に入院給付金日額が変更された場合には、入院給付金の支払額は、各日現在の入院給付金日額に応じて計
算します。

（入院給付金の請求、支払時期および支払場所）
第４条 入院給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規
定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第５条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。
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（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶

予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（がん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効）
第９条 被保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契
約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約またはこの特約の復活は無効とします。（上皮内新生物
と診断確定された場合は本条の無効の対象とはなりません。）

２．前項の場合、主約款のがん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効の規定を準用します。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第10条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について
は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第11条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第12条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（入院給付金日額の減額）
第13条 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、会社の定める金額以
上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．入院給付金日額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
４．本条の減額を行ったときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第14条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

（特約の払戻金）
第15条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の契約者配当）
第16条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第17条 この特約の給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
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（主約款の準用）
第18条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（他の保険契約を解約し、同時にこの特約を付加した保険契約を締結した場合の特則）
第19条 会社が認めた方法により、会社が定める保険契約を解約し、同時にこの特約を付加した保険契約を締結した場合で、被

保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までに上皮内新生物と診断確定されていた場合は、保険
契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。

２．前項の場合、主約款の他の保険契約を解約し、同時にこの保険契約を締結した場合の特則の規定を準用します。

（備考）
治療を目的とする入院
美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。
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がん先進医療特約

この特約の趣旨
この特約は、被保険者ががんまたは上皮内新生物を原因として所定の先進医療による療養を受けた場合に、所定の給付を行うこ
とを主な内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（がんおよび上皮内新生物の定義および診断確定）
第２条 この特約において「がん」とは、別表18に定める悪性新生物をいいます。
２．この特約において「上皮内新生物」とは、別表19に定める上皮内新生物をいいます。
３．がんまたは上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見により、医師の資格を持つ者によりなされることを要します。た
だし、病理組織学的検査が行われなかった場合においても、会社が認めたその他の方法で診断が確定された場合には、その
診断確定も認めます。

（給付金の支払）
第３条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

先
進
医
療
給
付
金

被保険者が、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて
90日を経過した日の翌日（以下、「がん保障の責任開始日」といい
ます。ただし、がん保障の責任開始日以後に復活が行われた場合に
は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）以後の保険期間中
に次の条件のすべてを満たす別表２に定める療養（以下、「療養」
といいます。）を受けたとき
①がん保障の責任開始日以後に診断確定されたがんまたは上皮内新
生物を直接の原因とする療養
②別表２に定める先進医療（以下、「先進医療」といいます。）によ
る療養

被保険者が受療した先進医療にかかる
技術料の自己負担額と同額
ただし、公的医療保険制度（別表２）
の法律にもとづき給付の対象となる費
用（自己負担部分を含みます。）、先進
医療以外の評価療養のための費用、選
定療養のための費用、食事療養のため
の費用、生活療養のための費用など、
先進医療にかかる技術料以外の費用は
含まれません。

被
保
険
者

２．前項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、保険契約者を先
進医療給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険
者を先進医療給付金の受取人とします。

３．第１項の規定にかかわらず、被保険者が受療した先進医療の技術料と、すでに支払った先進医療給付金の合計額が、第４条
（先進医療給付金の支払限度）に定める支払限度を超える場合、支払限度を超える額については先進医療給付金を支払いま
せん。

（先進医療給付金の支払限度）
第４条 先進医療給付金の支払限度は、支払額を通算して2,000万円とします。

（先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所）
第５条 先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）

の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第６条 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。
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（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第７条 この特約の保険期間および保険料払込期間は10年とします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶

予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第８条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第９条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（がん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効）
第10条 被保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契

約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約またはこの特約の復活は無効とします。（上皮内新生物
と診断確定された場合は本条の無効の対象とはなりません。）

２．前項の場合、主約款のがん保障の責任開始日前のがん診断確定による無効の規定を準用します。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第11条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について
は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第12条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第13条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（特約の消滅）
第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) 先進医療給付金の支払額が、第４条（先進医療給付金の支払限度）に定める支払限度に達したとき

（特約の払戻金）
第15条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（特約の更新）
第16条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者が特約の保険期間満了の日の２週間前までに特約を更新しない旨を会
社に通知しない限り、特約（特約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている特約に限ります。）は、特約の保険
期間満了の日の翌日に更新されます。

２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
(１) 更新後の特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえる場合
(２) この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合

３．更新後の特約の保険期間は、10年とします。ただし、会社の定めるところにより、保険期間を変更して更新されることがあ
ります。

４．更新後の特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
５．更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により計算します。
６．更新後の特約の第１回保険料は、特約の更新日（契約応当日）の属する月の末日までに主契約の保険料とともに払い込んで
ください。この場合、主約款の保険料払込の猶予期間の規定を準用します。
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７．本条の規定によりこの特約が更新された場合には、第１条（特約の締結および責任開始期）、第３条（給付金の支払）、第４
条（先進医療給付金の支払限度）、第６条（特約の保険料の払込の免除）、第10条（がん保障の責任開始日前のがん診断確定
による無効）および第11条（告知義務および告知義務違反による解除）の適用に際しては、更新前の特約の保険期間と更新
後の特約の保険期間を継続した保険期間とみなします。

８．この特約が更新されたときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
９．更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、更新時に取り扱っている会社所定の同種の特約により更新され
ることがあります。

（特約の契約者配当）
第17条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第18条 先進医療給付金または保険料の払込の免除事由の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用しま
す。

（法令等の改正に伴う支払事由の変更）
第19条 会社は、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正により公的医療保険制度等が改正された場合で、特に必要と認め
たときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、先進医療給付金の支払事由を法令等の改正内容に応じて変更するこ
とがあります。

２．前項の規定により先進医療給付金の支払事由を変更する場合には、変更日の２ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知しま
す。

（主約款の準用）
第20条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（他の保険契約を解約し、同時にこの特約を付加した保険契約を締結した場合の特則）
第21条 会社が認めた方法により、会社が定める保険契約を解約し、同時にこの特約を付加した保険契約を締結した場合で、被
保険者が、告知前または告知の時からがん保障の責任開始日の前日までに上皮内新生物と診断確定されていた場合は、保険
契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。

２．前項の場合、主約款の他の保険契約を解約し、同時にこの保険契約を締結した場合の特則の規定を準用します。
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介護給付特約（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者が所定の認知症に該当し、かつ、公的介護保険制度における要介護１以上の状態に該当した場合に、所定
の給付を行うことを主な内容とするものです。

（特約の締結および保険期間の始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の保険期間の始期は主契約の保険期間の始期と同一とします。

（特約の責任開始）
第２条 この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて１年を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日とし、会社
は、その日からこの特約上の責任を負います。

（認知症の定義および診断確定）
第３条 この特約において「認知症」とは、別表26に定める認知症をいいます。
２．認知症の診断確定は、次の各号のすべての検査によりなされることを要します。
(１) 認知機能検査
(２) 画像検査
３．前項の検査を受けられない場合で、他の所見によって認知症と医師により診断確定され、その診断確定の根拠が合理的であ
ると認められるときは、会社は、前項の検査を行わない方法による診断確定を認めることがあります。

（給付金の支払）
第４条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても給付金を支払わない
場合（以下、「免責事由」といいます。）

要
介
護
給
付
金

被保険者が次のすべてに該当したとき
①この特約の責任開始日（復活が行われた
場合は、最後の復活の際の責任開始期。
以下同じ。）以後に、この特約の責任開
始日前を含めてはじめて認知症と診断確
定されたとき
②この特約の責任開始日以後に公的介護保
険制度（別表２）に基づき、要介護１以
上の状態（別表２）に該当すると認定さ
れ、その認定の有効期間中であるとき

要介護給付金額

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の薬物依存

２．前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により要介護給付金の支払事由に該当した場合で、その原因により
支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、要介護給付金を
削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、支払額がこの特約の責任準備金を下まわることはありません。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の認知症診断給付金の受取人の場合には、保
険契約者を要介護給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したとき
は、被保険者を要介護給付金の受取人とします。

（要介護給付金の請求、支払時期および支払場所）
第５条 要介護給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の
規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第６条 主契約の認知症診断給付金が支払われる場合で、その支払事由の発生時に、要介護給付金の支払事由が生じていないと
きは、会社は、将来に向かってこの特約の保険料の払込を免除します。
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２．前項の規定によりこの特約の保険料の払込が免除された場合には、この特約の保険料は、主契約の認知症診断給付金の支払
事由（以下、本条において「特約保険料の払込の免除事由」といいます。）の発生時以後、引き続き払込があったものとし
て取り扱います。この場合、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）第２項の規定は適用しません。

３．この特約の保険料の払込が免除された場合、特約保険料の払込の免除事由の発生時以後、第14条（要介護給付金額の減額）
の規定は適用しません。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第７条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第８条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第９条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱

います。

（特約の責任開始日前の認知症診断確定による無効）
第10条 被保険者が、告知前または告知の時からこの特約の責任開始日の前日までに認知症と診断確定されていた場合は、保険
契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約またはこの特約の復活は無効とします。

２．前項の場合、主約款の責任開始日前の認知症診断確定による無効の規定を準用します。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第11条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について
は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第12条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第13条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（要介護給付金額の減額）
第14条 保険契約者は、要介護給付金額を減額することができます。ただし、減額後の要介護給付金額は、会社の定める金額以

上であることを要します。
２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．要介護給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。

（特約の消滅）
第15条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 主契約が消滅したとき
(２) 要介護給付金が支払われたとき
２．前項第１号の場合、主約款の規定により主契約の責任準備金が支払われるときは、会社は、この特約の責任準備金を保険契
約者に支払います。

（特約の払戻金）
第16条 この特約には、前条第２項の規定によりこの特約の責任準備金を支払う場合を除き、解約その他により特約が消滅した
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場合の払戻金はありません。

（特約の契約者配当）
第17条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第18条 この特約の給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（法令等の改正に伴う支払事由の変更）
第19条 会社は、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正により公的介護保険制度等が改正された場合で、特に必要と認め
たときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、要介護給付金の支払事由を法令等の改正内容に応じて変更すること
があります。

２．前項の規定により要介護給付金の支払事由を変更する場合には、変更日の２ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。

（主約款の準用）
第20条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（備考）
薬物依存
「薬物依存」とは、平成21年３月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中の分類番号 F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、
F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬
等を含みます。
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精神疾患併発入院特約（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者が所定の認知症に該当した後に、所定の精神疾患の治療を目的として入院した場合に、所定の給付を行う
ことを主な内容とするものです。

（特約の締結および保険期間の始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の保険期間の始期は主契約の保険期間の始期と同一とします。

（特約の責任開始）
第２条 この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて１年を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日とし、会社
は、その日からこの特約上の責任を負います。

（認知症の定義および診断確定）
第３条 この特約において「認知症」とは、別表26に定める認知症をいいます。
２．認知症の診断確定は、次の各号のすべての検査によりなされることを要します。
(１) 認知機能検査
(２) 画像検査
３．前項の検査を受けられない場合で、他の所見によって認知症と医師により診断確定され、その診断確定の根拠が合理的であ
ると認められるときは、会社は、前項の検査を行わない方法による診断確定を認めることがあります。

（給付金の支払）
第４条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても給付金を支払わない
場合（以下、「免責事由」といいます。）

精
神
疾
患
併
発
入
院
給
付
金

被保険者が次のすべてに該当したとき
①この特約の責任開始日（復活が行われた
場合は、最後の復活の際の責任開始期。
以下同じ。）以後に、この特約の責任開
始日前を含めてはじめて認知症と診断確
定されたとき
②①に該当した日以後、次の条件のすべて
を満たす別表２に定める入院（以下、「入
院」といいます。）をしたとき
アこの特約の責任開始日以後に発病した
別表27に定める精神疾患（以下、「精
神疾患」といいます。）の治療を目的
とする入院
イ別表２に定める病院または診療所にお
ける入院

入院給付金日額
×

入院日数

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当したと
き
①保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

②被保険者の犯罪行為
③被保険者の薬物依存

２．前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により精神疾患併発入院給付金の支払事由に該当した場合で、その
原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、会社は、精神
疾患併発入院給付金を削減して支払うか、または支払わないことがあります。

３．第１項の規定にかかわらず、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の認知症診断給付金の受取人の場合には、保
険契約者を精神疾患併発入院給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記
載したときは、被保険者を精神疾患併発入院給付金の受取人とします。

４．被保険者が精神疾患以外の原因による入院中に、精神疾患の治療を開始したときは、その治療を開始した日から精神疾患の
治療を目的として入院したものとみなします。

５．被保険者の入院中に入院給付金日額が変更された場合には、精神疾患併発入院給付金の支払額は、各日現在の入院給付金日
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額に応じて計算します。

（精神疾患併発入院給付金の請求、支払時期および支払場所）
第５条 精神疾患併発入院給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」とい

います。）の規定を準用します。

（特約の保険料の払込の免除）
第６条 主契約の認知症診断給付金が支払われる場合は、会社は、将来に向かってこの特約の保険料の払込を免除します。
２．前項の規定によりこの特約の保険料の払込が免除された場合には、この特約の保険料は、主契約の認知症診断給付金の支払
事由（以下、本条において「特約保険料の払込の免除事由」といいます。）の発生時以後、引き続き払込があったものとし
て取り扱います。この場合、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）第２項の規定は適用しません。

３．この特約の保険料の払込が免除された場合、特約保険料の払込の免除事由の発生時以後、第14条（入院給付金日額の減額）
の規定は適用しません。

（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第７条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶
予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。

（特約の失効）
第８条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第９条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（特約の責任開始日前の認知症診断確定による無効）
第10条 被保険者が、告知前または告知の時からこの特約の責任開始日の前日までに認知症と診断確定されていた場合は、保険
契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約またはこの特約の復活は無効とします。

２．前項の場合、主約款の責任開始日前の認知症診断確定による無効の規定を準用します。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第11条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について

は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第12条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第13条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（入院給付金日額の減額）
第14条 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、会社の定める金額以
上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．入院給付金日額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。
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（特約の消滅）
第15条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
２．前項の場合、主約款の規定により主契約の責任準備金が支払われるときは、会社は、この特約の責任準備金を保険契約者に

支払います。

（特約の払戻金）
第16条 この特約には、前条第２項の規定によりこの特約の責任準備金を支払う場合を除き、解約その他により特約が消滅した
場合の払戻金はありません。

（特約の契約者配当）
第17条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第18条 この特約の給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

第19条 （削除）

（主約款の準用）
第20条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（備考）
１．治療を目的とする入院
美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。

２．薬物依存
「薬物依存」とは、平成21年３月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中の分類番号 F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、
F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬
等を含みます。
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無事故給付特約（払戻金なし）

この特約の趣旨
この特約は、被保険者が主契約の認知症診断給付金の支払事由に該当しない場合、３年ごとに所定の給付を行うことを主な内容
とするものです。

（用語の意義）
第１条 この特約において使用される用語の意義は次のとおりです。
(１) 無事故判定基準日

主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）に定める契約日（以下、「契約日」といいます。）から３年ごとの年単
位の契約応当日をいいます。

(２) 無事故判定期間
契約日または無事故判定基準日からその直後に到来する無事故判定基準日の前日までの期間をいいます。

（特約の締結および保険期間の始期）
第２条 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」といいます。）から申出があり、会社が承

諾した場合に、主契約に付加して締結します。
２．この特約の保険期間の始期は主契約の保険期間の始期と同一とします。

（特約の責任開始）
第３条 この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて１年を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日とし、会社
は、その日からこの特約上の責任を負います。

（給付金の支払）
第４条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

給付金
の種類

給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。） 支払額 受取人

無
事
故
給
付
金

被保険者が次のすべてに該当したとき
①無事故判定期間満了時までに主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）
に定める主契約の認知症診断給付金（以下、「認知症診断給付金」といいます。）の支
払事由に該当していないとき
②①の無事故判定期間満了時に生存しているとき

無事故給付金額

保
険
契
約
者

２．前項の支払事由に該当し、無事故給付金を支払った後に、その支払の基準となる無事故判定期間中に認知症診断給付金の支
払事由に該当していることが判明したときは、会社は、次のとおり取り扱います。
(１) 認知症診断給付金が支払われるときは、その支払うべき認知症診断給付金からすでに支払った無事故給付金を差し引き

ます。
(２) 主契約（主契約に付加されている特約を含みます。以下、本項において同じとします。）の責任準備金が支払われるとき

は、その支払うべき金額からすでに支払った無事故給付金を差し引きます。
(３) 認知症診断給付金もしくは主契約の責任準備金のいずれも支払われない場合または主契約の責任準備金がすでに支払っ

た無事故給付金に不足する場合には、保険契約者は、すでに支払った無事故給付金またはその不足する金額を会社に返
還することを要します。

（無事故給付金の支払時期および支払場所）
第５条 無事故給付金は、その支払の基準となる無事故判定期間満了日の翌営業日、またはその無事故判定期間中の最終の払込
期月のこの特約の保険料が払い込まれたことを会社が確認した日のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて５営業日以内
に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。

２．前項の規定にかかわらず、会社が必要と認めた場合、会社は必要書類（別表１）の提出を求めることがあります。この場合、
主約款の給付金の請求、支払時期および支払場所の規定を準用します。
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（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込）
第６条 この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同じとします。
２．この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとします。
３．主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶

予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
４．第２項の保険料が払い込まれないまま、主約款に定める払込期月の満了時に無事故給付金の支払事由が生じた場合には、保
険契約者は、主約款に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれ
ない場合には、会社は、無事故給付金を支払いません。

５．第２項の保険料が払い込まれないまま、主約款に定める猶予期間の満了時に無事故給付金の支払事由が生じた場合には、会
社は、無事故給付金を支払いません。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したときは、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱
います。

（主契約が責任開始日前の認知症診断確定により無効となった場合の取扱）
第９条 主契約が責任開始日前の認知症診断確定による無効の規定により無効となった場合には、この特約またはこの特約の復
活は無効とします。

２．前項の場合、主約款の責任開始日前の認知症診断確定による無効の規定を準用します。

（告知義務および告知義務違反による解除）
第10条 この特約の締結または復活に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合について
は、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。

（重大事由による解除）
第11条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第12条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。

（無事故給付金額の減額）
第13条 保険契約者は、無事故給付金額を減額することができます。ただし、減額後の無事故給付金額は、会社の定める金額以
上であることを要します。

２．保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類（別表１）を会社の本社または会社の指定した場所に提出してくださ
い。

３．無事故給付金額を減額したときは、減額部分は解約したものとして取り扱います。

（特約の消滅）
第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) 認知症診断給付金の支払事由が生じたとき
(２) 主契約が前号以外の事由により消滅したとき
２．前項第１号の場合、主約款の規定により主契約の責任準備金が支払われるときは、会社は、この特約の責任準備金を保険契

約者に支払います。

（特約の払戻金）
第15条 この特約には、前条第２項の規定によりこの特約の責任準備金を支払う場合を除き、解約その他により特約が消滅した
場合の払戻金はありません。
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（特約の契約者配当）
第16条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第17条 この特約の給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第18条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
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リビング・ニーズ特約

この特約の趣旨
この特約は、被保険者の余命が６ヵ月と判断されるときに、死亡保険金の全部または一部について、保険金を支払うことを主な
内容とするものです。

（特約の締結および責任開始期）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の被保険者（以下、「被保険者」と

いいます。）の同意を得て、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」といいます。）の申出によって、主契約に付加して
締結します。

２．この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同一とします。

（指定保険金額）
第２条 この特約において、リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる金額を「指定保険金額」といいます。
２．前項の指定保険金額は、リビング・ニーズ保険金の請求の際、リビング・ニーズ保険金の受取人が、主契約の死亡保険金額
以下、かつ、会社の定める範囲内で指定してください。

（保険金の支払）
第３条 この特約において支払う保険金は次のとおりです。

保険金
の種類

保険金を支払う場合（以下、「支払事由」
といいます。）

支払額 受取人
支払事由に該当しても保険金を支払わな
い場合（以下、「免責事由」といいます。）

リ
ビ
ン
グ
・
ニ
ー
ズ
保
険
金

被保険者の余命が６ヵ月以内と判断される
場合

指定保険金額から、
会社の定める計算に
より、リビング・ニー
ズ保険金の請求日か
ら６ヵ月間の指定保
険金額に対応する利
息および保険料を差
し引いた金額

被
保
険
者

次のいずれかにより支払事由に該当した
とき
①保険契約者の故意
②被保険者の故意

２．前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱によりリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当した場合で、その
原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加が、リビング・ニーズ保険金の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、
会社は、リビング・ニーズ保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、指定保険金額に対
応する責任準備金を下まわることはありません。

３．リビング・ニーズ保険金の請求日（第４条（リビング・ニーズ保険金の請求）第１項に定める必要書類が会社に到達した日
をいいます。以下同じ。）が主契約の保険期間の満了（主契約が更新される場合を除きます。）前１年以内である場合、会社
はリビング・ニーズ保険金を支払いません。

４．指定保険金額は、前条第２項に定めるほか、被保険者がこの特約の被保険者と同一である他の保険契約（以下本項において、
「他契約」といいます。）にリビング・ニーズ特約を付加している場合には、次に定めるとおりとします。
(１) この特約のリビング・ニーズ保険金の請求日が他契約のリビング・ニーズ保険金の請求日より前である場合

リビング・ニーズ保険金の受取人（第４条（リビング・ニーズ保険金の請求）第２項に定める指定代理請求人による請
求の場合は指定代理請求人とします。以下本項において同じ。）が指定した金額を指定保険金額とします。

(２) この特約のリビング・ニーズ保険金の請求日が他契約のリビング・ニーズ保険金の請求日と同一である場合
リビング・ニーズ保険金の受取人が指定した金額にかかわらず、次の金額を指定保険金額とします。ただし、リビング・
ニーズ保険金の受取人が指定したこの特約およびリビング・ニーズ保険金の請求日を同一とする他契約のリビング・ニー
ズ保険金の合計額が会社の定める金額をこえない場合には、リビング・ニーズ保険金の受取人が指定した金額を指定保
険金額とします。

会社の定める金額 ×
リビング・ニーズ保険
金の受取人が指定した
金額

÷

この特約のリビング・ニーズ保険金の受取人が指
定した金額およびこの特約のリビング・ニーズ保
険金と請求日を同一とする他契約のリビング・
ニーズ保険金の受取人が指定した金額の合計額
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(３) この特約のリビング・ニーズ保険金の請求日が他契約のリビング・ニーズ保険金の請求日より後である場合
会社の定める金額からリビング・ニーズ保険金の請求日が前の他契約の特約の指定保険金額を差し引いた金額を指定保
険金額の上限とします。

５．リビング・ニーズ保険金を支払った場合、次に定めるとおりとします。
(１) 指定保険金額が主契約の死亡保険金額の全部のとき

主契約は、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
(２) 指定保険金額が主契約の死亡保険金額の一部のとき

主契約の死亡保険金額は、指定保険金額分だけリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。
６．リビング・ニーズ保険金を支払う前に被保険者が死亡しているときは、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
７．会社は、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）に定める高度障害保険金または重度障害保険金を支払った

かまたは支払うこととした場合には、その後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、これを支払いません。
８．リビング・ニーズ保険金を支払う前に、主約款に定める高度障害保険金または重度障害保険金の請求を受け、主約款に定め

る高度障害保険金または重度障害保険金が支払われる場合には、リビング・ニーズ保険金は支払いません。

（リビング・ニーズ保険金の請求）
第４条 リビング・ニーズ保険金の受取人は、リビング・ニーズ保険金を請求する場合には、必要書類（別表１）を提出してく
ださい。

２．リビング・ニーズ保険金の受取人が被保険者で、被保険者にリビング・ニーズ保険金を請求できない特別な事情があるとき
は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した次のいずれかの条件を満たしている者（以下、「指定代理請求人」
といいます。）が、その事情を会社に申し出て、会社が承諾した場合、被保険者の代理人としてリビング・ニーズ保険金を
請求することができます。ただし、故意にリビング・ニーズ保険金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者をリビ
ング・ニーズ保険金の請求ができない状態に該当させた者は、被保険者の代理人としての取扱を受けることができません。
(１) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の戸籍上の配偶者
(２) 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の３親等内の親族
３．前項に定める被保険者にリビング・ニーズ保険金を請求できない特別な事情とは、次の各号に定めるとおりとします。
(１) リビング・ニーズ保険金の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合
(２) 傷病名の告知を受けていない場合
(３) その他これに準じる状態であると会社が認めた場合
４．指定代理請求人が第２項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において第２項の範囲内の者であることを要します。
５．第２項の規定により、会社がリビング・ニーズ保険金を支払った後に、重複してリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、
会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。

６．保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
７．保険契約者が前項の変更をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
８．第６項の変更を行ったときは、保険証券に表示します。

（リビング・ニーズ保険金の支払時期と支払場所）
第５条 リビング・ニーズ保険金の支払時期および支払場所については、主約款の保険金の支払時期および支払場所に関する規
定を準用します。

（特約保険料の払込）
第６条 この特約は保険料の払込を要しません。

（特約の失効）
第７条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第８条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾したときは、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活を取り扱
います。

（特約の告知義務および告知義務違反による解除）
第９条 この特約に関する告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解
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除の規定を準用します。

（特約の重大事由による解除）
第10条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。

（特約の解約）
第11条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
２．この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。

（特約の消滅）
第12条 次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(１) リビング・ニーズ保険金が支払われたとき
(２) 主契約が消滅したとき

（特約の払戻金）
第13条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（契約者配当）
第14条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（管轄裁判所）
第15条 リビング・ニーズ保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

（主約款の準用）
第16条 この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

（主契約が特別条件付契約の場合の特則）
第17条 主契約が、保険金削減支払法が適用されている特別条件付契約の場合で、保険金削減期間中にリビング・ニーズ保険金
の請求があったときは、第３条（保険金の支払）第１項の規定にかかわらず、次の第１号に定める金額から第２号に定める
金額を差し引いた金額を支払います。
(１) 指定保険金額から、会社の定める計算により、リビング・ニーズ保険金の請求日から６ヵ月間の指定保険金額に対応す

る利息を差し引いた金額に、リビング・ニーズ保険金の請求日における主約款に定める割合を乗じた金額
(２) リビング・ニーズ保険金の請求日から６ヵ月間の指定保険金額に対応する保険料

（主契約が長期逓減定期保険（払戻金なし）の場合の特則）
第18条 この特約が長期逓減定期保険（払戻金なし）に付加されている場合には、次のとおり取り扱います。
(１) 第２条（指定保険金額）第２項の規定中、「主契約の死亡保険金額」は「リビング・ニーズ保険金の請求日の６ヵ月後の

応当日における保険金額」と読み替えます。
(２) 第３条（保険金の支払）第４項の規定は次のとおり読み替えます。

「４．リビング・ニーズ保険金を支払った場合、次に定めるとおりとします。
(１) 指定保険金額がリビング・ニーズ保険金の請求日の６ヵ月後の応当日における主契約の死亡保険金額の全部のとき

主契約はリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
(２) 指定保険金額がリビング・ニーズ保険金の請求日の６ヵ月後の応当日における主契約の死亡保険金額の一部のとき

主契約の基本保険金額は、リビング・ニーズ保険金の請求日６ヵ月後の応当日における主契約の死亡保険金額と
指定保険金額の割合と同比率で、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。 」

2 2



指定代理請求特約

この特約の趣旨
この特約は、被保険者と受取人が同一人である保険金等の支払事由が生じた場合で、保険金等の受取人が保険金等を請求できな
い特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わって、あらかじめ指定された所定の代理人が請求することができることを
主な内容とするものです。

（特約の締結）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の被保険者（以下、「被保険者」と

いいます。）の同意を得て、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」といいます。）の申出によって、主契約に付加して
締結します。

（特約の対象となる保険金等）
第２条 この特約の対象となる保険金、給付金またはその他保険金に準じる保険給付（保険料の払込の免除を含みます。以下、
「保険金等」といいます。）は、この特約が付加された主契約および主契約に付加されている特約（以下、「各特約」といい
ます。）の保険金等のうち、次のとおりとします。

(１) 被保険者と受取人が同一人である保険金等
(２) 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込の免除

（保険金等の代理請求）
第３条 保険契約者は被保険者の同意を得て次の各号の範囲内であらかじめ１人の者（以下、「指定代理請求人」といいます。）

を指定してください。ただし、保険金等の受取人（保険料の払込の免除の場合は保険契約者。以下同じ。）が法人である場
合を除きます。
(１) 被保険者の戸籍上の配偶者
(２) 被保険者の３親等内の親族
(３) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を

請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者
②被保険者の療養看護に努め、または、被保険者の財産管理を行っている者
③その他前①および②に掲げる者と同等の者

２．保険金等の受取人が保険金等を請求できない次の各号に定める特別な事情（以下、「特別な事情」）といいます。）があると
きは、指定代理請求人は必要書類（別表１）および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等を請求すること
ができます。
(１) 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合
(２) 悪性新生物等の会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
(３) その他前２号に準じる状態であると会社が認めた場合
３．指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において第１項の範囲内の者であることを要します。
４．第２項の規定により、会社が指定代理請求人に保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の受取人からその保
険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

５．故意に保険金等の支払事由（保険料の払込の免除事由を含みます。）を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第２
項第１号または第３号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。

（指定代理請求人が保険金等を請求できない場合）
第４条 保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があり、かつ、指定代理請求人が次の各号のいずれかに該当す
るときは、第２項に定める者（以下、「代理請求人」といいます。）が、必要書類（別表１）および特別な事情の存在を証明
する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。ただし、保険金等の受取人が
法人である場合を除きます。
(１) 指定代理請求人が死亡しているとき
(２) 指定代理請求人が請求時に前条第１項に定める範囲外であるとき
(３) 指定代理請求人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき
(４) 前条第５項に該当するとき
２．次の者を代理請求人とします。
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(１) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている主契約または各特約の死亡保険金受取人
(２) 前号に該当する者がいない場合または前号に該当する者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時

において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(３) 前２号に該当する者がいない場合または前２号に該当する者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請

求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の３親等内の親族
(４) 前３号に該当する者がいない場合または前３号に該当する者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請

求時において、前３号に該当する者と同等の保険金等を請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者
３．前項の場合、前項第１号に該当する死亡保険金受取人が２人以上のときには、代表者１名を定めて請求してください。その
代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。

４．第１項の規定により、会社が代理請求人に保険金等を支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、
会社はこれを支払いません。

５．故意に保険金等の支払事由（保険料の払込の免除事由を含みます。）を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を前条
第２項第１号または第３号に定める状態に該当させた者は、代理請求人としての取扱を受けることができません。

（保険金等の請求、支払時期および支払場所）
第５条 保険金等の代理請求については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険金等の請求、支払時期
および支払場所に関する規定を準用します。

（告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知）
第６条 この特約が付加されている場合には、主契約または各特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知

については、主約款または各特約の特約条項における告知義務違反による解除および重大事由による解除に関する規定に定
めるほか、正当な理由により保険契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、会社は、
指定代理請求人または代理請求人に通知します。

（特約保険料の払込）
第７条 この特約は保険料の払込を要しません。

（特約の失効）
第８条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第９条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾したときは、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活を取り扱
います。

（特約の解約）
第10条 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。

（特約の消滅）
第11条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。

（特約の払戻金）
第12条 この特約には、解約その他により特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（契約者配当）
第13条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（指定代理請求人の変更）
第14条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、指定代理請求人を変更することが
できます。

２．保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）を会社に提出してください。
３．本条の変更を行ったときは、保険証券に表示します。
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４．第１項の通知が会社に到達した場合には、指定代理請求人の変更は、保険契約者がその通知をした時から効力を生じます。
ただし、その通知が会社に到達する前に変更前の指定代理請求人に保険金等を支払ったときは、その支払後に変更後の指定
代理請求人から保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

（主約款の代理請求に関する規定の不適用）
第15条 この特約が付加されている場合、主約款または各特約の特約条項中、指定代理請求人または保険金等の受取人の代理人
による保険金等の請求に関する規定は適用しません。

（主約款の準用）
第16条 この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

（特約を付加する場合の特則）
第17条 主契約の責任開始期以後においても、被保険者の同意を得て、保険契約者から申出があり、会社が承諾した場合には、

この特約を締結します。
２．この特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。

（主契約が健康還付特則付終身医療保険2018の場合の特則）
第18条 この特約が健康還付特則付終身医療保険2018に付加されている場合には、第２条（特約の対象となる保険金等）を次の
とおり読み替えます。

「第２条 この特約の対象となる保険金、給付金またはその他保険金に準じる保険給付（保険料の払込の免除を含みます。以下、
「保険金等」といいます。）は、この特約が付加された主契約および主契約に付加されている特約（以下、「各特約」とい
います。）の保険金等のうち、次のとおりとします。
(１) 被保険者と受取人（健康還付給付金の場合は被保険者と保険契約者）が同一人である保険金等
(２) 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込の免除」
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第１回保険料口座振替特約

（特約の適用）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社がこれを承諾した場合に適用します。

（責任開始期）
第２条 この特約が適用された場合には、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、会社は、

保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時
から保険契約上の責任を負います。

（第１回保険料の払込〈経路〉）
第３条 第１回保険料の払込方法〈経路〉は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（以下、「提携金融機関」
といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）の口座振替によ
る方法とします。

２．第１回保険料は、会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。）に、保険契約者が指定する提携金融機関の口座（以下、
「指定口座」といいます。）から第１回保険料相当額を会社の口座に振り替えることにより、会社に払い込まれるものとしま
す。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。

３．前項の振替を行う場合で、第１回保険料と主約款に定める第２回以後の保険料の振替日が同日となる場合には、合算した保
険料の口座振替を行います。

４．前２項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
５．第３項に該当しない場合で、第２項の規定による第１回保険料の口座振替が不能の場合、翌月の振替日に、第１回保険料と
第２回以後の保険料を合算して保険料の口座振替を行います。

６．第３項または第５項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、主約款の規定にかかわらず、保険契約者は、責任開始期
の属する月の翌々々月の５日（以下、「第１回保険料の払込期間満了日」といいます。）までに、会社が指定した方法により、
第１回保険料および主約款に定める払込期月の過ぎた第２回以後の保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込
んでください。

７．会社または提携金融機関の事情により、会社は振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保
険契約者に通知します。

８．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定で
きないものとします。

９．会社は、口座振替により払い込まれた第１回保険料については領収証を発行しません。

（第１回保険料の払込前に保険事故が生じた場合）
第４条 第１回保険料の払込がないまま、第１回保険料の払込期間満了日までに主約款の規定にもとづいて保険金または給付金
（以下、「保険金等」といいます。）の支払事由が生じたときは、第１回保険料を支払うべき金額から差し引きます。ただし、
第２回以後の保険料について、主約款の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第１回保険料と合わせ
て支払うべき金額から差し引きます。

２．前項の場合、保険金等が第１回保険料（前項ただし書の未払込保険料を含みます。以下、本項において同じ。）に不足する
ときは、保険契約者は第１回保険料の払込期間満了日までに第１回保険料を払い込んでください。第１回保険料の払込がな
い場合には、会社は支払事由の発生により支払うべき保険金等を支払いません。

３．第１回保険料の払込がないまま、第１回保険料の払込期間満了日までに主約款の規定にもとづいて保険料の払込の免除事由
が生じた場合には、保険契約者は、第１回保険料の払込期間満了日までに第１回保険料を払い込んでください。ただし、第
２回以後の保険料について、未払込保険料がある場合は、第１回保険料と合わせた未払込保険料を払い込んでください。こ
の未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。

（第１回保険料の不払いによる無効）
第５条 第１回保険料の払込期間満了日までに第１回保険料の払込がないときは、会社は、保険契約を無効とします。ただし、

前条第１項に該当する場合を除きます。
２．本条の規定によって保険契約を無効とした場合、責任準備金その他の払戻金の払戻しはありません。
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（特約の解約）
第６条 この特約のみの解約は取り扱いません。

（主約款の規定の準用）
第７条 この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（総合保障保険に付加する場合の特則）
第８条 この特約を総合保障保険に付加する場合は第２条（責任開始期）を適用しません。

（３大疾病保険料払込免除特約が付加されている場合の特則）
第９条 ３大疾病保険料払込免除特約が付加されている場合には、第４条（第１回保険料の払込前に保険事故が生じた場合）第

３項の規定中、「主約款の規定」は「３大疾病保険料払込免除特約の特約条項の規定」と読み替えます。

（認知症保険（払戻金なし）に付加する場合の特則）
第10条 この特約を認知症保険（払戻金なし）に付加する場合は、次の各号のとおり取り扱います。
(１) 第２条（責任開始期）を次のとおり読み替えます。
「（保険期間の始期）
第２条 この特約が適用された場合には、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、
会社は、保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時
のいずれか遅い時を保険期間の始期とします。」

(２) 第３条（第１回保険料の払込〈経路〉）第６項の規定中、「責任開始期」は「保険期間の始期」と読み替えます。
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保険料クレジットカード支払特約

（特約の適用）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契

約者から、会社の指定するクレジットカード（以下、「指定カード」といいます。）により保険料を払い込む旨の申出があり、
かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。

２．前項の指定カードは、指定カードの名義人が、会社の指定するクレジットカード発行会社（以下、「カード会社」といいます。）
との間で締結された会員規約等（以下、「会員規約等」といいます。）にもとづき、カード会社より貸与されまたは使用を認
められたものであることを要します。

（責任開始期）
第２条 この特約が適用された場合には、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、会社は、

保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時
から保険契約上の責任を負います。

（保険料の払込）
第３条 保険料は、主約款の保険料の払込の規定にかかわらず、会社が指定カードの有効性の確認（利用限度内であること等の

確認を含みます。以下同じ。）を得た上で、次の時に、指定カードにより保険料相当額を決済すること（以下、「クレジット
カード支払」といいます。）によって会社に払い込まれるものとします。
(１) 第１回保険料の場合は、会社がクレジットカード支払を承諾した時
(２) 第２回以後の保険料の場合は、払込期月中の会社の定めた日
２．同一の指定カードで２件以上の保険契約のクレジットカード支払を行う場合には、保険契約者は、会社に対して決済順序を
指定できないものとします。

３．会社が指定カードの有効性の確認を得た後で、会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかった場合には、その払込
期月中の保険料（第１回保険料を含みます。）については、クレジットカード支払がなかったものとして取り扱います。

４．会社は、クレジットカード支払により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。

（第１回保険料についてクレジットカード支払ができない場合の取扱）
第４条 第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回保険料について、次のいずれかに該当したことによりク
レジットカード支払ができなかったときは、主約款の規定にかかわらず、保険契約者は、責任開始期の属する月の翌々々月
の５日（以下、「第１回保険料の払込期間満了日」といいます。）までに、会社が指定した方法により、第１回保険料および
主約款に定める払込期月の過ぎた第２回以後の保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(１) 会社が指定カードの有効性の確認を得られなかったとき
(２) 会社が指定カードの有効性の確認を得た後で、会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかったとき
２．前項に規定する第１回保険料の払込があった場合、第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は主約款に定める口座振替（以
下、「口座振替」といいます。）による方法に変更したものとします。

（第１回保険料の不払いによる無効）
第５条 前条第１項に該当する場合で、第１回保険料の払込期間満了日までに第１回保険料の払込がないときは、会社は、保険

契約を無効とします。ただし、第６条（第１回保険料の払込前に保険事故が生じた場合）第１項に該当する場合を除きます。
２．本条の規定によって保険契約を無効とした場合、責任準備金その他の払戻金の払戻しはありません。

（第１回保険料の払込前に保険事故が生じた場合）
第６条 会社が、クレジットカード支払を承諾する前または第４条（第１回保険料についてクレジットカード支払ができない場

合の取扱）第１項に該当したことにより第１回保険料の払込がないまま、第１回保険料の払込期間満了日までに主約款の規
定にもとづいて保険金または給付金（以下、「保険金等」といいます。）の支払事由が生じたときは、第１回保険料を支払う
べき金額から差し引きます。ただし、第２回以後の保険料について、主約款の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料
がある場合は、第１回保険料と合わせて支払うべき金額から差し引きます。

２．前項の場合、保険金等が第１回保険料（前項ただし書の未払込保険料を含みます。以下、本項において同じ。）に不足する
ときは、保険契約者は第１回保険料の払込期間満了日までに第１回保険料を払い込んでください。第１回保険料の払込がな
い場合には、会社は支払事由の発生により支払うべき保険金等を支払いません。

３．会社がクレジットカード支払を承諾する前または第４条第１項に該当したことにより第１回保険料の払込がないまま、第１
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回保険料の払込期間満了日までに主約款の規定にもとづいて保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、第
１回保険料の払込期間満了日までに第１回保険料を払い込んでください。ただし、第２回以後の保険料について、未払込保
険料がある場合は、第１回保険料と合わせた未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合
には、会社は、保険料の払込を免除しません。

（指定カードの変更）
第７条 保険契約者は、指定カードを他の指定カードに変更することができます。
２．保険契約者は、保険料のクレジットカード支払の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社に申し出て、他の保険料の払込
方法〈経路〉に変更してください。

（特約の消滅）
第８条 つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。第１号から第３号までに該当する場合、会社はその旨を保険契
約者に通知します。
(１) 第２回以後の保険料について、会社が指定カードの有効性の確認を得られなかったとき
(２) 第２回以後の保険料について、会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかったとき
(３) 第２回以後の保険料について、カード会社が保険料のクレジットカード支払の取扱を停止したとき
(４) 保険契約が消滅または失効したとき
(５) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
２．前項第１号から第３号の規定により、この特約が消滅した場合、第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉は口座振替による
方法に変更したものとします。

３．第２回以後の保険料の払込方法〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更した場合には、会社は、保険料の払込方法
〈経路〉の変更が完了するまでの間、会社の定める他の払込方法を認めることがあります。

（主約款の規定の準用）
第９条 この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

（総合保障保険に付加する場合の特則）
第10条 この特約を総合保障保険に付加する場合は第２条（責任開始期）を適用しません。

（３大疾病保険料払込免除特約が付加されている場合の特則）
第11条 ３大疾病保険料払込免除特約が付加されている場合には、第６条（第１回保険料の払込前に保険事故が生じた場合）第
３項の規定中、「主約款の規定」は「３大疾病保険料払込免除特約の特約条項の規定」と読み替えます。

（認知症保険（払戻金なし）に付加する場合の特則）
第12条 この特約を認知症保険（払戻金なし）に付加する場合は、次の各号のとおり取り扱います。
(１) 第２条（責任開始期）を次のとおり読み替えます。
「（保険期間の始期）
第２条 この特約が適用された場合には、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、

会社は、保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時
のいずれか遅い時を保険期間の始期とします。」

(２) 第４条（第１回保険料についてクレジットカード支払ができない場合の取扱）第１項の規定中、「責任開始期」は「保険
期間の始期」と読み替えます。

（ポイントの使用に関する特則）
第13条 保険契約者は、楽天グループ株式会社（以下、「ポイント発行会社」といいます。）が楽天会員規約にもとづき会員登録

をした会員に対して提供する楽天ポイント（以下、「ポイント」といいます。）について、その保有するポイントを１ポイン
ト＝１円で換算した金額（以下、「ポイント相当額」といいます。）をもって保険料の全部または一部の払込に使用すること
ができます。ただし、保険契約者がポイントの使用時に保有する有効なポイントに限り、ポイント発行会社の会員規約また
は所定のウェブサイト等で確認できる利用の下限および上限を限度とします。

２．前項によりポイントを使用する場合には、保険契約者が、ポイントを保険料の払込に使用する意思表示を行い、その保有す
るポイント残高が減算された時に、ポイント相当額について保険料の払込があったものとみなします。この場合において、
ポイント相当額が保険料の一部であるときは、この特約の規定中「第１回保険料」を「第１回保険料からポイント相当額を
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控除した残額」と、「第２回以後の保険料」を「第２回以後の保険料からポイント相当額を控除した残額」と、「保険料相当
額」を「保険料相当額からポイント相当額を控除した残額」と読み替えます。

３．２件以上の保険契約についてポイントの使用を行う場合には、保険契約者は、会社に対してポイントを使用する順序を指定
できないものとします。

４．主約款および主契約に付加された特約の規定により会社が保険料を返還する場合は、主約款および主契約に付加された特約
の規定に従い保険料を返還するものとし、ポイントによる返還は行いません。

５．ポイントの不正使用があった場合には、次のとおりとします。
(１) 保険契約者が保険料の払込に使用したポイントが、他人のＩＤの盗取等の不正行為により取得したものであった場合に

は、ポイントの使用は行われなかったものとし、保険契約者は、使用したポイント相当額の保険料を直ちに会社に払い
込まなければなりません。

(２) 前号の場合には、会社は、保険契約者が不正に使用したポイントおよびポイント相当額の返還は行いません。
６．ポイント発行会社の財務および業務運営の状況等に照らし、ポイントの使用の取扱の継続が困難であると会社が認めたとき

は、会社は、ポイントの使用の取扱を停止するための措置を実施することができます。
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保険証券不発行特約

（特約の締結）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保険契約者（以下、「保険契約者」

といいます。）から申出があり、会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。

（保険証券の不発行および保険契約の承諾）
第２条 会社は、この特約が付加された場合、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）および主契約に付加され
た特約の特約条項（以下、「特約条項」といいます。）に定める保険証券（以下、「保険証券」といいます。）を発行せず、保
険証券への表示または記載は行いません。

２．主約款の規定にかかわらず、会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し電磁的方法（電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法。以下同じ。）により通知します。なお、会社は電磁的方法による通
知に代えてその他の方法を用いる場合があります。

（保険契約の内容の電磁的方法による提供）
第３条 会社は、保険契約者に対し、保険契約の内容に関する次の各号に定める事項を電磁的方法により提供します。なお、各
事項に変更が生じた場合、変更後の内容とします。
(１) 主契約および主契約に付加された特約の名称
(２) 契約日
(３) 保険契約者の氏名または名称
(４) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(５) 死亡保険金受取人の氏名または名称
(６) 保険期間
(７) 保険金、給付金の額
(８) 保険料およびその払込方法
(９) 保険料の払込を免除したときは、その旨
(10) 前８号に定める事項以外の事項で、主約款または特約条項の定めるところにより、保険契約締結時に指定または選択し

た事項
(11) 保険契約に解約払戻金がある場合には、会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額
(12) 指定代理請求人の氏名
(13) 保険契約者が法人の場合で、主約款または特約条項に定めるところにより高度障害保険金および給付金の受取人を被保

険者に指定する場合、その旨
(14) 指定疾病・指定部位不担保法による特別条件をつける場合、対象となる指定疾病または指定部位
(15) 継続割引特約を付加する場合、割引額、割引ポイント数および保険料ランク

（請求書類）
第４条 主約款および特約条項の別表に定める請求書類のうち、保険証券の提出は不要とします。

（特約保険料の払込）
第５条 この特約は保険料の払込を要しません。

（特約の失効）
第６条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

（特約の復活）
第７条 主契約の復活請求の際、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
２．会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾したときは、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活を取り扱

います。

（特約の解約）
第８条 この特約のみの解約は取り扱いません。
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（特約の消滅）
第９条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。

（特約の払戻金）
第10条 この特約には、特約が消滅した場合の払戻金はありません。

（契約者配当）
第11条 この特約に対する契約者配当金はありません。

（主約款の準用）
第12条 この特約条項に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
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情報端末による保険契約の申込に関する特約

（特約の適用）
第１条 この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこ

れを承諾した場合に適用します。
２．保険契約者は、会社の定める携帯端末等の情報処理機器（以下、「情報端末」といいます。）を利用して、保険契約の申込手
続を行うことができます。

（保険契約の申込に関する事項）
第２条 この特約を適用した場合、保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画
面に必要な事項を入力することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。

（告知義務）
第３条 この特約を適用した場合、保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、情報端末に表示され、会社が告知
を求めた事項について、情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力することによって、告知することができるもの
とします。

（契約年齢および性別の誤りの処理）
第４条 この特約を適用した場合、主契約の普通保険約款の契約年齢および性別の誤りの処理の規定中、「保険契約申込書に記
載された」とあるときは、これを「保険契約の申込の際」と読み替えます。
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医療保険1095（払戻金なし）への変更に関する特約

（特約の適用）
第１条 この特約は、既に締結されている会社の定める保険契約（以下、「変更前契約」といいます。）の保険契約者（共済契約

の場合は共済契約者）が、被保険者の同意および会社の承諾を得て、変更前契約をその保険期間（共済契約の場合は保障期
間。以下同じ。）中に、保険期間が終身の医療保険1095（払戻金なし）（以下、「変更後契約」といいます。）に変更する場合
に適用します。

２．次の各号のいずれかに該当する場合は、会社は、本条の変更を取り扱いません。
(１) 変更前契約が失効しているとき
(２) 変更後契約の契約日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえているとき

（変更日）
第２条 前条の変更を会社が承諾した場合は、変更後契約の第１回保険料を受け取った時の属する日を変更日とします。

（変更後契約の責任開始）
第３条 変更後契約の普通保険約款（以下、「変更後約款」といいます。）の責任開始期に関する規定にかかわらず、会社は、変
更日から変更後契約の責任を負います。

２．第１条（特約の適用）の変更が行われた場合には、変更前契約は変更日の前日に解約されたものとします。

（変更後契約の取扱）
第４条 第１条（特約の適用）の変更を行った場合の変更後契約に関する取扱は、次の各号のとおりとします。
(１) 変更の際、被保険者の告知および医師の診査は不要とします。
(２) 変更後契約の入院給付金日額は、変更前契約の入院給付金日額または入院日額以下とします。
(３) 変更後契約の契約日現在の変更後約款を適用し、その保険料は変更後契約の契約日現在の保険料率および被保険者の年

齢により計算します。
(４) 告知義務および告知義務違反による解除の規定にあたっては、変更前契約の保険期間と変更後契約の保険期間は継続さ

れたものとします。
(５) 変更後契約の手術給付金の型はⅠ型とします。
(６) 変更後約款の第２条（給付金の支払）の適用に際しては、次のとおり読み替えます。

読替前の語句 読替後の語句

責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任
開始期。以下同じ。）

変更前契約の責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復
活の際の責任開始期。以下同じ。）

責任開始期 変更前契約の責任開始期

（変更後契約に退院・通院特約（払戻金なし）を付加する場合の取扱）
第５条 第１条（特約の適用）の変更を行った場合の変更後契約に、退院・通院特約（払戻金なし）を付加する場合、退院・通
院特約（払戻金なし）に関する取扱は、次のとおりとします。
(１) 特約付加の際、被保険者の告知および医師の診査は不要とします。
(２) 退院・通院特約（払戻金なし）の通院給付金日額は、変更前契約の通院給付金日額または通院日額以下、かつ、会社の

定める限度をこえないものとします。
(３) 退院給付金の給付倍率は、変更前契約の退院給付金または退院共済金の支払額をこえない範囲で指定してください。
(４) 変更後契約の契約日現在の退院・通院特約（払戻金なし）の特約条項を適用し、その保険料は変更後契約の契約日現在

の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

（変更後契約に先進医療特約2018を付加する場合の取扱）
第６条 第１条（特約の適用）の変更を行った場合の変更後契約に、先進医療特約2018を付加する場合、先進医療特約2018に関

する取扱は次のとおりとします。
(１) 特約付加の際、被保険者の告知および医師の診査は不要とします。
(２) 変更後契約の契約日現在の先進医療特約2018の特約条項を適用し、その保険料は変更後契約の契約日現在の保険料率お

よび被保険者の年齢により計算します。
(３) 先進医療特約または介護保障付特定疾病医療特約（以下、「先進医療特約等」といいます。）が付加された変更前契約を
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変更し、変更後契約に先進医療特約2018を付加する場合には、先進医療特約2018は次の各号のとおり取り扱います。
①先進医療特約2018の特約条項の第２条（給付金の支払）第１項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。

読替前の語句 読替後の語句

この特約の責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活
の際の責任開始期）

変更前契約に付加された先進医療特約等の責任開始期（復活
が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期）

②先進医療特約2018の特約条項第２条第２項に定める規定は適用しません。
③先進医療特約2018の特約条項第２条第６項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。

読替前の語句 読替後の語句

この特約の責任開始期（復活が行われた場合は、最後の復活
の際の責任開始期。以下同じ。）

変更前契約に付加された先進医療特約等の責任開始期（復活
が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。）

④変更前契約に付加された先進医療特約等で先進医療給付金または先進医療共済金が支払われる先進医療による療養に
ついて、変更日以後もその療養を継続している場合は、その療養に対しては先進医療特約2018の先進医療給付金は支
払いません。

（変更後契約に新たな特約を付加する場合の特則）
第７条 保険契約者は、第１条（特約の適用）の変更の際、会社の承諾を得て、変更後契約に会社の定める特約を付加すること

ができます。

（変更前契約が終身・定期総合医療共済ジュニア特約の場合の特則）
第８条 変更前契約が終身・定期総合共済ジュニア特約の場合、第１条（特約の適用）の規定中、「（共済契約の場合は共済契約
者）」は、「（終身・定期総合共済ジュニア特約の場合は主たる共済契約者）」と、「被保険者」は「従たる共済契約者」と読
み替えます。

（変更後契約に第1回保険料口座振替特約を付加した場合の特則）
第９条 変更後契約に第１回保険料口座振替特約を付加した場合には、第２条（変更日）の規定にかかわらず、保険契約者から
変更の申出を受けた時の属する日を変更日とし、第１回保険料口座振替特約の特約条項に定める責任開始期の規定は適用し
ません。

（変更後契約に保険料クレジットカード支払特約を付加した場合の特則）
第10条 変更後契約に保険料クレジットカード支払特約を付加した場合には、第２条（変更日）の規定にかかわらず、保険契約
者から変更の申出を受けた時の属する日を変更日とし、保険料クレジットカード支払特約の特約条項に定める責任開始期の
規定は適用しません。
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別表１ 請求書類

１．給付金・保険金・保険料の払込の免除の請求に必要な書類
〈医療保険1095（払戻金なし）、退院・通院特約（払戻金なし）、がん特約Ⅱ（払戻金なし）、7疾病特約（払戻金なし）、
入院一時金特約（払戻金なし）、３大疾病保険料払込免除特約〉

項目 必要書類

重大疾病入院給付金
疾病入院給付金
災害入院給付金

(１) 会社所定の請求書
(２) 不慮の事故であることを証する書類（災害入院給付金を請求する場合に限ります。）
(３) 会社所定の様式による医師の診断書
(４) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(５) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(６) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(７) 保険証券

手術給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

退院給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の退院証明書
(５) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(６) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(７) 保険証券

通院給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の通院証明書
(５) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(６) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(７) 保険証券

がん診断給付金
上皮内新生物診断給付金
急性心筋梗塞治療給付金
脳卒中治療給付金
心疾患治療支援給付金
脳血管疾患治療支援給付金
糖尿病治療支援給付金
高血圧治療支援給付金
肝疾患治療支援給付金
腎疾患治療支援給付金
膵疾患治療支援給付金
入院一時給付金

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

保険料の払込の免除 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 保険証券
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項目 必要書類

保険料の払込の免除
（３大疾病保険料払込免除
特約）

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 保険証券

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。

〈生活習慣病保険〉

項目 必要書類

生活習慣病入院給付金
長期入院給付金
特定疾病治療給付金

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

生活習慣病手術給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。
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〈災害保障保険〉

項目 必要書類

災害死亡保険金 (１) 会社所定の請求書
(２) 不慮の事故であることを証する書類
(３) 会社所定の様式による医師の死亡証明書（ただし、会社が認めた場合は医師の死亡診断書

または死体検案書とします。）
(４) 被保険者の住民票
(５) 保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

特定損傷治療給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 不慮の事故であることを証する書類
(３) 会社所定の様式による医師の診断書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

災害入院給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 不慮の事故であることを証する書類
(３) 会社所定の様式による医師の診断書
(４) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(５) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(６) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(７) 保険証券

（備考）
１．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提
出以外の会社の定める方法を認めることがあります。

２．官公署、会社、工場、組合等の団体（団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。）を保険契約者および死亡保険
金受取人とし、その団体から給与等の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該
保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等（以下、「死亡退職金等」
といいます。）として死亡退職金等の受給者に支払うときは、災害死亡保険金の請求の際、第１号または第２号のいずれか
および第３号の書類も必要とします。ただし、死亡退職金等の受給者が２人以上であるときは、そのうち１人からの提出で
足りるものとします。

(１) 死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(２) 死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(３) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
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〈女性疾病保険〉

項目 必要書類

女性疾病支援給付金
女性特定ガン治療給付金

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

乳房再建給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による乳房再建術を受けた病院または診療所の手術証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

死亡保険金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の死亡証明書（ただし、会社が認めた場合は医師の死亡診断書

または死体検案書とします。）
(３) 被保険者の住民票
(４) 保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(５) 保険証券

（備考）
１．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提
出以外の会社の定める方法を認めることがあります。

２．官公署、会社、工場、組合等の団体（団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。）を保険契約者および死亡保険
金受取人とし、その団体から給与等の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該
保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等（以下、「死亡退職
金等」といいます。）として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、第１号または第２号のいずれ
かおよび第３号の書類の提出も必要とします。ただし、死亡退職金等の受給者が２人以上であるときは、そのうち１人から
の提出で足りるものとします。
(１) 死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(２) 死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(３) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
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〈低解約払戻金型終身保険、定期保険、１年定期保険〉

項目 必要書類

死亡保険金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の死亡証明書（ただし、会社が認めた場合は医師の死亡診断書

または死体検案書とします。）
(３) 被保険者の住民票
(４) 保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(５) 保険証券

高度障害保険金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 被保険者の住民票
(４) 保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(５) 保険証券

保険料の払込の免除（低解
約払戻金型終身保険）

(１) 会社所定の請求書
(２) 不慮の事故であることを証する書類
(３) 会社所定の様式による医師の診断書
(４) 保険証券

（備考）
１．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提
出以外の会社の定める方法を認めることがあります。

２．官公署、会社、工場、組合等の団体（団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。）を保険契約者および死亡保険
金受取人とし、その団体から給与等の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該
保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等（以下、「死亡退職金等」
といいます。）として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、
第１号または第２号のいずれかおよび第３号の書類の提出も必要とします。ただし、死亡退職金等の受給者が２人以上であ
るときは、そのうち１人からの提出で足りるものとします。
(１) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(２) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(３) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類

300



〈長期逓減定期保険（払戻金なし）〉

項目 必要書類

死亡保険金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の死亡証明書（ただし、会社が認めた場合は医師の死亡診断書

または死体検案書とします。）
(３) 被保険者の住民票
(４) 保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(５) 保険証券

高度障害保険金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 被保険者の住民票
(４) 保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(５) 保険証券

保険料の払込の免除 (１) 会社所定の請求書
(２) 不慮の事故であることを証する書類
(３) 会社所定の様式による医師の診断書
(４) 保険証券

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。

別
表

301

約

款

約
款



〈終身医療保険2018、がん特約、急性心筋梗塞・脳卒中特約、通院特約、入院一時金特約（払戻金なし）〉

項目 必要書類

入院給付金
がん診断給付金
上皮内新生物診断給付金
急性心筋梗塞治療給付金
脳卒中治療給付金
入院一時給付金

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

手術給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

放射線治療給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による放射線治療を受けた病院または診療所の放射線治療証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

骨髄ドナー給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術を受けた病院または診療

所の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取証明書
(３) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(４) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(５) 保険証券

健康還付給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 被保険者の住民票
(３) 保険契約者の戸籍抄本および印鑑証明書
(４) 保険証券

通院給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 会社所定の様式による通院した病院または診療所の通院証明書
(５) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(６) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(７) 保険証券

保険料の払込の免除 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 保険証券

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。
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〈終身がん治療保険（払戻金なし）、がん診断給付特約（払戻金なし）、がん入院特約（払戻金なし）〉

項目 必要書類

抗がん剤治療給付金
ホルモン剤治療給付金
がん治療支援給付金

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(４) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(５) 保険証券

放射線治療給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による放射線治療を受けた病院または診療所の放射線治療証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

手術給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

がん診断給付金
上皮内新生物診断給付金
入院給付金

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

保険料の払込の免除 (１) 会社所定の請求書
(２) 不慮の事故であることを証する書類
(３) 会社所定の様式による医師の診断書
(４) 保険証券

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。
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〈認知症保険（払戻金なし）、介護給付特約（払戻金なし）、精神疾患併発入院特約（払戻金なし）、無事故給付特約（払戻金なし）〉

項目 必要書類

認知症診断給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(４) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(５) 保険証券

要介護給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 公的介護保険制度における要介護認定の結果を証する書類
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

精神疾患併発入院給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

無事故給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 被保険者の住民票（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(３) 給付金の受取人の戸籍抄本

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。
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〈先進医療特約2018、がん先進医療特約〉

項目 必要書類

先進医療給付金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 先進医療にかかる技術料の支出を証する書類
(４) 被保険者の住民票および印鑑証明書（ただし、受取人と同一人の場合は不要とします。）
(５) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
(６) 保険証券

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。

〈リビング・ニーズ特約〉

項目 必要書類

リビング・ニーズ保険金 (１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 被保険者の住民票および印鑑証明書
(４) 保険証券

リビング・ニーズ保険金（指
定代理請求人が請求する場
合）

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の診断書
(３) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本
(４) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書
(５) 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
(６) 保険証券

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。

〈指定代理請求特約〉

項目 必要書類

保険金等の指定代理請求ま
たは代理請求

(１) 普通保険約款および特約条項に定める保険金等の請求書類
(２) 被保険者および指定代理請求人または代理請求人の戸籍抄本
(３) 指定代理請求人または代理請求人の住民票および印鑑証明書
(４) 被保険者、指定代理請求人または代理請求人の健康保険被保険者証の写し
(５) 指定代理請求人または代理請求人が被保険者の治療費の支払を行っていることを証する領

収証の写し
(６) 指定代理請求人または代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を

行っているときは、その契約書の写し
(７) 保険証券

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。
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２．その他の請求に必要な書類

項目 必要書類

保険契約の復活 (１) 会社所定の請求書
(２) 被保険者についての会社所定の告知書

入院給付金日額の減額
災害入院給付金日額の減額
保険金額の減額
女性疾病支援給付金額の減
額
基本保険金額の減額
基本給付金額の減額
がん診断給付金額の減額
特約給付金額の減額
入院一時給付金額の減額
通院給付金日額の減額
認知症診断給付金額の減額
要介護給付金額の減額
無事故給付金額の減額
死亡保険金受取人の変更
保険契約者の変更
指定代理請求人の変更
特約の解約

(１) 会社所定の請求書
(２) 保険契約者の印鑑証明書
(３) 保険証券

解約または解約払戻金 (１) 会社所定の請求書
(２) 保険契約者の印鑑証明書
(３) 保険証券

被保険者の死亡の場合の払
戻金（終身医療保険2018健
康還付特則付）

(１) 会社所定の請求書
(２) 会社所定の様式による医師の死亡証明書（ただし、会社が認めた場合は医師の死亡診断書

または死体検案書とします。）
(３) 被保険者の住民票
(４) 保険契約者の印鑑証明書
(５) 保険証券

保険金・給付金の受取人に
よる保険契約の存続

(１) 会社所定の請求書
(２) 債権者等に支払うべき金額の支払を証する書類
(３) 保険金・給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書

（備考）
会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することまたは上記の書類の提出以
外の会社の定める方法を認めることがあります。
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別表２

〈医療保険1095（払戻金なし）〉
１．入院
「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。）による治療（柔道整復師による施術を含みます。
以下同じ。）が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、２に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下におい
て治療に専念することをいいます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術を受ける場合を含みます。

２．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(１) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または

打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。）
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

３．異常分娩
「異常分娩」とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要 ICD－10（2003年版）準拠」に記載された分類項目「分娩（基本分類コードＯ80からＯ84）」のうち、基本分類コー
ドＯ80.1およびＯ81からＯ84をいいます。

４．骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術
「骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術」とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞または末梢血幹細胞を移植
することを目的として骨髄幹細胞を採取する手術または末梢血幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞または末
梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。

５．手術
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいいます。吸引、穿刺など
の処置、神経ブロックは除きます。

６．公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
(１) 健康保険法
(２) 国民健康保険法
(３) 国家公務員共済組合法
(４) 地方公務員等共済組合法
(５) 私立学校教職員共済法
(６) 船員保険法
(７) 高齢者の医療の確保に関する法律

７．医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をい
います。

８．歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をい
います。

９．骨髄移植術
「骨髄移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することを
いい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植
に限り、異種移植は含みません。
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〈終身医療保険2018〉
１．入院
「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。）による治療（柔道整復師による施術を含みます。
以下同じ。）が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、３に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下におい
て治療に専念することをいいます。

２．異常分娩
「異常分娩」とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要 ICD－10（2003年版）準拠」に記載された分類項目「分娩（基本分類コードＯ80からＯ84）」のうち、基本分類コー
ドＯ80.1およびＯ81からＯ84をいいます。

３．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(１) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または

打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。）
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

４．公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
(１) 健康保険法
(２) 国民健康保険法
(３) 国家公務員共済組合法
(４) 地方公務員等共済組合法
(５) 私立学校教職員共済法
(６) 船員保険法
(７) 高齢者の医療の確保に関する法律

５. 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診
療報酬点数表をいいます。

６．歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診
療報酬点数表をいいます。

７．骨髄移植術
「骨髄移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することを
いい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植
に限り、異種移植は含みません。

８．骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術
「骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術」とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞または末梢血幹細胞を移植
することを目的として骨髄幹細胞を採取する手術または末梢血幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞または末
梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。

〈生活習慣病保険〉
１．入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、２に定める病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。

２．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
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(１) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

〈災害保障保険〉
１．治療
「治療」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。）による治療（柔道整復師による施術を含みます。
以下同じ。）をいいます。

２．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(１) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または

打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。）
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

３．入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、２に定める病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。

〈女性疾病保険〉
１．入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、２に定める病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。

２．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(１) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

３．乳房の切除術
「乳房の切除術」とは、皮膚を切開し、病変部を切除する手術をいいます。ただし、診断および生検等の検査のための手術を除
きます。

４．乳房再建術
「乳房再建術」とは、乳房の切除術により喪失された乳房の形態を皮膚弁（皮膚の欠損部分を被覆するための植皮術は含みません。）
または人工物を用いて正常に近い形態に戻すことを目的とする手術をいいます。

〈終身がん治療保険（払戻金なし）〉
１．抗がん剤治療
「抗がん剤治療」とは、投薬または処方された時点で、別表22に定める抗がん剤を投与することにより、がんまたは上皮内新生
物を破壊またはこれらの発育・増殖を阻止することを目的とした治療法をいいます。

２．ホルモン剤治療
「ホルモン剤治療」とは、がん細胞の発育・増殖を促進するホルモンと拮抗する他のホルモン、またはホルモンの生成や作用を
減弱させる薬剤を投与する療法のうち、投薬または処方された時点で、別表23に定めるホルモン剤を投与することにより、がん
細胞の発育・増殖を阻止することを目的とした治療法をいいます。

３．公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
(１) 健康保険法
(２) 国民健康保険法
(３) 国家公務員共済組合法
(４) 地方公務員等共済組合法
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(５) 私立学校教職員共済法
(６) 船員保険法
(７) 高齢者の医療の確保に関する法律

４. 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、抗がん剤治療、ホルモン剤治療、放射線治療または手術を受けた時点において、厚生労働省告示
にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。

５．歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、抗がん剤治療、ホルモン剤治療、放射線治療または手術を受けた時点において、厚生労働省告示
にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。

６．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(１) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

７．骨髄移植術
「骨髄移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することを
いい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植
に限り、異種移植は含みません。

〈がん特約、がん特約Ⅱ（払戻金なし）、急性心筋梗塞・脳卒中特約、がん診断給付特約（払戻金なし）、がん入院特約（払戻金
なし）７疾病特約（払戻金なし）、３大疾病保険料払込免除特約〉
１．入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、２に定める病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。

２．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(１) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

〈通院特約、退院・通院特約（払戻金なし）〉
１．通院
「通院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。）による治療（柔道整復師による施術を含みます。）が必要
なため、２に定める病院または診療所における外来、または往診により、治療を受けることをいいます。

２．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(１) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため

の柔道整復師法に定める施術所を含みます。）
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

〈入院一時金特約（払戻金なし）〉
１．入院
「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。）による治療（柔道整復師による施術を含みます。
以下同じ。）が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、２に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下におい
て治療に専念することをいいます。

２．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
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(１) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または
打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。）

(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

３．異常分娩
「異常分娩」とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要 ICD－10（2003年版）準拠」に記載された分類項目「分娩（基本分類コードＯ80からＯ84）」のうち、基本分類コー
ドＯ80.1およびＯ81からＯ84をいいます。

〈先進医療特約2018、がん先進医療特約〉
１．療養
「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。

２．異常分娩
「異常分娩」とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要 ICD－10（2003年版）準拠」に記載された分類項目「分娩（基本分類コードＯ80からＯ84）」のうち、基本分類コー
ドＯ80.1およびＯ81からＯ84をいいます。

３．先進医療
「先進医療」とは、公的医療保険制度の法律にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生
労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます。ただし、療養を受け
た日現在公的医療保険制度の法律に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。

４．公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
(１) 健康保険法
(２) 国民健康保険法
(３) 国家公務員共済組合法
(４) 地方公務員等共済組合法
(５) 私立学校教職員共済法
(６) 船員保険法
(７) 高齢者の医療の確保に関する法律

〈介護給付特約（払戻金なし）〉
１．公的介護保険制度
「公的介護保険制度」とは、介護保険法にもとづく介護保険制度をいいます。

２．要介護１以上の状態
「要介護１以上の状態」とは、平成11年４月30日厚生省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基
準等に関する省令」に定める要介護１から要介護５までのいずれかの状態をいいます。

〈精神疾患併発入院特約（払戻金なし）〉
１．入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、２に定める病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。

２．病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(１) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
(２) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
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別表３ 対象となる不慮の事故

対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします（急激・偶発・外来の定義は表１によるものとし、備考に事
故を例示します。）。ただし、表２の事故は除外します。

表１ 急激・偶発・外来の定義

用語 定義

１．急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続
性の強いものは該当しません。）

２．偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。（被保険者
の故意にもとづくものは該当しません。）

３．外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（身体の内部的原因によるものは該当しま
せん。）

備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例

該当例 非該当例

次のような事故は、表１の定義をすべて満たす場合は、急激
かつ偶発的な外来の事故に該当します。
・交通事故
・不慮の転落・転倒
・不慮の溺水
・窒息

次のような事故は、表１の定義のいずれかを満たさないため、
急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。
・高山病・乗物酔いにおける原因
・飢餓
・過度の運動
・騒音
・処刑

表２ 除外する事故

項目 除外する事故

１．疾病の発症等における
軽微な外因

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合に
おける、その軽微な外因となった事故

２．疾病の診断・治療上の
事故

疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故

３．疾病による障害の状態
にある者の窒息等

疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入
または嚥下による気道閉塞または窒息

４．気象条件による過度の
高温

気象条件による過度の高温にさらされる事故（熱中症（日射病・熱射病）の原因となったものを
いいます。）

５．接触皮膚炎、食中毒な
どの原因となった事故

次の症状の原因となった事故
(１) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
(２) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など
(３) 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎
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別表６ 対象となる感染症

対象となる感染症とは、次のいずれかをいいます。
(１) 平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省

大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD－10（2013年版）準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード

コレラ Ａ00
腸チフス Ａ01.0
パラチフスＡ Ａ01.1
細菌性赤痢 Ａ03
腸管出血性大腸菌感染症 Ａ04.3
ペスト Ａ20
ジフテリア Ａ36
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 Ａ80
ラッサ熱 Ａ96.2
クリミヤ・コンゴ〈Crimean － Congo〉出血熱 Ａ98.0
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 Ａ98.3
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 Ａ98.4
痘瘡 Ｂ03
重症急性呼吸器症候群［SARS］（ただし、病原体がコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであ
るものに限ります。）

Ｕ04

(２) 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和２年１月に、中華人民共
和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下同じ。）
ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条第２項、第
３項、第４項、第７項第３号または第８項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限ります。
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別表７ 対象となる生活習慣病

対象となる生活習慣病とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容につ
いては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD －10（2003年版）準拠」によるものと
します。

生活習慣病の種類 分類項目 基本分類コード

１．悪性新生物 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 Ｃ00 ～ Ｃ14
消化器の悪性新生物 Ｃ15 ～ Ｃ26
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 Ｃ30 ～ Ｃ39
骨および関節軟骨の悪性新生物 Ｃ40 ～ Ｃ41
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 Ｃ43 ～ Ｃ44
中皮および軟部組織の悪性新生物 Ｃ45 ～ Ｃ49
乳房の悪性新生物 Ｃ50
女性生殖器の悪性新生物 Ｃ51 ～ Ｃ58
男性生殖器の悪性新生物 Ｃ60 ～ Ｃ63
腎尿路の悪性新生物 Ｃ64 ～ Ｃ68
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 Ｃ69 ～ Ｃ72
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 Ｃ73 ～ Ｃ75
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 Ｃ76 ～ Ｃ80
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 Ｃ81 ～ Ｃ96
独立した（原発性）多部位の悪性新生物 Ｃ97
上皮内新生物 Ｄ00 ～ Ｄ07，Ｄ09

２．糖尿病 糖尿病 Ｅ10 ～ Ｅ14
３．心疾患 慢性リウマチ性心疾患 Ｉ05 ～ Ｉ09

虚血性心疾患 Ｉ20 ～ Ｉ25
肺性心疾患および肺循環疾患 Ｉ26 ～ Ｉ28
その他の型の心疾患 Ｉ30 ～ Ｉ52

４．脳血管疾患 脳血管疾患 Ｉ60 ～ Ｉ69
５．高血圧性疾患 高血圧性疾患 Ｉ10 ～ Ｉ15

大動脈瘤および解離 Ｉ71
６．肝疾患 ウイルス肝炎 Ｂ15 ～ Ｂ19

肝疾患 Ｋ70 ～ Ｋ77
７．腎疾患 糸球体疾患 Ｎ00 ～ Ｎ08

腎不全 Ｎ17 ～ Ｎ19
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別表８ 対象となる手術および給付倍率

「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号１
～33を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。

（備考）
１．手術開始後、手術中に死亡した場合でも、手術を受けたものとして取り扱います。ただし、単なる麻酔処理の段階は手術に

は含まれません。
２．「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物の原発巣および浸潤した隣接臓器を切除、摘出（剔出）し、転移した可能性のあ
る周辺リンパ節を郭清する手術をいいます。転移・再発病巣のみを切除、摘出（剔出）したり、また、転移・再発病巣とそ
の周辺部分のみを合わせて切除、摘出（剔出）する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません。
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別表９ 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中

対象となる「急性心筋梗塞」、「脳卒中」とは、表１によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成６年10月12日総務庁告示第75
号にもとづく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD －10（2003年版）準拠」に記載
された分類項目中、表２の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

表１ 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中

疾病名 疾病の定義

急性心筋梗塞 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、
原則として以下の３項目を満たす疾病
(１) 典型的な胸部痛の病歴
(２) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
(３) 心筋細胞逸脱酵素の一時的な上昇

脳卒中 脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。）により脳の血液の
循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾
病

表２

疾病名 分類項目 基本分類コード

急性心筋梗塞 虚血性心疾患（Ｉ20 ～ Ｉ25）のうち、
・急性心筋梗塞 Ｉ21
・再発性心筋梗塞 Ｉ22

脳卒中 脳血管疾患（Ｉ60 ～ Ｉ69）のうち、
・くも膜下出血 Ｉ60
・脳内出血 Ｉ61
・脳梗塞 Ｉ63
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別表10 対象となる高度障害状態

対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(１) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(２) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(３) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(４) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(５) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(６) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(７) １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(８) １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

（備考）
１．眼の障害（視力障害）
(１) 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(２)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(３) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

２．言語またはそしゃくの障害
(１)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。

①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発音が不能となり、その回復の
見込がない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能な場合

(２)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合
をいいます。

３．常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分で
はできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
４．上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・
下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足
関節）の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

〈身体部位の各名称〉
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別表12 対象となる特定損傷および給付倍率

対象となる「特定損傷」とは、次のいずれかをいいます。

特定損傷の種類 給付倍率

１．骨折
対象となる骨折とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいい、かつ、下記のいずれかの部
位に生じたものとします。ただし、病的骨折および特発骨折を除きます。
(１) 頸椎 200
(２) 頭蓋骨（頬骨を除きます。） 120
(３) 骨盤（尾骨を除きます。） 120
(４) 上腕 60
(５) 大腿 60
(６) 踵 60
(７) 肩甲骨 50
(８) 下腿 50
(９) 下顎 30
(10) 鎖骨 30
(11) 前腕（手首を含みます。） 20
(12) 頬骨 16
(13) 胸骨 16
(14) 膝蓋骨 16
(15) 手骨（手首と手指を除きます。） 10
(16) 尾骨 10
(17) 足骨（踵と足指を除きます。） 10
(18) 鼻骨 ４
(19) 肋骨（各肋骨を一つの部位とします。） ４
(20) 脊柱（各椎骨を一つの部位とします。ただし、頸椎および尾骨を除きます。） ４
(21) 手指（各手指を一つの部位とします。） ４
(22) 足指（各足指を一つの部位とします。） ４
２．関節脱臼
対象となる関節脱臼とは、関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいい、かつ、麻酔下
において手術を要するもので、下記のいずれかの部位に生じたものとします。ただし、先天性脱臼、病的脱臼およ
び反復性脱臼を除きます。また、脊椎の椎間板ヘルニアは含まれません。
(１) 頸椎（レントゲンで確認できるものに限ります。） 200
(２) 股関節 120
(３) 膝関節 60
(４) 肘関節 48
(５) 肩関節 24
(６) 手関節 20
(７) 顎 12
(８) 脊椎（頸椎を除きます。また、レントゲンで確認できるものに限ります。） ４
(９) 手指 ４
(10) 足指 ４
３．腱の断裂
対象となる腱の断裂とは、腱の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、疾病を原因とする
腱の断裂を除きます。
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別表13 対象となる運動等

対象となる運動等とは、次のいずれかのものをいいます。
(１) 山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの）
(２) リュージュ、ボブスレー
(３) スカイダイビング
(４) ハンググライダ－搭乗、超軽量動力機（モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジャ

イロプレーン搭乗
(５) その他第１号から前号までの運動等に類する危険な運動

別表14 対象となる疾病（「女性疾病」）

対象となる疾病（「女性疾病」）とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の
内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD －10（2003年版）準拠」によ
るものとします。

女性疾病の種類 分類項目 基本分類コード

悪性新生物 乳房の悪性新生物 Ｃ50
女性生殖器の悪性新生物 Ｃ51 ～ Ｃ58
その他の部位の続発性悪性新生物（Ｃ79）中の
・卵巣の続発性悪性新生物 Ｃ79.6

上皮内新生物 乳房の上皮内癌 Ｄ05
子宮頚（部）の上皮内癌 Ｄ06
その他および部位不明の生殖器の上皮内癌（Ｄ07）中の
・子宮内膜 Ｄ07.0
・外陰部 Ｄ07.1
・膣 Ｄ07.2
・その他および部位不明の女性生殖器 Ｄ07.3

良性新生物 乳房の良性新生物 Ｄ24
子宮平滑筋腫 Ｄ25
子宮のその他の良性新生物 Ｄ26
卵巣の良性新生物 Ｄ27
その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物 Ｄ28
女性生殖器の性状不詳または不明の新生物 Ｄ39
その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物（Ｄ48）中の
・乳房の新生物 Ｄ48.6

卵巣機能障害 卵巣機能障害 Ｅ28
関節リウマチ 血清反応陽性関節リウマチ Ｍ05

その他の関節リウマチ Ｍ06
若年性関節炎 Ｍ08
他に分類される疾患における若年性関節炎 Ｍ09

乳房および女性生殖
器の疾患と障害

乳房の障害 Ｎ60 ～ Ｎ64
女性骨盤臓器の炎症性疾患 Ｎ70 ～ Ｎ77
女性生殖器の非炎症性障害 Ｎ80 ～ Ｎ98
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女性疾病の種類 分類項目 基本分類コード

妊娠、分娩および産
じょく〈褥〉の合併
症

流産に終わった妊娠 Ｏ00 ～ Ｏ08
妊娠、分娩および産じょく〈褥〉における浮腫、たんぱく〈蛋白〉尿および高
血圧性障害

Ｏ10 ～ Ｏ16

主として妊娠に関連するその他の母体障害 Ｏ20 ～ Ｏ29
胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題 Ｏ30 ～ Ｏ48
分娩の合併症 Ｏ60 ～ Ｏ75
単胎自然分娩（Ｏ80）中の
・自然骨盤位分娩 Ｏ80.1
鉗子分娩および吸引分娩による単胎分娩 Ｏ81
帝王切開による単胎分娩 Ｏ82
その他の介助単胎分娩 Ｏ83
多胎分娩 Ｏ84
主として産じょく〈褥〉に関連する合併症 Ｏ85 ～ Ｏ92
その他の産科的病態、他に分類されないもの Ｏ94 ～ Ｏ99

別表15 対象となる悪性新生物（「女性特定ガン」）

対象となる悪性新生物（「女性特定ガン」）とは、平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、
分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD －10（2003年版）
準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード

乳房の悪性新生物 Ｃ50
女性生殖器の悪性新生物 Ｃ51 ～ Ｃ58
その他の部位の続発性悪性新生物（Ｃ79）中の
・卵巣の続発性悪性新生物 Ｃ79.6
乳房の上皮内癌 Ｄ05
子宮頚（部）の上皮内癌 Ｄ06
その他および部位不明の生殖器の上皮内癌（Ｄ07）中の
・子宮内膜 Ｄ07.0
・外陰部 Ｄ07.1
・膣 Ｄ07.2
・その他および部位不明の女性生殖器 Ｄ07.3
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別表17 対象となる身体障害の状態

対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(１) １眼の視力を全く永久に失ったもの
(２) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(３) １上肢を手関節以上で失ったもの
(４) １上肢の用または１上肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
(５) １下肢を足関節以上で失ったもの
(６) １下肢の用または１下肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
(７) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(８) １手の第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失ったもの
(９) 10足指を失ったもの
(10) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの

（備考）
１．眼の障害（視力障害）
(１) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(２)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(３) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

２．耳の障害（聴力障害）
(１) 聴力の測定は、日本工業規格（昭和57年８月14日改定）に準拠したオージオメータで行います。
(２)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれａ・ｂ・ｃデシ

ベルとしたとき、

の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。ただし、器
質性難聴に限ります。

３．上・下肢の障害
（1）「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、ま

たは上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、
ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

（2）「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭または人工関節
をそう入置換した場合をいいます。

４．手指の障害
(１)「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものを

いいます。
(２)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは手指の末節の２分の１以上を失った場合、または手指の中手指節間関節もしく

は近位指節間関節（第１指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込
のない場合をいいます。

５．足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
６．脊柱の障害
(１)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいま

す。
(２)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋

の３種の運動のうち２種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合をいいます。
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別表18 悪性新生物

１．悪性新生物とは、平成21年３月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10（2003年版）準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 Ｃ00～Ｃ14

消化器の悪性新生物 Ｃ15～Ｃ26

呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 Ｃ30～Ｃ39

骨および関節軟骨の悪性新生物 Ｃ40～Ｃ41

皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 Ｃ43～Ｃ44

中皮および軟部組織の悪性新生物 Ｃ45～Ｃ49

乳房の悪性新生物 Ｃ50

女性生殖器の悪性新生物 Ｃ51～Ｃ58

男性生殖器の悪性新生物 Ｃ60～Ｃ63

腎尿路の悪性新生物 Ｃ64～Ｃ68

眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 Ｃ69～Ｃ72

甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 Ｃ73～Ｃ75

部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 Ｃ76～Ｃ80

リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 Ｃ81～Ｃ96

独立した（原発性）多部位の悪性新生物 Ｃ97

真正赤血球増加症〈多血症〉 Ｄ45

骨髄異形成症候群 Ｄ46

リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物（Ｄ47）のうち
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性（出血性）血小板血症

Ｄ47.1
Ｄ47.3

リンパ細網組織および細網組織球系（Ｄ76）のうち
・ランゲルハンス〈Langerhans〉細胞組織球症、他に分類されないもの Ｄ76.0

２．前１において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性状
を表す第５桁コードが次のものをいいます。

第５桁性状コード番号

／３ ･･･悪性、原発部位
／６ ･･･悪性、転移部位

悪性、続発部位
／９ ･･･悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
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別表19 上皮内新生物

１．上皮内新生物とは、平成21年３月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容につい
ては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10（2003年版）準拠」によるものとし
ます。

分類項目 基本分類コード

上皮内新生物 Ｄ00～Ｄ07,D09

２．前１.において｢上皮内新生物｣とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性
状を表す第５桁コードが次のものをいいます。

第５桁性状コード番号

／２ ･･･上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性
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別表20 対象となる身体障害の状態

対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(１) １眼の視力を全く永久に失ったもの
(２) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(３) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(４) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(５) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(６) １上肢を手関節以上で失ったもの
(７) １上肢の用または１上肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
(８) １下肢を足関節以上で失ったもの
(９) １下肢の用または１下肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
(10) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(11) １手の第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失ったもの
(12) 10足指を失ったもの
(13) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの

（備考）
１．眼の障害（視力障害）
(１) 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(２)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(３) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
２．耳の障害（聴力障害）
(１) 聴力の測定は、日本工業規格（昭和57年８月14日改定）に準拠したオージオメータで行います。
(２)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれａ・ｂ・ｃデシ

ベルとしたとき、

の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。ただし、器
質性難聴に限ります。

３．言語またはそしゃくの障害
（１）「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。

①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発音が不能となり、その回復の
見込がない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能な場合

（２）「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合
をいいます。

４. 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分で
はできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
５．上・下肢の障害
（１）「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、ま

たは上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、
ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

（２）「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭または人工関節
をそう入置換した場合をいいます。

６．手指の障害
(１)「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものを

いいます。
(２)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは手指の末節の２分の１以上を失った場合、または手指の中手指節間関節もしく

は近位指節間関節（第１指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込
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のない場合をいいます。
７．足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
８．脊柱の障害
(１)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいま

す。
(２)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋

の３種の運動のうち２種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合をいいます。

別表21 対象となる心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患、膵疾患

対象となる心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患、膵疾患とは、平成21年３月23日総務省告示第176号
に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死
因統計分類提要、ICD－10（2003年版）準拠」によるものとします。

疾病名 分類項目 基本分類コード

１．心疾患 慢性リウマチ性心疾患 Ｉ05～Ｉ09

虚血性心疾患 Ｉ20～Ｉ25

肺性心疾患および肺循環疾患 Ｉ26～Ｉ28

その他の型の心疾患 Ｉ30～Ｉ52

２．脳血管疾患 脳血管疾患 Ｉ60～Ｉ69

３．糖尿病 糖尿病 Ｅ10～Ｅ14

４．高血圧性疾患 高血圧性疾患 Ｉ10～Ｉ15

大動脈瘤および解離 Ｉ71

５．肝疾患 ウイルス肝炎 Ｂ15～Ｂ19

肝疾患 Ｋ70～Ｋ77

６．腎疾患 糸球体疾患 Ｎ00～Ｎ08

腎尿細管間質性疾患 Ｎ10～Ｎ16

腎不全 Ｎ17～Ｎ19

７．膵疾患 急性膵炎 Ｋ85

その他の膵疾患 Ｋ86

他に分類される疾患における膵の障害 Ｋ87.1
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別表22 対象となる抗がん剤

対象となる抗がん剤とは、抗がん剤治療を受けた時点において、がんまたは上皮内新生物を適応症として厚生労働大臣により承
認されている次の(１)および(２)のすべてを満たす薬剤をいいます。
(１) 厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんまたは上皮内新生物の治療に対する効能また

は効果が認められたこと
(２) 世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちＬ01（抗悪性腫瘍薬）、Ｌ03（免疫賦活薬）、Ｌ04（免疫抑

制薬）、Ｖ10（治療用放射性医薬品）に分類されること

別表23 対象となるホルモン剤

対象となるホルモン剤とは、ホルモン剤治療を受けた時点において、がんまたは上皮内新生物を適応症として厚生労働大臣によ
り承認されている次の(１)および(２)のすべてを満たす薬剤をいいます。
(１) 厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんまたは上皮内新生物の治療に対する効能また

は効果が認められたこと
(２) 世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちＬ02（内分泌療法）に分類されること

別表24 対象となる心疾患および脳血管疾患

対象となる心疾患および脳血管疾患とは、平成21年３月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類
項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD－10（2003年版）準拠」
によるものとします。

疾病名 分類項目 基本分類コード

１．心疾患 慢性リウマチ性心疾患 Ｉ05～Ｉ09

虚血性心疾患 Ｉ20～Ｉ25

肺性心疾患および肺循環疾患 Ｉ26～Ｉ28

その他の型の心疾患 Ｉ30～Ｉ52

２．脳血管疾患 脳血管疾患 Ｉ60～Ｉ69
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別表25 対象となる手術および給付倍率表

対象となる手術とは次のいずれかをいいます。
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（備考）
１．手術開始後、手術中に死亡した場合でも、手術を受けたものとして取り扱います。ただし、単なる麻酔処理の段階は手術に

は含まれません。
２．「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物の原発巣および浸潤した隣接臓器を切除、摘出（剔出）し、転移した可能性のあ
る周辺リンパ節を郭清する手術をいいます。転移・再発病巣のみを切除、摘出（剔出）したり、また、転移・再発病巣とそ
の周辺部分のみを合わせて切除、摘出（剔出）する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません。
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別表26 対象となる認知症

１．対象となる認知症とは、次の各号のすべてに該当する「器質性認知症」をいいます。
(１) 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
(２) 正常に成熟した脳が、前号による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下

したものであること

２．前１の「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次の各号のとおりとします。
(１)「器質性認知症」

「器質性認知症」とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容に
ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10（2013年版）準拠」による
ものとします。

分類項目 基本分類コード

アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症 Ｆ00

血管性認知症 Ｆ01

ピック〈Pick〉病の認知症 Ｆ02.0

クロイツフェルト・ヤコブ〈Creutzfeldt-Jakob〉病の認知症 Ｆ02.1

ハンチントン〈Huntington〉病の認知症 Ｆ02.2

パーキンソン〈Parkinson〉病の認知症 Ｆ02.3

ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病の認知症 Ｆ02.4

他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 Ｆ02.8

詳細不明の認知症 Ｆ03

せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの（Ｆ05）のうち
・せん妄、認知症に重なったもの Ｆ05.1

神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの（Ｇ31）のうち
・神経系のその他の明示された変性疾患（ただし、レヴィ小体型認知症に限ります。） Ｇ31.8

2013年版以後の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾
病がある場合には、その疾病も含むものとします。
(２)「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められ
る病変あるいは損傷、障害のことをいいます。

別表27 対象となる精神疾患

対象となる精神疾患とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容につい
ては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10（2013年版）準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード

統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害 Ｆ20 ～ Ｆ29

気分［感情］障害 Ｆ30 ～ Ｆ39

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 Ｆ40 ～ Ｆ48

摂食障害 Ｆ50

非器質性睡眠障害 Ｆ51
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